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訳者の 言

最近における林攻界をにぎわかした「林業基本問題と基本攻策」におWて 

は、日本林攻における遊本間超として、所得○分配間題とﾡ給問題とをあげ 

てる。 たしかに とれらの問題は重要な間題であるととには具論があるわけ 

ではないが、 しかしなが ら一層具体的にいつてこれらの価値命題の並列的位 

置づけは妥当であるといえるのか等になる と必ずしも皆の意見が一致してい 

るわけではない。

皮肉な いい方 を すれば、日本林政の問題はなにかとそ現在の林政課題であ 

るとい とと もでさる。

戦後役近にいたる日本林政の動向をみると端的にいって、一般経済政策の 

ードに押し流され、 なんとなく心もとない気がしてならない。 したがって 

いま こそ直鹹な形で林業経済の特徴をえぐりだして、そして確固たる林政の 

進むべき方向をわれわれは提示すべき時であるよ う に考えられる ( よ しんば 

実力の不足か ら未熟な ものであつたと しても )。

以上のご と き認識に立脚してわた く し資料をつほつ集めは じめてき て 

Wるわけであるが、 とのグレー リイ の「アメ ッ カ 森林政策」もかかる目的の 

ための一つの資料にすぎない。 それ故、 本書の完成されたﾡ訳書の作成を意 

図しているのではない。

そんな訳で翻訳 としては書き流しであり、全く 不充分な ものであるわけで 

あるが、一忘 ガ リ 版ず り で も しておけばわた くし自 身資料と して読み易い 

し、また同学の士にもいくらかの参考になると考え経常部資料として発表す 

ることに したわけである。

また この翻訳の校正に 当 って安 ヶ 原精三、橋本武雄両氏の手をﾡは した こ 

とに対して心よ り感謝の意をあらわしておさたい。

林業経済研究室

野 村 勇



序 文

内 容

公共政策は林業の最も論議のある局面である。 われわれは造 

林ないし森林経済学ない し木材利用につて全 く 現実的で ある 

ことができ る。 しかし人々が彼等の森林と彼等に関違遂した 他o 
天然食源についてなすべき も のについての永統的 議論 は 人間の 

物 心 と 感情 に 深く よって いる。 しばしばそれは改革運動の動因 

となる。

学従を対象とする祭林政策の論述を意図する著者は主用者な 

いし反対 者のいずれ でもない。地球上のほとんど全ての人々が 

従事してきている、 そして世界 の 人々 が 経験 を 蓄積している広 

大左人 間 の努力分野 が こ とに存在している。

それを 若者の人間的限界内で、 できるだけ客観的に記述ナる 

であろう。

ボートギャンプル、 シント ン

1953 年3月 T、B、 Sree1ey
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オ1章 森林政策の起源

天然資源えの人間の圧迫

ずれの国の森林政策も天然資源えの断え間なき人間の圧迫の結である。 

現代国冢の初期の、人間の少なかつた時期においては、森林は多く唯単に狩 

、帆柱、ならびにﾡﾡを供給する原生央地であつた。幾世紀もの間、森林 

面積および生産力は、耕地および牧場に対する加帝要により、 &夫ならび 

びに牧者達の林木焼却によ り、 ﾡ場を肥にするための地上物の除去によ 

り、 あるいは構造用材な らびに燃科の無差別的伐採によ り渋少させられた。 

中世期忆おける森林保存の衆初の、酸も一般的な計画は書伐および放牧禁止 

の君主ならびに領主法令であつた。しかしながら、 これらの法令は、森林ﾡ 

祓より も狩猟場の維持に浅地していた。

吋建時代における森林

ヨーロッの県泊グルマンお上びガアリ ンク族にとつては、非 占有森林 

the unoccupied Forest は共有であり、播 て の 自由 民 により 分別 され、 

使用されていた。しか し封ﾡ主な らび原野の攻挙的慶得の進展にI り辺 

aBな森林な上びヒース Heathe に対する古い種族所有概念を打ち破つた。 

ヨー ロ ッバの療林は、王様、貴族および臣下の封土に分削され、 そして封 

的祖能の土地構造に合併された。多 く の森林法令は主に領主の狩係ならび 

に侵入からの領土の保護を取扱つていた。ラニミード( ロンドン の 西南 21 
ミ イ ル、 ティムズ河ﾡの地) Cおいて調印されたマグナ . チャータ_にお 

いては、英国貴族は、 王室森林 the royal Forests を放棄するとと 

王室森林の森林官お上び狩ﾡ官の懸い慣行を公平に調査する ととと いった約 

東をキング・ジョン上り 得た。中央力 と 個別的権利間の斗争は、当初が ら 

現在まで森林史をつらいてき ている。

ョーロッの小雄民は、森林共有権をらしなつた。しかしながら、彼奈は 

粘り強く 頑張って、その代り森林地役確ない し便用 者决の組織 を 確立 した。 

放牧、マスト、地表植物ネよび燃料としてその古い央地林を使用するえﾡな 

らびに共同体の権利は、 現代まで多くのョーロッパの国にあり、 そしてい。



つかの国の法律の中に認められてきた。ﾡ邦保安林 Federal FOr9st 
Reserres 行政に対すナる1897年法により実列された自由利用法 the 
Free-use regulation Cよつて、 C史の再児がみられた。この法律に 

より、その森牀付近の庭民および居住者達は、典場建物および燃料材給源と 

して、 そしてまた一定数のﾡ乳および使役地物の放牧地として、 その森林を 

利 用すること が できるようになっ た。ヨーロッ パ の封建的用識から の森林に 

対する重要な貢献は、封土 Fief とい う森林であった。それは、いくつか 

○国において、世襲財産の合法的親織の基遊であり、森林経営における保統 

生産理論の基ﾡとなつている。

木材設ﾡな らびに森林専制主義

中世紀において、地方的な木材不足の恐が、現在の森林法令にみられる 

特色を惹起させることになった。ヨーロッパの山牀它速は、狩猟におけると 

同験に、建築材科および燃料の林地生産は策全されなければならないことを 

お設 した。毋樹の残存、木材の選択付印 selective marking of 
timber 極»上 び他の望ま しいﾡ種のﾡ栽が森林法令のそこ ととにﾡわれ 

な。建冢にあたっての木材の使用および燃料用と して伐採される樹種に関し 

ての細かい制限が、君主により制定された。封建時代が終り、君主専制制度 

がョーロッ パ に拡がる に つれて、森林施業お上 び木材利用 に関 しての驚 く ほ 

ど、沢山の細心な規則が大臣に上り発布され、 あるは譲会に上り採択され 

た。森林専制主義は、その極に達した。しかし専制主義は森林それ自体にお 

Wて唯部分的な効果をもつたにナぎなかつた。 それは森林資源少の期間 

であつた。

17 世紀おび18世紀の木材ﾡﾡは主に輸送の不足、 したがつてそれは 

ョーロッ共同体の経済的孤立化C原因があつた。燃料給源 と しての一般的 

な木材依存も、 木材不足と関係があつた。 との種の木材ﾡﾡは一般に鉄道と 

燃料用石炭の広範囲の使用の出現と共に消故した。しかしながら、人ロの増 

加ならびに木材の産業ﾡの増加CIつて、女明世界においては、 大材収穫 

○経済的必要性が高まつて きた。 そしてとれは多くの国の政策Kに 所次強い影 

ﾡを及した。こういつた現象は、 ドイッの鉄鉱山地区、 海運国の造船ャ上 

びスカン ッナ ビャの木材ﾡ出地方にみ られた。

自 由税争 ならびに経済革新
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森林専制政治は、フランス革命办 勃発により 終つた。ヨーロッパを風し 

た新しい 自由競争の経済学の影響によ り、多くの厳しへ森林統制は解放され 

た。これは19世紀の経済革新をﾡ起させ、産業組載、資本主義、商品○生 

産、世界貿易および生活水準の増加を もたらした。木材は、絶え間なきベル 

プお上び紙製造といつた技術の進展に上 り、ﾡc見なかつた程の産業原料材 

需要があらわれた。連続的な木材生長に対する商業的圧力が非常Kに増大した。 

多くの国々では国家経済の必須的要因と して森林の維持を認識した。そこc 
は、多くの利脱された財産、荒地および広大な森林植栽事業が存在していた。

森林と軍事強化

広大な森林の荒洸 を もたら したのは唯4に戦争だけではなかつた。戦争軍 

需品と しての木材の必要性は総ての人間の歴史をつらぬいて き ている。 

マ皇帝は軍艦の建造用 として多く の地方において大木の保全を命じた。ナポ 

レオン時代に至る •まで、 フランス王の森林法令により、中部フランスの造船 

用極および東部山岳の長大モ ミ 材を王室所有と して保全する こ とが規定され 

ていた。 またイギリス王室ではニューイングランドのホワイ ト .バィンを自 

己の所有とし、またオニ次世界大戦においてはアメリカ戦争生流局 the 
U、S、War orod.uction Board では、法令により スイト カ. ス プルス 

Sitka epruce 飛行機丸太および船の功材製造に適したホワイト・ー 

ク丸太をﾡ結した。

戦争を迷行するととだけでなく、 系急の場合、国家経済を維持するため 

自国内Cおいて利用で き る木材を供給する必ﾡ性がある こと を、世界的な経 

験において学んだ。 オー次大戦中における潜水艦戦争によ る木材ﾡ入の損失 

により、 イギリスは他国の森林への依存関係を打ち切つた。 そして造林の積 

極的前進が開始された。オー 次世界大戦によ り、アメリ カ合衆国では平和時 

おける消ﾡの充分な年と同 じほほどの木材を使用 した。 木材の市民的利用に 

かける制映および木材不足の恐怖Kにより、国家政策の再検対がなされ、そし 

てそれはクラーク・マクナリー法 clarke-McnaryAct 下において森 

林保存を共同 して 実行 する こ とに展開された。 オニ次世界大戦の大力年とそ 

○ﾡ備期問、平事的環求上 り 平和時の四年の要求を満足させる に充分な木 

材を伐採した。生産に対する各部門の組救づけ、市民利用の割当、および非 

軍事構造の延期により、近代吸争における木材の重要性を高めた。実際にコ
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- 日 ッパにおける総ての戦後計画は戦争の損害を修繕し、そ して国家経済力 

を再建するため森林の回復を計つた。

森林被優の保護的価値

森林資源におよぼす人間圧迫の も ゥーつの形態の危険、高山分水ﾡの併作 

および放牧が世界にあらわれて きた。- 日本においては 9 世紀ほど も どる。 

とれらの問題は、洪水、なだれ、急科地お•よび沈泥渓谷における急流の没蝕 

Kckって18 世紀末期 および 19 世紀初期にョーロ ッバの高山地域Kあらわ 

れた。砂丘を安定させる森林被覆の価価は東ドイ ッおよび南西フランスにお 

いて示された。いくつかの諸国におけるとういつた経験によつて、政策とし 

て保安林を採用ナる方向を取らせた。土域および水の安定に必要な土地は、 

特別の防景ならびに分水嶺ないし砂丘造林の大規模な公共計画をもつて囲ま 

れていた。変土な らびに耕作に適ナる渓谷地を守るために傾科の急なス ロー 

プリ上の崩壊の阻止は ラテン ・アメリ カ林業において域も北判的な尚ﾡであ 

る。森林の保護的価値をめぐつて建られた国察政策の選客な例はスイ スであ 

る。しかし群衆および山中 に至 る彼等の浸入から の煩似の損失は大抵の文明 

国における大衆の行動に強い影解をかよ してきた。 ﾡﾡに激しく 使用 さ 

れた分水ﾡの保護は、 アノリカの公有地 the Pudlic domnain から保 

交林を創造すると と に対する強い動因であつた。統行ので きる川における流 

水の保護な上び渋水の保護は、 1911年のアメリカ・ウィーク法 theA- 
merican weeks LowC対するは初の議論であつた。この法律は国冇林 

の購入を制定した。

全世界における多くの山岳地域は、国有林となつた。他の部分は伐採ない 

し放牧に関する国の監督ならびに制限下で、 個人有としてとどまつた。 下流 

cおける公衆の利害が所有者の財産権にま さるとい9 原則を強化した。との 

よ う な考え方の も と に、 自由競争の経済的原則に対して対抗がなされて き た。 

事火、" 公衆の利害の優先" とむすびついた保護林業が基本的に19 世紀の 

中葉以来、多く の国 の多林政策 を 再形成 してき た。との傾向は古いドグマを 

堀りすすめ、 そして具体的Cすべての問題ないし情勢を処理してきた。そし 

て国の音察力は、個人の権利と衝突する時に、 あるﾡの公共の利害を保護す 

るために一層自由に活動してきた。

る効率的な土也利用

土地におよぼす人々の圧迫は、しばしば土壊の破壊的ないし非生産的利用 

をもたらす。総ての国は、当初の肥さを損耗してしまつた後進行する一時 

的ならびに不毛及業を経験してき た。 ナべての国民に対 して 天然資源 に おけ 

る技 も 近要 な課題は、長期に更つて最も土地を有効に使用する方法である。 

土地に対して人間が多ければ多い;程、 との課題は一層頂大である。試行錯闘 

および殺合的土地利用の競争 を通じて、 は終的に、土壊工学および長期計画 

を通じて、 進歩的国家は土地をも効率的に使用しようとしている。森林政 

策は全体的な土地計画の一部とな る領向をもつている。

総ての古い国に永ける林地統制は実際には森林の皆伐に対する任意の禁止 

から始まつた。とれは狩猟地、 分水ﾡないし木材供給のいずれにしても所有 

しているものを維持するための君主、領主ないし議会のめ く らめっぽうな努 

力であつた。これを出発点として、 さまざまの方向と程度において推移して 

eた。国の同意なしの森林の皆伐禁止は、 全世界にﾡつて森林保護の国家続 

制の一般的基礎を のこ した。世界の いずれの部分 よ り も一層木材生産に経済 

的に依存しているスカ ンッナ ビャ諸国においては、 波少な しに現存森林を維 

持させるととは法制的な原則であつた。スカンジナビヤでは、 その経験によ 

り、多く の農業において林地をふくむ役適土地利用計画を設定 した。

総ての土地をﾡも生産的な ら しめる同種の土地利用計画な らびに公共の努 

力といつたととが、 19 ならびに20世紀の多くの国家政策の特徴であつた。 

これらの努力の中にはメ リ カ土ﾡ保全局 the U、S、Soil conserva- 
tion seruice の教育計画がある。土壊保全地区ならびに個別農場に対 

する土滅図によつて、保全局では、普及活動の基礎として土壊および地域の 

物理的性格表を作成した。 ウイスコンスイン州では、 1933年の田園地帯区 

分法 its rural Zoning lawを作成した。との法律は不毛地、税怠納 

および田合の貧民 く つの解決を意図している。この法律は不毛後地を木材生 

産に替える うえにも役立つた。

森林の社会お よ び文化的効用

あらゆる種属の人間は精神的および社会的満足をﾡ林に発見してきた。 

森林は宗教的慰念と儀式に関連をもつている。魚および野生動物の供給源と 

して、払われて きた森林に対する尊敬は、述続してきている。食物の給源と 

しては要度は落ち、 しかしスボー ッお上びレクレイ ショ ンの点において重
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麼度は痛まって き た と つた内容は変化はあつたが、森林t野生動物管理お 

よび保全 と 関連 を もって eている。

あ らる種類のレク レイ シ ョ ンに対ナる株林の利用は、普遍的な社会的サ 

ービスC、 とりわけ都会人に対してのレクレイションの場として、 進展して 

きている。それは天然資源におよす人間の圧迫のも ゥーつの例である。

人口 過密地域において森林だけが レク レイショ ンに利用されたのではない。 

ﾡ市、 州、 および国の森林公園を含む特定のレクレイションに森林が使用さ 

れる傾向を もっている。

文明社会においては、狩猟権を も つ森林所有落が社会的およ び階級的特権 

そもたら した。森林所有権はごうまんな領主および大地主にとつては自分は 

特権階級である といゥ区別の証明書であつた。森林を もつ風景はゴシ ック風 

の城やチュー ドル領地のホールを う き あがらせて きた。 イギ り スのプィ ク ト 

リヤ王朝の財産森林は、さま ざまの遊林木Cよつて美しへ風景効果をっく り 

出していた。オランダでは画景美の一部として、財産林を考えてきた。そし 

て消足される状ﾡに森林を維持じている財産所有者に対しては特別の免税を 

かこなってきた。この免除を得ている森林は、この計画か経済的に利巻のあ 

さことを明らかに して、一般大衆および旅行者の使用に開放されるべきであ 

る。森林の社会お上び交化的サービスC対する古へ世界の選度はアメ リ カ合 

衆国に強く あらわれている。アメ り 力における一般大衆の希望は原生林の急 

速な、破壊的伐採の反対である。最初、 2・5世紀における"自由地"心理に 

反対する、 そしてまた共有されてWる森林、 水牛、 水どり、ならびに総ての 

天然資源に反対する一般的な反応の結果と して、州および国有公園、 野生動 

物のみか、原野 (道路および飛行機発着場を除く)の保全を もたらした。 

全神費量の4分の3 を輸入している国においてニューョーク ・アデイロンダ 
ックの禁猟地 Niew Yorke Adirondock Presevue を経済的に利用 

しなということは、 との公業の感情の強さを明確に鮮明する ものである。

多面的利用に対する深林経営の理論は、 木材生産以外に林地から沢山の利 

基を認め、そして実潦に多面的便益を合理化 し、相互に関連させ上とナる 

ものである。しかし如何多 く の林地を修済的機能よ り も主に社会に奉仕さ 

せるべき かの問題は、問題点としてのこる。森林の社会的かよび女化的サー 

ビス と.森林によ り影保された人々の沢山のグループの合計は、特定の国の森
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林政策K深刻な影響を及してき た。このこ と は極端に 自由な プロ セスをも

つてWる国において最も強く あらわれてきた。

森林政策における個人主義

森林政策○起源について充分のべられてきた後で、事実上各国が独自の経 

西的環境、考え方な らびに政府をコ ン ト ロールする圧力に適合した特徴を保 

持してきた。それぞれの森林政策は国家経済の一部である。森林政策は人々 

にとって利用可能な資源により、崎送設備、経済的機会および生活水準によ 

り形成されてき た。森林政策の最 も 魅力のある局面は進行している別の事柄 

との統合である。

積積税的な商業ならびに植民地拡大を通じて消通的な イ ギリ スの森林政策は、 

島国的位置と海運受位の結果も たらされたものであつた。2 世紀半に亘る ア 

ノリ カ合衆国の自由競争に立脚した森林政策は、人々が天然資源を圧迫した 

のでなく、資源が人々を圧倒した自由地時代 the"Free Land" era 
の単なる一部であつた。最近50 年の発展を含めて、全発展に亘ってアメリ 

力Cおける株林政策は、 工業組線と技術の力な らびに生活水準の連続的進展 

とにより強く影髀を うけてきた。例えば、世界の他の国の数借の一人当り •紙 

消費信の影噂を考えてみよ。

ス イ スの森林政来は、物理的環境と その危険に対する防衞の副産物である。 

スカンジナ ビャの諸国では、彼等の桜大の産業と輸出貿易を永続するために 

何とかしなければと考えた時に、彼 等 は 共同 的田 囲 組緇 Cおナ る 人 民の熟練 に 

た」つた。1917 年の共産主義革命につづて、ロ シャの森林政策は、全森 

林を国有化 しただけでな く総ての樹木の伐採と利用を国家計面○目的にむか 

って方向づけ、替察国家の武力の一つ となつた。支那およびスベインといつ 

た他の諸国は、森林資源にキよす人口の圧迫を抑制する ととが不可能であ 

った。多く の国にお•いて効果的な森林政策の不足は、極ﾡに低い生活水ﾡと 

経済的羽点を もたらしている。

原始林の消破と共に、世界のさまざま の人々 が、次沢山の類似的経験を得て 

・た。森林の歴史は、 方法と計画において何度もくり返されてきた。しかし 

各国の森林政策は、独自の環境、刺戟ならびに訓探における優勢な諸力によ 

り作り出された独自のものをもつている。 それは、時に国の性格の表現でも 

ある。
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才2章 林業における国家行動の方法と手段

森林資源を保全し、あるいは増加するために、世界の人々ならびに政府 

よ り 採用 された方法と 手段 として、次のごとき ものか最も広く 採用されてい 

る。それ らは森林に関心を もつ国民の企画 と 提案の 中に出現 した りきえたり 

している。

林地の公共的所有

公共彼网によ る土地の所有な らびに経営は、林業を促進する他の手段よ り 

も一層広く採用されてきた。世界の多くの国有林は、領主の手中に入つた、 

そこ から公共所有 にな った 種旅ないし国民の獲得の原野で あっ た。立法ある 

いは君主の命令によ り、これらの或ものは木材生産ない し関速機能の連続的 

国家管理の状態に最終的に到達した。沢山の他の国有林State FOreSts 
は、しば し主に保藤的価位に対して勝入ない し投収に よ り獲得されてき た。

ァノリカ合衆国におけるウィークス法the weeks Law 下における政策 

②tうに、いくつかの例において、土地照入計画は元来分水嶺の上に保安林 

を途成するために計画された。そして他の危険な場所は、地方的な変求に上 

り指図されてい るごとく 林地の他面的サー ビス を発抑させるべ く 森林後得に 

ﾡ入されて さている。

地球表面における 1、000 高平方マ イ ～の生産的森林の約 60%は、 スイス 

のカン ト ンあるいはブラ ジルの州な らびにア メ リ カ連邦と いつた政府の主耍細 

別地の所有をふく めて、国有ないし州有である。世界の政府により所有され 

たこれらの林地の約40%は、ロシャの国有林である。 1918年のソビェッ 

卜法にり、 2億5000高平方マイルの生産的森林が、広大な限界なし不 

毛北板林地と一諸に国有に編入された。主に、 アフリカ、 ァジア、 ならびに 

ラテン.ノリカにおける別の40%の政府所有は、 なお公所有段階 the 
puplic-domain etage にある。それらの森林は公有となっており、将来 

如何になるかは未決ﾡ定である。

ﾡ算1億ス500 萬平方マイルの生産的国有林の、役り20 %は永久的な 

公有ホ Public Foreets として民主国により所行されている。 とれらの 

中には高慶に発ﾡしたコーロッパの田有林、 アメ リカおよび日本における国
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有林、 ならびにカナダにおける国有林 the Grown Forests がふくまれ 

下る。とれらの森林は認可制変のもとで利用され、 そして保続生産経営を 

おにな う といゥ契約で或地方にかいて利用されている。

地方的水準の公有としては、全世界にﾡつて改千の小規校森林、郡の財産、 

数区、ヨー ロッパの地方自治区、ならびに自治市がある。公有林地の割合は

加頃向をたどつている。現在、 沢山の国家では、林地サービスならびに国 

家保全の安定化の手段と して公有林地を拡大していつている。 そしてこれら 

の国々 では既に所有した林地の行政を強化していつている。

公有面積は、世界に設ける森林政策に対して重要性からい う と小さい。公 

有林は保有権と長期計画の送行において最も安定的であり、それ故技術的に 

撤も生産的である。最も古いへ、ﾡも連ゐ的な調査は、公有林と関連を もって

る。 *た公有林再遣林、ゆ丘コントロー、 分水樹保護ならびに沼排水 

と つた公共活動に影響する沢山の計面をおとなつている。最も重要な こ と 

は、公有林は全世界において有能な技術サービスの主な釜育場であつた。公 

有林は沢山の他の場所に国家行動をもた らす人間的指導と力を育成してきた。 

デ メリ カ においてよ りも、 よりょく しめされた全体的発展に対して公有林が 

関係を もつている。

森林保護手段

世界外の総ての主な針葉樹帯にかいて、山続さは最大の単純な森料破意の願 

因となつてきていた。山焼きは、 取得の過程ならびに所有への改交が開始し 

た時期においては、 大抵の森林地域において大な り 小な り 共通的におこなわ 

れていた。人口の圧迫、耕地ない し は 家蓄 食料 を 多 く 得よ う とする人々 ○圧 

迫は、一般的にあらわれていた。森林への放火はまた共通的に浸入軍、市民 

戦争、隣国の報復ならびに百姓暴動等の描果として発生した。

防火は、森林法の最初の、岐も一般的な課題の一つであつた。山焼きに対 

ナる禁止な らびに放火に対する恐ろ しいほどの刑罰が日本における 10 世紀 

の森林規則にみられる。山ﾡきは、 ドイ ッの大抵の国の 15 世紀における法 

令において、 またスカンジナ ビヤ の初期 の立法において禁止されて いた。 

1669年に、フランス にかける コル パート 森林法は、森林における火災に関 

述した、 それ以前200 年のこまかい規則を集めて編ﾡした。アメリカ植民



民地お上び中西部 .西部諸国の初期における森林法は森林火災の惨害の防止 

を目的として立てられた。 そして1911年に、 公有地から国有林が形成され 

た後で、 アノリカ合衆国における才2段階目の森林政策として、 分水繊の追 

加ﾡ入 と 共同的防止 と ○描合がなされた。

防火は今日世界における森林政策の最も一投的な目的の一つと してのとっ 

ている。 アメリカの太平洋北西部といつたような或地方においては、 公共な 

らびに個人的た森林に対ナる支出のﾡ大の部分が防火にむけ られ、そ して 

た最も詳細な、正確友立法的規別が防火に対して取られてきた。 たとえば、 

オレゴンならびにワシントンの森林法には、 私有林の強勢的トロール、全 

粽林作業における最小の防火設備、許されさる伐採くず焼却季節、危険地坂 

の○公共使用禁止、お上び山林官の思ﾡにおいての火災危険期における伐木作 

業の完全禁止がのべられている。

放ぎの禁止ないし規制が、初期の ョーロッ における森林禁止令の中に山 

続き規制と一諸にのべられていた。放蓄 は 土地所有階級 2 領地 に お けるほも 

普通の受入形態の一つであり、 その当時、森林の主要な用役権であった。狩

動物に対する食糧供給を波少させた。野生生物と他の森林用役間におる 

然は、現在までョーロ ッ林業を色どつてきたのみではな く、全世界にお 

ける森林問題な らびに政求の中に連続的に再現 している。 ウイスコンスイン 

州な らびに他のアメ リ カの諸州では今日表面上、鹿の増加と ホ ワイン. パイ 

ンかよびノーザン .シーダーといつたすばら し森林の再現の間の選択を し 

なければならない。 アメリカ海ﾡは年々繁落増加し、 しばしばアメリカ北部 

森林の破扱的侵人者となっている。アメ ッ カにおける連邦政府指定保留地で 

は、しばしテェトン大ﾡTatonEIK ないしは アリゾナ の カイバアブ鹿 

Eaibeb aeer といった野生動物を保護する ために家落の放牧を線減する 

ことを余後を く されてきた。

ドイッおよびフラ ンスの中世における山林官達も、 ま た放牧と 山ﾡ却の間 

の密接な関係を発見した。放牧は、しばしば森林火災に対する剌快をを除去 

するために禁止された。フランスのプイチィ政府は法令に上つて、森林所有 

イ が或原因で火災が生じた林地にかいて放牧する 複利を 10 から 20年間紫 

止した。これは所有者の政施業なしごまか しに より減じていないフランス 

の 林 面を維持するたの改終の一部であつた。

-10-

木材供給がヨーロ ッの森林所有者ならびに技術者の計算に入つた時、放 

牧柱制は時々明確に林に関連させられておとなわれた。 はも一般的なもの 

の○-つは、伐採後、或一定期間或森林地域から家畜 を除去する ことであった。 

技術的土地管理に対する放牧の関連は、保趣林業がスイス、フランスのアル 

ブスならびに他の国のでとほと地域において発展させられた時、強く 主張さ 

れた。高い分水嶺にお•ける蘇林皆伐な らびに放牧の増加は一般に不安定土製 

と水の主要な原因となつた。したがってそれは洪水および急流崩壊の原因と 

なつた。長年の間、分水総保護政策は、 とくCフランスおよびスイスにおい 

て、最も危険な地域の○投没収とそれを取りま く保護帯における木材伐採と同じ 

く放牧統制と結合させてきた。森林、水および土壊保全 と 放牧動物 との間に 

おける 皿課は、原野管理にかいて永ﾡ的につづいている。放牧は全体的に公 

有林における多 く の市の水源分水議か ら除外されている。

病虫害からの森林保護は 20世紀に特に技術的発展をもたらした。cnれら 

の病虫害から の損害の程度が良く 知られる よ うになり、そして木材価値増加 

が防な) 手段を強化する に つれて、一酒重要性を増して きた。政策の分野にギ 

いて、との新し森林保護の武器は、 ホワイン・バイン水泡さび病b1iste- 
r rust といつたﾡ虫とか病るに上つて目された苗木の輪入検疫所をもた 

ら してきた。森林を破城する民虫な らびに菌をﾡ殺するためにァ ノッ カCお 

ける共同保護政策(政府、州かよび個人的所有者間の)を拡大してきた。2 
つのアメリ カ の州では、 も し言された3分の2 の土地に よ り採用されるなら 

は、害虫によりおびやかされている土地の全森林所有者達は統制手段の費用 

を分担する ととを強制される法律を制定してきた。

森林所有者に対する教育な ら びに技術的援助

17 ならびに 18 世紀の森林専制主義が政治および経済から地歩を失なっ 

て以来、教育が森林政策の発展の中において重要な部分をしめてきた。その 

大部分は公共意見を盛り上げるために計面された、あるいは立法の制定を も 

たらすために意図したものであつた。相当の程度まで、教育はまた林業法送 

行の手段 とな つて さ た。その手段は彼等の自分の関心が同一の方向に存在し 

ていると とを土地の所有者に確信させる ととに よつ て公共の 目的を達成する 

行動計画である。衆知の例はアメ リカの機業普及局による歳家林業の教育と
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州と連邦の共同政策下におてアメ リ カの林地所有者にあたえられた森林施 

業における直接扱助である。

スイ スでは国家政策の創造とその送行の両者において効果的であつた永も 

的教育のすぐれた実例を提供する。 1843 年忆組織ずけられたスイスの林業 

あ会は、苦しへ、宿.領の地方独立の或部分は、高いルブスCおける統一的 

国家行めに対する必要性にあけわたさな くてはな らなかつた こと をスイス国 

民に確心させるにあたつて指導的役割を演じてきた。そして くり返して、協 

会は渋水状況を調査するために、危険地域を決定するため、 その処置を立 

てるために、そして再造林ないし崩壊防止の試験計画を実行するために、連 

邦同盟に上 り委任された,

最近 100 年の森林政策下における教育サー ビスの範団は き わだつている。 

ドイ ッにおける 1849 年の革命につづいて、 Pシャな らびに他の北部国家で 

は以前私有林所有者に強勢した大部分のﾡ求を取りﾡした。 その代りに、国 

の技術者の サービス が:私有地 cおけ る 施業楽作成 に、森林き営に 当つて所有 

者に忠告をあたえるために利用された。 スカンッナ ビヤ 諸国は国家政策遂行 

の手段として教育を有効に利用してきた。スウェー デン、 ノルウェー、 なら 

びにフィ ンラン ドの規定における原則は、 ま ずオーに、 教育後ﾡな らびに技 

術スタッフ を維持する ための国 の承認 を 通 じて林業な らびに林産物流通に対 

ナる強力な地方共同組繊を奨励すること、 そしてオニに、林地を消滅したい 

上 う に保疣するための国の法律の励行への参加を とれ らのグルー ブになさ し 

めるととである。 とれら数百の参加ﾡ合と組合の訓練された山林官を通じて、 

スカン ブナ ビヤ の森林政策の運用法は、事実上教育が 90～95 %そして法 

の強勢は5 10%であるように思われる。

一部の消波した森林を回彼するための戦争が生んだイ ギ リ スの政策は2つ 

○目的を設定してきた。その一つは低等級地の購入と植林と によ り公有林の 

増州大、 才2に、技術援助の形で○ﾡ林補めとﾡ育により私有林の実質的面ﾡ 

の回復である。

アメリカにおいては、林楽企業は外方に、 下方に、国の政府から州へ、林 

地所有者へ、 そして多く の形態の地域祖版へ と 所次拡大 してきた。各段随に 

おいて、教は主坂な力であつた。

株林施業における経済的判戦と公共の協同

森林に関心の ある 議員 な らびに大臣によ り 再三採用 された、も クーつの広 

く 利用 された；•疎林政策 の道具は、樹木の増ﾡのための経済的報酬ならびに典 

用分担における公共の協力である。 との種のもので最も一般的に採用されて 

いる ものは免税である。しばしば一 定期間、新らし植林につては完全な 

免税がなされる。 また時にはいくつかのアメリカの州におけるごとく、収種 

時まで森林収ﾡ税の婚期がなされる。森林施業を助成するための減税は全世 

界に亘って数かぎりなく あり、 またその種類も多い。 1年30フランスでは、 

も し新所布者が正常開発の承設された計面に 30 年問従う ととに同意した場 

合森林財産への譲渡税を75%軽した。 1949年に、ニュー. ハンプイツ 

シャー 州では、全森林に 10 % の収渡税を課税することをきめた後で、地方 

委員会の基準にしたがつて伐採する所有者に対しては 30 %○軽を申しで 

た。 s
多 く ○公共ﾡ関では子と苗木を無料で配布する と と ic よつて、費用の一 

部を補助する ととによって、また 低金利 の長朋融資をする こ とcよ つてﾡ林 

を奨励してきた。 フランスなよびイギリスにおけるごとく、 ョーロッにお 

けるいく つかの戦後計画は、 大規校な私有地の再造林ないし改良造林を助成 

するために貨幣扱助を活ﾡにやつてきた。フランスでは、森林生産物への販 

売税を資金源と して毎年 500、000 エーカーの再造林を計面して きた。

アメリ カにキける防火協同政策は現在は35、900エーカーの州および私有 

林、つま り全面積の 84 % お上んでいる。そ して毎年 900 高 ドル の連邦金 

の支出 を要求 してい る。との場合、国家利子は州および私有林所有者が等額 

を支出している州 にかい ては殺林火災か ら適当 の保護費用 の半分ま で支払う 

こ と を正当化 している と つた前提に立脚 している。同 じ油礎的を考え方が 

さまざま の地方的応用を もつて、世界の民主的な森林政策に共通的にあらわ

れてる。それは 1952 年において不毛地の造林にﾡも広く使用されていた。 

或ス カン ッナ ビャ諸国においへては、 沼沢を排水する ことに上 つて生産的森林 

面積を増大するためにこの考え方が使用されている。 フラ ンス に おいては、 

非常 Ic 接近困始 な木材を 取扱 9 に 必要 な 伐木道路 の 費用 を 援助するた め c使 
用されている。
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私有林地に加え られる公共統制

林業の初期時代においては、森林所有者が彼の林地においてなすべきであ 

る、 あるいはむとなつてはならないとと に関する専制的指令な ら びに 制限か 

一般的であつた。 14 世紀な らびに15 世紀の間における多 くのョーロッパ 

○法令は、 不毛地の再ﾡ林とか伐探時に樫やその他の好ま しい樹種の母樹残 

存といつた特別の森林施業を法令にしてだした。 その他、若い林分の伐倒や 

缶位ある木材を燃料と して使用する と と を禁止した。私有林の使用な らびに 

管理制限は、ョーロッパの絶対君主の複雑な法令において頂点に達した。と 

れら○法令は、フ ラ ンス革命にっづ く 自 由思想と該会政府の拡大の もとで大

に廃止され、 合理化された。西 ヨーロッパにお•ける 多く の諸国におい ては 

森林は国の同意な しに破壊されるべきでないという法律的帰結にもどった, 

そして別の 方法で、所有者は相対的に彼の土地管理にあたつて自由がのとさ

れた。 ・

しかし森林政策の武器と して、個人財産に対する警察力の使用は兵器庫に 

とどめられた。それは山岳分水繊における保護林業の問題を立案するにあた 

つてョーロッ バ大陸において広 く 採用されていた。 それはオー次戦争におい 

ては非常に強く採用され、 そしてなおオ2次大戦においても、木材の利用可 

能数量、分配ならびに価格決定の統制をおとなっために採用された。 ナチの 

全体主義計面は、 ドイ ッの各州に以前保留された森林政策の自治権を廃止し 

た。そしてドイッは全林地な ら び に施業の 中央哲理 に移行 した。

州の普家察力のも とでの私有林地経営における公共的統制は、防火の目的で 

大部分の州において、ま た樹木成長の維持の 目 的で 7 つの州において採用さ 

れてき た。国の善察力下における森林管理統制はオー次世界大戦の終熄以来 

ア メリ カにかいて議論されてき た。これら の統制は森林政策の一層進んだ発 

展における最も議論された、そして問題の多い局面と して大抵の民主国家に 

おいて スポット . ライ トをあたえられた。

森林生産初の関税および貿易統制

料 林生産物 に関速しての国のﾡ易政策は、 樹木成長にとんど関係をもつ 

ていないように思われる。しかしそれは国家の態度 を反映 している。つまり 

林姿の洋済分野の一部である。貿易統制は時折、減少する木材供給を永続さ 

せるために国によつて採用されてきた。 ドイッの小さい公国間における、木 

材輪出制限ない し禁止は、中世の木材餓ﾡを回避する最初の計面であつた。 

スカンッナ ピャ諸国の春林政策は主 と して木材輸出貿易、その国民経済にか 

ける重要性な らびに森林荒廃に対する脅威よ り派生してき た。 スカンッナビ 

ャにおける初期の森林政策に関する政治的議論は木材渝出を減少させ、そし 

てイギ リスとの貿易に対して一層多く の製材工場を建造する公共的許可を制 

限する努力をしてきた。

国内において木材の生産を計る と と に対する イ ¥ リスの冷淡さ と海外材へ 

の依存の強ととは主ﾡ森林生産物を総て給入ナる と いった長期問に亘る 自 

由貿易政策の反映であった。 1930年代の不況において、この政策はイギリ 

ス領土内の貿易を増加するた めの英国のつ特8組越に有利の ごとく 部分的に変更 した。特 

恵税か 大部分カナダからの圧迫下で、イギリス外で生産された木材に採用された。イギリ 

ス試国Cおける特恵市場C対するカナダの需裂は、順次、アメリカに対するカナ ダ求材工 

場から輸入を軽減する ために計画された アメ リ カ関税における最近の傾向iに 
関連をもっている。全体的連続は次の問題にもどる。つまり誰の木材が最高 

利同で販売されるであろ う か。そ して少な く と も理論的に誰の林業がﾡも強 

力な経済的支持を得るであろ うか。

通貨切りさげ、貨弊交換割合、比率、船積少カルテルの操作ならびに多設 

の関税規制は、 しばしば国際貿易における商品の動向を規制ナるに当つて関 

税よりウェイ トが大きかつた。とれらの計画は余利木材を移動させるためC、 

あるいは国内の林産業を保護する 目的で楡入を制限するために、世界商業のナ 

エス盤の上で、 しばしば採用されてきた。たとえば、 1930年代の不況期に 

おいて、 大量のスカ ンゾナピャ・ルブが生産と船積み費用において興常な 

ほどの競争的利点を もって ア メ リ カ 市場 に 入つた。これはイ ギリス . ポシド 

に関連 した ヨー F ッ通貨の平価切 り下げか ら生じた。そしてアメリ カ議会 

ではカナグとロ シャ材 との競争にお•いて国 を 援助する ために、輸入材に"使 

用税" an " excise tax " を課した。 との課税支持に使用された商 

論の2つは、 アメリ カ人の賃銀保護と メリ カ木材によ る林業の奨励であつ 

た。資易統制は、国家計画の大き な局面 と の t較において疑い も なく 朮要性 

は小さいけれども、林政策の適具としてのこつている。開発された原生林 

からのた だの木材が森林経営下 Cおいて育成された、 用のかかつた 立木 と
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世界市場おいて競合 しているかぎり、貿易統制は不況と異常た競争を しの 

ぐのを助けるために起草されるであろり。 そしてその統制は、 ノルマル 

な貿易競争においてではなく、 天然資源を外貨に改変する手段として、国の 

労働により生産された、 そして世界市場の上に課せられた、国有材の侵入に 

対抗する 建設的な集林経営の重要な 防御と な るかも しれない。時折、これは 

世界 の経済林の 3 分の 1 を占有 している ソ連の森林政策の一部となって き て

る。

主要な政治的動向の森林政策への影停

これらの形態の総ての行動は沢山の別の国におけると同係に、 アメリカの 

喜林政策を発展させる上に大き な役割をじてきた。 ずれの政治的活動に 

重点を置くかは国に上つて事情をﾡにしている。同じ国においても、時C上 

り、場所により相違する。とれらの分野における全体的な公共的計面は、一 

国の森林政策の最も明白な表現である。

= シャの探林政策を除いては、森林政策は幾何学理論の明瞭さを、もって記 

述するととはできない。一国の森林致策を成する法律、行政的実行、関税 

ならびに地方的活動は普通復雑であり、 一般に混乱している。 とのことは衝 

突している圧力ないし、さまざま の視点を もつ計画か、或一定時に森林計画 

の中で衝突している、 デモクラテックの国において、特にしかりである。述 

邦諸国においては、さま ざま の水増おける立法的 ・ 行政的機能が林業の分 

野において重復する。われわれはただ人民のコースを方向づけるにあたつて 

彼等の相対的ウェイト を評価 し、彰響をあたえ、 そして行動するととができ 

る。

公共的行動計の選択における傾向と変化は、勿論、時の主要な政治的活 

動を反映してきた。これは特に 17～18 世紀の絶体君主から 19 世紀の一層 

自由な政府への変動については 上 く 物合する。政治的 ・ 経済的環境における 

姿化は、それ等自体の長所に立脚してさま ざ主 の林栄手段を立案するに対し 

て一層自由な分野を提供した。一世紀半の問、 2つの反対する考え方が競合 

してきた。右翼的考え方として、官憲主義派は、個人有にとどまつている决 

株への公共統制な らび大規模な公有計画の維持を考え、一方左翼的考え方 

として、個人指導と自由企業主導者は、経済的剌彼、教育、 ならびに公共械
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明と地主間における共同を主張してきている。事実、ほとんどの国では、自 

国の状祝況の実際的必要性に応じて森林政策に適合させるにあたって、取程産 

まで 両方の考え方に従って き た。

20 世紀中期に林業の中に入ってきている新ら しい力は社会主簇である。 

天然資源に影響する も ゥーつ別○人間○圧迫がある。それはしばしば社会主 

ﾡ分野にキける民主主義的政穴の拡張である。個人財産の国有化ない し公共 

的権威による統制は/早、〃王の権利〃に依存していない。これらの法制的 

ならびに道徳的正当化は、 今日では"最高○公共の利基"である。ロ シャで 

は、 土地ならびに森林の総私有を廃止ナるとと上つて、警察国家に対する 

問題を落着させて きた。大抵の民主国家の社会的領向は、次の50年間、世 

界的森林政策の発展を形成す る に あたって有力な要因で あろ う。林求○T還 

な問題は、 公共的利益が国有化に上つて最も良く締仕 される か、 あるいは自由

競争区済c上 り»る良 く 締仕されるか決定ナる こ とである。ァメッ ヵ国有林○行政に対して 

1905年にi地務大臣ジエムズ・ ウイルソン Jamee WilsonC上 りつべられた" 長期 に 

亘る 多放の者" といつた政府の考え方が目だつてあらゆる林楽計画に適用されよう。

将来に対するm要な疑問

多く ○国がオ2次世界外載争後、彼等○森林政策の研究と比終にあたつて所 

次緊密に召集されて きた。林業計画、 木材供給における戦争損害○回復なら 

びに後進深林地域の発展に対ナる世界的関心は FAo○体部とその雑誌 u 
A8YLVA に見出される。 FOA の国際林業会議ないしラテン .ァメリ カにお 

ける森林計画を促進すをためのアメリカ農務省および当面の仕事ならび1險 

林再造皮に関する レポートの広範囲に耳る交換は時○流行になつてきた。鉄 

のカーチン外の人々、世界的な来林の必環性お上び政策ならびに回家的目 

的を達成するための手段と方法を如何に働かせるかにっいて多く知る よ ゥに 

な2ていつている。この国際的観察 と 教育の過程は森林政策の学徒に とって 

絶えざる意義をもっ、また問題とされる ものであろう。これらの2、 3oも 

のcついて記述してみょ う。

諸国間にかける森林技術の交換は、緊密化される 国際連合 と 議論によ って 

大いに刺戟されるであろう。森林政策を或国が別の国から模放する場合、知 

何に程有効程度であろ うか。効果的であるためには、練林政策は国内の経験
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刺な らびに政治的制腰か ら主に進 展され な くてはならない。

ノルウェイ、 スェーデン フランスおよびイギリスといつた沢山の民主国 

家の社会化傾向と して、それらの国々 に国家企業な らびに国家組破があらわ 

れて き ている。これ らの傾向 ( その多 くはアメリカ Kc %めえる ) は、現在の 

世代が知っている ごと く森林所布な らびに林港業の資本主義的構造に余地を 

残すであろ りか。

どとまで別の国は公共費用において不毛私有地に多額の補助金を出してい 

るイギリスおよびフラ ンスの実例に、 あるいは木材の消費者に課税された特 

別販売税に上 り補助をしているフ ラ ンスの突例に従 ゥべきであろうか。 たと 

そ、日本におけるとと く ﾡ林費用の 5 分の 1 を所有者に償還する ことに上 

って 10 年間不毛の国有および私有地 を 7000 高エーカー余造林した仕事は 

事ないし経済的理由よ りアメリカ を正当化するであろ う か。 あるいは、

1933～1939 年の市民保全班 the Civilion coneernation Corps 
類似した迷統的緊急用計画によつてか。

如何程、森林ないし製材工場の公有が、森林経営および木材利用工芸学の 

高い水準と適当な木材収確を確保するために望ま しいか。観念的偏見をすて 

て、最良の林業組ﾡの確立のために作られているもの

1、ロシャKおけるごとく、森林ならびに森林産業の完全な国有化、

2、 カナダにおけるどとく、 大部分の森林の国有化、ただし個人の、競争 

的産業用材は許可払下げナる。

3、 スカンッナビヤ、 フランスお上びアメリカ における ごとく、 森林産業 

と共に、ﾡ林の大部分の競争的個人所有か。

次の 25 世紀には、恐らく、以前の世界史におけるいかなる同期間において 

よりい 森林政策の一層活動的な、 そして一層重大な発展をみるであろっ。

林業は国家計画に中において一幅大きな場所を占めるであろ ゥ。 そして交株 

経営 の 多 面的利用原則 は、天然 資源 に およぼす 人間 の 連続的な 圧迫 増加 に 道 

過するに当つて激しく テストされるであろ。

才8部 森林 政策 の 実例

才3章 ドイ ッCおける森林政策

ドイ ツ林業の影番

他の国民よ り以上C ドイ ッ人は、世界の林学、森林施業な らび改策に影 

智を及ほしてきた。ドイ ッ人は彼等の生活手段が依存してき た森林系境の中 

で国家成熱C達した。 ドイッ人は、多くの少しも生産的でない森林を資源と 

しなければな らなかつた。しかしこれ らの自然条件 (多くの別の国民に上り 

分制された) をこえて、林業は査、組総及び系統立てに対するドイッ人の 

頭著な才能 より発震 した。

おゝまかCいつて、世界の他国との比較において、 非常に早く、積極的な 

技術指導がドイ ッ林業化あ らわれた。それは国有林から書記長ならびに立法 

者、地主及び大学ま で行き直つている.,林業研究はおどろくべきほどのスビ 

ードで進展した。さまざまの組ﾡと考え方の流派が形成され、そして専門的 

・法制的サークルにおいて、あ るい森林自体の中でﾡ力的斗争がおとなわれ 

た。ドイ ッは森林突験室ならびに証明のﾡとなつた。

われわれは中央ヨー ロ ッの林業を専制形ﾡの政府に上 り大いに命令され 

たものと考えが らであ る。しか し改策学徒がドイ ッの経験に対して もつ最も 

大きな関心は、その考え方と森林法の多様性である。ドイッ林業はヨーロツ 

における自由動向に応じてきた。それは1 9世紀の産業革命により強く影 

された。私有林に対する政策は、 きびしい統制から事実上自由企業にまで 

変化し、そしてふたたび国家制限にもどつた。 ナチ国家 tne Third Ric 
前においては、これ らの政策は、さまざま の ドイツ諸国の間において一様で 

はなかつた。ドイ ッ森林政策の発展の中には沢山のデモク ラシーと個人主後 

が存在してきた。しかしデモクラシーは、 土地保全に対する強力な本能によ 

って制止された。

世界のどとかで今日議論されている森林政策 造林あるいは経済学 に関す 

る考え方は、ある時期と場所においてドイ ッにおいて試みられたものである。 

ドイ ッ林案の広い影嚮は、考え方の力強さな らびに説明の立派さから発生し
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ている。林業において、 ドイジは世界&大の教師であつた。

マルク (中世ゲルマン民族の村落共産体)ならびにバン(禁止)

課泊 ドイ ッ民族が新土着するにつれて、彼等の住んでいた土地を所有する 

自由人の権利が認識されてきた。しかし各々の小さい居住地をと りまく不占 

有森林は、共同休に対して共有として残つた・総ての自由人は狩猟、羊ない 

しは家著の放牧、優良樫木上における豚の飼育、プナ・マスト、森林残を物 

あ東集、そして博に燃料材ならびに建築材の伐採に対して、 藤林を便用した。 

マルクと して知られている、これらの共有林は種族財産と ドイ ッ人の放牧経 

済の重及を部分を構成している。人民の森林と してのマルクは ドイ ッの維持 

されている伝統の一つであ る。それは国家社会主義の原理と して20 世紀に 

ふたたび生きかえさせられた。

マルク に対抗 して、 君主の力をあらわしている。 ンが間もなくあらわれ 

た。 ンは沿主な らびに彼の従者の利益のために狩猟を禁止なへしﾡ段する 

ために丄切使用された。それは放牧、マスト樹木の伐割な らびに土地居拓に 

一る制限会で拡大された。時代とともに拡大され、 そして採用されたン
; ・・ジ林楽の 10 世に君主ならびに国の力を表現してきてる。

・クン森林政策の大部分は、 マルクとンの間における連続的斗争から展 

aされた。たとえばこの斗争から、森林地役権の組織、国ならびにﾡ爵森株 
所者権のパターンならびに 共通的 利益において 総森朴 の使 用を統制する指カ 

の注正的滅念が発生した。

領主と臣下

トイッ自由人のマルク森林は、君主制度と制連制度の増大により、中世時 

eこおいいに設少した。統治者ならびに統治階級の曦力についてのローマ'と 

と、二層民主的なドイッ種族構盗に代つた。王様は未利用の奥地と同様に 

沢山の マルク森林 を獲得 した。しばしば、これ らの土地は、順番に' 忠誠0 
弭いの下足臣下にあたえられた。i判をおこなし、、税金を集め、森林の變另 

禁止 をふ くめて、政府の別の蛍能をャとな9君主的権威は森林のﾡ可と一 

にすすめられた。疎林ならびに領主は共に世襲的となり、 そして封建的1庭 

の土地構造を提供した。

中世紀におけるドイッﾡ林所有の形態は、被確となつた。多くの森林は増 

大する町ならびに社会によりﾡ得された。しばしば、これらの森林は貧乏君 

主に対する貸付けの返礼ないし反抗的貴族の処理にあたつての援助の返礼と 

して君主の許可を通 じて得 られた。

修道院ならびに僧院は、教会の許可な らびに力によつて森林を獲得した。 

そしてドイッの多くのととろにおいて、 百姓は無断定住ならびにﾡ作、しば 

し使用者の旧い権利の花 り 払いに上つて一層多くの土地を獲得した。中世 

紀の頃向は、君主および貴族における森林所有の集中傾向であり、 オ2に社 

会た らびに教会のﾡ関におけるそれであつた。

封連時代の連続的印彤は対土 fief というドイッの森林概念であつた。 

それは私的所有の意味における財産ではなかつた。それは正常を収益怖をと 

えた利調に対して使用される資本ではなかつた。 それは次の世代にま でじ 

ないで渡される、 そして維持させる信託であつた。それは家族ならびに国に 

責任を渡す。この史念は後の世襲財産 Sutail の制立の基礎となった。そ 

れはドイ ッ森林法ならびに相続財産および現代に至る森林管理に対する ドイ 

ッ人のﾡ変に深益な影響を及した。

森林用役格

マルク森林は実際に ドイ ッにおいて消故したけれども生活の必ﾡ上森林を 

利用する地方の人々 の権利は主狼された。中世紀のすべての変化を通じて、 

g姓達は、マスト、放牧、養蜂ならびに燃料用として旧いマルク森林を使用 

するとと を強く固守した。彼等はとれらの慣習的権利を保留するためにし 

し斗つた。多くの場合、 地主はかかる森林を使用するととは地域経済に必

であるとと を認識し、 そ して法律の力を獲得した認可ないし慣習により と 

れらの森林を確認した。攻撃的な貴族は、以前森林を使用していた地域の人 

人に森株と放牧をただで許可すると とにより マル ク森林の獲得の気券をそい 

だ。
かくて、古代マルクは使用者権利ないし森林用役権の広範囲な、複雑な組 

減に変形させられた。正確なロース法の影響下で、森林用役権は多くのドイ
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ツ国家における慣例法となつた。これは慣召によ り 人の利を確立してきた 

農場を経営する、一種の財危ないし地役用であった。これらの古代林地怪は 

非常に根深かつたので、1933年の世投ぬ場建物法 theHereditory 
Formsteadユaw は、ナチ政法により、それらに法例的認識を与えた。

ドイ ツの深林珪営が木材に関心を もつょ らになつた時、それは沢山の確立 

された用役権と窗突した。沢山の用役権は肥ﾡの低下に、天然電新の不 

足に、ならびに秩序正しい伐探の分裂に対して、 しばしば書任があつた。大 

低の ドイ ッ森林史は使用者の現存権利を消波させ、あ るいは減少させようと 

する所有者な らびに山林官の努力に関連を もつている。森林は現金で購入さ 

れ 小規模農場おい し林地と交換させ、あるいは1つの使用から財産に対し 

て一 層損害のす く ない別の使用へと移伝された。いく つかの ドイ ン国家は、 

古い用役権か らの森林解放を促進するために法律を通した。そ してとれらの 

改るもの は 尚 現存 している。一般的 交 結果 は、沢山の 小 視所有への森林所 

有の部分的再区分であつた。しかし、多くの慣ﾡ的権利は尚とどまつている。 

1938年に、 それらの慣習的権利は、一 つの彩蓮あるいは別の形慫で、4 
3 %の国有林面ﾡに所岡された。西 ドイ ッにおけるメ リ カ人のオプザー 

-は、地方の農民によ る法組上の 放牧を らびに森林地板の充紫によ る森林の 

荒廃に芻 して 1 9 5 0年に強く批評 した。

中世期におけ る木材ﾡﾡ

罚期の ドイツ人山林官達は、狩値と 浸咨に関係を もっていた。12ならび 

c1 3世紀のンは森林の開望ないしマス ト用樹木の伐採をしばしば禁止し 

た。しかしその目的は狩猟動物の保護であつた。しかしながら、 処彼処で 

、当時においてすら、法令によつて家族が伐採できる木材ﾡを規定するとと 

を始めた。共同社会、等物場ならびに塩工場は、彼等の使用材を確保するた 

めc、外部の人送による伐探の禁止を得た。1 3 0 9年にヘンリーWは、木 

材の伐跡地における再造林を法令に上 り きめた。

中世的末における、 さま ざま のパンは明 らかに木材不足の恐怖を反映して 

出された。政バンは、伐採直後にかける放牧を禁止するとか、 あるいは君主 

の山林官のマルク な しに木材を伐探さ れ得ないと いつた と9な 林における
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実際的コン ト ロールを確立すると とを目的と していた。或直径以下の樹木の 

伐採が禁止された。ﾡな らびにはとやな ぎ母樹の残存が或問隔でおとなわれ 

るように法令で決められた。別の法令によつて、村にお、ける建物の高さなら 

びにﾡ大数および建造において使用でき る木材の場所が定められ、 木材消費 

の制限がととろみられた。とれらのコントロ ールには様々のものがあつた。 

ドイ ッの政場所では森林が供給過剰であつた。

木材不足は、使用可能道路な らびに商品交換の一般約不足から主に生じた、 

時々における制限となつてあらわれた。ドイ ンは多くの小さいﾡ済単位に分 

解され、そしてお•のおのの王国、恃に各村ば木材供総 を自給 しなければなら 

なかつた。

封建主義が頃くにつれて、 ドイッの君主きは、 々力を得た。大抵の国に 

おける君主の唯一の東細は、騎士、僧侶ならびにその他の券権グループより 

構成された国会ないし強員達であつた。1 5世紀ならびに16世紀において、 

君主た らびにﾡ員達はは、 私有林へのしい特察統制を企図 した沢山の法令を

定した。彼等は土地四銀、森林の 侵害、山火事、若い森林の戊採制限 

、君主山林官達による伐採の位置、 ならびに如何に、誰れC上り木材が使用 

されるかについての広い、詳細な制限をりあつかつている。多量の盗材な 

らびに焼却材な らびにこの期間に ドイ ッ株林の一般的荒廃があつたよ うに思 

われる。それは 3 0年戦争 (1 61 8～1 648年) の間に亘る共同社会の 

崩壊と轶序の破壊により一痛惡化された。ドイツ全国に亘つて、多くの地域 

ウ不足と木材餞飢の一段的恐腐が存在していた。或目的に対する森林開鑿禁 

止は一設的となった。

1 6世紀から1 8世紀まで、 徐林法令は数とその多械性において増し、一 

層辞細な伐採の事米を課する とと を企図した。再造林を援助するための放牧 

の禁止が一般であつた。多くの場合、母樹の残存は法制づけられ、そして 

防風のために森林帯と森林のﾡを維持するととが法律によ り 定められた。組 

と記述に対する ドイ ッ への性癖に よ り造林組成が森林法の中に記述され始 

め られた。

ドイッにおける 株林 専制 主 義
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3 0年戦争後の政治変動によ り、大部分の ドイ ツ君主は絶対権力を与えら 

れた。護員達 eetates は公共的問題において物がいえなくなつた。続治 

者達は、すつかり領地内における多くの林地を彼得し、そして騎士ないし百 

姓のいずれかに よ り所有された残余の林地をコ ントロ ールするとと を宣言し 

た。私有材に対する絶対君主権力は1 8世紀に絶頂に達した。君主の権力は 

森株経営、 木材取引な らび に 木材の国内的使用について統制 を加えるととに 

なつた ・

なお、さまざまの国の間には大きな相途があつた。しかし法律を遵守した 

所有者は、 ドインの大部分において、び務的杵可なくして隅木 を伐ったり, 

あるいは木材を販売するととができなかつた。私有地においてすら、王様の 

山林官に上 る伐採地の位置づけ、ないしは樹木の印づけが一般的切則であつた。 

フレドリッ ト王は1 7 6 6年に全プロ ンア森林にﾡるきび しい法制的監視を 

前定した。きびしい刑的が国によ り 許可された計画を超えて木材の伐採を行 

った場合 課せられた、広葉樹の択伐を禁じた1 786年におけるプロンヤ 

法令は、法律により 造林 を指示す る ため沢山の計画 を しめしている。国続治 

の中において沢山の法令が植林ないし植苗を災求した。1 683年のリ 

テン令 A Bavaviar deevee は詳細に、樹種、地位毎に植栽な求を紀 

述した。1700年のサクンン法令は、結婚前の花ﾡに特別の樫植ﾡの証明 

を得ることをﾡ求した。そしていくつかの国においては、農民逹は使用者の 

権利下で燃料材を伐採する代り に毬果 ないし破果 を あつめること を命ぜられ 

た。一層多く の制限が価格、市場出価ならびに木材の使用に対して適応され 

た。
ドイ ッにおける救会な らびに僧院の森林は常に王様に上 り、さま ざまの程 

匠の監笹下におかれた。とれらの統制は1 8世紀に強化され、 そして多くの 

教会の土地が地方の君主によ り獲得された。自治団体の森林 も同じ上っに取 

扱われた。18世紀に、ファーナウ博士は、ドイツ林業は技術的精功さにか 

いて、 そして記述された規程において立派であつたが、 応用面において弱体 

であったと記した。法令の混乱はあつたが、しかしその多く は森林において 

はかこなわれなかつた。ドイッ山林官速は、専制制ﾡと詳細な法令は土地の 

こではとんど完成しなかつた。 ドイ ン森林の一般的悪化は進行した。
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自 由主義への転向

ドイ ッ林業の転向点は、国会ないし議会の回復ならびに君主の世ﾡ領地の 

国有林への改変であつた。国内の変化に より或 ドイ ツ国は同一の方向に出発 

したけれども、フ ランス革命の"な らび に その後ヨー ロ ッをふきまくつた 

自由思想の波 によ り上記の2つの事態が出現したものである。

新 しい秩序 は一 殺的 に いつ て 1 8 4 8年の ドイ ツ本命によつて確立された。

府、所有において国の3分の1 を占める国有林をらびに国の技術指導に上 

り、法令の混乱から林栄はすくわれ始めた。その背景は全体的に相違してい 

たが、1848年の験は、国有林と山林局の創設により出発したアメリカ 

林業(ドイッより半世紀遅れたが) と同じであつた。

別の自由思想が ドイ ッの中に浸透し、そしてその古い森林数策のﾡ対制を 

あやうく してきた。自 由競争の経済的自由ならびに自由貿易のアダム ・ スミ 

ス理論は、私有林の使用に関する現存制限を攻撃した。経済の自由化は新し 

いg治的自由と平行して進行した。沢山の独断的森林法令は後退し、あるい 

は使用されなく なつた。木材市場および価格統制の計画は大部分消波した。 

ド イ ッ諸国間における大部分の木材輸称出入統制は廃止された。木材ﾡﾡの脅 

威は道路の建造とと もに消滅した。木材に対する産業的需要な らびに人ロは 

増大してきた。さまざまのドイ ッ諸国の政策は、 なお大さく 変交つた。封土 

fief と しての森林概念は、なお保守的山林官か よび大臣と 見解が一致され 

た。しかし国とその土地所有者間における関係においては、森林攻策は明確 

に公共的統制鈴きあげる方向になかった。

技術的林業ー保続生産一の開花

1 9 世紀の慢後の半世紀の間 における ドイ ッ林業の前進は、文華家、教 

師、ﾡﾡ者ならびに行政官といつた、山林官グループによつておとなわれた。 

プロ シヤのハルチッ ヒ Havcig サクソ=一のコッター oottaといつた指導 

※達が、多く の国に 出現 した。傘伐組成the ehelterwood aystem とか 

択伐技術といつた新しい概念の技術が、 造林と経営の中にあらわれた。そし 

てま た深林財産の組領化が行われた。技術的林茶は ドイ ッにおいて開花し、
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そ して強い科学的性格をもつことになつた。

この期間において、また、訓練された山林官達は、地上における多くの森 

林行政 を浸り うけた。そして詳細計面が林業至営に対する実際の施着進経 

となつた。この時代における性格的な、みのり 豊かな ドイ ッ林業の局面は、 

経営理ﾡとしてではなく、ﾡ別の、実行可能な彩態と しての保続生産の発展 

であつた。保続生産の技術は、ドイ ツ森林の小経済単位への分利と家族安全 

の礎として林地を考える伝続的な ドイ ッ人の想ﾡの自然的結果であつた。 

19世紀の山林官きは、ﾡ伐期、成長率ならびに正常な成長ﾡ積の特別的決 

定により、森林を保統生産にもらこんだ。彼等はﾡ積ないし面積により決定 

された等しい年次伐採を目標と して財産を祖感づけた。保続生産方式ならび 

に組磯は大部分の国有林に適用さ れ、そ してま た多 く の私有林所有者達に上 

つて採用された。それ等の組載は ドイ ッ林求の品質証明となつた。

保続生産の興味ある適用は、世ﾡ財産euta1lの特徴的なドイ ッ人制度の 

うらにあらわれた。それは1 7世紀にまで戻る。彼の財産の永続を保証する 

ことを希望する家族長は、及じないその本質を維持するとと、 分割を禁ずる 

ことな らびに世優の秩序を確立すると と を国 と 契約でき る。唯、生産爲 な ら 

びに収益ﾡは現在所有している世ﾡ者によ り猿得でき る。世製財産に対して 

漬任のある国は、その管理の監督をする。そして必収上生産保続施幾計画に 

よる。192 7年においては、全 ドイ ッ森林の 1 5 %は私有世ﾡ財産であつ 

た。

産業花命

経済的、 終的諾力が1 9世紀における ドイ ッ林全に強力な影響を及ほし 

た。人口増加は ドイッを農業国か、ら圧倒的な工業国に変化した。鉄道と運河 

は突際に全 ドイ ッ を単一の生達な らびに流通単位に合併 した。石炭の広い配 

布により、ドイッは木材燃料への主硬依存を終つた。銅鉄、 化学ならびに他 

のカカ産庭によりドイツ人の考え方と政治が形成された。パルブおよび紙と 

いつた新産業の発展によ り、森林な らびに山林官道は木材の多量供給の面で 

圧力をかけられた。

林発の中において自 由資本主義に向 9 明確な変化があつた。私有林につい 

て1 8世紀に課せられた大部分の制ﾡはなく なつた。ドイ ツ森林の産業的所
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有は増加した。自 由経済思想および政治的圧力は国有林の 相当部分の森林の 

京亮を顧いた。多くの小規模森林は過伐を強いた。北部ドイッにおいては、 

皆伐禁止の旧いパンの大部分が消滅した。プロ シヤな らびに他の北部国家は 

私有林の統制から良い施業確立の手段と しての教育と技術的援助に代つた。 

施発計面は私有林所行者に対して塔備された。そ して植ﾡﾡ積が利用された。 

これアメ り 力の普及およびサー ビス計画に顕著に似ている。

産楽本命の刺徴は ドイ ッ造林とそ営の中に も らとされた。産業木材および 

"貨幣樹木" money treeeに対する得要によって、パィンとかスブルスの 

普的植栽が、 ししば広葉樹森林に代つておとなわれた。 業樹は多量生 

産の企図の もとで一岡容易に管理され、 そ して一層高い財政的収益を得ると 

と ができ た。林業における利潤; こ対する圧力ならびに満足される利子率は相 

当に当時のﾡ常理論に影響をおよ した。

ドイ ッ表林の産業侵入のﾡもﾡ味ある局面の一つは、産災の侵入を禁ずる 

制限である。 ドイッ保全ならびに公共、ま族安全の伝統は、商求的圧力に抵 

抗した。大部分の国有林だけでなく、多くの家族財産は、落着いた生産保説 

定いし世ﾡ財産的管理が*となわれた。,置済的 自由の雰囲気の中にかけ ると

の思想的相剋は学徒:ことつて と り わけ投訓的である。

ビス マル ク下の森林数策

1871 年に ピス マルク の天才的な政治的才能により 創股された神聖 ロー 

<帝国 (9世紀〜1 806) cおいては、森林政策は各々の封建国家権力 

を保持した。帝国に対する森林法は存在していなかつた。国の森林法の多様 

件のために目決eelf-determ1 nationの一般的主張がなさ れた。しか しそ 

こ cは地方的諸楽件と救治 の 中 ic 魚く べき 多様性がみられる。

木材価格上昇;こよ つて、865,000 エーカーの新植栽がお こ な われた。

&nでドイ ッ森林施価積はる 5 0 0 万エーカーに遂 した’。砂丘ならびに 急 

俊なた山岳ス a - プにかける保安林に対する フ ラ ンスおよびス イスにおけ る関 

心、ならびに北部ドイッにおける移動砂に関するにがき経験によつて、保安 

#と して分 された地ﾡに互る国家統制をおとな う ことになった。彼等は普 

通、国の承認な しに皆伐をするとと を禁じ、そして株林被優が取りのぞかれ
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た場所における再造林を要求している。保安林別として、神聖ローマ帝国 

時代に、 ドイツ国有林は、私有林地を指向する政策に立却して分割された。 

プロシヤならびにるつの他の北部国家は自由経済理論に立却した。それらの 

諸国は強勢より も字ろ教育ならびに技術サービスiにより私 有林業 c形容をか 

x そ う と努力した。

一方、南部 ドイ ッでは工業化の波c上 り 洗われた私有林の統制を部分的に 

回復した。これらの諸国は一般に或林地が皆伐される前に山林局による承ﾡ 

を求めた。とれらの法律は、林業経営の長期性のために、無謀な所有者をチ 

ェックし、そ して公共的費用においてのﾡ用高い森林の回復を避けるといっ 

た公共的権威 cよ る或統制 を必要とすると いつた考え方に立却 していた。

ドイ ッ諸国家は、また帝国における林地の1 5.5%を占める自治団体有林 

の厳新なﾡ督ないし実際の統制を回復した。自治団体有林の4 6%は直接的 

函家統制がおとなわれ、そ して残余の大部分の自治団体林に対して施発案の 
; 成が殺 衣された。自治団体有林は、近代ドイッにおいて、国有林の高い水 

単に匹敵できる技術的展営の実例となった。

ナチ国家における林業

国家社会主義のイテオロギーは、 ドイ ツ人の共通的 世襲財産と して森林を 

賛美した。狩咏は普段の人々へ回復させられる予定であった。深林からの便 

、漢然と、 ナチ国家における総階級に提供されていた。国家森林委

a NOtiOnal FOreetry cOmm18910n、所有者から森林労の者まで

ド イ ッ 林業の礪造 を ナチ党の 目的 と 整合する ため に 1 ? 3 3年にナチスに

r り設立された。
の強力な国ダ主後は林栄における国家統治の旧い障害を取り のぞいた。 

ドイ ッは以的独立した国家サー ビス を監督した森林サー ビス を中央に 

林楽の国務大臣nati0n01 minietry of forestry を任命した

ナチ

初、 

集中し
。国務大臣ゆ、 国および自治団体森林、な立 らびに私有林の現存制際と促進計

を取り扱つた。いくつかの新しい法律が全 ドイ "のために設定された。ナ 
:攻•囉の全体主茂的目的'こより、ドイツ攻策は全林地および施獎の国家定

制の方向に変?に°

ゞ25エーカーな らびにそれ以上の林地に適応された 1 9 5 4年の森林 

荒廃法the FOrest Devastation Actにより、 或年に皆伐できる、 一定 

の樹高を6つ針葉樹の割合が制限された。正常な、充分ストックされた林分 

・の半分以下ま での 番律にお•ける 減少だけが、この法律において皆伐される。 

問伐が5 0年生以下の針業樹伐採にあいて僅かに許されま した。

1 934年のな林種ﾡ法the Law of FOrest Racescより、再造林に 

使用される樹木ﾡ子な らびに苗木の遺伝学的統制がおこなわれた。別の法令 

c上り、幼果的 経営 をおとならには余り に小規校す ぎ る林地への 分割が制限 

され、また林地の流合が促進された。ドイツには250エーカー以下の森体 

が150 万森林以上存在している。これ らの約半分は 5 0 エーカー以下であ 

る。これらの森林の平均生達高 ・有林ならびに良く経営された私有林か 

ら獲得される半分ないしそれ以下である。林地の世界的問題は、林業の母、 

ドイ ッにおいてすら回避されなかつた上 らに思われる。

ナ チ攻ﾡゆは、自分で山林官 をﾡ用する ととができ ない私有地所有者を扱助 

するたに、特別の山林局を設立した。それは故育 ♦協同 を 目的 とした鼻並 

ﾡﾡに附ﾡされ、多くの点でメ リカのﾡ業普及お上び協向的経営事業the 
Agricultural Exteveion and Co0perative Movagemevt servic- 
ee に類似した活動をおこなつた。如何にしばしば、 すくなくと も森林目的 

の遂行にあたつて、全体主後国家#•、よび民主主烧国家 が河 じ手段 を使用 する 

か を指摘する ことは興味があ る。1 934年のドイン再造林法Afforesta- 
tion Lawicより、失業者の雇用 をおこなつて、林分改良伐採計面および遊 

林地ﾡ栽が進 行さ れた。そ れは メ リカ に おけ る0○○およびWPム林業計 

面に全く類似 していた。

ドイッ 経済 の完 全統制が、ゆ争略備の意図のもとにナチ林業大臣ヘルマン 

・ ゴオリングReichgforstmeister Hermann Gdringの指抑下において 

、1936年の4力年計画の中において設立された。法令の迷行に止り、そ 

れは官御的 ・ 半官制的機関の複雑な構造をふく んでいる。そ してそれらの機 

関はアメリ カの。 PAネ上びw PDにやゝが似している。ドイ ッ森林所有い 

上び産求は国家山林局the National forest service の指揮下で、 単 

一の巨大な組破ないしカルテルと して統合された。林楽大臣により設定され
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た生産ﾡ合は各地区及び森林所有者に別当てられ、 伐採は監督され、そして 

様々の等級と項目に対して明細書 を含む森林生 物の取引 き が 厳術 c 統制さ 

れた。帝国委員Reiohskommigsarは、価格お上び運賃のは高限界外を設定し 

た。労めは、さまざまの戦争物資の重要ﾡに従つて、 の委員長the oom- 
missioner General of Laborによつて木材生産にﾡ当てられた。 かく 

て全森林産ﾡは事目的に対して全体計画の中に統合された。戦争中、森林 

統制の支 部が そ れ ぞれの軍隊 の 指抑下に 設立された。

ドイ ッ森林の戦時キよび感後損ﾡ

1934年から1939年まで、ナチ指導者の計画経済により、 ドイッ森 

林の保統生産50〜60%まで過伐された。この過伐程変、労働力とa 
備の許される範ﾡまで、ﾡ時中続行された。東ドイッにおける大火をく 

て、殺争の損害はドイツ森林の2〜3%をなく した。沢山の木材が石炭の供 

令不足を補らために消ﾡされた。時ﾡと ドイ ッの役争潜在力を滅少させるた 

めに占 演軍の指抑下でかこ なわれた戦後の伐探は、免城さ れた人達および他 

の燃料不足をかこつ人さに上 る無統制的伐採と一iになつて、 計算された生 

産高の2倍ま で過判におとなわれた。

1947 年か ら1949年まで、 1 年当 り約400,000コー ドのバルン 

材が、略契約の もとで、ブラックフォリスト black foregt (ドイッ西 

南部の森林地帯) からフランスの紙工場まで船積された。これらのフランス 

工場は、ロシャの鉄のカーテンの閉鎖により、ロシャ木材の以前の供お源を 

。 しなつた。別の巨大を略償船償みが北西部 ドイッのイギ リス占有地帝the 
Britieh zone か ら英 国に向つてな さ れた。占 領当局では 1934 年の ド 

イ ッ森林における 3. 5 0 0 万ボー ド・フィート の木材が 1947 年に約2,0 
00万ボード: フィートにまで滅少したと推定した。年次成長における損書 

は、ﾡ伐地における植栽の遅延、熟練山林官の不足ならびに林地のﾡ地への 

伝換に よ り増加された。

交林状況調査によれば、1 9 4 9年に西 ドイ ッの伐採予算cutting du- 
agete は少させられた。警ﾡの一般的ﾡ化は明呼であり、 とりわけ、a 
林お上び他の小規模林において君考であつた。 メ リカの植林機標が導入
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され、そして強制的依林が不毛地お よび荒廃地に命ぜられた。占領述合諸国 

に 上る過伐ば反対する沢山の、 染心なドイッ人の抗議がおとなわれた。 とれ 

は ドイ ッ 人の森林に対する 民族的尊敬をあ らわすものである。

ドイ ッ林業の主ﾡ動機

初期の居住地を取りま く マルクの伝統は、 ドイ ッにおいて強く残つてきて 

いる。森林は共同 社会 •か よび国民生活の必須部分 と して 見做されて きている. 

それは狩ﾡに対する ドイ ッ人の情熟と不可分ではなかつた。かくて、林業は 

土地の安全性、生活手段の逆続性に対する民族的本能にッ ビーした。

井茶におけるﾡ極的な技術的指導は、保守的な人々の秩庁 •組輙に対する、 

e してま た資源造成に対する才能を刺戟した。その最 も特徴的な仕爷な らび 

c世界林ﾡに対する ドイ ッの製大の貢献は完全を生産保続組感である。 

全ての他の国々におけるどとく ドイ ツ林斐の中には沢山の混乱と苦域の流れ 

が存在している。そ してまたそとには相ﾡする圧力と左右への政策的変動が 

ある。長期にﾡつてそのコースを強く杉成してきた力は、物勉な、訓練され 

た人々に上 る森林の所有であ る。

オ4章 フランスの森林政策

初期 ドイ ツおよび封建的影標

ドイ ッからのフラ ンスの分離は9 世紀の末期にお•こなわれた。初期の森林 

座用および保有権は2つの国においてﾡ似であつた。古代ゴール人ane- 
1oht aauのローマ征服後、非占有地は、公勢行政の統制下において、国な 

いし帝国財産として一般に宣言された。その他の土地は、大部分ゴールド首 

長ないし臣下に許されていた。これらの森林から、封礎時代の土地神進を形 

成する。家族世優財産、 領主、世族ならびに駒士の狩猟地があらわれた。時 

の経過とともに、林地が町お'よび村に認められ、あるいは使用権を通じて株 

地が獲得され、後日、自治団体有林となつた。

ゲルマン族の森林共有、 あるいはマルクは統治障級の積極的な、向うみず
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な獲得によりフランスの歴史の初期に大部分消滅した。他方、 しばしば良く 

規定されなかつた使用者の権利は、 百姓な らびに複ﾡな森林行数によ り広く 

主張された。これらの権利は革命後、或国ならびに自治団体林に附着された。 

そして最後に、現代に至り、 貨ﾡ譲渡ないし土地分配により消波された。フ 

ランスにおける森林の発展は、 ドイッにおけるより も、気々の部分において多 

様的でなかつた。フランスでは、 ドイッが1891年の帝国下において統一 

される以的、数十世紀に、中央集権化された 高度に独占的君主制度をもつ 

ていた。

フ ランスにおける森林所有

フ ランスにおける森林所有は、 中世ヨー= ッに特徴的な変化と混乱を通 

過した。王有林r0yal forestsは、彼等自身の法令の逢反を回して、ﾡ乏 

君主により、 しばしば売却された。封建的保有ﾡは、 トライエッtriageの 

設立icより 故雑化された。との制度は君主が土地の 3 分の 1 の権利を保有し 

ているものである。共同社会および百姓達は、封建主後の崩澳の間、森林所 

有に ﾡ極的であつた。

偉大な平等主羨者、フ ラ ンス革命は旧い濃業構造に強力な影午をお上し、 

百姓と自治体に等しく土地獲得の機会をあたえた。多くの王有林および髙官 

の世ﾡ財産は国有財産となつた。これらの或ものは後年、これらの以前の所 

有者に戻された。そして或ものはﾡ業家および投機家に販売された。広大な 

面積が地方武民の手中に帰し、そ して小視模林地に分割された。

この混乱から、19世紀の間にﾡ次安定化の方向にすすみ、現代フランス 

にみられる3つの森林所有の分割、つまり国有林、自治団体有林ならびに市 

民有林があらわれた。1 9 4 8年に林地と して分類された 2625万ェーカ 

一の中、13%が国布林、23%が自治団体有林、 そして64%がある種の 

私有林となつている。私有林の大部分は特別興味がある。1 9 3 4年にフ ラ 

ンスにおける私有林所有は1528552 であつた。 そしてこの中の98%が2 
エーカー以下の ものであつた。との小規模 ・ 私有林の漢大 な存在は農 茶人口 

の安定性と俠よ う性の明白な汪拠であ る。

フランス にキけ る 小規模私有林の 支配性 とアメ リカに おけ る56% の経済

地 (4 2 5万林地に分割されている) と比教してみると興味があ る。林地 

はいずれの国におい て も森林 経営 の 中核 であるよらに思われる。フランスの 

私 有林は 砂丘地な よ び荒廃 地 の植林改策 の 成功 に.I: つ て実 質的 に増大 してき 

た。そ して国の林地面積iに 5 0 0万エーカ ー以上の林地を附加する ことにた 

つた。

フランスにおける森林専制制、 コルバート法典the code COlbert

古代政権のフ ランス王は、岐も越端を •絶対統治の例を西ョーロ ッにしめ 

した。森林も例外でなく、高に中央集権化された、専制的行政により管理 

された。君主の法令の もとで、巨大な 組織が 1 4世紀から1 6世紀までに創 

設された。それは司法行政と森林行政とを結合した。それは沢山の世製的ラ 

ンクと程変をもっ、 ﾡ大な力の特権的階級となつた。そして汚職と情実とに 

より強く影存された。18世紀まで、 それは主に狩猟、 オークならびにビー 

チのマストの使用統側、森林地覆物わよび燃材のﾡ集、および王様・書族領 

土 への侵入の 保護 に 関連 してい た。多くの官更の初期の題目は水およ び森林 

の 爆護 と に 結びついて いた。か く て初期における フ ラ ンス林業は森林と水資 

の相互関連に上り特後づけられている。後年、 とれが世界林業へのフラン 

スの体大な貢献となつた。

イ ギリスとの果しない戦争の結果、森林致策と して海軍用材の統制がおと 

なわれるようになつた。高質給用材保存の必豊性が 1 4世紀の、君主法令 

のなかにあらわれた。 しかし専制政治の期間、 多くの点で、フランスの天然 

冰の宙を維持し、あるいは森林再生の仕事を発展させることに失敗した。土 

地開盤及対法令において示めされた、山岳分水ﾡに対する森林の重ﾡさ に対 

する認識は増大していた。 ナくなくと も或王有地においては、植林がおとな 

われた。しかし山林伐採が一般的に急速に進行した。ルイスIN Louie 
xNの偉大な大臣、 コルートは「フランスは木材の不足で滅びるであろう 

J という格言を信 じていた。そ して 彼は森林 行政 に対する 沢山の ヨ ーロ ッパ 

の独我主理的立法で最も印象的なものを作った。

コルパート法The Oode O0lbertは、その当時、おどろくべき程完壁で 

具体的であつた研究の後、1 669年に委貝会により起草された。それは
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1 34地区において組成され、フランスの全森林に対して完全な行致を設立 

した。それは木材窃盗、枚火ならびに正式の許可なしに或夜林を伐採すると 

とに対してﾡしい刑詞を保した。この法令は、 ﾡ林お上びﾡ伐採後のこさ 

れる母樹本激、我林が伐採される年令、 空地の植林ならびに羊の放牧禁止と 

いつた、沢山の詳細な造林に関する規程を記述していた。

マス ト材の伐採に関する特味の コント ロールを含む択伐がフ ランス山岳の 

フー森林において命令された。公共、数会お上び組合c0rpOration有林 

は大径木材の特別保存をおと なうとと を 要 我された。

ョルバー ト法はまた林分、生長お上びﾡ伐的にﾡする管理統計ならびに伐 

採地区への森林の分割を組徴化するととをととろた。 それは官僚主送的官 

吏の琅隊(こより 行政された、とまかく高変に中央集ﾡされた、専制的森林政 

微の頭若 を例であつた。それは1 789年のﾡ命までフランス林業の遊礎で 

あつた。

フランス革命のﾡ響 1827年のフォリスティアー法

The code FOrestie r Of 1827

命政は コルパー ト法だけでな く、フラ ンス森林の使用に関する他の総 

-の君主制限を廃止した。旧秩序のﾡ区により、 その市民制限と財産権の多 

く か破り 去った。森林侵害、焼却、破桜的伐採一般的に拡まつた。 ナポレ 

シェ1 801年C山林局を再組成し、そして大部分のコルバート統制を再 

びこした。しかし全国に亘アて行き わたつてい る 自由な気分に対して殆んど 

効果はなかつた。
2 0 世紀の曲 り角におけるメ リ カの 目 党めに比較される。包括的な保会 

政策が必疫である という 目觉めは、木材不足、 渋水、渓谷農場の沈泥および 

砂丘移動の 結果 と して あらわれた。全的題のさま ざまの局価を収り扱っ 

<る一連の具体約行ﾡの1つは、1827年のフォレスティヤー法 the 
5oa。Foreetierでめつた。それは国立水 森林局を再立させた。 the 
.tiona1 service of Watere and FOre8t8そしてﾡ立水・森林局は 
ざての林法の送行、同 ・ 自治体有林および公共的 泡微体に より所有さ れた

ン ト ロールした。フォレスティ ヤー法は或公冇林の販売を 禁止 し、
林地を
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そ して林分の 4 分の 1 緊f用林と して 保留される こ と を記述した。 それは 

政林地における侵ﾡと火災に対して厳しい刑罰を与えた。それは山林局に、 

年次生産高におい て使用者の 恠利 を 決定 し、ま た財産分判に よ り 強制的に消 

数させる力をあたえた。侵害、火災および旧い地役権からの放免については 

別として、法令は私有林所有者が森林の伐採を希望した時だけ、所有者に影 

毒をあたえた。森林開理には許可が要求された。そしてもし地主り、ないし 

急流侵触を防止する上に、 あるいは水供給源、砂丘、公衆術生ないし同境地 

方における国家防ﾡ上必ﾡと思われたなら拒否できた。さもなければ、私 

有林経営は 干渉 を受けずにおか れ た ・

フォレスティ ヤー法は近代フ ラ ンスに好ける森林政策の一啖的コースを毀 

定した。それはまた技術的経営の標単を確立した。水・森林局the servi- 
ce of Watere and Forests は施 契案の 準備 と 実行の 上に 最高怖威 を も 

っていた。1913年法によつて、私有林所有者達は レジム •フォレスティ 

ァthe regime foreetier のもとに彼等の財産をおくととを強制された。 

これは国に よ る経営の監督を意味している。

いくつかの他の専門的な開の中にあいて興味のある ものと して、山岳奔 

洗や海ﾡ砂丘を処ﾡする、 そ してま た私有林地に成育 した充分た樹木を獲得 

しょうとする 世界的問超に対処す るフラ ンスの方法をあげると と ができる。

山岳奔の保護

フランス。アル プス 、 ビイリニイーならびにセベネス Pyronees and C- 
vennee は、"&険北水流"dangeroue Waters として分類分けされた

1 4 5 0以上の水流の本源地である。そ して定1 0 0 万エーカーに亘る急 

ﾡ針地が奔流ﾡt0rrentiaュ erosionになやまされている。山岳地帯に 

おける 人口 増加や 放牧の拡大 と共に、革命 後 に おけ る 広範囲 に 亘って の 森林 

破壊によ つて、奔流コントロールは1 9世紀前半における国家間題となつた。 

ある調査によれば、800 万工 - カーの肥沃地が洪水堆積物によ り大なり小 

なり無用になされたといわれている。沢山の公衆的喧騒と調査が存在してい 

た。フランスの科学者達は山岳と 平原間の連帯書任な らびに土壊と 高原地方 

cおけ る植生の正常均衡 を く つが父 す低地方C 及す有害な影響 を説明 した。
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彼等は土ﾡと水の改壊的運動を停止させるために森林の武装th9 OrmOF 
foreet の回復を項* した。

茶命の個人主義的考え方が フ ラ ンスのﾡ治において非常に支配的であつた 

から、後会 では荒っぽい、独立的な山岳地方の人々の自由を制喫するととを 

ためらつた。しかし1859年におけるおそろしい渋水によつて、 ※に行動 

cうつつた。山岳の再植林は1 8 6 0年の法律によつて求められた。参議院 

the council of etateは再造林が公共の利害に必須である地域の境界を 

固定する権能をあたえ られた。かかる地域の境界内の個人所有者は彼の土地 

を再造林する こと を要求され、 そして芝な らびに砕石ダム をつく るといつた 

規定の手段をほどとし、 あるいは補ﾡをもつて没収するととをﾡ次された。・ 

6 し地方自治体がその土地に再造林するとと を拒否するな らば、 その権利で 

はな く 土地の使用権が補償を しに没収された。そ して植林ならびに別のコン 

ト ロールの費用が木材の/原 売か ら差 し引かれるま で国に よ り 所有された。国 

c上 り承認された施業案の も と で取扱われている レジイム・フ オレスティ ヤ 

the regime foreatierの要求は、回復計面内において全森林にまで拡大 

された。分水触はまた随意造林0pt40nal reforostation に対して法令 

をだした。との場合には国は土地を没収せず貨幣補めない し種子な らびに苗 

木の配布によ り森林の回復を助成している。

個人な らびに自治団体の財産権の侵害であると して法律と斗つた山国の人 

人との2 0年の論争の後、政ﾡは 1 8 8 2年の レボイスメント法the Reb- 
oiement 法により緩ぎあてられた。樹木植ﾡ、チエック・ ダムならびに他 

の独度のコ ントロール をキ こなう 地域は水流路お よ び奔流崩壊が進行してい 

る直接的ス ロープにまで縮滅された。個人お上び自治団体といつたすべての 

とれらの土地は充分の補償を もって没収された。制限された地域以外の土地 

の所有は以前の所有者に戻された。しかし呼造林された5 2,500エーカー 

の自治団体地はフォ リスティ ヤ法に 従う 国家 行政下に保持された。

1 882年の法律に具ﾡされた新しい原理は、強度に択伐された地域附近 

cおける、ﾡ生被覆を破ﾡする或土地ないし森林の使用を禁ずる (山林局に 

rり) 巨大な保護ﾡの設立であつた。との政策の侵強の局面は自治団体牧場 

における放牧のコントロールにみられた。それアメ リカ西部の公有地にお 

ける彼しく放牧をおとなつた地のﾡ制に似ている。

フ ランス政治における極端な るデモク ラ シーか よび地方的利害 との衝突 を 

避けようと る公共的機関の希望は奔流コン ト ロールにおける実際の進行を阻 

等してきた。山の傾斜な らびにﾡ谷における危険地域の回彼と公共的獲得は 

警実に湖進してきた。国は4 00,000 エーカー以上の山岳地を獲得し、そ 

してその大部分に植林してき た。単純な 常識的計画を使用 してい る保全工学 

の顕著な例であるフランス・ アルブスの映谷にのぼつた。小さい映谷が芝、 

石のダム、捨石士台めるいは適当の位置にとめられたﾡによつてプロ ックさ 

れていた。一層新巧な砕石ないし石工術のダムが僅か致ロ ッ ド離れて主空奔 

泥路の な かに作られている。何処でも樹木ない し海木植栽が土壊が安定され 

るや否や主要なたのみになつている。

主要地域の国有 を通じて の危険水流 dangerous Watereiに関する直接的攻 

冬は、山岳における主硬な行助計画となつた。警楽力を通じての追加保護帯 

における土地被区のコン ト ロ ールは理論においてはすくれていたが実行にお 

いては大いに非能率であつた。分水ﾡない し砂丘保護に有害であると考えら 

れた林開ﾡの禁止は、次山の例外をもつていたが、1 932年に西確立さ 

れた。一方水。森林局が、毎年料金を 支払つて組合所有林ないし私有林の経 

営を譲りりけるために1 91 3年に認可された。この法律は国有地以外の土 

地の分水被爆護の保護帯原則に対する別の接近であつた。

移動砂丘保護、 荒廃 地植林

6～10 マイルのﾡ を もつ砂丘带は、ラ ンデス LandeS と して知られてい 

るフラ ンスﾡ西部の沼と広大な平原の海方の級をマーク している。砂丘は中 

世紀に比較的安定していたが、しかし1 7ならびに1 8世紀に内陸侵触を開 

始した。フランスの地質学者はとの砂丘移動は砂丘地方な らびにその背後の 

ビレ=イース Pyreneesiにおける人口増加と放牧に起因していると考父た。 

とに角、ガスコン海岸@ascon coagt に沿う沢山の砂丘は、拠場ならびに 

村を埋めながら1 年当 り30～90フィー トの却合で内陸に移動じていった。

7 ラ ンスの技術者プレモンテイ YBrbnontierは砂丘の進行を阻止するた 

oc約1784年頃、成功的紐ﾡを展開した。それはﾡ後の砂丘の上にンラ

-36一 -37 -



ツシを積み上げ、そしてつぎつぎと砂をもつてそれを一杯にして、伝早砂の 

波がそれ を越える ことができ な くなるま で横み重ねて塁整 を建造するのであ 

る。この地方の最も強い草が、その塁壁の表面が安定するまで植ﾡされた。 

そしてなおそれらの保護被覆として、 マリタイム。バインmaritime Pine 
あるいは成長の早い、 土着のビッチ。バインPitch Pineが掃種されたり、 

苗木植えさ れた。

との単純な工事の成功に上 り、 ナボレオン改寺代に適用されたガス コン 

砂丘の固定改策がおとなわれるととになつた。所有権の複雑な間選は、保有 

権の没収の法的計画により 解決された。これに上り国は木材と樹脂の販売が、 

ら 費用 を 返却 し、森林を 成立させ るに充分た 期"に Eつ て土地 を保有す る こ 

とができた。同じ計面がフランス東部の山岳分水ﾡにおいて使用された。し 

かしそれはランデスにおける上り も遥るかに成功した。その原因は低植表 

用と森林生産物からの早期収益にあつた。砂丘コン ト ロール計画が法制化さ 

れた時、 そこで各所有者国の監督下で彼自身で仕事をするか、 あるいは国 

の保管に土地をゆだねるかの選択 をおとなつた。一ﾡび森林が成立するや、 

所有者は法制的関係を も つ国の実際の支出 を書通す るととにより再獲得でき 

た。他方、 安府は、 その用が財産から生ずるととにより差し引かれた時、 

所有 を回復する こ と と要 次された。

250,000 エーカーの砂丘の安定と造林は突際に 1 8 6 4年に完成さ れ 

た。150,000エーカーは国有林として終結した。しかし他の総ての砂丘 

奈林はレム・ フォリスティregdime foreetierの管通撃求に従わなか 
った。一方砂丘林業の成功は、一部はあぜにおける折ﾡに上り、一部は野生 

ないし苗ﾡ苗の移ﾡに上 り、全ランデス地域にﾡつてマ リタイム・パィ ンの 

植栽を拡めた,1 9世紀の問、 すくなくとも1 5 0 万エーカーの私有地はパ 

ィンな林に変つた。1 857年とおいては、国家法により、所有者に よるM 
殮も理択的な ものと して、保布権の公共的改収といつた同じ計面を採用して 

、自治団体c止 り所布された地方における諾ての荒廃地の植林が規定された。 

しかし総ての場合において、 自治団体は自分で仕事をするととを退んだ。約 

1 85,000ェー カーの自治団体有林がとの法律の も と で創設された。

オフ 次世界大協における アメ リカの技術部隊1 0 0年前に荒廃地であっ 

たとの砂丘の間に伐木トラックを横えた。彼等は、ランデス地域が、いずれ 

の方向にもイン森林を もつているフラ ンス岐大の生産地の一つであ るとと 

を知つた。森林からの残杳物で肥沃に された 小さい農場 とぶど う固が森林、 

製材工場 ならびに ぶどう 確造場の 中間 に 散在 してい る。イギリス の炭抗 向け 

炭抗支柱の沢山の毎年の荷がﾡﾡのマ リタイム・パイ ン林業の間伐より と ら 

れている。ラ ンデスの森林は天然査源のﾡ明を計画より作られた願著な実例 

の一つであ る。

デモス トレイショ ンお上び貨幣補助ない し他の植ﾡ授助における山林局 

the National Se「vies 協同 を通じて、フランスは私有ならびに自治団 

体有による裸地の成功的植林の別のいくつかの実例を提供している。1 7～ 
1 8世紀の森林伐採か ら生じた1 0 0万エーカー以上の砂の荒地、 ラ・ッロ 

ネ La so0gnecおいて、2 0 世紀にマ リタイ ムおよびス コ ッチ ・パイン 

の株林が回復した。2 0 0, 0 0 0 エーカーの森林が同向様にチャムベイ ンOh- 
ampagne の石灰石地域に造成された。私有および自治団休有地における河 

じ公共扱め造林の原則は、 ォ2次世界戦争後のフ ランス林終の主硬な特破と 

な つた。

私有地 に 関連 する 森林政策

他のととにおけると同様に林米において も、フラ ンスの国民は個人主義者 

である。自由競争Laisseg faireはフランスの経済的考え方に強力な支配 

力をとどめている。人ロの大部分を占める小規模土地所有者は大きな政治的 

力をもつている。旅命以未、彼等が選択したごとく 彼等の森林を管理する個 

人的所有者の自由は、砂丘ならびに山岳分水横 といつた特別の公共的関心の 

6たれている地域にだけ制されてき たととはおどろ くべき ことでない。 

荒廃地植林における国の指導権ならびにこれ らの計画は別と して、 オ2次世 

界大ゆ以前にかいては国家政策は私有林所有権の優勢さの関において不毛 

であつた上 うに 思われる。フランス には スウエデン な らびにフィンラン ドic 
おける森林所有者の組合 と か森林所布者 と 公共機関と の 協同組織に くらべら 

れるものは存在していなかつた。 しかしながら、 オ2次世界大戦前における 

一多く、 上り良い私有林に向う予備的動向は、国家政策への強い傾向を前
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もつて予知する ものであつた。

国が協力する援関と して個へ的所有者の組合をﾡめる ことな経済林収獲ま 

で1 926年に拡大された (ﾡ初は分水ﾡ保護に制限された) ・

同じ頃、地方長官は危険地域における深林火災 と斗 う ために森林所有者達 

を組合に結合させる権限をあたえられた。森林組合はま た低利子率で5 0年 

貸付を受ける資格を もった。いくつかの法律に上つて、森林財産に対する相 

続税と移転税の延期がみとめられた。同一の間題と とりく んでいるアメ リ カ 

人に対して1 930年法は、 もし新所有者が国家局the State servioe 
crり承忍された正常開発計面に3 0年間従9 ととに同意したならば、75 
※移伝税を縮波した。税縮波を通じての林業の促進は、 30年の問全地税か 

ら植裁ないし苗木植栽によ り再造林された地域の免税にまで1 9 3 4年に拡 

大された。いく つかのアメ リ カの州ではとの種の法律を採用 した。

オ 2 次世界大戦の ビー シ+牧府 the Vchy Gouernment 林業

部分的に ビーシイ政権に上り 強化 された戦時力は 全所有 森林におけ る木材 

氏に関する国家緊急統制をあたえた。森林所有者、 木材業ならびに水・森 

林局を代表する地方委員会RAgional cOmmitteee が立木の販売価格を固 

るために創設された。戦時中にキけるフ ラ ンス森林の破壊は激しかった。

ラ ランス局the French serviceでは、 ドイ ッ人は占額中フ ランシスから5 
50億フィー ト の木材を船積み し、 またラ ンデにおける 700,000ェー 

カー以上の森林を 1 942〜1 94 4年に焼却したと国連に報告した。約1 
600万ェーカーが1 94 8年にﾡされる必ﾡがあつた。

こニシィ政府は現存私有林地の実際の続制を(ほとんど計面しなかつたが、 

しかし不毛地の再造林に対する初極的政策 をおこ なつた。 1 %の販売税が 

1 920年に樹木種子ならびに苗木に課せられた。 とれは中央ならびに地方 

委員会に再造林の仕方を続行させる ためであつた。森林所有者、 育苗者なら 

びに国家山林官 を代姿するる員会は、不毛および荒廃地に対する一般的な再 

※な計面を計面し、 そ して種子永よび苗木の生産ない しﾡ集の調整を目的と 

じた。彼等の仕会の一つは新植栽を火災から守るための方法と手段を計画す 

ること であつた。
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1 9 4 2年におけるオ2段目の歩みと して、中央委員会の勧告をいれて、 

水・森林局長the Director watere and FOrests再造林の一般的計 

面を公布した。公業大臣はﾡﾡされるべき特別の地城、岡種および年次面積 

を指示した。ランデスの初切における再造林におけるがごとく、指定計面内 

の所有者達は、一定期間内にかいて自分自身で植林をするか、 あるいは国に 

仕事をまかせるかを選択できた。後者の場合には、国は没収により土地を獲 

得できた。あるいは国は、 立木販売か、らの収入の50%まで差控えるととに 

rり、 用が1 %の利子で払い もどされるまで、 土地を所有し、ﾡﾡし、そ 

して管理でき た。との法律の 6 と で再造林計面の債極的計画と指定が存在し 

た。しかし多くの新しい森林は創立されなかつた。との法律は個人主送的な 

フランス人に対して、国家統制はあまりに強く、 そして突然でありすぎた。 

土地所有者達の反対ならびに戦争の不確定性は戦後期間の一橋強力な計画へ 

の前進として とい う こと を除いて法律をほとんど無効の ものにならしめた。

ピー シイ 政捲の或政策規制は、ボーボン王tne BOurbonKingの旧い法 

令の性格を もつてい る。3年以内に呼植林されなかつた或皆伐は も し許可が 

ないならばフォレスティ ャー法に上 り 禁ぜられた "森林荒廃 " と して分類分

された。森林荒廃は火災、野兎ないし昆虫により樹木がなくなり、再造林 

さ ない地域 を6含ま れた。政規定は一届 よ い放牧に対す る森林続却とたた 

かつてきている森林官をと まらせるであろう。1 9 4 3年の法令に より、1 
0～20年の期間、全体的に焼却された森林における放牧を禁止した。

戦後におけるフランス林業、1946年の協向政策

戦今によ りフラ ンスには荒廃した森林と経済復ﾡといつた困稚な仕事が生 

じた。森林質源の債極的な回復は緊急であつた。木材伐採政必に対する統制 

な らびに所有別配分に対する統制が国家経済 を保護するために続いた。しか 

し実際に大多数の小規模所有者 を強く 制限 しない。森林開拓の一般的禁止な 

らびに分水嶺および他の公共的利益 を守る ための多 く の森林の レム・ フォ 

リステイヤーthe regime foregtierへの服従が逃続された。しかし、こ 

れらのﾡﾡのう ちにおいて、私有林所有者は彼自身の所有地においては強9 
か らは自由であつた。西ヨーロ ッの多 くに見 られた国家税制の波はフ ラン

-41-



スの農民の強い抵抗に よ り 彼れた。

しかし新しい政策は自発的協同と誘引に よ り、 電大の点ま でフラ ンスの奈 

林を再建造するにあたつて全私有林地を動員 し上うとした。 それはォ1 次世 

界大ﾡ後アメ リ カにおいてク ラーク ・ マクナリ法 the Clarke-Mcnary A- 
ct のもとで採用された森林火災の協同的防備にやゝ似ている。 しかしフラ 

ンスの計画は一層進行し、 そ して森林自身自立する といら特徴を もつている。 

それは公共支出か ら独立している。新政策の主な特徴は次の通り である。 

1 私有林と包括的に関連をもつた特別の部をもつ、水。森林局の再組織。 

2. 局山林官の司会のもとで、森林所有者ならびに森林労ゆ者組合から、各
地区毎に勧告委員会の創設。また水・森林局長により統軸されたﾡ林所有 

者お上び労め者の国家委員会の受立。委員会は私有林に影響する総ての改 

策お上び年度計面に関して相談をうけ、 しいたげられた所有者からの8願 

をきき、そ して公活動ない し提案 に関する 議渝«こおいて我定の実質的権力 

を も っている。

3. 燃料を除いて全森林生産物に関して1 0%以下の販売税を課して生じた 

国家林: 造基金、the National Forestry Fundの設定。1 9 4 8年に 

は、税は6%に定された。そして年次1 5ﾡフラン得られた。とこの金は 

フランスにおける公有ないし私有林にないて、 植林、造林方法の変化、心 

※案の準備-木材生産物の取引促進を含む森林再建ない し改善の或局面- 

に対して利用でき る。それは火災ない し民虫保渡においてﾡ林所有者の担 

合を扱助するために採用され る。

林業基金は永認された計面の総ﾡ用の半分、 50.000フ ランを超過しな 

い金領が個人的認可に上り配布される。貸付は50年間、正常利子率(こてな 

こなわれうる。土地所有者の同意を得て、仕事は国家局the state serv- 
ioec上つて為されうる。 もし国が基金を私有地に直接支出するならば、国 

は全伐甸木をマーク し、 そしてﾡ用がとり戻されるまで、 公売にかいて木村 

を販売する。

J実、ここには自発的行動を男気づけ るととに上り 国の森林 を回復する た 

めの広い、梨力的な政策が存在している1 948年には、 その突行は不毛地 

の再植杯に造本的に指向された。それから再位林は年々略5 00,00 0エー 

カーの割合で計画された。

戦後 の 協同は、個 人 勺 経営 者 が 費 用 のかかる 運 搬道路 を建造するのを扱助 

することに向けられてき た。ﾡ用平等化基金a"coet-equaligation"fu- 
nd は1 945年に森林生産物に課税された。 8ﾡな林地から丸太を運搬す 

る場合、経営者は彼の興常な伐木ﾡ用の半分までを取り もどしうる。

フ ランス林業の主要動機

革命以未のフランス林業のう らには、 2つの特徴が貫流されてきている。 

その-つは、フランスの嗔会ならびに大臣は、土地所有者が後生大事に守つ 

そきた財産権と独立とを尊敬してきたととである。 オ2は、 人々の財産価値 

増加に対する熱情と国民的節後に、 上手に、 またひんばんにアッビールして 

きたことである。フラ ンの金がフ ラ ンス 業計画の中に し しばﾡ り毎いた。 

この局面は載後の改ﾡに顕著である。そ れは政他の国が計面してきたどと き 

土地の国有化 を通 じてではなく、私的所有 者の ﾡ浜 と 利ﾡ と を.%造す る こと 

を通じて、国の 疎林問; 国 を取り あげる一つの形態でめある。

フ ランス人は土ﾡの上に粘り強い執着と人間の財産保全に対する本能をり 

っている。これ らの特質はフランス林菜の主要動機である。彼等は決してド 

イ ッ人のごとく林栄を公式化したり組破化したり して こなかった。レム・ 

フ オリステイ ヤーの も とにおける国の財産にお•いてす ら、その伐採計画は ド 

ィ ッ人の去革に 上 り 疑求さ れた詳細さ を もって決定される ことは稀であつた。 

オ1次世界大戦のげ、保存委員cOneervateureは私に、彼等の森林施業は 

精巧な机や定現から生れずに、森林自体の密接な知識から生れたと語つた。 

しかしながら、 正常伐採の生長により規定された許容伐採の概念は、あらゆ 

る程度の林業関係者に(&とんど共通的であ る。全フ ラ ンス 人に神聖規されて 

いる資本から区別される ものと して利子がある。林業は富を保全し、管理す 

ることに対する国家的才能の一部である。
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オ5章 スイス の森林政策

世界古の共和国

スイスﾡ邦を構成する自給自足州が高山森林の問を処理するに対して国 

家政策を進展してきた方法と手段に対してアメ リカ山林 官 の時別の 関心 が あ 

る。地方の独立と公益を指向する国家の間にかける連統せる斗争は、 アメリ 

カの州と連邦政府問の関係に沢山の類似点 をもつている。そ してその全体的 

過程は人類の歴史における或ﾡにおけるとじく 民主主義的であつた。

今日のスイスにおける25州は、帝王、男爵士よび救会の中世紀における 

侵入に反対して独立を守るたにいくつかの方法で斗つた。そして2 5州は 

自 に対する激しい献身の多 く の伝統を世界にあたえた。現代スイスの政治 

的中核体であった連邦は、1 291年に攻撃に対して抵抗するために結成し 

た。3森林州の連合にﾡさかの(ほる。連合はウエストフアリアの平和the peace or 
w。atpha1iaが ドイ ッ帝国か らの独立を認めた 1 6 4 8年に世界の力となっ 

た。
スイスの初期の森林習慣および保育、マルク、 ンbanならびに使用者の 

利ドイ ッ型に従つた。しかし西ヨーロッバに共通な封建的土地構造は山 

川には根拠地を得なかつた。大部分の領主権は 1 8 世紀の終る前に 俏裁さ 

れだ。封建世族による主権に対する抵抗の一つの結果と して、多くの自治団 
体； よる林地の獲得があつた。現代スイス における 2500 万ェーカーの森

のらら、自治団体が3分の2を所有し、 スイス林業と国家政ﾡの中iに 
母大な クエイ トをしめてきている。 ヨーロッの感も有名な森林のいくつか 

は シルワルドSih1Wald、ッリッシZurichの市行林といつたスイスの 
G。体有林である。とれらの施業案計画は1 680年にまでさかのる。 

州有林 State Or cantOnal forestsは全体の5%を占め、そして私有林 

は28% を占めている。それはフ ラ ンスの典家株の上 9 に根気上 く 彼等の土 

池 にしがみっ いてい る 数千の小 切 漠所有 である。

。世に先立つて、 スイス林業は大部分地方的に分割された。それは主 

に沢山の小さい社会の利書 と経験から発展 した。大部分の自治団体は森林と 

山岳牧呼を所行したそ とには しばしば分水撤然林の良い経営と実際的保全の
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実列が存在していた。それは地方的水準のものであつた。何故ならば、自治 

団体は木材と銅料の供給維持な らび:こ樹壊の阻 上に あたつて彼等の個人的経 

験により導かれたからであつた。彼等自身の、分離した社会において、スイ 

スの国民は天然資源利用におけるﾡ同の利益を学んできたよ うに思われる。

そ してそれは社会か ら州に、 そしてその後進邦にﾡ新的に拡がつた。

国家問ﾡと しての分水航保腰の市進的認識

山岳における森林破壊の影ﾡは、1 8世紀にﾡ者となつた。一連の国家災 

容が1 9世紀の中頃まで及んだ。人ロが高い僕谷に増加し、そして彼等の主 

な生活源は家畜であつた。初湖の州の法律は森林火災をコントロールし・ 土 

地開柒を制限 し、放牧 を 規制 し、 そして木材輸出を禁止するととに上つて木 

材不足に前もつて対処する ことを目的と した。1 8 5 0年の激しい洪水に上 

り無視された法令のめ行が開始され、 そ して一州熱心な森林経営を促した。 

1 843年に形成されたスイス林業協会the swise Forestry.As99c1a- 
tion はアルブスにおける統一的行動の必ﾡ性に大胆に立向りに当つて国家 

的指導権をとった。

1 857年に、連邦は山岳藤林の調査を命じた。中央統制に対する州の抵 

抗に上り政効果的な立法はさまたげられた。しか し決心した協会は挫折され 

なかつた。協会は再造林および洪水コントロールエ事に対して2,000 ドルの年 

次 費用 を 得た。とれは1 8 6 8年の恐しい洪水の後毎年2 0,000 ドルにま 

で増加した。そして洪水救ﾡより生じた基金から、 200,000 ドルがアル 

ブスにおける再造林にﾡ当された。一方多くのスイスの州は彼等自身の林業 

計画を発展してきた。或州では高い分水嶺を保護するために積極的に動いて 

きた。そして或州では頑固に無関心であつた。しかし一般的にいって州の内 

お問題に明する連邦の侵入に対しては抵抗的であった。

1 874年には転換点がやつてきた。林業協会は、アルプスの水 •森林政 

の逃邦監督をあたえた立法に修正を加えた。当初、基金は高山における" 

森林査察” fE。" inepection に限定された。奔流コントロールの遂行 

は用心深い州に残された。 そしてその結果は非常に不斉一となつた。土地分 

ﾡならびに他の専門的事項に関する議論によつて進行は阻害された それは
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メ リカの整会が、分水醴保護に関連 を もつととができ る根拠に対して数年 

門議論したとと、そして1911年のウィークス法the weeks awの成立 

cおいて、各州間の川の航行可能性を保護する ととが唯一の受け入れ られた 

法律的正当性としてﾡめられたととを想起させるであろう。 スイスも、 また 

デモク ラ シーの価格を支払わなければな らなかつた。

2 0世紀におけるスイスの林業政策

ァメ リカの国民が保全間題には初目党めた世紀の転換期にかいて、スイス 

は遂に彼等の環境の現実と統一行動に対する必要性を受け入れた。1902 
年の連邦森林法によつて、国全体に亘っての水芬よび森林の基礎的コン ト a 
-ルを連邦,こあたえた。この法律はあらゆる所有種別お、よびあ らゆ る標高の 

森林 についての統制権 をみとめている。またとの法律は、 全森林と荒ﾡ地の 

マルク復帰a。marketion か上び保安林女よび非保安林の区分を求 した。 

2ヵ年以内に、 スイス森林の71%が、 上を守るため、雪ﾡ、洪水、崩壊 

を防ぐため、なお気候の激しさ を緩和する ために、山岳の"保護武装"th。 

protective armorの一部として指定された。保安林の4分の1は私有林 

である。
1 902年の森林法は、州山林官に上り作られた、連邦山林局により承認 

された施業案忆全自治団体有林ならびその他の公有林がしたがう とと を命じ 

そいた。事前許可なしに保安地域における私有林の皆伐は禁止された。そし 

T は厚、風害、崩壊、 火災のいずれによるにせ上、現存の無立木地は3年以 

内忆再造林することが規定された。山岳地带における放牧の制限、および表 

林...氏権者の 有毒な る 収益権の 整理、削除が規定されていた。侵触を軽し 
防にするための木材搬出路の開設、女よび修理に関する特別の監督が存在し 

<る。この法律の実施上、 も困難な規定は、小規模所有林の経営を改善 

するため(こ、•経営の結合共同化をはかることであって、 これは必要とあれば 

制的に行ない 9るとと をり定 している。 しか し 父祖 伝来の 土地 を 所有す る 

村民の執着とウイルヘルム・テルWihelm Te1ュ の血 を受けついでいる 

国民の気贺 とか ら強い反対 を受けて きてい る・

交を保護し 9 とするスイスの施策の真微は、 アメ り 力が1 9 3 5年か 

ら1 9 50年にかけてアメ リ カ国会でしばしば審優したニュー ・ デイ ールー 

連の統制立法の中に盛り こまれている" 登少限の連邦の基幽” the mini- 
mum federal standardsと似たものである。1 9 0 2年のスイス法律は 

全州に対して強勢される共通的逃盤をおいた ものである。政州 は適当 とあれ

、 6つと制限的な林業監督を要求するととができる。現に数州ではもつ 

と厳格な統制を規定している。例えば進邦森林法で、 公共的所有の株林につ 

いてだけ場定 してい る一 定明聞 中 に伐練 し う る 立木の材積量 または本数の制 

限を私有林に も適用 している もの も ある。 ルッルエルン州Lucerne では5 
。 年生以下の立木の伐採 を禁止 してい る。2 〜3の州では択伐林の中で残存 

木を損害せ しめないために、伐採 に先立つ て古木 の梢端 を切落すとと を命令 

している。政州では林地の分割を禁止し、隣接森林所有者間の協同施裝 を強 

制している。多くの州は私有林の所有者と网議して、その私有林の経営を州 

の林務機関がおと なり権能を認めている。そ して 或州 では基本法の 目的 を遂 

する ために必要 と あ らぱ、森林の強制収用 を なすこ と ができ る。

変際の林業行政は州によ つて千差万別で ある こと上記のごとくである。そ 

して世界全体の問題 としてもそうである ように、 小森林の経営を国民の利益 

c副わ しめ るような 方向で維持す るとと が も (難な問題であ る。
保安林地帯以外では、国家政策上私有林所有者に課せられた主ﾡな及求は 

州の許可なく して開銀をしないとと、 および無立木地は伐採によつて生じた 

ものcしろ、或は 自然的原因 に生じた ものcしろ 3力年以内に再植林しなけ 

ればならないといら 2点である。その他の制限は各州の特別立法に譲つている。

スイスの政策は、 ダムお上び奔流コン ト ロールの手段の援助におい て補助 

金を6つて土地所有者に関する制閥 そ足する方向には近向つてきている。 

連邦の補助金は地り 保護手段の費用の 80%まで、出岳分水嶺における植 

林ﾡ用の50%まで高めている。或補助金は、 土地がﾡ場ないし牧場から森 

林に改変される時、所得の損失の一部を補 償 している。別の補助金は一層良 

いを営に向つて小規模林を結合させる伐用を補償している。沢山の項以の補 

助金が州に上つて行われている。 オ2次世界大戦以来、約6.000エーカー 

が連用の 補助金で もつて 植林 ない し 再植林されて き た。そ して相当マイ ルの 
木材投出道路が攻府の援助 を もつて建造された。

スイス林業の発 展動機
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古の、最も民主的な共和国が、自身の経験から、現在、最も制限的な森 

林政策の一つを打ら出した。それは山岳土ﾡ、 水ならびに樹木の相互関係の 

現実的を受けとめ方である。そしてそれは保安といつた一の、強度の目的 

に関連されている。スイス林業の主ﾡ動援は知性と自由を愛する、 しかし実 

条的国民の助同, こ対する 能力 で あ る。

スィス林業協会によ り 指導された、自己発生的教育のとの結果の大部分は、 

全体的計面に民主性をあたえている。

オ6章 ロシャの森林政策

広大だが大部分接近不可能森林

・ シャ林業の背景は北部の広大な原野である。= シャはあ らゆるタイ ブと条 

件の森林を4 2 5 万平方マイル もつている。その3分の1 は経符的効用 を も 

つためにはあまりに成長が止まり、あるいは沼地が多い。なおロシヤの経済 

林はアメ リ カにおけるﾡ似森林面積の3倍ﾡど存在してい る。それはおそら 

く 世界の生産的森林面積の 3分の1 を占有しているととになつている。

大部分のロ シャの林地は、 北氷洋に向って傾斜する 束部 ヨー ロッとアッ 

の体大な平原の上に広がつている。そして樹木と成長率においては、 北極

的特徴を もつている。南限においては、森林はヨーロッ大陸のターンに 

したがい、そして樫ならびにその他の落葉樹木が多い。

数量、品ﾡおよび成長の視点からいつて、 ロシャの森林資源はその面積の 

広さより も印象はうすい。ロシヤにおける林地の3分の2は、おそらく西ヨ 

- ・ ッパの標準に r り 認められた森林生産力の最低等級に留する。a シ+に 

おける平均年成長は、ヘク タール当 り 1. 1 立方メ - ト ルでデンマークの5分 

の1、 ドイッの3分の1、 スカンジナビの半分である。

e シヤ人は総経済林分を 7兆 5 000万ポード・フィート、 その65〜7 
0%は成熱していると推定されている。1 00万ェーカーの林地に、 迫熱木 

材が.腐朽 してい る。しか し ロ シャの森林は針葉樹材の世界最大の給源地であ 

る。そ して良い符理と道路下の も と で彼等のﾡ在能力巨大であ る。

ゴ シヤ林業における大のハンデキャッブは国家木材供給の大部分に対す 

る接近困羅性であつた。大部分の林地は水輸送に依存している。 アッアのロ 

シヤAsiatic Ruseia におけるい く つかの主茂な 川の北方へのコ ースな ら 

びに北極における創限された輸送は大部分、偉大 な森林地方が国家経済に貢 

献するととを阻止した。現在ですら、 ロシヤ森林の3分の2は実際に利用さ 

れていない。他方、ヨーロ ッのロ シャ にかける多くの異 も人口の多い地域 

では木材が不足している。そ して利用できる制限された春林は激しく 過伐が 

おとなわれた。林地不足地方における人間の森林への圧迫は、燃料用材に対 

するロ シャ 人の一 般的依存によ り 強められた。内戦の年の間における混乱状 

況における、地域的農作ﾡﾡのために、 百姓達は耕地を一層多く獲得するた 

めに泰林焼却をおこなつた。ソビエットの山林官達は、 3500～5000 
万ェーカーの木材が川に沿り接近可能地帯における過伐な らびにオ2次世界 

大ゆ時における破ﾡから5 0 年前に失なわれたといつている。

"- (旧ロシヤ皇帝時代) における林業

造船業を育成するために、 ベエター大帝Peter the dreatはロシャの主 

ﾡ河川の3 5マイル以内における木材伐採を禁止 した。樫 どんぐり の植栽が 

1727年に命令された。しかし安定的な森林政ﾡは、 ッーのもとで特別 

委員会により上呈された1 8 8 8年の一投法まであ らわれなかった。その最 

い彼底的な規定は、分水ﾡ、山岳傾斜、河川沿岸ないし砂丘の保護に対して 

必覆であるために皇帝に よ り宣言さ れた森林について規定さ れた。かかる森 

林ぱ農場に変史できず、そして唯択伐だけが皇帝森林局the orown fore- 
et department に上 り 記述さ れた計画下で認め られた。1 9 0 0年まで、 

3 50万ェーカーの林地が保安林ない し河川森林と して宜言された。

他方、帝国森林法the imperial foreet coae はﾡくほど民主的だつ 

た。さまざまの地方における地方林業委員会L0cal foreetry eommitte 
は相当の力を与えられた。森林行政the foregt alminiatration 

は義務な しで財産な らびに施業案の取扱いに関 して所有者に勧告をおとなつ 

た。森林伐保は、全体として国に利益がある時許された。施業案は奨励され 

, そして貸付が彼等の仕事を※行するために帝国銀行から得られた。しかし
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実際には私有林所有者達は彼等 自身のコース を決定す るにかなり自由であつ 

た。世界における多くの制限的な林業場制と同じく、森林における応用は帝 

国法令の規定上 り 遙かに遠かった。

1907年にむいては、13600 万エーカーが林業側度thefore- 
8try regimeのもとにかかれたと正式に報告されている。この中には施業 

案の準偏されている私有林1 8 0 0万エーカーが含まれている。私有林所有 

者に上り大部分寄付された約5 0 万 ドルは植林に対して毎年消費された。幾 

人かの貴族所有地は" ドイ ッ人の山林官達に とり作 られた詳細な保続生産計 
面により管理された。皇帝林および私有林CrWn and private forests 
の相当面京は、鉄産業への木材供給をかとな らために保続的に伐木された。 

e シ ャ の林地の 大 部分 におけ る 森林経営は、(ほとんど印象をあたえな かっ た.

旧ロ シャにおける森林所有

後のッアーの時代においては、実際にロ シャ全森林の3分の2は政府有 

ないし皇帝有財産gOvernment domnain Or the property of the 
oromn であつた。これらの広大な地ﾡにおいて実際の伐採はほとんどおこ 

なわれなかつた。地主は ヨーロッ パの ロシャC、 主にルチック the Bal- 
tis rsgion 地方ならびにヴイッラアthe Vistuaに沿って森林の4分 

の1を所有していた。そして これ らの 地域は主要な 経済的木材生産地であっ 

た。小自作農が 1 8 6 1 年に4奴制から解放された降、彼等は国有林内の多 

くの土地に使用権を与えられた。それと同時に自治団休有 ないし村落有の 

ルーズな 形態で林地 4000万エーカー が与え ら れた。と れは ドイル・ マル 

ク the @erman markのロシャ版であつた。そ してこれは地方の人々の利 

の世界的認知の も ゥーつの例証を彼等を取り ま く 森林の使用と利益へ提供し 

た。・シヤ小自作&による森林の使用ならびに森林の統制に当つて、皇帝 

山林官に に りほとんど進行がな されなかつた。

国有 林業 の 初期 に おける ソ ビエ ン ト政策

ﾡ林所有における総ての以前における区別は1 9 1 8年の法律により取り 

除 かれ、それに より 土地、水および 株林 の個人的 所布は 終 り を つげた。女法
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は 農具所有物 を らびに自治団休行林地に も 適用 された。しかし小 自作農は一 

登に彼等が発見した得所で、欲した木材を伐黑することを許可と考えた。改 

府は堂民逹の総てに対して自由な開発を統制でき なかつた。 そして1 923 
年に攻府は以前の設場林な らびに主に地方の効用 をもつ別の地域の経営を村 

落の代衰に 譲つた。共有林Common foreete 650万エーカーがかくてﾡ 

村社会にわたされた。それらの共有林は人民委員会the Peoples COnmi- 
egariat の施業案のもとで*営されるものと推察された。しかし実行地 

方のﾡ民達が希望した と とろの ものを大 ¥分取り あげられた。

1 923年の法律は、また公有林Public timberの利用において個へ事 

発の続争を認めた。区別された林地が評価され、 そして政府ないし都市ﾡ関 

に競亮によ り立木で販売された。あ るいはこの方法で坂売されなかつたた ら 

ば、個人的入札者へ競売により販売した。しかしながら、別の5カ年間、立 

木販売は計画経済の耍 資にあわない ものと して押え られた。政府機関が直接 

的に、国家計画の指示に従つて伐木、 丸太輸送、製材工場の建設と採業、森 

林生産物の配給をおとなつた。F シヤの務林改策は組成された共産主義国家 

の中におかれた。

5 力年計画 と コ シャ林業とのﾡ突

1 930年に、ロシヤの森林管埋はは高経済会譲the Supreme oounocn 
の分野におかれた。この会議は唯業活動に関する 最終権城 である。成長警積 

な らびに生産保続の上に益使をおいた森林施業案は、急速な産業化のンビェ 

ット政策に立脚した5カ年計画の犠牲にされた。媒林活動は後近できない他 

救に運河ならびに自動車道路 を建設す るとと、製造工場 を建造 し操業するこ 

と、生産な らびに森林に •かける労砌者達の動員に央中された。

現在の計 画下に•かいて、ロ シヤの木材需要は才1 次世界大暇直前の年にお 

ける該量の4倍である。緊急需要の一つは、 オ2次世界大戦に上り彼慶され 

た 2,2 40,000 家屋の再建である。計画消費心見設な らびに盗業用途向に 

対しては3分の2である。 そして燃料に対しては3分の1 であるた。 際に、 

燃科は多分必要とされる全木材の半分を生産する。 モスコーでは1 年に1 
。 o 0万から1 7500万立方フィー トの燃材を もやしている。強制的な工
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業化によって、まず国家的木材生産がﾡ求されてきた。 そして本米深林の不 

足しているロ シャの地域にﾡつて沢山の木材不足が発生されてき た。俊木さ 

れた総木材数量は1 929年に33 &立方フイ ート、 1940年に80億立 

方フィート であつた。約1 0 0億立方フ イート超が 1950 年の戦後 5 カ年 

計画の目標と して設定された。そしてン連ではとの木材の 5 カ年計面生産を 

4 力年で達成する ものと宣伝してき ている。 も し実際に伐係されるな らば、 

ッﾡにおける 1950 年の材積は一人当 り50 立方フイ ートといらととにな 

る。一方アメ リ カのそれは8 7 立方フ イート であ る。

ロ シヤがもつているがご と き障害に抵抗して、伐木な らびに木材加工産業 

を発屋させてきた国は世界史になかつた。寝 も ﾡ大なンディ キャップは 

ジアならびに北東ヨー = ッバにおけるﾡ林への接近不可能性である。 は近の 

5ヵ年計画において、 木材大臣the Lunber Minietryは伐木事業の53 
% を北な らびに東部における新立地に移転すると とを命じた。鉄道の拡張な 

いし複激下に、炎軌道鉄道の建造に、 モーター道略および運河に、 氷上に 

いて 丸太 を取扱う ための協械'こ対して巨領の金 を投下 した。 木材大臣はまた 

伐木の壊械化 を現在の 3 2%から7 5% で増加す ることを命 じた。木材省 

は1 3,000 台の電気伐木お、よび大わく ﾡを所布 している。60,00 0台以 

上が、馬俊木への依存を少させるために1 6.50 0台のーゼル・ トラッ 

ク ターと沢山のモーター ・ トラックを もつて提供される予定であつた。

相続ぐ5カ年計面によつて、木材、 ルプ、お上び紙、 合板、絶緑材、組 

立住名等の製造に対するロシヤにおける工場設備を大き く増加した。ロシャ 

の計画下において、単位住宅建造当りの労めをる ないし8倍減にするとと、 

な らびに材料においては 2ないし3 倍波少さ せるとと を製求さ れてい る。全 

計面は、ロシヤが外国に販売してきた木材、 つまり輸出割当てを設定してき 

た。あるいは木工機械、機械器具、ゴムならびに他の不足材科の財入に対す 

る為替を得るために、 もし必はならば、輸出市場を下落させてきた。は近の 

5 カ年前南 士、木材廃物の利用に亦点をないている。専門家達は、林分材ﾡ 

のわずが2 5ないし30 %が最終生産物になつたと報告した。伐木にかける 

廃物は毎年全体で1 40億ボード・ フィー トとなつていろ。 計画は木材の製 

ﾡと木炭、 木タールならびにパルプ ・ チ ッブといった別産物と を結合さ せる
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ことに対する沢山の国定を含んでいる。木材むよびルプ陥物の加水分解に 

上るアルコーの生産は大き く加されるに違いない。 ルプ素材の剣皮に 

おける 8 %の現在の売物は滅少されるに違いない。

とんどの森林産業ないし木材利用の全域にﾡつて、戦後の5カ年ﾡ計面な 

い しそれを支持する法令に よ り ﾡ定がおとなわれている。枯損な らびに火災 

からの/善 を減少さ せる ための法令下において、1 950に使用された木材 

の4分の1 が保存処理をほどとされた。各樹種の最良の利用法な らびにどん 

な 欠点 が各用途 に対して 認 められるかを 決 定す るために、森林の 分領がお と 

なわれている。 計面は炭鉱な らびに鉄道枕木において使用されている木材諾 

はを被少させるために祈明細書を請している。原ﾡ的デザイ ンが組立て 

パートの基本的タイブに対して、そして単一住宅に対して作られている。と

れは材科をﾡ済的に使用するためであ る。そ して広大な調査計面が木材化学 

書板、 ブラスチックな らびにパルプの念ての局面においておこなわれてい

る。 ・

□シャにCおける森林労働

1 9 4 6年か ら1950 年に互る5 力年計画の実行にあたつて、木材産業 

大臣the Minigter of the Lumber Indugtryは、 株林の労働生産性を 

5 4 %増加させるとと を命令した。戦後ロ シヤCおける森林工業化の計面は 

、効率的を熱ﾡ労めの不足が重大な霧点であつたととは明白のよ う に思われ 

る。

森林労働は農付社会から大部分やつてさ ている。労働の分担ないし伐木の 

分担は農村地域に割り当てられている。多くの場合、小自作農のグループ 士 

西部アメ り力における"ッッボー"契約者the"gyppo"contractorsと何 

様に、副業彩態で伐木の仕事をおとなつてきている。しかし低労賃ならびに 

貧马た生活伏況に よ り 森林労働の不足を きたい計画された伐木規慎の遂行

にあたつて連続的困ﾡにﾡ済してき ている。生産に責任のある担当官逹は気 

ののらない小自作理の代りにアメ リ カCおける材木切り出し人のように熱練 

した、永続的労働者 を採用 しよう と 努力 してい る。設備のととのつた伐木居 

住地と 高 電銀 を提供するととは現在計面の一部であり、そして 割 り 当て仕 班
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をおこえつてきた伐木業者に対して土地の価かの許可といつた特別の報酬が 

あるっ

森林労働間ﾡの卒直な発表が、1 9 4 8年におけるブラウダ誌上に木材産 

業大臣により公表された。新道路、 工場ならびに立派な設備にもかゝわら 

大臣オロ フ Minister Or10▼は木材業者は技術再組税において他の産系 

に遅れ、 そしてそのﾡ求に合致してとなかつたと嘆いている。基本的な原因 

は不適当な伐木の機械化、少数の永続的、熱練的ﾡ人、および低労的生産性 

である。大臣は、党の指導者に森林にわいて必硬を挙施的労働力を提供する 

ととに失敗した地方ならびに共和政休の不正を消させるととを要請し、そ 

して俊木、運搬む上び滑材運衆にむいてﾡ常の記録を作つた "スタノ フ制で 

報例をあたえ られた " 伐木業者 " Stakhanovite"Ioggereの功績をたた 

えている。

木材生産を増加するたに、 ロシヤではﾡ務的労働の使用を拡張した。- 

部分、これらの労謝者は、ロシヤ法のもとで他の労め者と一諸にめき、そし 

て向じ商業組合の1銀を受けとる囚人達である。1 930年の労働法にょっ 

て、担当官達は、同意なしにン連によつて必袋な場所に労め者達を配置する 

ととができ る よ う にをつた。共同化に抵抗 した500,000 への盗量ku1ak。 

ないし農民達がロシヤのステップ地方からシペリヤならびにウ ラルの森林作 

業にﾡ送されたと ブルックス博士Dr.Brutzkus は推定している。政治犯の 

キャンプは木材地区に板送され、伐木方衆に従わされた。そして労働力は紋 

千人のドイ ッお上び日本人の戦争犯界人に上 り増加させられた。

熟,練労:功者の不足は、ま た木材製造な らびに利用拡大においてンディキ 

ャップをしした。多くの新しい機械は、それを組立てないし操案するに当 

つて熱練の不足に上つて、寄され、 あるいは無用となつた。森林ﾡ発、とり 

わけ初期の森林開発に対しての ソ連の指導者の決定的計画は、a シャ労働者 

の年晩と技術的訓秋を超えて設定された。 しかし山林官な らびに技術者の調 

執は生産数ﾡと設備に沿って計画されてきたととがソビエット・ ロシヤの特 

敵である。後日の計画は彼械な らびに技術的仕事に対する労め者の訓故を広 

範囲にわたってすすている。1 950年には特別森林学校ないし林学部が 

大学に附岡され、 そして1 5の森林調査場とルブ・紙研究所が没立された。
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沢山の夜学校が森林 および工腸技術者達 を別練 した。

森林経営における前進

沢山の注意が後日の計画にかいて林業に払われたけれど も、多く の場合、 

良い麻林経営の一段的甚準 を超えて伐採がおとなわれた。ソ連の法律は遠隔 

の処女地に伐木をすすめるとと。な らびに不足地域の再造林を規定している。 

しかし物理的障害によつて、 發林官達は、近接可能地における過剰伐採によ 

って、ﾡ要される大量生産を満足させるととを強いられている。ロシヤの森 

林の理論的成長は、1000 ﾡボー ド・フィートである。それは も し伐採が 

合理的に 実行 されるならば、 工業化の現在のﾡ行を充分維持するであろう。 

しかし成長の 70%はウラ ルの東であ り、そ して実際に 20%の人ロ に対し 

てのみ利用され る にすぎない。

オ2次世界大戦の勃発において、巡回され、 そして管理下におかれた木材 

地城は、革命前の面積に して3倍ほどであつたと ソ連の山林官は 報告してい 

る。そしてまた戦後5 0年計画に上つて3 0,00 0万ェーカー以上の森林に 

ついて寄積ならびに経営楽の作成が要請されていると も報告している。火災 

cE る損否はなお、多い。数百万ヘク タールの森林が 1 932年と1 938年 

間の応終期にいて火災によつて消波した。しかしより 良い保護手段が現在 

と られつつあり、その中iには火災底険の気象測定および飛行機に上 る森林バ 

トロールが含まれている。

戦彼後の5 力年計画に上 り約250 0万エーカーの伐木が要請されている。 

多分択伐を意味す る"コント ロール伐採 " controllea cuttingは毎年 

300 万から5 0 0 万エーカーほど実行されていると 1 9 4 8年に報告され 

た。また針計画に上つて2 0 0の追加苗森林尊Mの設立とウクライナならびに 

ホワイトロ シに 1,100,000 エーカーCﾡる植栽がﾡ請されている。ﾡ 

株は我争中ナチ侵入者によ り 占領された地域における森林の損吾を回復する 

ために最初計画されている。 ルサム・ボブラー、 ホワイ ト・ ボブラー、 な 

らびにシベ リ ヤ ・ ラーチ といつた南部 日 シヤに適した早成樹種が木材の地方 

的不足を克服するために採用されてい る。

沼地森林の排水は、と りわけシベリ において、またコ シヤ木材の全体的
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成長を増進するためめに災である。 近の5力年計画、 500,000エー 

カーに直る排水工事と約4 000-イ ルにﾡる古い排水ﾡの回復と清掃を考 

えている。解放された地域にわける急速を再造林。ほ近の計画における別の 

特徴である。

ロシヤ森林政策の大きな仕事、つま り地域と輸送における実際の操業制限 

内において、 採と成長をランスさせるととが残つている。 そのランス 

、附加的林地を或程度まで保続生産がかこなわれる林業経営単位たらしめ 

るために鉄道と水路を広張するととによつて早晩述成されるであろ ら。消量 

考に対してﾡ送費は上昇したけれども、これは実質的«こアメ リカにおける自 

由経済の も と で生 じた ととろの ものであ る。

ロ シャヒおける もう一つの主双 な間題は、 大きな視野に立ら、 そして多く 

の点において詳細な中央紫権さ れた計画下において、完成の合理的手段を得 

るといら問週である。1948年に、 木材生確定められた生産高の80% 
に達した。ロシャ森林計画は、世界が今生産してきたﾡ高の執行力ある、 

そ して技術的然練に挑徹するであろら。純粋に独殺的力が人間的努力にむけ 

るかかる計画に成功をおさめるとは考えられない。まだ回答されていない問 

適は、ロ シャの制度が、 そのﾡ隊的計面を維持するに必要な人間の有効な方 

向、訓練よよび組ﾡを生みだすととができ るかであ る。

a シ ャにおけ る保安 林

a シャ の,森林官 と 農学者達は森林の保安战 能 を発展さ せるに額著な仕事を 

なしてきた。ッアーにより 定められた分水ﾡ交林は ヨーロッパ・ロ シヤに拡 

ける大部分の河川の上流をおかつている1 8 5 00万ェーカーの森林に拡大 

されている。そして大規模な植林がとれらの地域においてかとなわれた。林 

※計両はまた、空気を浄化し、そして工業都市のマイナス的現象 (たとえ 

ﾡ霧) を分散化するために或る工米七 ンターのまわり C森林の緑地帯を設定 

するととを強調している。保護帯ヤ上び広い森林防風林の発展は特に意装が 

ある。ステップ地方における適当な保護林は、 中席の乾燥年にかいては80 
%、乾燥年には 400%、作物生産高 を増加さ せるとロ シヤの報告は じ 

ている。ッオルガ地方the VOlga regdonの1 5力年保全計画は保安林な
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必要 とする約 3 0,000 万エーカ ーの併地と同様に土壌後誕を欠いた侵害地 

ならびに砂地を指定した。 計画は一役に2 0 0万ェーカーの保護林の設定 

を切定している。 とれらの半分祈しいﾡ物保全森林であり、一方次に大き 

な 項目 は狭谷および 山嶼 河林 である。総 団的 農場 労働 が これ ら の t 林の主ﾡ 

部分 を遂行す る こと を命じられて いる。残余は林発大臣に より迷行されるで 

あろう。これ らの植林ゴ: ロシャの“ パンかご" bread baeket に対する全 

面的計面の一部である。この なかには 作物輸作、 ストリ ップ収獲Strip c- 
rOPPing な らびに約4 4.0 0 0 の池と貯水池の中に水をためるとと を含ん 

でいる。またシベ り "の恐物生義地方における森林伐を禁止する規則が存 

在している。

・ シャ 林業 の 発展 動機

正確Cロシヤの政策の評価をかとな う ととは危険である。革命に上 り出発 

された変化と 激動は進路 を走 らなかった。・ シャに扑ける 緑林およびその他 

の事態は、他の国が想像もしなかつた歩調で動いてきている。今日信ぜられ 

るような ものは、明日には変つているかもしれない。

• 1950年にわける、ロシャ林業の動因は明白に指導者の目的に集中され 

た国の力である。土地利用の決定から製造権の使用まで、すべての段階は全 

能的中央権力に よ り 指令さ れたコ ントロ ール下にあ る。日 シャでは演い森林 

規前がかとなわれている。私有林所有の廃止それ自体林業 を国家価能の一部 

とさせる。そしてその後に生ずる工業化計面は、林業 を国内および国外強化 

計面の一部たらしめているとと を明示 している。ロ シャ(こおける林案は弾薬 

工場、軍隊士よび外交と同じ基盤に立脚している。

才7率卒 日本の森林政策

日本人の森林への依存

日本は、狭い士地の上であま り に沢山の人々が生活競争を し ているﾡ著た 

例である。そこに 木材利用 に おける 日本 人の異常 な 熟練 とす ぐれた 技巧が存
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在するのである。生活要求と国家経済から 日本人は、世界の或他の人々 より 

篠林に一罔強く 依存する よ うになつた。そ して日本は燃料と して木材と木炭 

に完全に依存している。数世紀の間、日本の森林からの4分の3の伐採量 

燃料に対して消受されてきた。そ して今日 日 本の森林のる 分の 1 以上が雑木 

林の燃料生産者である。

日 本の森林資源に及ほす人の圧迫は豊業に適す る 土地の不足に よ り 一層渡 

化されてきている。国の位か1 0ないし1 2%が農耕に適用されているにす 

ぎない。そして急ﾡな、侵ぎされる傾斜にもﾡ続的に耕作がかとなわれてき 

ている。沢山の激しい数訓につて、日本人はでとほとの広い山岳地におけ 

る奈林の保全城能の重要性 を知つてきている。破壊的な洪水 と下流農場の注 

泥とに上つて日本の森林政策は強力な影響をう けてきた。

アメ リ カ山林局の。 ・J・ク ラエ ベル によ り は高司令部に 1 9 5 0年に抜 

出されたレポー トによると、分水ﾡ保護は戦後日本林業の主要ﾡﾡとなって 

いるとのべている。 クラェベルは激しい渋水は一部は過伐と植林の遅延、 ・ 

頃斜地のﾡ作、&業用としてﾡ林残在物の除去、素材後出によ る山腹の削除 

cよ ると述べている。

封建時代における森林の改ﾡ

浜林保全の 必理達は、日本人 も地球上の大部分の人達に共通的な方法であ 

らわれてきた。1 9世紀早々に、焼却と伐探からの激しい森林の拡害に上り 

、木材錢飢の恐怖が用始された。そして分水ﾡ森林の回復の必硬性が徹座的 

に押しすすめられた。相当の規模における樹木植救が当時に始まつた。し、 

しながら、日木の森林は、林地が地方世族の処分において公的所有を杉成し 

たときの、封建主義世紀の問、 連統的改普を受けてきたものと思われる。樹 

木は大名ない し将軍の同意な しにほとんど伐採でき なかつたから、 ヘ々は使 

等の森林を深く 尊敬する こと を訓練された。1 600年代の将軍の指導下に 

おいて、特別に激しい刑罰が、違犯者に対しては火あぶりの死刑すらが、；！ 

定された。 アメリカのよっに、日本の林来にかける初の仕事は森林火災の 

コントロールであつた。現代に至るまで、 日本における年次の森林火災は5 
00万から600万エーカー、つまり 森林地域の8 %から1 0 % に亘った。

帝国政府の 株林所有設定

帝国森林致策は、1867年における明治の君主権力の回復以役、日本に 

かいて形をとつてきた。1 871年に殺立された国奈林業局the nati0n- 
a1 Bureau of Foreetryは国により主張された林地分類と調査、権利の 

解法、ョー ・ ッバ大砲の株林用役のよ う な封れ時代から日付けられた使用者 

a利の調整に数年投願した。或土地は農業、農業林ないし私有林産栄に対し 

て販売された。政森林は村落社会、寺院ならびに神社所有となつた。或地域 

は皇室the imperial famiュyの維持をはかるために御料林croTュ f0- 
rest と してとつておかれた。そ して全森林の 5 1 %がァ メ リ カの国有林 

the national forestsiに四敵される、国の永続的林地と才つた。

この所有形ﾡからいつて、 日本森林の5 0.8%が私有林地となつている。

この面積のわずか5分の1 ほどが産業林induetrial foreeteとして分類 

でき ると とろの ものの中にあ る ことはメ リ カにかけるﾡ林所有の異味ある 

類似である。4分の3ど用林であり、 その他は小ﾡ模林地である。500 
万人以上の所有者の平均所有面積は5エーカーより少さい。 アメ リカと同様 

c、日本は数百万の小規校森林の経営改ﾡの問尚題を もつている。

日本の産業経済の需要

日本における 森林の重要性 は、1 9世紀後半と現在に至るまでの製造工業 

と貿易の拡大によ り 大いに増加された。&連な増加人口と大生産ならびに 

商業に対する生来の才能によ つて日本はア ジの工場となつた。日本は点南 

ア ッアは大の貿場国家となつた。貿易と商業に対 してﾡ次多量の木材が希要 

された。そして国家政と して国の森林から大の生産をするととが受請さ 

れた。

1 921年まで、 日本は木材において好ましい貿易ランスをもつていた。 

日本はその後相当の規模における木材輸入国となつた。とりわけ1 923年 

の関東大震災以降、日木はォレゴン、 ワシントン、 お上びブリテッシ・コロ 

ンビの船積木材工場の大きな、健実な順客であつた。木材は主に ジャブ・ 

ュクウエアーJap 8quareeとして輸入された。それは日本の製材工場で

-58- -59一



すいネルに再ﾡされた。この再投は高い技術をもつてなされ、 そしてすべて 

てのスク ラッブは上 くつかわれた。多 くのシーダーとダグラスフア丸太は西 

海岸から物入された。そ してとれらのあ る ものは グエニアと合板に製造され 

てアメリカ市場に輸出された。 日本はまたフィリッビンのマホガ=、 ケーク 

* 上び東南7 ジアの池の美 しい木材を輸入 した。 それらの材からの生産物は 

ヴェ=アな らびに家具と して世界各国に輸出された。

輸入技術によつて産発を建設する日本人の熱練と工夫によつて大拠校な紙 

レイョン、ならびにスティブル・ファイヴアの製造工業が発ﾡされた。19 
37年に士ける支那事変の勃発において、日本は年間約1 00億フィートの 

材木と木材を生産ないし裕入 した。さらに20億フィートの材が紙、 レイョ 

ンならびにその他のファイーに使用された。 との全木材の1 4%がﾡ入さ 

れた。

製造工袤と貿易力の結合

日 矢の経係の田粋主義の重要な局面は、強力な製造工業と貿易会社ないし 

“一家” の急速な拾頭だつた。これらはしばしば旧世族の周りに作られ、 そ 

して古代日本の封建主義を2 0世紀の国の経済な らびに高楽構造に もらとん 

だ。とれらの多くの会社は、他の工場、銀行、将的 ならびに国原貿易 と一諸 

に木材利用産業を操業し、森林を所有した。この貸本主義的寡占は、大きく 

日本帝国の経苗的プロセス をコントロールした。その巨大な政治的、産業的 

力は、日本において進行された多くの他の事と同様に、天皇の もとに発展 し 

た森林政策の遂行に影郡をあたえた。

帝国森林法

1897年、1907年および1911 年の森林法は、大いに日本帝国の 

彩式上のミ林法を創殺した。その行政的機構は複雑化された。ﾡ林省の山林 

局the Bureau of FOrestry は国有林を管理し、そして大部分の調在、 

殺育な らびに画ブロ グラム をお となつた。山林局は沢山の地方の署を通 じ 

て 遂行さ れている大き を 野外組敬 を もっていた。

宮内省の帝空林野局は御料林を管理した。この組ﾡは、 1 947年役後に 

占領当局 より林野庁と統合さ れた。

内務省の管理下に46県知項が私有、共有、社寺有林に関道する法律を管 

理した。各知は、大たり小なり、 各自の林業部をるつていた。そして手広 

い規 加力の使用に あたって自 身の決定ﾡに売分に したがつた。そして自由に 

コントロールした。

知事は、自治休、公共団休、社寺に対して承ﾡした施業案にしたがうとと 

を交求でき た。林地が公共的利害に反して荒ﾡないし伐探でおびやかされた 

とき、知りは守らなければならない伐喋計画を命令し、あるい不毛森林の 

回復を要求できた。

知事はなだれ、土壌侵触ないし砂移動を防止し、風、洪水ないし潮から地 

方を守る必要があ るな らば、 各ク ラスで所有する林地に保安林を宣言すると 

とができた。保安林には、完全な保ﾡから士地開継ないし皆伐禁止までいく 

つかの 種類が あ る ・ 株林 法の こ の 部分は 政他 の 部分 よ り 一ﾡ 厳 し く強 制 さ れ 

てきたように思われる。帝国時代に、日本本士における林地の30%は保安 

林 として或程度の統制下におかれた。県はまた森林組合forest coopera- 
do-es を収扱9面白い日本の法社の局面をﾡ理した。用合が一 定地域の所有 

※の3分の2、ないし繰林面ﾡの3分の2により、森林保幾、骨埋ないし利 

用のため形成されたとき、すべての林地所有者は強制的に組合員と な らなく 

てはならなかつた。補助金が、 不毛林地の再造林ﾡ助に対して組合に利用さ 

れた。1943年に、日 本において 4,。 26の組合が1 50 万人の組合員 を 

登録した。1 300の自発的産業社会がまた森林生産物の製造、販売に、補 

従品の講入にあたって会員に奉仕した。組合は小魂慎山林所有者に亘る底林 

改策の迷行に、全森林経済を調べるにあたって近喪な役目 を果した。

日本にわけ る植林

日本はおそ ら く ﾡ林の規模 と 公共的補助金か らの植林補助の程渡において 

他にまさつている。 造林は1200年前に始まつた。そして国の底高に完成 

された林業技術の一つとなつた。植林は植樹祭、祝日、記念、ならびに誕生 

日 と早く から関連ずけられていた。ﾡ林に対する特別の報のは、騎士の両刃 

ﾡをつける権利と同様に、封建 日本の差別と時別の済俄にまでもどる。
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1000 万エーカーの林が 1939 年に稽ﾡさ れた。この中には短伐期で 

の、好ましい針葉樹、 スギならびにヒノキのﾡ林がふくまれている。193 
。 年代における毎年の苗木の苗別生産 5 億本以上であつた。

日本における最も一殺的な針外葉樹の取り扱い方は小ﾡ模の皆伐をしたあと 

で植林する こと であった。林業攻育、プロパガンダな らびに法律の施行の中 

心点は、皆伐とﾡ林を平行させるととに集中されてきた。 支那事変ならびに 

ォ 2次世界大役中における日本におけるﾡ林の過伐に よ り 未植栽伐採地が大 

ﾡ模にあ らわれた。それは 1 9 4 8年に 750 万エ ーカーあ るいは全林地の 

1 2%が人工ﾡ林を必とした。

公共 と個人の分担彩態 での 造 林補 助は日本における 林政の 題著 な局面であ 

った。これらの補助金の多くは砂丘ないし無立木分水ﾡの再造林に対する保 

交計画であつた。そ して大規校所有者ないし林地組合に上 り 計面さ れた述ボ 

は木材供給を増加するために計画された。造林に好ける戦時の遅れを回復す 

るためにこの種の句摂的計画が採用された。各県は国家貨金の扱助をもつて、 

その地域内の私有な らびに自治体有林地の植林用の 5 分の 1 を支払らであ

ろ う。
争中における 日本 の 木材 統制

日本の厳しい感争続制は、全面的な木材生達と軍術製に対する分配の上に 

期中 された。こ。 統制は伐採実 行 と 再造林 の必 変には 影晉 を お上 ほさ なかっ 

た。1 941年の木材統制法は、彼雑な実務組ﾡに対する日本人の才能を反 

映している。各県における全木材製造ない し取引は単一の木材会社に総合さ 

れた。・番に、県の会社は単一の国家ト ラスト、日本木材会社the Japan 
Lumder company に統合された。日本の全木材生産は、かく て単一の誌御 

に集中され、そして軍事需要に流され、 あるいは特恵割当てpreferonti- 
oュ ratings下で個人の消費者に販売された。軍需省の計画局は森林生産物 

の軍需な らびに民需を決定した。そ して林野庁が森林所有者な らびにi合に 

生宛制合を割り当てた。印りあてに合致する木材伐採は強制的になされた。 

そ して県な らびに国の全ﾡの役人が戦争に対する生ﾡの送 行と計画に したが 

つた。

アメ リカ 占領下 の 林業

オ2次 世界外大戦以 来続いた過伐の結果、再建つ必要性 が生 じた。連合軍ﾡ 

高司令部の政策は、私有林所有者の 自由への 辰少限の干渉 と 土地の生産性の 

後少限の分裂を もつて、不安と病気を防出する ため、日本の木材需要に対応 

した。受牀法には基本的変化がなかった多く の経営者に とつてわずらわしか 

ったﾡ争中の木材生産な らびに分配独占は消波された。国ならびに部料林の 

行政は統合された。・初、公共林斐サービスにお•ける行政的位置が技術的訓 

練 と経ﾡ をもつ山林官 に 開放 された。かそらくﾡ高司令部のはも父受的行動 

は、大ﾡ模進林に 必硬 な 資金 を ﾡ得 するにあたつて日本の山林官を支持し、 

勇気づけるととであつた。

1 950年に、農林省は全国的森林普及事業にのりだした。森林逐営、再 

ﾡ林、侵ﾡコントロ ールた らびに森林利用に関 して活躍してい る300人の 

県普及 リーグーと 8 0 0人のエーッェントのﾡ練が計面された。良林省では 

また私有林に対する経営指導計画 をお こなつた。私有林地は約2,。 00の地 

理単位にグルーブされた。1 300人の技術者とりの監督者が、経営案の準 

例と経営実行にあたって私有林所有者と組合を援助するために割り当てられ 

た。は高の優先が針葉樹森林な らびに 危機:こ面している分水嶺 を含む地区 

に対して命令された。日本の政策における吸後の傾向は枚育とﾡ同向 を 中心 と 

するアメリカ型を強調する よっに思われる。

日本の政策実行における 弱点

効率的な国家小菜 として、日木の森林政は明白な弱点をもつている。中 

央統制は戯多に法律上の命令におけ る (ほ ど実行 にあたつては厳しくはなかつ 

た。詳述に対する日本人の好みな らびに秩序に対する愛好は、森において 

・ り も書かれたプログラムならびに事務所において一層明白であつた。 アメ 

リカの占領に 先立って、技術山林官は林業組ﾡの遂行において、上域法律 

家と政治家の封建的官僚政治を押 しのけると と を認めなかつた。

私有介らびに自治団体有林の森林経営の実行において各県の間にﾡ著を相 

違と国の機関からの権威ある監督の不足があつた。知事が無関心であつた多
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くの県において、私有林の経営は所有者に残された。そして近傍の森林の 

過伐はとのゆるんだ行致に起因してお こ なわれた。大企 ﾡの地方森林管理 

人は移式的に県の山林官に相淡はしたけれど も、彼等はしばしば森林統ﾡに 

抵抗する方法と手段と を見出してきた。

1950年と1951 年に直るメ リ カ山林官に 上 る 日本の森林事情の検 

討において、 危ﾡな状態にあるととを指摘されている。個人の商業伐採は針 

葉樹林の1 5%に主に集中され、 との率で行く と 1 5年で木材供給は消設さ 

れるであろ 5 とのべられている。これらの私有林地の平均ﾡﾡは国有林の4 
分の 1 以下に渋少 した。そ して全針業国林の年成長は僅か年伐樣の 3 分の 1 
である。10,000以上の製材工場が閉領され、 そして造材の不足が深刻 

でぁ る。 2将お上びﾡ楽士ﾡの侵鎖からのﾡ害は国民ﾡ済をおびやかしっっ 

けている。

その原因は2 5 年の過伐と国ﾡ法律を遂行するにあたつての多くの県行政 

の失敗にもとめられている。中央政府による監督もあるいは壁察もなく、そ 

して実際に私有林地における伐採の保続生産諾側 もない。※急的義務に対応 

して承認された伐採計画を無視する こと を忽める、 1 907年の森林法に 

け る ・生計" ﾡthe"lirelih0oa"clause は現在の政策において重大な抜 

け道となつている。もう一つの弱点は、択伐ないし他の部分的伐採超破に代 

って、傾斜地にかける皆俊を回守するととである。

1951 年の森林法

波少する木材供給と占領軍に関連を もつている山林官の※急的め告にょっ 

て1 951年6月26 日の森林法 (オ24 9号) が成立した。その主な特徴 

+私有林地の管理に当つて知事に指をめたえるために、 農林省に上 る全体 

的 H計 面の 権威 付与 と 良い 探林 経営標準 の法的明示である。

しか し森林法の実行における古い場点は明 らかに正されなかつた。知 

は 私存席 の年次伐標 攻 堂 を 決定する 義務 を もつ てい る。農林 省は私有林に お 

ける計面を央行する権作威を実ﾡに もっていない。視察組ﾡ も提供されていた 

い。そして 国家 四策 遂行 の 責任 はな か中 央政 府 と地方政府に分割されている 

ょ らに思われる。
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日本林業の主要 動 機

しばしば相剋する 力と 圧力 (その相互作用が或国の林業にないて純結采と 

生む) の間に、人々は も しできれば ものごとの源泉であ る ものを見分けるこ 

とにい心を もつてい る。結局、何にが森林致策を可動させるのか

日本において相ﾡは明白である。主製な力は湖項な しに人々の土地本能と 

小さい土地から侵大の産出物を作る訓練である。日本にはその人ロ (その増 

加率は世界の多 く の国のそれを超えてき た)に対 して余分の樹木 も土地も存 

在してとなかつた。土地な らびに土地が生みだすものすべてに対する尊重は 

民族の本能的な ものである。厳しい封建的法律によ り強制された古代日本に 

なける森林不足の伝統は、あ らゆ る水也にかける 日 本人大衆に よ る政府への 

羽代におけるﾡ従となつてきた。勿論、この强力な国家的訓練は日本人の生 

活のあ らゆる局面に適用されている。それはﾡ察力の普ﾡ的監視に り強化 

されている。監視の仕事は国民のするととの総てと知る ことである。

日本の学校 な らび に林野庁の 教育的活動は土地 を らびにその条源を保全す 

るととに対する固民の本能の上に効果的に建設されてきた。それで造林の伝 

統的実行と造林,こおける公共援助が存在してい る。世界の何処に も、日本に 

かける 林菜程, "木を伐採したら必ずﾡ樹せよ" とい う 日常の吾葉 であらわ 

されてきているものはない。

他方、日本における森林事情は、大きく国の経済を動かす其頭政治と経済 

拡張 と 軍事的 目 険に お' ける 国の 侵略性の 強力な 影密 を しめして いる。日本ナ 

ンョナリ ッムのコースは天然資源にむかつて無ﾡ悲にふるまつてきた。日本 

林業における多くの矛盾は、一般の国民の土地本能士よびその規律と支配階 

天の方里および尊大さ の相剋から生足さ れているよ う に最われる。

オ8章 スカンジナヴイヤの民主主義的な森林政策

スクェデン、 ノルウエイ、 およびフインランドのインキ上びスブルス深 

体はアメ リカの針葉樹林と 変らない歴史 を もってい る。： かのお•のの:為合にた 

いて、公共的領土が居住民、パイオニア、木材業者および投機資本に大きな
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森林の拡がり を提供した。自作焼場は しげばしば木材の払下げ請求地と立つた。 

型材ﾡはほ初の大き な製造工場と なつた。スカンジナヴィア 年林は世界にお 

けるは古の、は大の木材論出地である。 、

これらの国にむいては、アメリカ:こお、けるごとく自由資本主亲のうごきが 

国家発展の遅く まで森林歌策を支記していた。それ資探問発を制張する初 

明の国家計面に抵抗 した。株林荒ﾡ と いつた厳然 た る ず実 を認識 して、北西 

ヨーロッバの自由諸国は、世界の他の場上り も.一岡地にかりた、 そして 

一層 民主的な良い経営 を達成する 方法と 手改と を発帰させてきた。それらの 

国は人々の協同の才能にた上つている。

アメリ 人にとつては、 スカンッナヴイ ヤの小切模林になけるすぐれた経 

営に興味がある。 アメ り 力におけるごと く ・小切模林地は大部のﾡ林をﾡ成 

している。彼等の経■から、われわれはアメリカ林終におけるとのむずかし 

い問画を上 り良く理解でき る。

ス ウエデン林ﾡの背景

スゥェデン、ノルウエイ、お上びデンマークに居住した古代ノルウェー人 

がマルク the markの ドイ ッ的伝統を もたらした。マルク とはすべてのフ リ 

-マンが平等に術利を6つている共有林tne foregt,commOneである。ク 

メタフ ・ ッアサア王King Guetav Vasa が後ての未開発地は王の財産であ 

ると宣言した 1 9 4 2年頃の後、 マルクはその一投的コースをたどつた。そ 

れは、活発に居住者と木ﾡにより実行された、使用者や利となつた。初期 

のァメリカ人は木材、 水牛ならびに砂金Pacer goldに対して同一のﾡ座 

をとつた。

19世紀ﾡ、 スウェデン森の央地は、多くの点にないてアメリカの公有 

地のよらに取り扱われた。中世の自作法A medieval homestead law 
は、居住者が彼が使用できる券地と牧野を、 そして森林においては2倍の土 

地をとるととを認めた。ラップラン ド地方は噪林払下げに よ り安定された。 

こナしは活极な木材症無をスター トさせた。初期の劇木伐屎権利:土、木炭供給 
をするた めに鉄ﾡ物場に与え られた。そ して時折、サ夫達は海岸地方の裂か 

センターに丸太を供谷した。長 場の木材販売が木 け会社 とイギリ スの木材商
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になされた。スウエデン長い尚、 イギリスの主木材供給地でめあつた。そ 

してその木材輸出を求は「の 格崎的生 き 血 であった。

公有林からの多くの払下げは、 また自治体ないしメ リカ郡区に相応する 

"村客"hundred により、 ならびに宗教女よび公共協会によりうけとられ 

た。ヨは、 メリカの国行林にﾡ応する以前の王室林f0rmer orown 1a- 
ndsの質的部分を保有 してきた。 そしてウィーク法 the Weoks Law 下 

に かけ る アメリカ の ごとく、国 は分水 ﾡか上び凹凸地の保安のために講 入 に 

rり 呆安林を駅 大してき た。現代ス ウェデン約6 700 万エーカーの森林 

を所有している。その24%田有、 ならびに他の公共有林である。 30% 
は産終ならびドに大ﾡび私布林、 そして4 6%が典場ならびに他の小ﾡﾡ林地 

である。

アメ り 力におけるごと く、ス ウエデンは効果的を 憑林改賛が淤開さ れる前 

c, ・ 無尽蔵の木材 ”といった一 般的な幻想 を消滅さ せねばな らなかった。

3 世紀の経秩と試行錯誤が 1903 年の進木法に 先行した。森林放火制限の 

とゝろが1 4 世紀にﾡ始さ れた。公有林の最 初の 管理者が鉄産業への木炭 

供洽を條全するために 1 6 3 8年に指令された。約1 0 0年ﾡ遅れて、 株株 

長官が2つの府部地方にかける国有林を管ﾡした。しかし国家山林局A 8t- 
ate forest serviceはは1 894年に至つて始て確立された。

深林法は1 8世紀に1 本のは木伐Rに対して2本のﾡ木をﾡﾡすることを 

計面した。多 く の他の法律は渉々木材生産にいける該験的作業 をﾡ止 した。 

しかし彼等の成果はたい したととはなかつた。水ﾡ原ならびに天候に及す

ﾡ売伐木の影響と森林消耗に関する公共の関心の波があつた。時々、国の 

胡が林開型に課せられた。改鉄工所主は彼等の将来の木材供給の計面を 

てるために ドイ ッの山林官を雇つた。公有地の検査が1 8 6 0年に命令さ 

た。1 866年の君主法令によつて居住者Cより占有された公有地の伐採 

と禁止した。そして販売木材の官の印づけを現定した。

待別に保黯幽破のあ る森林 を分し、 そして保全するにあたつて本ﾡ的進 

歩がなされた。 木材のコによる印づけがﾡ求され、あるいは施展 •案が国の管 

二! によ り よﾡさ れた 場所に保護帯が停立さ れた。この攻資は北部 ラァッ ブ地 

方における成長の遅い森林七までおよんだ。1 859年に森林行g中央局人
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certnal bur9au Of fOre6t administratiOn は、・回、 若主、自治体 

ちよびその他の公有林の監督と私有林使用コン ト ロールの書任を負つた。1 
873 年か ら1894 年にEる一ﾡの去律に よりス ウェデンの私有の約4 
分の1に強制的に印つけをするととになつた。この土地の中には、激しい伐 

が糸中 された土地を 含んでい る ・

しかしアメ リカにネける森林保全の改革運ﾡ期ﾡにおけるごとく、 スゥェ 

デンの意見は激しく 分割された。全林地の一層完全な コントロ ールに味方ナ 

る宣伝をらびに委員会レボー トに反対して、 有力なを業グループが国係経済 

ならびに出貿易のためにﾡ害のないﾡ発のために斗つた。1 9世紀の後半 

cおいて、頃向的には私有林経営における完全な自由化に向つた。波国なら 

びに自治体有林は工業家に販売された。 木材パルプ産楽の発屋はョー= ッ 

木材市場におけるスウ エデンの商業的位置と支配を強化した。それはま た立 

木部絡の上昇と樹木救培に対する一層強力な商業的刺彼を も たらした。こo 
間、山林ﾡ、森林所有者ならびに木材業者の2つの私的組合の活動は森株間 

ﾡのﾡ同的約 解決 に対してスウエデンの人に独備をあたえた。

1 9 0 3年法、 地方局 cよる 条林統制

立法委員会に上 る苦労した研究の後、この法律はスウエデン政策の進はを 

立した。すべての森林所有者は伐採地ﾡの再生を保護し、全するととを

※求された。この単純な切則の適用はスウエデンの各地方に設立された表本 

保全局AFOro8t Conservation BOardの手中にのこされた。地方局長は 

国により任命された。局長をたすけるために、 1 ないし2名の局員が地方会 

議(地方政治団体)に上り、 1ないし2名が国の農業団体により任命された。 

(この団体は蘇民な らびにその他の人々の自発的組合であつて、国の補助全 

七より一部補助され、国の規律下で動いている。それはアメリカのグランッ 

@rangeに似ている。しかし政府と一階緊密な関係にある)。

各地の株林保全局は自身の技術ス タッフを雇用している。そしてまた山 味 

局the state FOre8t Service からの密門的勧告 を うけて いる。しかし 

羽々の場合にキいて法律 を独自に解示している。保 全 局は一般 c、a力にう 

つたえる前に頑同な交林所布者を数育し、説得するに努力をする。しかし波
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$は、命令、罰金いし年ホ生産物の没収により幌則の送迷行をおとなうこと 

ができる。短いコースの牧育により 数育的実行手段、強林における訓練セン 

ターならびに沢山のあ同している業組合の殺備が広く採用 された。法律の 

基本的考え方は、ﾡ的技等と地方的経験。め告と を結合させることにより 

aに足をつけた診での林交を確立する ことである。

初の地方森林局は完全に自律的であつた。したがつて、 立法は国家政策 

の目的を一層特別な ものにしてきた。そ して地方局の政策を整合するにあた 

って国の役割を強化した。一般法は現在成熟木ま で収獲伐採を制限 している。 

っまり若い林分においては、 ただ単に間伐ない し他の改良伐採だけが認めら 

れている。再ﾡ林は伐探ない しそれに続く士地処置により遅らせられてはな 
らない。 もし森林が火災ないし嵐により破壊されるなら、あるいは もし隱 

足を天然番樹の発生が伐木作業後に生じないならば、所有者は一定時期以内 

に後の土地にﾡ林しなければならない。地方局は、 もし満足な落着が所有者 

から られないた らば、法廷に も らこむことができ る。法廷の処的を もって 

地 方局は所 有者の侵用 で再造 林するととができ る。.

1 925年以末、山林局のメンーにより司会された、中央成関は以前独 

立していた地方局 に対 して政程在のコン ト ロ ールをかとなつてき てい る。こ 

の漫能は現在、 山林局長と王室か ら任命 された 4 人のメ ンーから構成され 

ているスウエデン森林委員会the Swedish FOre8t COmmiseion c上り 

ま任がとられている。 メンーの1人は大きた森林産業を代表し、 そして2 
人は小規慎森林所有 者協会から選出されている。

スウエデン林業に料ける戦後の順向

燃料に対するスウエデン森林の改耗と別の戦争危ﾡとによつてふたたび森 

株数策は前面に押し出さ れた。山林局に よ り 指導さ れた保全グループは地方 

局に対する一層強い国家統制、不従順な森林所有者に対す る一層きびしい行 

動、ならびにﾡ融法C士ける一層高いは低ﾡ求を切定する一層きびしいプa 
グラムを要負 して きている。国家森林政策は荒廃 を防止する ことだけで御足 

されるべきでなく、全 森林か らの消 座な 経済的 生産 を 要求すべ き で ある こと 

が返請されている。森林所有者な らびこ産終家の保全グループはとれ らの動
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③きを国の社会化をめ り色づける ものとして反対してきた。

1 948年の森林発展法the FOrest Development Lawはこれらの反 

対的見解と丞協した。そ は殆んど変化な しiに以前の手続き と行政的権成を 
続けるが、 しかし従全な営の新らしいﾡ済的去準を設定している。維持さ 

れる (つまり荒ﾡされていない) 森林の古い基礎は土ﾡの生産能力の適当な 

使用を通 じて足される怪済収益を生産する森林とな る。ただ他の目的ない 

し所有者の特別の環境に一層適 した土地の場合だけには例外がるめられた。

新しい定ﾡが収徴と改良伐採の旧念を補強してい る。" 優勢な " 森林は 

直接的伐探より も将来の成長か、ら一屈大きな収益を提供する。林業部the
Forest Board は年似低3%の生長を示ナ林分を"優勢な"森林として分 

ﾡしている。特別の承でなしに、かかる森林はたた問伐されるだけである。劣勢な"森は今 

伐採し、7生産するに一層適した森である。しかし生産は合理的期間以内において確 

立されな く てはならない。経済的尺でのとの造林作業の正当なテス トは、 

おそ らく 或国にちいてﾡてととろみられた & も進歩した私有林切制である。

スウエデンはまた国家補助の戦後計価を排水計面、当路建造、 九太流路い 

止び掛木植裁に対 して森林所有者に適用してき ている。この神助によつて承 

認された事業コス トの半分までカーされている。 オ2次世界大戦の顕著な 

余波の1つは、直接戦災をうけなかつた中立ノルウエーを含めて、aョ- 

・ ツ バ諸同に 突林生産力を消をに発揮され るといっ 一般的決定を もたらした 

ことである。

スウエデン林案脇会および組含

記述された法律上 り も実行において一層大きかったスウ エデン森林政策に 

おける 大きな 農因は林: 遂 に関連 した私的 な い し半私的 iの会 な らび に 組合であ 

る。アメ リカの硏究者達は林業経営を成功させるに必要な車項を遂行するに 

当 って 幾能を统合する法律 ならびに慣例 を通 じて、 実行されている効果的方 

法、救分公務的伏態、 その複合性に対して強い印象ともどろきを感ずるでめ 

ろう。これ らの全ての出載 には訓課された 山林官が 勤務 してい る。それらの 

多くは法谷によ り 規定された一定の本分 をもら、 国欲補助 を 得、そ して或ミ 

渡の攻府監督下で操業されている。彼等は、 専げ的サー ビスと説明を感小の 

土地所有者にま で伝達し、地方的た経験と 市場出荷において成功する ように 

原則的考え方む実行に ゥつし、 ﾡも 人体における 血管の よ う に活躍している。

各 地の ﾡ ﾡ 団休はその森林部 直接的 に 連 をもつている。これはスウェ 

デンにおいて長く認められた林業とﾡ業間における緊密な関係をた もつてい 

る。農場における林地は、 家庭内における木材供給、有利な不毛土膜の利用、 

ならびに季節外労物に対して、 ﾡ村経済を成功させるに必須な ものとみられ 

ている。

各地ではすく なくと も一つの森林所有者協会を もつている。これらの協会 

は全て、9 2, 0 0 0 の小規模奈林所有者の経済的利益を代表する国家連合A 
nttionaユl federation に加入 している。地方協会はアメリカの森林組合 

A forest c00perativeのよに活助している。それは山林官 を曲い、会 

員に木材 を販売 し、伐採 を監督 し、 市況、 管理致策お上び徹林についてアド 

バイスし、そ して公共機関との接触において会員を代表している。

スウエデンの森林所有者連合The Swedieh Foreet ownere Feder 
ation は係林所有会社ならびに大収模私有林所有者 (或自治体ならびに法 

人森林をふくむ) の協会である。それは国家政策、法律行政ならびに市場む 

よび取引情報の獲得において約 1 3 0 0万エーカーの大規校所有地を代表し 

ている。

木材商による財政的基盤をもつ林業団体The Forestry 8ocietyは・ 自 

治体な らびに法人有地の森林経営、荒廃 地に おけ る徹林な らびに木材の生産 

增加のための国家貸付において活縮している。それは中部、南部スウエデン 

の1 5カ国にかける委員会を維持し、 大規模林地の管理を指導している。

自治団体林速合The Union or commonal Foreste は沢山のスウエデ 

ンの付、町により共同で所有されている土地を代表し、とりわけ山林局との 

進界を保っている。別の特別機関が、大模自治体有林ないしノールランド

orrlandならびにダラアナアDalerna 地方の共有地 (これ らは沢山の小 

工模る営者による合同計画を必要と している) を代表して 国と緊密に越為し 

ている。

そして金部に亘つて、2つの国家林業進合ないし団休tW。 foreetry 
unione Or sociotioe がある。それは林業に関心のある総てのグループ
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の人々の間に関心を もち、そ して彼等の雑誌その他の枚育的活動の維持を援 

助するための国家補助を得ていろ。森林法の日々の行政にかいて、地方部 

The country boardsは、地方の所有者グループを代表する5つの相違あ 

る 学会ないし組合の方務員た らびに山林官と一諸に仕事をしている。さ らに 

特定林地に附属した山林官ならびに経営者と も協力している。組合はスウェ 

デン林業の心ﾡである。

ノルウェイ林業の背景

ノルウェイの人々は海と非常に制ﾡされた土地ﾡ源によつて 

生活するととを余ﾡなくされてきた。 この国の3分の2は水な 

いしヒース、 沼地、 ならびにその他の荒廃地でもつておおわれている。生達 

的林地は土地面積の5分の1であり、世界の侵北部森林で、 北極団を超えて 

2 0 0年の輪伐期を もつて生長しているスコッチ・ バイ ンとーチが存在し 

ている。6か全土の3 %が農耕地である。

ノルウェーの小自作会は、共有地が王の財産と して宣言された後も頑固に 

森林な らびに放牧に対する彼等の伝統的利に しがみついていた。彼等の使 

用権は数世紀の変化と法令を通じて主された。そして1 91 3年に至って 

多くの国有林において消波した。彼等は小さい森林と しばしば 交換 された。 

今日 120,00 0の堂場な らびにその他の小林地がノルウェイ における森林 

の3分の2を構成している。 王に上り所布された森林の一部は地方、市お上 

び村団体介 らびに産楽家に販売された。イギリ スの商人に 上 り 主に担成され 

た木材の輸出は1 3ならびに1 4世紀に活滅となつた。そしてノルウエーの 

海岸林の一部は荒廃 した。

1 6世紀における過伐禁止の最初の計面の一つは、輸出の禁止と海外貿品 

に対する多く の工場の建設禁止であった。君主委員会A royal commiee- 
ionは1 7世紀に森林調査を突行し、 そして森林使用に関する詳細なコント 

ロールを作った(これは唯単に文章に終つた)・ ドイッ人技術者に上る組総 

された短命の国家森林サービスA ehort- lined state foreet gerv一 
iceが1 719年にあらわれ、 そして公共林の保続生産経営を引きりけた。 

ノルゥ ェー鉄産業に木材供給をお と な ら森林を保桃的 に取扱 ら 永続的なス ダ 

ートがおとなわれた。しかし スウエデンにあ、けるごとく、商業的利をが大 

きくて、木材開発にかける有効なチェ ック を実施でき なかつた。初期の制限 

は、フラ ンス北命 後ヨーロッ に拡大さ れた 自 由主装思想に よりほほとんど払 

しょくされた。木材給出のコント ロールが1 7 9 5年にﾡ止された。 イギリ 

スの桜材業許可は1 860年までつゞいた。 より良い製材工場、輸送設備士 

よびﾡ出市場の拡大により木材伐は増加した。アメ リカ ならびに塗無 •商 

なの盛んな国のごとく、ノ ルウェーは天然の森林会源を利用 して稼動しなけ 

れならなかつた。そしてその木材は経済 ・ 攻治情券が活潑な会林政策に好 

条件とな る前に、 不足価値を獲得 しなければな らなかつた。

1 9世紀にけるノルウェーの森林政策

国家段策は1 9世紀の後半にノルウェーにおいてル成された。相反する利 

書と 見解 の 相剋 を通じて、森林保 全に対する実際の必ﾡ性はﾡ次自由続争の 

考え方に反対して成功してき た。アメ リカにおけるごとく、&初の有幼な手 

段は公有林地にだけ適用された。私有林はも う半世紀の間 式制y抵抗 してき 

た。
1 863年の1硬法に上り近代的ノルクエー山林局が創被された。それc 

上つて総ての公有林が国の監督下にかかれた。国はまた保交林ないし木材供 

合の不足している池方に植林するために土地を購入する権限をあたえられた。 

1 863年の法律C上り、 また私布にかける破壊的伐採を禁止するととを 

ことろみた。国の技術者は林地経営に関 して個人的所有者に勧告する権限を 

あたえ られた。国の補助金は私有地における植休を援助するために利用され 

た。役育事業もかとなわれたが、私有林の自由法別状況9はほとんど変化H 
なかつた。1874年と1 879年における委員会レボートは、全林地の岡 

ckるコント ロールを提案した。 そ してそれは流廃を防止するための最少の 

ﾡ制に立脚していた。しかしその レポー トは旧秩庁の土地所有者と産然家に 

tり見事に阻止さ れた。

1 8 9 2年な らびに 1 8 9 3年の法令に上 り、さま ざまの同面の な林間史 

に対知する に あたつての国の法制的地位 を強化した。 木材出はノルウェー 
の北部地方から禁止された。森林火災防止法令が採用された。総ての伐木作
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が規定された地方の実行と一致したければなた らっない保帯を確立し そ し 

てまた重大な過俊防止を必硬とする場所に介入する権隈を地方会讃 the 
Country ○0uncilsないし管理部gaverning boardscあたえた。 たと 

えe年忆 も亘る室原と教育的進礎が政策を有効た らしめるべく 必要であつた 

としても、とれは地方水Aにおけるノルウェーの森泰林コン ト ロール政策の開 

給であつた。それは4 0年に直つて別の法律により完遂された。

1 9 0 8年の法律に上 り、如何な るタイ ブの土地 を 保安林 と して地方会望 

は指定すべきか、そ して加何な る点が素林計画にﾡする地方ﾡ制にかいて力 

一されるべきかに関する詳細な定がもらけられた。1 91 6年の法律 

crり、山林局は地方が失敗した場所の 車 項 を 林 業 に 対する 地 方規 制 を 規 定 

するﾡﾡをあたえられた。1928年に、国は森林保全にうける地方根関の 

活動を監督し、査祭する広い限をあたえられた。 1 932年にノルウェー 

安林統制 の 法的 竹 坦 が集 成され、土地に関係する私的ないし半私的祖ﾡと全 

ての段階で統合された公共裁開の顕著な祖成に拡大された。

今日のノルウェー森林政策

スウエデンとフインランドにおけるごとく、ノルウエーの法律は、現存さ 

休を永続させるため,こ総 ての土地所有者に義務付け をあたえている。意図し 

た或伐採の報告は地方援関にあたえ られな く てはな らない。天然再詹林を咨 

する伐採はみとめられない。当局は提案された伐採を禁止でき るし、あるい 

は法律を旨してなされた俊採からの損害を補位するとと を所布者に命令ナる 

ととができる。成費用制限以内において、当局は火災ないし嵐後の再造林を 

所有者に要求することができ る。当局は以前の損害が改良されるま で伐木を 

禁ずることができる。幼令洞林の保般に特別の法律が存在 している。幼令樹 

林の国内ﾡﾡ、林分改良に対してだけあるいは公然と認められた施ﾡ計面の 

規定下においてのみ伐探するととができ る。

#制的ないし官僚的行政の手中に、本当に林業の罰則が存在 し得る。しか 

しノルウェイ の政の 中核は ・ 地池 方的 協同祖減なら び に 教育組ﾡ と結びつい 

た、方的解釈と治制である。 コミニニイティないし教区の年林所有者と直 

接交渉するものとして地方林業部the Dietrict Forestry Boara が存 

在している。それには3人のメンバーがおり、一人は地方の森林所有者組合、 

一人は地区会議the Dietrict Councilxいし行政機関gOverning boay 
、そして一人は地方の森林行政当局から選出されている。総員が林業を知つ 

ておらた く てはな らず、 そして2 人は地方の球林所有者でを く てはならない。

次に上のステップ、つまり地方の森林機関the forest authorityt5 
人のメ ンバーから成る委員会である。彼等の中3 人毎年地方の林栄団体 

the FOreetry societyから、一人は団体会the society council 
一人は国家林業委員会the National FOreetry Oommiseion こより指 

命されている。かく て林業行政において多数コント ロールをあたえられた団 

体はノルウェー林業団体の地方単位ないし支部the oountry unit、Or 
chapter、of the NOrWegion FOreetry society である。これは山 

株官、 条林所有者ならびに他の関逢した人々の国家組成である。そしてとの 

組我は一部国の資金によりﾡ資され、 そして半官的性格をもつている。これ 

林に対して国の補助金を、 そ して森林保全に対して別の援助を提供して 

いる。その委員会、会議ならびに複合加入を通じて、その組徽はノルウェイ 

の公共機関に重要なﾡ告 を提供している。

業法を実行するとの地方ならびに行皮徴区祖破の ト ンブに政府の3への 

高置官吏の国家林業委員会the Nationaュ FOrestry COmnisstonがあ 

る。委員会は手続規則を書き、私有林所有者の法的後務を迷行する全体画 

を一般的に監督し、そしても し必硬な らば山林局の統制下に特定地区をいく 

ことができる。委員会はまた地方林業部A District Forestry Board 
c上 り課せられた秩序と 遂務に 反対 する 或所有者か らの ビールに立脚して 

行動する。を員会は、経常が何岸に対して保全を提供し、あるいは砂移動、 

地主り、渋水々い し急流エ ロージョ ン防止に役立つよ う な或地城 に対して保 

交林の立言をかとなっととができる。より 危険の少ない地域は、"座固でな 

い株#"vulnerable forogtsとして指定されうる いずれかの指定の後、 

式 商英的戊倒は、 山林局 とよりマーク された ﾡ木(に制限 されなくてはならな 

い。

ﾡ秋された山林官の熱練は行枚のあらゆる水準において役立つ。地方部な 

らびに都団体thedistrdictboardsand county は共に山林官をﾡ用してい
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いる。これらのサラリーの一部は国により支払われている。ノルクエー林結 

団体the Norwegian FOre8try Societyを補足する法律送行におけるほ 

大の機関は、ノルウェー・森林所有者連合である。それらはまた地方に止り担 

裁づけ られ、 そ してさ らに 3 0 0以上の地方販売単位 (普通一 行政教区に一 

つ) に分制される。連合はそのメンーに木材を売り、伐木斐に眼資し、そ 

して奈林経営の或局面に技術的サー ビスを提供している。 その山林官は徐林 

行政当局との関連にかいて数千のノルウェー林地,所有者を代表している。連 

邦はまたそれぞれの地方林業部District Forstry Board c一人のメン 

パーを指命してい る。かくて伐木、製造、阪売ならびに市場の商業構造は法 

律を適用する利害の融合に も ちとま れている。

ノルクェー政策の独自の特欲は、再造林課税the reforestationtax 
である。これは各所有者が伐採してきた立木にﾡ して彼等が支払う金である。

との金は地方部the dietrict b0ardcより命令された栽作然に対し 

て支出される。各支払いはそれを生みだした 栗林の倉成状況を改善するため 

にもどされる。は初の課税は立木価の1 %であり、 承認された造林にあたつ 

て所有者に上り消された額より少なかつた。ついで課税は、2%となつた。

1 938年C、ノルウエー林業団体the NOrWegian Forestry S0c- 
1ety の推薦 によ つて、ノルクエーの議会は不毛地を植する野心的計画に 

対しての支出を承認した。それは散年にﾡつておとなわれ、 そして毎年34, 
5 0 0ェーカーの林地についてﾡ種ない し植林が計画された。国は自治団体 

有林ないし私有林地に新しい森林を設立させる 費用の半分 を支払う 予定であ 

った。この計面はオ2次世界大戦中における ドイ ッの占領により妨害された。 

それは戦後復帰されたが、その遂行は労働の不足に よつて遅延されてきてい 

る。

ノルウェーにおける戦後の発展

1 9 4 7年の森林法に 上り193 2年に保用された改策を確定した。しか 

しそ れは 森林所有者が そのら務を迷行するに当つて、一層国家的 干渉をう け 

る方向に若千変化した。地方林業部the District FOreetry BOarde 
は以前ﾡ成さ れたま ま にのとさ れた。郡裁関 the county は林業団体tne 
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For9Stry Society により一 順少なく 支配されている。林業団体は各郡部 

each county board の一人のメンーを任命する。 オ2のメンバーは郡 

会裁the oouuty couneil (郡委員のアメ リ カ部the Ueual American 
B0ard of county Commiesiqnere に類似している) により 任命されて 

いる。 才るのメンーならびに委員長は国家林終委員会the National 
Foregtry commission により指命された山林局の役人である。との国の 

山林官は郡部the County b0ardならびに郡林業団体the oountyFor一 
eatry6oc1etyの幹事と してめいてい る。そしてそれは公共と私的通級を 

逃結するノルウエーの 傾向 を示して いる。郡部は 国 家で員会 により 規定され 

た規則のもとで森林法を解釈し、 そして実施している。彼等はその感務に士 

いて地方林業部the digtrict foreetry boardec命令し、そして援期 

している。

ノ ルウ ェーは. 深林生産物の 生庭 と 分配の 戦時統制 を 設定 し、そしてかくて 

ずつと守られてきた。これ らは主にノルウエー課林所有者連合の設儕 と 地方 

段関を通じて実行されている。

ノルウェー は農 村経済に影響 す る 組合組破 と森林生産に おける国家目的の 

顕/な統合を達成して き た。この統合は政府のあ らゆる水準において非常に 

巧妙であつたので、国の機能の終るところ、そして人民の用段受能の始まる 

ところを外国人が語ることは忠器であ る。

初期におけるフイ ンラン ド 林業 の 発展

フインラン ドにおける森林政策の開始はは、 スウェデンム上びノルウェーの 

バターンに統いた。同一の君主、 グスタプ・ヴアサアGuetav vaeaは総て 

の人間の住んでいない土地を君主の財避であ ると宜言することに上つて1 6 
世紀に広大な公有林地A Vasa public domainを 創立 した。しかし小自作 

我は彼等の古い使用権との交換と して沢山の小さい土地を獲得した。武京な 

らび に移民への公有地の分配がそ の後おこなわれた。フ イ ンランドは&耕地 

として全士の僅か1 0%を所有しているにすぎない。 そして木材伐深は感初 

から負 おに関述を もっていた。木材伐採は国民の燃科術奨と木材輸出に上 り 

※求された。森林の7 1%はフインランドにおけるンとバターの主ﾡな給
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源であつた。19世紀まで、主要な探林産業があらわれ、そして居住地をこ 

えた央地に士ける固家政策は産業所有の拡大を制限し、 そして良場間にかけ 

る林地の一層の基該に索方した。1 ? 29年に認定された232,000の森 

林所有の約半分は5 0エーカー以下であつた。特別の法制状態が集団林斐に 

あたえられた。それらの各ﾡ林はいくつかの農場によ り 合同して所布されて 

いる。そして良い経営をかとなうために再分割され得ない。林地の僅か8% 
が現在金業所有となつているにすぎない。国がる 5%所有している。との中 

cは北部フィ ンランドの ヒースと沼地の間に存在している成長のとまつた樹 

#を含んでいる。この樹林は北極の気候に備える保護帯となつている。全生

林の 5 5 %は農民Iに よ り 所有さ れている。ﾡ用林は フインラン ドの木材生 

竜の茶盤である。

隣り のス カン ジナ ピヤの ように、フィンランドの森林政安策は、急速な木材 

製造案の発展と海外貿易が木材不足のほんと っの危後を示した後にのみ、決 

定的な 彩態 を とつた。森林を唯単に自 由地の広大な央地とみなすととから利 

用可能源であ る と 見做す こと への交化が 1 9 世紀の中頃以る問 もなく始ま 

った。一方フイ ンラン ドはなおロ シャの因領地であつた。公有地の調査に引 

きっづいて、同有林の暫定的行数が1 860年代にドイッ山林Tに止つて設 

定された。政公有林は保安林として保存された。別の公行林に対しては経営 

案が作成された。そ してととではスブルス とスコッチ・ パイ ンの林分では択 

伐がおこなわれた。ﾡﾡに不適盗当な小面積地は南フィ ンラン ドにおける国有 

林に対してﾡ入された。しかし1 91 7年までフインランド浜林法は公有 

だけを取り扱つてきた。林業における枚育は救会および歳ﾡ団体のﾡにおい 

て活潑であった。そして木材収獲の拠産物問の密接なり係は普通の次林経営 

を全く一後的にな らしめた。しかし私的木材伐採の有効的な法的統制を確立 

する全ての試みは議会によ り阻止された。

私有地に対するフィ ンラ ン ドの森林政策

1 91 7年に、国家独立のき成後、 フィンラン ドは北西 ヨーロ ッパのナべ 

ての民主国家における奈林攻策の柱石である法律の原則を採用 した。森林を 

ﾡﾡしないといらことがもての土地所有者の印に対する接務である。皆伐校 

に再造林をかこな うとと 幼令林分にはたゞﾡ伐と改良伐採だけがなされる 

ことが強制的に規定された。この考え方は1 928年の重要な法律にょつて 

再述され、補足された。1 8の地区林業部Dietrict FOrestry Boarde 
が国家林業委員会the National FOrestry commission により起草さ 

れた一般的規則のもとに、役立され、そして法律遂行の権限を あたえられた。 

各部はその地区内の私有林の、 それらのﾡ営糸の、木材販売の、そして木材 

作えに関進する攻るﾡの契約の完全な記録 を保管 しなければな らない。

地区部tne district bOard地区内のそれぞれの自活団体(ないし町) 

に対する 自治団体部 A Communal BOard for each communeに上り 

勧告をうけ、 そして援助をうけている。伐採することを計画している総ての 

年林所有者ないし立木購入者は、 事業が も し前 もっ て承起された施 遂計画以 

内に入らないならば、 自治団体部に届け出なければならない。地区部は法律 

の底礎的要衣への服従を獲得する責任がある。それは耕作ないし放牧に必要 

を皆伐は承思するかも しれない。さもなければ、それはその地方的条件下で 

森 を*読さ せ る 伐採方法を記述ない し承勢する にら がいない。そ して承認 

した計面が遂行されるのを監祝する に らがいない。部ない しその山林官はい 

つでも森林作業を監査するととができ る。部は所有者との交渉によ り、滞休 

をするととにより、ある いは所有 者の 貸 用 に おい て別の必 選 な 仕事 をすると 

とc上り、あるいは命令ない し判定に対して地方法廷に控訴すると とにょり、 

違反に対処できる。地ほならびに自治団体部the district and comm- 
unal b0ardeは自分自身の技術スタッフをもら、そして国から縄資をうけ 

ている。彼等の大部分の:幾能は、個人所有者に対して教育と援助をあたえる 

ことにより 良い 森林経営に向わせ るとと、 ない しは組合の技術サー ビスを 

るにあたつて扱助をするととである。 部the b0ardeならびにその山林官速 

は法律迷行機関とい9 よ り も普及液関と しての!幾能をもっているように思わ 

れる。

それぞれの地区林業部Each District Forestry BOards は3人から 

5 人のメ ンパー よ り 勝成されている。とれ らのメ ンパーは林業に経験をも ら 

そして地区に も 精通 してい る。一人のメ ンーはフ インラン ドにおける中央 

林業団体Central Forestry Society により 任命されている。その他の
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もの地方そそ団体 theLocalAgriculturel Socicties こより任 

合されている。 これは、林がいずこでもフインランド業の一部であると 

いら例外は別として、 アメリカのグランジGranges に匹敵される。それぞ 

れの自治団体林ﾡ部O0mmunal forostry b0ard木材育成と区猿に経験 

をもつている 3人のメンー上 り 構成さ れている。地区ならびに地方森林行 

改当局the district and 10caユ forest authoritiesは半官的機関 

であり、司資金を支払っている。しかし彼等やゝ一ﾡ自治的であり、そし 

て スウェデンの部委員会 the county comniegion より も法律遂行 にあ 

たつて自主的である。

地区部the dietrict bosras 蚊実 奈に フイン ランドの 2 つの中央林業 

団体the tw。 OOntral forestry gooieties の地方的セクションであ 

る。これらは本質的に森林所有者の組徴、自治団体、地方綴合ならびくこ 司人 

山林官と独自的であり、 大きた技術スタッフを所有している。 友等は苗園、 

植樹を経 位し、深林評 価、ぬ業案ならびに技術的ﾡ査をかとない、森林経ﾡ 

た らびに木材市場に関する食料を集め、 立木版売に関してげ有者に忠告し、 

そ して森林 営における普及 ぶ業を送行 してい る。 等の技術七 クションt 
ﾡ林工学河在、排水計画、流水路をらびに道路確造と取りあつかつている。 

中央林業団体は公共貨的の補動金を1、 そして半官的性格をもつている。相 

当程度まで、彼等はさまざまの地区の林業部の政兼を相互に関逃づけ、そし 

て方向づけている。国家林楽委員会The National FOrestry Commis- 
siOn は 全体の•男微の金融を統用 し、そして勿論、地区ならびに自治団体の 

行牧ﾡに大きを影辱をめたえている。しか し法律の順守を土地所有者に環 

している山林官な らびに公共の代表者は地方人で あ る。

フィンランドにおける 森林 係 営 組 合

フィンラン ド林業 c参加 している組 合担載 の後と多 様性 を理 解 するととは 

外部のものにとつて困維である。林地に関する直接や行動の中でほ も 有効た 

もの、 な林避営合Tha FOrest Management Associatione である。 

全フインランドの50 0 の自治団体ない しの中3 5 0 のお○むのに一つ存 

在している。 そしてそれらは農用林750万エーカーを代表している。この 

担合は2、3のデメ リ カ州における 球林阻合に若干似たよ う な活動を してい 

ろ。彼寺は普及事業にかいて地区林求部と協同している。しかし彼等の主要 

な活動は庭民の林地に直居サー ビスをすると と である。

各ﾡ合は森林警備隊員級the rangor gradeの山林官を一へないしそれ 

以上をﾡ用する。彼等はメンーの木材を遣樹し、間伐ないし枝打、排水、 

道路建造その他を指導する。山林官は地方的苗木供給をかとなうために小規 

壊を苗画を経営するかも しれない。彼等は木材の市場出荷な らびに伐木作業 

を管理するに当つて会員をﾡ助する。 1 948年に、組合山林官は伐木に対 

して720,000コー ドの木材 をﾡﾡし、そ してﾡぜない し格樹により 3 8 
5,52 0エーカーの条林にﾡつての呼造林を指導した。ﾡ営組合は主に会員 

Mとサー ビス科C よ り 自立 していつてい る。・しか し浴収入の5分の 1 まで国 

からの財区的授助をうけとつている。小規模林地にま で林喋 を も らこむにあ 

たつての経営祖合の成功に よって、自 ら熟練した技術者を雇用していない全 

交林所有者を強制的に超合に加入させる法的拠案が促進された。

フインラン ドはまた沢山の 妹林生産物組合、ない し販売組総を もつている。 

これらの協Mは小現模経営者に木材をらびにパルプ材を市場出荷している。 
,黄生産者の中央連合 犯9 Central Foderation of Agricultural 
Producers は小木材所有者C傘仕する反売組ﾡを含んでいる。それc加え 

て、6つの地方森林経営組合が存在している。とれらの総ての合が山林官 

を雇用 し、そして大きな私的所有者、パルブおよび木材会社 を代表 してい る。 

彼等は森林経済、関税、商業政策ならびに全汎的な国家プログラムといつた 

広い分野において仕事している。

フィンランド山林局の機能

休業委員会the FOreetry COmm199iOnは普通塁務省the DePartment 
of Agriculture の中で操炎している。 しかしフインランドの伸縮的な内 

刘刁/下において、委員会は別の省のもとで盗仕するととができる。委員会 

の一つの部は私有林の保全と地区部の組織the Bystem ofdiatrict
boardg に対して貴任を もってい る。それはまた投会、法人、地方公共体 

力らびに集合震業団体、国の監督下«こある すべてのものによ り所有されてい
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る森林に対してﾡ任を もつている。

そ貝会のオ2の部は1 9 2 2年の特別法に上 り 創設された保安林帯と国有 

林 を行以 してい る。との保安林帯は、締68°線へ南方、北極洋への流域を 

ふくんでいる。おそい、 不確定な再造林地方においては、 局の主要な関心は 

現存林地面積を取引の対象とするとと を禁じ、かく て北極の気侯にそなえて 

奈林防禦物を保待すろこと である。或所有地の伐探は規則により しつかりと 

制限され、 そして全体的に禁ぜられている。

防火法のもとで、総ての屈強なフイ ンラン ド人は各自治団体によ り指命さ 

れた防火長the fire mastexの命令下で防火をたすけるととをﾡ求されて 

いる。フインラン ドの北半部には火災見張 り 組能 と 孤立地域 icむけ る自G車 

道を人くむ逃絡組織が存在している。飛行機 ト ロールが人口のﾡな北部フ 

イン ラン ドの森林とヒースにおとなわれている。

山林局は全伐木かよび製造会社のために、 主築丸太搬出士上び流水組成、 

木材偽送の一般的手段をわとなつている。 それはまた1 928年に議会にF 
り開始された政策下で、公共的援助によつての生産的森林の拡大を指向して 

いる。そして4つの随伴した支出をもつてつづいた。プログラムは不毛地の 

州株、沼地の排水、防火設備の改普士上び1 94 5年法下において木材道路 

の新設をふくんでいる。資金の半分はﾡ有林から、のこり 半分は、自治団体 

な らびに私有林におけるﾡ似の改舎位用の6 0%以上をとえない低利子率で 

借りられている。林業団体および地区林業部 the foreetry eocieties 
and district forestry b0ardsはとの政策下において計面の承認と遥 

択に当つて山林局とと もに活滅に活確している。

1 9 4 5年の森林法の もとで・ フィンラン ドはは近の平和条約に よりロッ 

+に譲渡さ れた領士か ら移動した自 国民を再居住 さ せる 仕事に 勇敢に 直 

面した。移動家族にﾡ地を提供するために雌地は没収された。山林局はそれ 

ぞれの新しい居住者グループに対して実行でき る仕事のスケグュールを仕上 

げるに充分な面積の集団林地を国有林から切 り と る仕事をした。とれらの ・ 

支持森林" supporting foreetsの分離は、林装は 成功的な 農業 を営むた

に必班な ものであ るという フインラン ドの土地経済の原則をしめ している。
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フィンラン ドの森林政策の目的

保林は国家の考察と計画においてオーに主姿であった。何故な ら森林は 

フィンラン ドは大の資源を構成しているか らである。森林は全フィ ンランド 

輸出の9 5% を提供し、 そして国民の雇用の主要な供給源である。全義林の 

成長内で森林生産を維持し、 そ して国の 深林蓄積 を作り あげるととはフィン 

ランドの流栄を維持するのに必須である。このことから、私有林に関連する 

進本法は2つの単純な要女が主張さ れる。それは森林面積は少させてはい 

けないというとと と、未成熟木の伐採は改良伐採のと きだけは認められると 

いうことである。フインランドは これ らの国家目的の完遂を、組合超成を通 

じて うごいている 僚林所有者の利己主族 と経吸にま かせて ・ た。

ス カ ン ジナ ビヤ森林政策の主ﾡ発展動機

林業はスカンヂナビ"の 3 つの主要国において唯単に経済的に重※であつ 

たのみではなかつた。.我林は大部分の国民に対して、土地からの生計に必須 

であつた。何故ならば、林業なしでは、個別谡業を成功的に経営する ことが 

』継ないし多くの地方にかいて不可能であつた。このことは、 おそらく日本 

は例外として、世界の他の国における より もスウエデン、ノルウエイお上び 

フインラン ドの大部分において真実である。

スカンヂナ ピャ の人々 の経済分野における 協同能力 を発展させる に あたっ 

て他の国より も復ってきたように思われる。彼等は自発的にグルービングす 

る才能を もつでい る。そ してそれに よって多く の小企業は単一の大規摸企業 

の力に近い市場出荷能力を達成し、 そ して技術的熱線を得るととができ る。 

&産物、森林生を物、 魚ならびに船債み出荷においてのスカンヂナビヤ諸国 

の合は世界にかいてもすぐれており、そ して偶然に も取引抑命に反対する 

法律に よ り 邪魔されていない。

動河における環境と熱練の必区性はスカンヂナビヤ林業の主要発展 動機 で 

ある。いくつかの国の政策は共通的に2つの点をもつている。それぞれの場 

合に、法律によつて進本的な森林ﾡ源を減ずる上 う な行動を総ての土地所有 

者に禁じている。いずれの物合に も、この法的原則の適用は、実際に政府構
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造の一部を神成する地方の祖合グループの手中におかれている。これらの地 

方グルーブの安定性とﾡ任ならびに 全汎的 な国案 利益の 認識は 部分的 な 公共 

触ﾡにより強化されている。この法 準遂行 組微は、その活力と一様性におい 

て不足していると、 ししスカ ンッナ ビヤ の山林官によ って批判されて き 

ている。最近における一般的傾向は中央統制の一岡強力な参加方法にすすん 

できている。しかし広い法的原則の遠用 と解釈 をおこなう 地方組織は地にお 

りた形で、氏いを休経営の発展を刺就してきた。それは法律遂行の過程より 

も枚育の過程で私布林業の発展をなさしめてきた。さらに、スカ ンヂナビヤ 

の或度妹 所有者は、地方組合と中央林業団体とを通じて、私有林に関逃する 

法律の行政に発言権 を もつている。条林の取援いを監督している官吏と技行 

者は、本当の意味で、森林所有者の雇人である。

スカンヂナビ"の森林政策のﾡ大の利点の一つは、地方の法律遂行搬网と 

確立された祖合機関の結合によ り、法律下で総ての人々 に技術サー ビスと熱 

練が利用できるようにされているととである。彼等はま た満足 な服従の標準 

を設定するにあたつて原則的に地方の験に立脚している。別百すれ、 ス 

カ ンヂナ ビャの担感は相当ﾡ度の自由 を、森林継営にかける個人の自由と企 

業心にのこ してい る一方、それは隣人の上 く なれた経験によ り それぞれの所 

有者の選択の承:•君を主張している。

オ9章 イギリスの森林政策

ィギリスは1 0 0 0年もの間そのﾡ林を等閑視し、そして施時中の木材心 

入のﾡ失に よつて木材不足を き た した国の古典的実例であ る。一般的にいっ

て、1919年以米、密林改策をもつにいたっている。ながく民主主養的政治 

治と自由経済を国せとしてきた国が、 その後、戦令と戦後の緊急事ﾡに対応 

して登 もきびしい木材伐採と利用の統制を採用せざる を得なかつたというと 

とは注目すべき現象であ る。

征服者ノ ノレ マン 置 族の 森 林 法

旧く紀元前55年に、 クユリス・シーザーJuliue Oaegarは、 イギリ
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スを株林を もって掩われた国 と して報告している。このイ ギ リスの征服者に 

とっては、森林のもつ意義はそとで野獣を捕獲し、族のため にナラやブナの 

殺実を採り、ま た羊や家稼を放牧する ことに よって生活の糧とする資演と し 

ての森林であつた。それ故、森林そのもの より も狩猟指を保護するととが、 

長い間、森法の主目的であつた。"森林"という言葉は狩猟動物の保存の 

ために特別な特権 を君主の命令に よつて宣言さ れた未開拓 ・ 無住の土地の総 

てを意味 していた。これらの法律は征服者ノルマン侵族の治下でﾡ も市酷な 

複権化したﾡ式をとつていた。すべての地主世族もまた、彼の封建的知行策 

に函する猟区権を主張した。そして国王がも つと も強懼であって、彼が王有 

林 と 主張 した地域での 違反は、市酷な詞則を もっ て罰せられた。

複雄化した裁判制度によ つて、・ ﾡ林"における途反や帝猟や猟犬の飼育 

に対ナる取締り、 な らびにサク ソン民族であ る土着農民がノルマン領主に対 

して執物に対抗しつつ保持しつづけた入会権the rignt of user を制限 

する法律などを作つた。 そしてﾡ区に関する法律は、宮廷主須官 Lord 
Tarden によつて任命された猟区監祝兵と 山林官の隊に よ り 執行された。

司法の 民主化を規定 したマグナ・ カルタ the Magna oharta のオ51節 

で、 クョン王KinEJOhnは、 その治世になつてから獲得されたすべての土 

地を返還する こと を約した。 そしてオ5 2節ではﾡ区監視員の不正を調査す 

ること を約束 した。

ﾡ区に対する君主権に よ る取締り の奇ﾡさは、ブリ テン王国の 6 世紀を通 

じてつづけられた。1483年に、 エドワード4世EaWaraW の下で初めて 

纨区内に居住する堤民が彼 自 身の占有地を囲い込み、 その木を伐採 して販 

売する権利が認められた。また特別犯区立法制度は、清教徒革命の議会で廃 

止された。だが再びとの制を回復し上 う と する意図は、のらにスチュワー 

卜王の王攻復古 the Stuart Reetorationによつてﾡされた。 しかしそ 

の猟区ﾡは析次行使されなくなつた。 とはいえ、 狩が係林の主要な用途で 

あるという観念は、強く役存していたとと。事実である。この旧い慣習の力 

は、184 8年の強会報告にも表現されており そ はに よる と旧い法律や君主 

の許可によつて王有林か ら年々 6 0 0頭の鹿が多くの個人や財団に収納され 

ていた こと と が知られる。
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イギリスの森林荒廃

オ1次世界大戦の没発の時に、 イギリス全士の位か5%が森林であり、3 
3%草生地 heather、湿地 m00r8ならびにその他の半荒廃地であつて 

そ の一部 が放牧 と狩猟に使われていたという状ﾡであつた。森林波少の一部 

の原因はは増加した人ロ を養 うための母地増加であ り、ま た一部は火災による 

失である。さ らに 8 う一つの理由は、ヨーロ ッ大陸諸国が 1 5 世紀以降 

とつていた上 5 な国有林政策を経済的民族資源を培養するたに とるという 

配ﾡが政府に欠けていたととであ る。 際にイギ リ スの国王は公有林を分制 

して無臣に あたえたり, またエドワード3世 EdvardIのフランス戦争や

ェームス1世 JaneeI のﾡ民地政策のよらな国家的事件や事*の財政 

資金に充当するために売却した。1 0 0 万エーカーの公有地が1 750年か 

ら1 850年の間に義会の法律によつて囲い込みされ、 個人占有地となつた。 

1 9世紀の終りに残されていた3 0 0万エーカーの株林の9 ら9 7 %は私有 

であり、その大部分は地主所有となり、彼等はその森林を木材生産の用に供 

するよりも、 主として狩猟、風致ならびにﾡ楽のために維持した。

勿論、木材不足に対するﾡ告や、この不足状態を直そ 9 とする努力もとき 

どきなされた。イギリスの海運栄や海軍力、逐的用木材に 深い関心 を も た 

らした。ェ ドワー ド2世は王有林のなかのナラを全部君主用と して保存した。 

エ リ ザベス治世においては、法律 を もつて木炭製造のための伐木を禁止した。 

1 6世紀の後半には、 造船用にナラのﾡ林をととろみ、 ネルソン提督はナボ 

レオン吸争中に 経済的 事弟 と して林業の仕事を試みた。良質の ナラ の生産の 

ために王有林であ るデイ ーン・ フォリスト tne FOrest of Deanと そ の他 

の株林に、すぐれた経営方去の制它が設けられた。

1 9世紀のイギリス経済の繁栄膨張の時代を通じて、造船材需要や、tり 
さ らに大きな要である一般市民ﾡ築や諸工場建築のための森林 夕策の謎生 

が予ﾡさ るべきにもかかわらず、 かかる永久的性格を もつ森林政策は生れな 

かつたのである。それはイギリスの制海東は、すべての物資を海外から運ぶ 

ことを可能な らしめたか らである。 イギリ スは世界中で波大の木材ﾡ入国と 

なり、その主ﾡ立送出国は、 北欧諾国むよびカナダであつたが、なかその他
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に7つの海にまたがつて各地か ら送られてく る という状阳であつた。国内の 

先木市場は、一般に スカンゾナヴィ ヤ 諸国 の 間伐材 とフランスのランジ海業

方からの海岸松でみたされていた。石炭の使用が一般的となるや、 もはや 

燃料生産のためのﾡ林すら も大部分はな く なつた。オ1 次世界大戦に先立つ 

敖ヵ年の間、内国産材の木材消費は、 木材全消費の10%をとえなかつた。

グイクトリ "女王の治世下では、 ﾡ木はイ ギ リ ス文化の上に側面的光男を 

あた父ている。急速な経済的進歩と帝国主ﾡ的拡張とにかゝわらず、経済的 

#業には一向に関心が払われなかつた。しかし樹芸的にはイ ギ リスは非常に 

進歩した。との現象をとらえて、 ドイツ国民が、 イギリス国民を林業家では 

力 く て尚芸家である と んでいるのは、 との時代の進ﾡを上 く 表現している。 

ダア ビ ド・ ダグ ラ ス David Douglas やジ ョン. ジェ フリー John J9ff- 
reyのような世界外的に足跡あま ねき樹木学者を生んだし、 またイギ リスの園 

芸家は散多の外来樹役やﾡ賞樹木を植裁した。ダグラス・ ファーのごときは 

, この時代にすでに事業的幌ﾡでﾡ林されている。 植裁林業はイギリスの特 

徴であった。しかし、彼等の主たる関心は、 狩猟動物の繁殖をはかることや 

風致の増進につ とめたり、珍寄樹樋をることであつた。例外の場合を除い 

ては、#業は上流階級の娯楽であつたといっべきである。

森林政策の開始

1 9世紀の後半から20世紀の初めにかけて、森林ならびに荒廃地の現状 

に関する関心が生ま れてき た。公共的な性絡のﾡ林計画がいろいろ提糸され 

ている。「海ﾡ侵触士上びﾡ林に関する交貝会」Roya1 O0nm1eghon On 
ooagt BrOsiOn and Afforoetation は190 9年に 9 0 0万エーカー 

の植林を勧告した。その目的は植林と失業救済とを組合せたものであって 、 

その後の メリカ 合衆国におけるw P A やC • C • C (1933年) のご と 

き性質のものである。この提案の進行はググザグなコースをとつた。一部で 

は実検的な 恒 林がなされ、 王有林では体系的な経営方法がとられ、また私有 

林の林業経営改については、 とれを指導する助成制ﾡが着手される といつ 

た具合であつた。ついで才1 次大戦中に ドイ ッの潜航艇が海上を封ﾡ したの 

で、この時期にいたり、国家非常の時をのりとえるためには、 小必類限度
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の木材は湿内で自給するととの必受性が痛感された。戦後2年目に、再建委 

員会は1 9 1 9年の林法に導いた調在を開始した。

との立法は、新しい致府省をﾡ成する林業委員会 FOrestry Oonmigs- 
10nをもつて以前の森林事務所 the former office of woodg ic代つ 

た。その主なる仕事は2つあつた。その一つは、新国有林の大規模面積の獲 

得と格林、 オ2に、大規模な私有林改良と再造林の刺殺をあたえることであ 

る。 オ2の目的は低金利での長期貸付と技術指導によつて達成される予定で 

あった。1939年のオ2次世界大破の物発時に、で員会は714,000工 

ーカーの植林用地を取得した。その9 ら4 34.000 エーカーは幼令触林地 

であって大部分がオ 1 次大戦發に演林された もの であっ た。また私有林所有 

著に対する造林補助金で造林された私有林は 1 2 6.0 0 0エーカーであつた。 

しかし、 との造林補助金以外には、 あまり積極的な政策は、私有林に対して 

は と られていなかつた。

オ2次世界大ﾡは、 イギ リスにとつて感時経済および国防のためには外材 

cた上 る ことの危険を再び痛感せしめた。誠時中に国内の利用可能木材はほ 

とんど裸にされる くらいに伐探され、伐採統制と消費統制とは、世界に類を 

みないほど、ﾡ厳をきわたものが実施された。そしてすべての木材の使用 

が、我争優先下に厳密に則り 当てられた。1 943年に林業委員会により推 

ﾡされた戦後の森林政策は、つづく 50年に50 0万エーカーの森林を別遣 

するととを提案した。 との9 ら3 00万エーカーは国家の購入と荒廃地の植

に上り、200万エーカーは、ひどく荒れた現存私有地の再成と改善とに 

よっておこなわれた。との計画は、 イギリスの森林を全士の10%にまで高 

め、そして平和時の木材供給の35%を供合した。 との計画は1 945年に 

イ ギ り スのﾡ会に よ り 採用された。

現在の森林政策

戦後のイ ギ り ス林業における 2つの主要な、そ して •困 難な 仕事は私有林の 

追伐と荒廃の回復であつた。別個の部局が、私有林業と1 1地方管理局のス 

タ ッフを管理するために林業委交員会に設定された。高いゆ後税な らびに巨大 

なﾡ栽盤用といつた困ﾡ性を克服するために、で員会は、ﾡ府と森林所有市 

民の川における新しい原則をﾡ開してきた。これは1 947年の林継法に上 

り 強以され、そして1 950 年森林所有者の組成をもつて作られたﾡ約によ 

つてさらに完成された。との原則は、 ﾡ積を麻立するための公共補助金を正 

当化する ものと して、将来の時ﾡに対しての森林生宝へ私布地を指向させる 

とと (用途限定誓約)である。

との用途限定誓約は、その土地そのものについて答約するのであつて、そ 

の土地の所有者の変秘や貸借傷の設定、 相続の開始などに rつて影響をうけ 

るととはない。その士地を永久に林栄用に限定して充当するととに上り、そ 

の土地所有者は次の 2つのう らの何れかの助成をうけるととができ る。(1そ 

の 株林からの収入が 支出 を償 9上9 になつてから5 力年を経過するまでは、 

年々の経負の2 5% を補助金と して うけられる。(3造林賞と してエーカー当 

り33,60 ドル、 それに林業委員会の消足を得られる程の生産力C維持さ 

れた全林地に1 5年間、毎年、 エーカー当り56セン ト が 支払われる。エー 

カー当り5360 ドルの桶助金は、装刈払いとウサギ防止垣作りに一般に要 

☆される支出の故に、 普通の植栽ﾡ用の約3分の1 とみなされている。

上述の いずれの助成策 を選択する cして も、なおその他に土地所有者は造 

旅 費の故資を うける ととがで さ る。かかる 融資は 5 0 年の長期融資であって、 

国依の利子率(3%) で利子を支払う。深林所有者は森林委員会の承する 

歯業案を肅成し、技術城貝を屈入れなければならない。委員会は森林施業を 

いし占業案への順守に関する艦論のは終的定ﾡをもつ。森林所布者は地方 

話間部 A regional advisory boardにアビールできる。そして委員会 

はその行動を開始する前に、 発見を検討しなければなたらない。しかし技術管 

理の 全問垣 に 関する f威 は 絶対的 である。

用途限定督約の条約下において、戦条項とﾡ 求の順守について森林所有者 

が失敗した場合、一定期間以内に直ﾡされるに違いない。さもなければ、委員 

会は、或期間にﾡつて森林経営を代つておとならととができる。委員会は、 

もし彼のコン ト ロ ールをとえたﾡ由に対 して迷行できないとと を済足したな 

ら、そして年時の間、谷員会は土地それ自身の経営を引きつがないととを 

決定するなら、森林所有者を用途限定よりげ放できる。主なる目的は不満 

足 な所有者ない し財産の販 cよる 森林の破壊ない し無視を防止す るととで
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ある。委員会は常に、不履行の場合、力で用途尺定をな待し、そしてそれ自 

身の経営を拠供する機会を もつている。

イ ギリスの組ﾡは私有林のコン ト ロールに対して強別的でない。いままで 

のととろでは、財車の用途限定は 全く 自発的である。それは、世界の歴史に 

かいて自て提戕された金高の補助金 によ り、ﾡ督森林の受諾を誘5一つの形 

独である。 イギリスは、英雄的支出により、 イギリスの公共ならびに私有林 

面積をほ少限国家保全に必残な点ま で増加させる こ と をこころみている。

森林 を用役限定 しない或所有者は、なお大部分実行さ れている戦時のきび 

しい経済統制内で、それを実行するととは自由である。 木材価格上限は19 
4 9年に廃止された。しかし一本の樹木に対してすら伐木許可がをお得られ 

なくてはならない。 イギ リスは立木の貧弱なス トック を立派にするために死 

ものぐるいで頑張つている・

イ ギ リス林父の主収動機

イ ギリズの経験は、国の経済ならびに社会構造に対する森林牧策の関迷な 

いしその不足を鮮明に示している。それはは分維されている ものではない。そ 

れはﾡ民の生活方法を補り全体の衣雑なﾡ因から分差されない。 イギリスに 

おける支配的環境は海運優先、カステ関税 oaste cuetomeと田画人口の 

砥芯であった。商業的林業は全体的にウェイ ト は低かった。

世界の他の民主主義的諸国と らがつて、 イギ リスの近代森林政策は、伝統 

的 な 土地 利用ならびに生活必ﾡ品に達するﾡ根をほとんどもたない。それは 

I■麦他の諸国が空ないし侮の力を創造 してい ると 同じく、2 0 世紀の危険と 

必硬性に合救するために国家計画により、 それは創造され、そして課せられ 

てきた。それはスカンヂナヴイ ャの森林政策 と同じく、 土地と密着した数世 

紀の生活と民族的能力から進展されてとなかつた。それは30年以内に、改 

府の展高水準から展開された・ つま り 2つの世界戦争の直校結果である。そ 

してそれは、或団が計画した靴ひも により選い渠林状祝を引張るためのはも

維な、そして決定された意図の一つである。時だけがその成功を決定す 

る であろ 。

この森林政策の主要動援仕、 イギリス人魂一生活し、 斗ら意志一である。
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それは次の ものに対して4備される 2つの国家危急と決定のレスンの受入恐 

であ る。

オ10章 カナダ の 森林政策

カナダとアメ リ カの林業事情問の 類 似

カ ナダ自治領は5億 2000 万エーカーの生産林地と 1 1,500億フ 

ィー トの市場向きの木材をふく んでいる。 アメリカは4億6100万エーカ 

-の森と 1 6.00 0依フィー ト の木材 を もってい る。北部 カナダにおける 

他の広大な林地は現在、商業森林資流と して考えるには余りに接近因ﾡであ 

り、あまりに成長が先弱である。

広大立森林から交定的企産業体制を曜立するカナダの経験けはアメ リカ に多 

くの類似をもっている。これらのおの計のの若い国家は、今、"自由地自由 

材時代"A "free and - free timber" eraから発生してきている。 

この時代にかけるﾡ林はの論ﾡ償であ る と 考え られていた。それぞれの国は 

大部分の森林世ﾡ財流をつかい果してきた。両国とも現在、生活のデモクラ 

テック な方法の緊限 と 圧力 の もとで、保統生産基盤に立脚 して しかし 自由延 

浒組破の一部 として林地忠営 を合理化 しよう と している。民主主義約やり方 

crつて原野を保証された資源に改変し上 うとするカナダとアメ リカの努力 

は褚察国家の専制的方法によ り 同 じ目的を達成しよう とする 。 シヤの計画と 

領著な対照をな している。

山林官速の特別な関心は、 境界地の南の優勢な私有林所有の一般に受理さ 

れた主義と対照的なカナダの公共所有への固魂である。北アメ リカはこれら 

の 反対原理に 対す る実験場 であるといわれる。

ﾡ民地時代

カナダの株林は フランスお上びィギリ ス海軍用材供給地と して世界に登場 

してきた。1683年に、 造船に適する全部の極がフランス省の法令により 

保存された。1763年に、 イギリスの統治官は海軍で使用する帆柱用材と
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海軍の造船用材の保存と命じた。幾年もの問、唯一の法律で許可した伐採許 

可が造船所に木材を供合する請負人に発行された。 しかしながら、彼等の仕 

事はイギリス木材市場に対する一役情出事業にまで延長された。1826年 

c, カナダの森林は法律的に一般の俊採がﾡめられた。そしてﾡ売が帝国 

海軍用材と して適当と思われない木材に対しておとなわれた。

イ ギ リス向けカナダ木材の冷出は、 ナボレオンがルチック港か らのイ ギ 

リス向け供裕を大部分閉領したとき、促進された。後日、 イギリス帝国以外 

の供合地か らの木材に重い輪入税を課するととに よってカナ グ貿易 を促進さ 

せた。ことの給入税の課税は当初、フランス戦争の佐用を支払らために計面さ 

れ、 そしてその後、 イギリス植民地との貿易を育ﾡするイギリス政策となつ 

た。それはアメリ カとの貿易において重要な没制り を果したイギ リスの特恵 

関税を構始させた。カナ ダの嗫初の関税の一つは、 アメ リカから輸入された 

木材に税を課した。 アメ リカ人はカナグﾡ由でイ ギ リスに木材を船破みし、 

かく して触民地の無税生差物の利益を得てきている。詩恵木材関税はイギリ 

スの自由貿易政策下の 1 ? 世紀中頃にキいて消数した。

アメリカにおけると同様に、 19世紀には、 カナべにおいても、&速な西 

部届住、鉄道造設、 ならびにﾡの拡張によつて、広大な開発の"自由木材 

"時代 A "free timber"eraが誘引された。 2つの国の土地立法間にお、 

ける革本的相違は、カナダは、祈伐木事業ならびに製材工場に対する後援と 

して英大な木材の必要性を認めたといらととであつた。 メ リカは公有地の 

現金販売 を放変し、そしてホーム・ステッド法HOmestead Lawにおいて表 

現されたごとく 胸々の居住者の上に政策 を建てた。しかしカナダでは、18 
2 6年の立法 を もつては じまり、 そして1 84 9.年の クラウン・ ティンー 

法the. oromn Timber Act において一層完成された形で、企業の必要性 

に適応された、 さま ざまの大きさの土地 berths ない し木材以許を曼めた。 

表面的には、 8許は主として1 力年に亘つた。町実は、ﾡ許は、所有者が地 

代、立木代、防火の持別賦課金を支払う限り、 あるい地方改府にょり、時 

存な求される料金を支払うかぎり、無限に優新された。公有地への入会ない 

し占行に関するとんど全てのアメ リカの法律の目的は、改府から市民まで 

の彼等の権利の移譲である。しかしカナダの本材認許のもとにないては、
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利は公共にとどまつている。そして、それと共に当局は認許の実行が負担す 

るものを、いつでも決定する こと を継続するかも しれない。

この例において、致府は、 アメリカにわける州に比敵する、 カナダの州 

the oanadian provinceである。カナダ.森林政策における この中枢の点 

は、186 7年のイ ギ リス北 メ リ カ法に よ り 決定された。この法律の も と 

でカナダ自治領における州の連合が完成された。農業、鉱茶ならび«こ漁笠に 

関連した沢山の特別帽利な らびに我判権が逃邦政府に割当てられた一方、州 

c関す る公有地の管理と販売ならびにそれに木材の管理と販売が州政府に包 

括的にのとされた。 カナダ林地の92%は尚、技術的に"国有"the CrO- 
wTn に爲入されている。ただ沿挙州、 プリンス・エドワード島、 ノバスコシ 

ャ、=ュー・ブラ ンス イック、 な らびに=ュー ・ ファンラン ドには私有地へ 

の実質的移ﾡがあつた。ほとんど 例外な しくこ、国有林OroWn forest は州 

ctり統制され、行攻されている。もらろん、 との事実はﾡ々のカナダ人の 

強い決心が自 身の問題を処理する とと を表わしている。

木材"制限 "1imite ないし " 場所" berthe の認許と共C、沢山の国有 

地が居住のために利用されてき た。ﾡ折ぬ家居住者は しばしば木材大型発動 

版ねのあとにつづいた。 メ リカにおけるごとく、 沢山のカナダ材が居住の 

口実で要求され、そして伐探された。1854年における自治立法は森林火 

災の防止と居住地用翹のための森林焼却の実施の禁止を意図していた。1 8 
55年と1 861 年に おける 特別委員会«こよ る 先見の明あ る、 しかし無益な 

訪告は、公有地における農業と木材育成地を別々に分類するとと、 ならび(に 

ﾡ作の適合性が当該官庁により 決定さ れては じめて土地を居住者に開放され 

るととを主唱した。 人々の積極的競争のいやおらなたい圧力は、すきとおのを 

もつて広がつた。

木材の豊富 な製材工 場移動の時代

カナダとメ リ カの間の土地立法に相違があると しても、 19 世紀後半に 

ャける、両国の木材資源との衝突は全く 同じであった。地方政府は出来るだ 

け過速に認許のもとで、鉄道、達業ならびに給料をもたらす手段として、ま 

た公共収入の直接ﾡ的給源と して、既開発国有林を獲得する上 ら努力した。
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深林火災からの損害は正大であった。そして防火の努力は無秩序で、有効 

でなかつた。大部分のカナグは、254ないし30年に木材認許に対してﾡ 

かれたそれぞれの新時代を しば しば使いつ く したたそ して遊休地とさびれた 

町を あとに残した ところの森林産 英の "伐採 ・移動" 段階A " cut - out 
and move - 0n"8tage を通過した。

カナダ人の森林に対する態度の変化が、内務大臣カール・ シュルッ8ec- 
tetary of Iuterior Carl Schutz が集林は尽いつくされるとアメリ 

力に警告を発した当時、はじまつた。変化は森林火災防止の一層強力な州立 

法ならびに保護および木材警積に対する野外組織の開始と と もには じまつた。 

1 8 7 8年のオンタリ オ奈林火災防止法は大部分唯単に紙上にとどまつたに 

すぎなかつたが、 しかし1 885年には本当の野外組ﾡが開始された。世紀 

の変期点におけるアメ リ カの保全プロガングはカナダにも同じものがあち 

われた。1 9 0 6年にサー ・ ウイルフレッド・ ローリイア sir Wilfred 
Laurier 首相に より 招策された、 才1回国家林業会議は、おそらく、国有 

地 におけ る株林経営 に 伝向 する転向点であつた。

会議は次のごとき州森林行攻においてかか る 変化に強い刺戰 をあたえた。

1 一層の自由と技術的進歩を達成するために、山林局forestservices 
ない し当局を他の公有地ﾡ能か ら分離するとと。

2 . 防火 組段 の強化

& 誤林蓄積の拡張と強化

4. 木材認許からの操業計画の疑求、利用 可能立木と 現存 ♦提案裂材エ 用 の 

操斐寿命に弱述する圻, 為許に閲する ・制限、ここに保続生産経営のﾡ始があた 

えられた。この当時における政ﾡ部カナグ認許は盛造の予定されるは大限の 

祈製材工場能 力 を指定してき た。

国有林利用における一層注意深い計画の必要性は、現世紀初期に、カナダ 

経間における木材バルプエ場の出現と急速な拡張に上 り強調された。ル 

プ忍許受者達は、ﾡも立派な、 そして最大のスブルスとバルサム・ファーの 

#分を求めた。彼等の大き い工場役貨は将来におる木材供合の計面を必受 

とした。バルプ、紙虎令の原材科要求は、一層多く の山林官 を必要とし、そ 

して一層長期に直る経常計画の樹立を必ﾡと した。

カナダ林における国の権利

ワシントン・ コロ ンビア特別区と首都の間における牽引関係にな じみの山 

林官にとつて、地方対 国家政策 間に おけ るカナダのﾡ向につい ては時別の関 

心がもたれる。連邦法に より州はﾡ有地の行政を通じて林業指導権を獲得し 

た。過去8 0年におけるカナダの政治的発ﾡはとの分野における州の優勢さ 

を確立してきた。

1906 年に国家林業会議に よ り 喚起された関心によ り、内務省のう らに 

注邦山林局が創設された。 その仕事は実態調査、資料のﾡ集ならびに林※に 

関する公共情法であつた。一時、山林局はﾡ帰された鉄道地ﾡ可地、インデ 

イ アン保安林な らびに連邦の皆理下に入った 或別の林地の行政の實任を もつ 

ていた。しかし1 930年における地方自治数治革命 A nome-rile P0ュ- 

itical revolt in 1930によつて、国有公園 ならびに 鎖土 を除いて,全 

公有地の行 •攻は州に後遷された。そ して国家山林局は調査・ 教育機関にまで 

俊利 を剝奪される に至つた。保全委員会がフ 91 2年に連邦政府により組義 

づけられた。保全委員会は大規模な森林釜ﾡ造成を意図し、 そして国家鉄道 

法the National Railway Act てしたがつて41000マイルの蒸気鉄 

道路線に防火組成を発ﾡさせた。委員会は1922年に整埋された。そしてそ 

の仕事は自治領山林局the DOminionForest Service に吸収された。

ォ 2 次世界我争の ﾡに よ り ﾡ林資源の保全にふた ・ び関心がぁ らわれた。 

そ してとのととが動因 と なつて、林ﾡにおける自治領と州との関係に関する 

全局面に直る会議が1 94 5年に開催された。さ らに連邦政府の権力を強化 

する別の計画を促進する とことになつた。1 9 4 9年のカナダ森林法に上り、 

自治領山林局は自身の支出をもつて、鉱山、資源省の独立部局にま で上進さ 

れた。しかし尚行政的機能は局にあたえられていなかつた。その仕事は、森 

林生産物、 林、保護、植林左 らびに空中および地上によ る森林測最にかけ 

る調在と数市であつた。この新法律の もとで、1 950年に1 00万ドルの 

技初の割当金が主と して国有林のﾡ積調査にささげられた。これは1924 
年のアメ リ カにおけるク ラーク。マクナリ ー法保護法の一殺的パターンに立 

脚して自治領と州 尚の協力によつておこなわれている。
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1 9 0 1年以※、連邦雄務省はカナダ大草原において防風帝、 連ﾡ荷、な 

らびにﾡ場用林の電造に努力してき ている。沢山の実食計画が自治領山林官 

達に正つて推進され、そ してﾡ邦苗ﾡでﾡ培した苗木の分配が地方の協同 

関を通じて送行されてきた。1946年には、 2億本以上の苗木が大草原居 

住者な らびに村落に供給されてきた。そして年当り500万をとえる苗木か分配された。

カナダ諸州の林業計画は、国有林な らびに私有 ・ 市有林業の行改の 両者に 

おいて、 アメ リカにおけると同様に大きな多様性をしめしてきている。=ュ 

一.プランスウイクは、1883 年以来、国の認許CrOWnLioenees 下の 

俊探に対してさまざまの直径制限を規定してきている。1 91 7年に、株の 

直径 士スブルスに対しては 1 2 インチ、 ルサム、 フーに対しては9イン 

チが役定された。土地 お よび限林大臣 the minister of Lands and 
Foresta は地域の推定保続生産高まで戒認許下で伐採を制限する 福帳を1 
934年にあたえられた。ケベックは水流規制のために保安林として、そし 

てま た現存産業の将来供給用の ッ ザープと して保持される領有林domania 
forestg として、或国有地を復存してきた。市町村有林cantonal for- 
。stは地方ﾡ民に対してのﾡ用林と して別個に設定されている。生産保統と 

いつた州の目的にそうて、各々の認許受者達は約1 9 2 1 年以来、伐採割合 

と位置を しめす施業案を提出する と と を 啓求されている。各許単位は8許 

こ成採方法をもつ地方山林官によつて前もつて検査さ れる。

1 9 3 7年のオンタ リ オ国有林法Ontaride Crown Timber Act of
1 9 37のもとで、ﾡ許は年間伐採の最小と最大を切定している。捨案 

は二 c座許 受 者 から 要求されて いる。. しかし個々の製造災求C関連して 計 

画された生産だけを取り扱つている。1 3インナの直径制限は一般に松材の

呉に当つて規定されている。しかし経営者の自 由«こ 関する 全ての制限は夫 

上 極端に弾力的であるように思われる。

ニコ.ーファンランドは、 &近独立イギリス植民地となるまで、項落な、a 
ﾡの森林発展をむとなつてきた。1 905年に、ニューフアンランドは激百 

マィルの林地な、 ロード・ノースクリ フにより創設された堪初の紙工場を支 

持するごとく 没定した。会社は開拓河川にそ うて大部分の自由保有不動産向 

ど大材認許を防入した。改府は分水横に99年備地契約、その次の99年に 

対してﾡ新可能の借地契約をおこなつた。会初の認許は連年地代 を支払う こ 

とにし、そして永続的Cﾡ研可能であつた。 木材伐探の使用料ならびに保ﾡ 

費用は、 との許可のもとでは支払っととができない。発営者の費用において 

実際の森林経営は未払のよ うに思われる。別の大規模林地における額似の機 

関が1 920 年に ボオ ウォタ -会社に対 して延長された。ニューフアン ドラ 

ンドの改策は、 私的所有ﾡと同じく安全な ものと して森林保有権を創設する 

方向にすすんでき ている。

カ ナダ森林政策にキける永続的問題の一つは未加工材の輸出あるいは国有 

林地からのルブ材伐採であ る。 大抵の州議会の政策はカナダ以内における 

国有林材の加工を要 貸する。しか し森林をあずかつてい る大臣ない し州会議 

ctり おとなわれた例外 を施威づけてい る。ブリテッシュ・ コ ロンビアは丸 

太が輸出される 前に特別の許可 を要求している。そ してかかる許可は一般に 

カナダの製材工場が現在災求している以上の木材Cついて制限されてきてい 

る。 オンタリ オからの パル ブ材の渝出 は、 アメ リカの レイク。ステイ トにお 

けるパルブエ場への重ﾡな供給地となつてきている。最近のこれらの給出に 

対する後しい制限の結果、境界 用 部 の パルプエ場 では一 層 多く の 森林 を 獲 得 

し、 そして一ﾡ良い森林経営をいとなもうとしてきている。 しかしながら、 

熱出制限の探用は取引に対する相当の弾力性 と機会 をみとめている よ うに思 

われる。或アメリカの会社では、 オンタリオにルプエ場をﾡ設し、 そして 

彼 净が境界の北側で加工する ものに等しいだけの木材数量を輸出する権利を 

得てき ている。 オンタリ オにおけるルブ材生産の約3分の 1は1 945年 

c輸出された。

東部カナダ州は、主と して農用林所有者であ る私有林所有者の問に沢山の 

夜育的仕事をキとなつてき た。ノ バス コ シヤでは数回伐木して きた約700 
万エーカーの自由保有不動産地に稚樹を保全する 問型 を もつてきている。1 
?46年の州小径木法the provincial Small Treee Actによ る と、 も 

し経営者が5 0,000ボード・ フィー ト以上を伐保するな らば、株直径1 0 

センチ以下のへム ロック、 イ ンオいしスブルスの伐ﾡには特別の超可を必 

※と してい る。200,000ボード・フィー ト以上を伐採する経営者達は、 

彼等の金礫林に対する推定木材量と3営計画案を提供することによって小径
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木の伐镁を正当化すること を要求されている。この法律は良く実行され、と 

りわけ沢山の森林所有者と州山林官の接独を もたら したと報告されている。

オンタリ *はまた私有林軽営のコン ト ロールに前進してきている。1 9 4 
6年のオンタリオのﾡ木保全法Tree oonservation Act of 1946は、 

或国により、伐探される樹木の寸法を規制する任意の法令を権威づけた。8 
つのカントリ ーはとの能試与条令下で直径制退切則を採用した。しかしと 

れ らの実行は明白 に一投的な 号民の反対に反抗 してそれ f まど進展 しなかった. 

オンタリ オはまた致年おく れてウイスコンスイ ンに よ り 熱心に企図された国 

家ﾡ助カン ト リ有林の攻策 the P0ユicy of etate - aidea coun- 
try forestsを1 9 1 1 年に開始 した。カントリー 再造林法 the 0oun- 
tries Reforestation Actに 上り、 カントリーな らびに町では、 州が方 

林し、殳切3 0年間注意するといつた同意のもとで、土地を購入することの 

福をあたえられた。その後、 カントリーおよび州はﾡ同益経に立脚して計 

面を続行でき る。あるいはカン ト リ ーは土池を州に移譲する ことができ る。 

この去律のも とで80,20 5エーカーのカントリーな らびに町有林が1 9 4 
9年に創設された。別のォンタリオ立法により、分水価保裝、渋水コントロ 

ール、流水供給工学、ないし再造林に対して同一分水ﾡ以内において、2な 

いしそれ以上の市行攻濃阳により “保全展関” conservation Authori- 
tiee の を成が可能 とされた。これらの裁関は土地をﾡ人ないし改収でき、 

そして供権を発行できる。との中1 4の成りは246の市行政機関の参加を 

得て1949 年に城業された。

カナダ州は、また土地所有者に対して苗園を維持 し、 そして大量の無料の 

苗木を供してきた。 オンタリオはとの政策を1908年に開始し、 そして 

1 949年まで主と して民に約2 92500 万本の苗木 を 配給 してき た。

司有林における我後の保統生流への発展

カ ナダの尊敬される組破の一つは ロ ー ヤル ・ コミッショ ンthe Royal 
Oommisgionである。との製会は重要な公共問ﾡをﾡ叫し、 そして州省the 
provincial minietry と議会に特別の推脚を提出できる。この関道にお 

いてroyal といり言葉は公共Publicを意味する。 とれはあたかるカナダ語
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でcroWnlandがPublic 1andS を意味するがごとしである。ローT 
コ ミ ッションは艦会で知事によ り 選出 された 委員会 ないし有名な公共 人で あ 

り、そして特定間ﾡに関して報告するととが要求されている。その城能はア 

メ リ カの人々 にな じみの議会の 調査委員会に似ている。 カナダのロ -ヤル ・ 

コ ミ ッションは複雜な問国の処理にあたつて徹底的なことと、明断さで顎著 

な評判を確立した。

才2次世界大戦末期にかいて奈林と森林利用数策に関 してカナダ人に上 り 

広く感ぜられた関心は 3 つの州に 上 り この問ﾡに関してローヤル ・コミッシ 

ヨ ンの名において述べられた。公式的でない調査が5つの他の州に 上り送行 

された。各コミッショ ンの直面した主なi題は国有林材伐採に対するﾡ存 

g可組常を保続生産経営と 毀源の永読に改変する方法であつた。毋可 を受け 

たると産業の関係者は一役に、安府の意のままで新コン ト ロ ールないし変化 

c従つてきた。(新できる認可より も一冠安定した或形選の土地保有を主張 

した。曲木植栽、森林経営、ならびに木材の統合的利用に対する長範囲の幅 

同支出を正当化するに必便な安全の例と して、 アメリ カの私有林がしめされ 

た。しかし、3つの委員会の推藤はカナダの森林の迷続的な公共所布の原則 

c執ﾡした。この塞礎に立岡して、彼等は森林生産を保統的にならしめ、公 

共収入ならしめる新しい個人程'酋と産業安定を建設することを求めた。

サアスカッチワ ンのロ ーヤル・コミッショ ンは州の 力初の林業問題 と して 

防火に重点を置いた。それは或阪売 ないしは紹可の もとで木材の年次伐採に 

関する一般的制限を迷営単位にかいて利用でき る林分の5%ま でとするとと 

を主張した。これは新 認可におい て特別的に 要求される ものであった。そし 

て現存認可の場合にかいて実行可能であ るかぎり、交秒に上り 達成される も 

のであつた。その目的は2 0年以上の一般の刺合い"Cおいて現在の成熱林分の 

利用、とりわけホワイ ト・スブルスの利用を拡大し、 それからオ2次成林の 

利用可能地に適合するごとく、伐採割合を改訂するととである。劇限が天然 

ﾡ源大臣the minister of Natural Reeourceeに上り実質的に遂行さ 

れている。 ・

オンタリ オの ロ ー ヤル ・コミッショ ンは、包括的 レボー ト において、国有 

経営の完全な、 くわしい組破化を推ﾡした。その局面は次のごときものを
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ふく んでいる。

1 過伐池域は天然ないし植技に より 心可受者により 再ﾡ積されなく てはな 

らない。そ して各地域は満度な成長能力にま で育成さ れな く てはならない。

2. 軽営の保続生原理はﾡ可な らびに金造林以連政策下で 2められた伐採 

数 品 を 統治 し なければ ならない。

3. 木材推定、測定ならびに立木価格は立方単位で表現されなくてはならな 

い。

4. 可は総ての タ イ ブの生费物に対して地城上の金販売可能材の統合され 

た利用 を要資すべきである。

5. のぞま しい保統生院施案週期を衫成している地域で現在仕事している金 

俊木業者な らびに製流 走者は単一の操業会社の設立にあたって統合する こと 

が喪求: されるべき である。各関係者は、 過去5力年間の拠造ないし奇出に対 

しての全木材消費制当量に立脚 して、 多数の分け前を操業会社の中 :分さ 

れるべきである。との分け前は、保続生産の制限以内で操*会社が生産でさ 

る木材数量 を将来において購入するととのできる 所有者の割当 て権利 を確立 

するであろ う ・

6. ォンタ リオ州はそれぞれの操走会社の部に部長を任命すべきである。

z 州の政策は全国内産業に起供したあとで利用でき る余剰に対して木材の 

給出を制限すべきである。理論的にいつて、 とれは、 木材崎出は州にむける 

全操業地域 の 保続 生産為 と 国内産業 の 消 費横の差 まで 圧縮 される で あ ろうと 

とをしめしている。

いまのところそのコミッションの主我な推慮に影譬をあたえる立法はオン 

タ リ オにはない。しかし1 947 年のブリ テ ッシュ ・ コ ・ ンビヤ余林法に上 

り ロ-ヤル・ コミ ツショナー、ゴォルドン・ スロン dordon Sュoan、州& 

高殺判所の主席裁判官に上 り 提唱された計面の骨子が法律と なつてだされた。 

この法律は国有地の公共的所有の伝統的政策と販売の禁止をほ領した。しか. 

しそれは土地大臣に、公聴会と彼擦の記感の後、経営者からの志ﾡに立脚し 

て永続的経営ﾡ可を発行するﾡ限を与えた。永続的忽可に対する志固者は、 

当初1 0年間 の特別 操業計画 と 許容年次 伐採 t と 一諸 に、一定面償 tc 対す る 

生産保続提案を提出しなければな らない。彼が施業初内 に コ ン ト ロールない 

し所有される土地は、1 944年に採用されたアメリカのﾡ向的保統生産方 

法 c シけ るごとく事業 のなかにふくまれなくてはならない。木 材利 用設 備は 

完全に知らされなければな らない。

永統的認町は或単一年における縮波ない し超過を場定年次伐採量の50 % 
までおとなえるととに した。 それさま ざまの年令クラスに対する満足され 

るﾡﾡ帯積と切待される利用定を確立している。それは伐採方法、非再造林 

地域の再依林え らびに訓練をっけた山林官の雇用といつた一般的要求をふく 

んでいる。しかしながら、実際の伐採、経営実行は大部分州山林局のコント 

ロ ール下にあ るっ

水統性における との認可に対 して、ﾡ可を受けた者はエーカー当り毎年1 
セントの料金を支払う。つまり年保極税 (現在、推定保続生産高100フ 

ィート当り9セントに同定された)、つまり実際に伐られた立木に関して時 

折、 土地大臣により決定された率である。ﾡ可地にむけるほ初の木材伐烈に 

対して、この 率は 伐保寺 の充分 価し た 木材価値 である。

1951年、9月に、 9 つの永,決的,. 里営認可•がブリ テッ シュ. コロンビヤ 

の土地大臣により 是留さ れてきた。彼等の合計年次許可伐証は約3 3,3 0 
0万ボード・ フィートである。 州は個人継営と資本とによつて公有林地を行 

.久する'殳 も 注意探 く 考え抜かれた 彩慫の一 つのテス ト をは じめた。ﾡ接公共 

た らびに私有林地の統合的営に対して、 ブッェ ト・サアン ドにおけるァメ 

ワカ山林局と経営者尚の1 0 0 年の契約がや ゝ 比較できる。とれは1948 
年に公共法2 73号のもとで作 られた。

1 94 8年の探林法下で、ブリテッシュー・ コロンビヤは.また永続的林地 

としてﾡ有地の小ﾡ模地を取りのぞく段資をとつている。ﾡ民は1 年当り 1 
0,000立方フイー トの木材 を永続的に生産するに充分な国有地に対して資 

略を有している。とれは君主の領地における “入会他 ”の展近の復活である。

カナグにおける国有林の行政は過渡期にある。それは不規整の、大部分計 

されていない、移物木材発時代の開発から、 よく計面された。長期区営に 

むかつて進行している。そのﾡ著な 特徴 は地方化された行政下における公共 

所有の保協である。とれは非常に個人的な、そして民主的な人々の需要 (こ畋 

ﾡを適合させるに当つて、ﾡﾡした計面と実際の行政の主災な負担を公共森
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林税関に裸しているo

カナグ保林攻策の主要動機

カナダの森林政策は、 メリカにわけると同様に、 積極的な、 そして良く 

確立された木材利用経済と 制限された木材供給の衝突か ら発愛 している。経 

済は無科木材の上にたてられた。しかし現在はその責源を保存するか、ある 

いは清ﾡするかの選択に直面している。 過程はアメリカにおけるよりも、力 

ナダにいいてはーア民主主義的であ る。 州は大きな政治的力を もつている。 

カナダ連邦は、 アメリ カな法よ り684 年遅れて有力な国家政府になつた。 

テキサスを除いてすべてのアメ リカ州は、国宗政府に公有;'也を制議した。し 

かしカナダ諸州安亭のﾡ布地を保有した。

アメリ カにかけるごと く、 カナグ民主主義の力に上 り森林政策を打らだ 

している。 本主義が、自由な、そして時に過度な、 支記力であつた。しか 

しその他の圧力 も稼動している。それらの圧力の間には、 進及する国家社会 

主義力が存在する。それか戦後の議論と計面にかいて、林地の永読的公共所 

有の伝統的なカナグ3策 を強化してい る影容の一つであ る。

オ11章 南アメリカの森林政策

大陸森林地帝

有アメ り 力を構成する 1 3 力国の士地の4 2%があらゆるタイ プとﾡ座の 

効用をもつﾡ林であると信じられている。 全林地1 8億エーカーを超えてい 

る。あるいはメリ カの全林地面積のる倍ほどであ る。かそらく16億エー 

カーほどが生産的弗林であり、そして経済的ﾡ種を生産している。との大ﾡ 

cおけるﾡ木の多性は名状しがたい。ブラルには250 0ﾡ以上の樹木 

がある。うそらくそれは全向アノ リカの樹種領の数倍である。

これらの或風木は世界貿易においてよく知られている。それらの園木は过 

硬樹木の一つである執帯ギヤナのグリーンートから、極端に艦く、そして 

フロート と生命校に使用されているルサま でにﾡる。 マホ ガ= イ は単木な
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いし小グループと して アマゾン流域 な らびにその他の南メ リ カの地域に広 

く分配されている。南アメ リカの熱帯林はむそらく、部屋ならびに染料材に 

かいて世界で銀： も最高であ る。スベ インな らびにボル ト ガ貿易商の " Pal0 
brazil "、赤な らびに紫染料と して価値のあ るカ エサアルビ=アCaesaュl- 
pinia のグルーブは大陸&大の国にその名 を与えた。

アルゼンチンならびにパラ グアイの乾燥高地におけるクエブラチオQueb- 
rach。 の林分は、 タンニンの世界におけるほT要の供給源である。クイ= 

ン ゴムならびにスペイン杉を生産するチンコナ皮Oinchona barkは南ア 

メリ カの価値あ る森林生産物であ るいく つかの樹種か らきりと られる。最重 

我の針葉尚は パラナパイ ンであり、南ブラジルの 2 5 0 0万ェーカーの森林 

において卓越 している。

しかし一層多く の商 メ リ カ材は間植物学者に対してのみ知 られている。 

実際に知られていない数千の樹種の品ﾡと用途の無祝ならびに経済的にそれ 

らの材を加工する方法の無視は開発を成功させるに当つての感大のヘンデイ 

キャップの一つである。広大な開発、溶積、ならびに調査は造林ないし利用 

のいずれかの局面においての森林経営の発展に先行さ れな く てはな らない。

南アメ り 力林業発震における諸問垣

南アメリカの林地の大部分において、森林の利用は尙、初歩的な交明段階 

cある。相当の程度まで、 森林はﾡ、共有である。多くの広大な地域は非常 

c人口希 であり、とりわけ湿気の多い熱带地方においてしかり であり、人 

間の使用はほとんど森林に影容をあたえていない。よそでは資源に及ぼす人 

口の圧力は、煌菜を変え、通端に急な斜面を開発し、そして外形にみぞをほ 

るといつた点においてしばしば重大であ る。探林は統制されていない放牧、 

牧場ない し一時的農桃用 と して耕地のﾡ却な らびに終料用 と しての木材の激 

しい、乱維笈伐探により影響をうける。これらの行為は皆て稠幣な森林であ 

つた広大な地域を事実上の砂ﾡにかえてき た。火災と過度の放牧によ り広汎 

なェローグ ョンを惹起して きた。次山の森林地域における原始的状態と対照 

的に、人口 畜の海岸地域、農米地帯、 ならびに鉱山地域が存在している。

そこでは包括的な樹木ﾡ栽が地方的な木材不足に よ り 必要となつた。
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1 9 4 8年にブラ グルで用催された林業ならびに珠林生産物に関する国際 

会議は、 本ﾡ的に次のごと くラテン・アメリ カ林業の必衰性を製約した。

1 土保全と濃業調査を通じての農業の安定、つまり最業ならびに林業の 

両者に対する土地貸地組織の安定化。

2 .登も接近可能地の過伐と消耗よりも森林施袋の拡大と道路の拡張。、

5 . 大規模な地図作りと巡視を通じて資源の著積調査。

4.原初的な、植民地的な的発方法の技術的土地経営と森林工学への改変、 

燃料材のでたらめな伐採の統制、 さま ざま の森林生産物の製造における統含 

5. 木材商標名、等扱の標浩化ならびに生産物の特味化、木材工芸の研究を 

通じてほとんど知られていないﾡ木の商業的利用の普及、 木材乾燥ならびに

保全処置の技術発震。

& 森林保験および保全に関する 公共的教育。

7 あら少る等級の森林ならびに利用担当官の訓練、熟練山林官と木材技術 

者の不足が存在している。

8 . 特殊地域ないし計画における林業計面の集中。

公有地public domain時代の森林政策

アルゼンチン、 ラグイ、 ならびにウルグアイの例外はあるが、南アメ 

ッ カ諸国の大部分は中央政府の所有であ るか、 あるいはブラ ッルにおけるご 

とく 国家連邦を構成する州の所有であ る。これらの政府ないし州有林は大部 

分公有地である。それ らの森林は一般に居住、移動賞業ないし放牧に使用さ 

れている。

農民、無権利居住 者、牧者、踏査者ならびにﾡ夫達に対して、公有林は公 

有であり、とんどの制帳なしに燃料、放牧、構造材ないし小規模生産業用 

として使用された。経ﾡ林地は普通、競争入札によ る 立木の販売ないし大規 

収林地と一定切御にﾡるﾡ栄使用権用として利用されている。南アメ リカ政 

府はルールとして自由許可：Liberal grante による森林の開発を奨励して 

いる。いくつかの国では過伐か ら一層価値ある樹種を保護するとと を目的と 

した法律たいし法令を採用してきている。しか'し或例外を もつて、フィール 

ド。サービス は制限 されている。そして実際の伐木作業は大部分統制されて
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いないo
いくつかの国でゆは、 ボルビのボズクエ。デエ。リンフアthe Bosque

ae Linhoaのごとく、小規模地を国有林ないし公園として保存してきてい 

る。とれらの国で価値ある掛木の伐採は法令により禁止されている。PO 
Aとアメ リカ 盘務省のスポンサーの もとで1 9 4 4年か ら1 950年までおと 

なかれた南アメリカ林業調査と会議は不変的に、永続的公布•林の技術的建営 

の もとにおける分ﾡを勘告した。かかる保安林は分水嶺保護ならびに優良を 

森林経営のデモンス ト レイションと結合した価値あ る木材樹種の保存のため 

に推奨さ れてきた。しか し周有林ない し州有林の保交林は実際的 には土地詞 

銀、放牧、ならびに破機的伐探の一殺的な実行に影嚮を台よぼしてはとなか 

つた。公有林の備林を創改する法律と声明書が発布されてきたが、 しかし実 

頃の実行はす く なかつた。

南アメ り 力の多様性の間に次沢山の特休化された条件と発展が存在してい 

る。とれらの設 ものは個々の国々との関連にかいてめけられるであろう。

ルゼンチン Argentina
アルゼンチンの森林の3分の2は、個人有である。このうらには家族なら 

びに組合に よ る沢山の大規模所有がふ く ま れている。木材輸出の最大の供言 

地は北部高地のクエブラチ オ林地 the quebracho woodandgである。そ 

の約3分の1 は伐保されてきている。アルゼンチンでは木材が不足している。 

アルゼンチンでは相当量のルプ、 紙ならびに北アメリカ針葉樹、ブラッル 

におけるラナ松Parana Pine生産の7 0 % を輸入している。&場お上び 

燃料ﾡ要な らびに遮蔽帯設定の必要性か ら、パラマな らび c ゥ ルグァィ川の 

デルタにそらて約1 00,000エー カーの柳 と ボブラ を植栽 した。農務省の 

援助によ り、一層多く の個人的植ﾡがとの地方においておとなわれた。

アルゼンチンの公共林業は、農業、土地省the ministriee efAgri- 
eulture and Lande のもとでおとなわれた。国有地における伐採権は競 

争スれに立脚して販売されている。やゝﾡ然と した応用を もつ国家法 Ana- 
tiOnal awは、連邦有林 federal domain ならびに或クラスの地方お上

び個人有林は連邦司法権の も と で再造林に提供される計画な しに開発され 

なをいこと を しめして いる。しか し或所有の土地における古い成長木材の 

っ的経営は突際にはほとんどないように思われる。林業省The Department 
of Forestry は公有地にかける経借の普及と一きびしい開発の監督を計 

固している。それはまたクエブラチォーの相対的に開放された、乾燥土填林 

分における火災危険をコン ト α ールするに当つて重大な問騒を もつている。 

樹木学な らびに木材工芸学につい て沢山の調査が続行されている。

ボ リ ビ ア Bolivia

ボリビアは、とりわけ 上流アマゾン流域におい て、広大な森林資源を も ら、 

しかも なお大部分、凹凸ある地形、ﾡ送の不足、森林地域における人口ﾡﾡ 

ならびに原初的開発方法の故に、非生産的である。高い、ほとんど樹木の存 

在しない占ボリ ピアの高原においては、 (そとには人間と鉱山業の集中して 

いる)、 木材価格はべらほ9に高い。業材は飛行機によつてラ・アズ 

Paa まで500 マイル(ほど運搬される。木炭は長距離に亘ってアメリ カら 

くだの背にのせて迎接されている。

1 939年に発行されたボリ ビの最初の林業法令は沢山の事柄をふくん 

でいた。その法令によりサッアマ山 Mt.SaJamaに国有公園を創設し、ケヌ 

ァkenuaの伐採を禁止し、或森林を破侬するに許可を必要とし、再造林の必 

笈性 を亢言し、そして苗靦の維持 を市行政微関に命令 した。これらの訓令は、 

Ζ わしい賞刷の切定をもつ、いくつかの随伴的法令におい て く りかえされて 

・ た。しかし それ ら を遂行する ためのほとんど有効的計画は 存在 しなかった。

ボルビアには山林局はない。ぬ務省は、 ボルビ鉄道会社ならびにコチア 

ンバア大学the University of Oochabambaがやつているどとく、い 

くつかの苗ﾡを維持している。 ラア・パアズLaPazとスクレSucre 附近 

の浜谷における 多く の土地所有者達は、5ないし1 0年の輸伐期で、おそら 

く絵料材な らびに鉱柱用と して栽培されているユー カリ の植栽 を取り あけて 

き ている。

プ ラ ジ ル Brazil
ブラルにおける10億エーカーの森林は、大部分、いくつかの州によつて所有されている
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それらの木材は個人経営者に販売されている。そ して伐採許可が経済発展と 

公共収入を増大させるためにおとなわれている。 アマゾン流域の広大な、ﾡ 

あみ熱帯針葉樹林は、わずかに川の近くにかいて、原始的方法により問発さ 

れてきた。 しかしパラナ、 サンタア。カタリナならびにリオ・グランデ・ド 

・スルおよび他の大地域in the statee Of Parana,Santa Catarina 
,and RiJ Grande d。 Sul and in other large areae におけるバ 

ラナ松ないしブラ ジル•アラウカ リの林分は2,。 0 0 以上の 裂材工場を支 

持している。この工場の9 らにはアメ り カ ・ンドン ウ型の大規模工場がふ 

くまれている。 とれらの疾林における松材は時にエーカー当り 6.000ボー 

ド・ フィートに達する。パラナ松の伐採は毎年2 0,000ボード・フィート 

を超過し、 そして重ﾡなﾡ出産栄を維持している。 用林以外のブラッルに 

*け る 個人交林所有は大部分 ラ ナ松地方に集中されている。

ブラジルにおける森林政策は1 9 5 3年に、林地公有時代から発展を給め 

た。それで政府は造務省の再造林部を制没した。1 9 3 4年に発布された、 

包括的卒林法は森林の分類分け、森林の開発 と 再造林 を取 り 扱う政策と国家 

林業会議の創設をおとなつた。林業局 the FOrestry service は農務省 

cおける 1 9 3 8年の法令によ り 創設された。林業局では、ひき あげた看干 

の連邦有地を国有林National foreste力いし公園として管理し、 そして 

造林、 木材工芸における研究をおとない、 さらに森林生産物の製造ならびに 

伐木方法 を改善 した。サォ・ウロ6a6 Paulo の連邦技術研究所はウイス 

コンスインのアメ り カ森林生産物研究所と じ分野の仕事をおとなつてきた。 

ブラジルの森林事務機関 the Official foreet agencies ofBrazil 
は大部分、硏究と蘇林蓄積«こ関連を もっている。かくて公有林の伐喋コント 

・ ー心ないし行政に関しては任とんど関係はなかつた。

再造林と同様に生産なよび貿易コン ト ・ ールをふく むバラナ松に対する計 

画は、国家松修会«こより 企画されて きた。との唯一の協会は1 941年に、 

ベラナ松林の開発と利用を改きし、松輸出をコントロールし、割り当てるた 

めに段府の権威の も とで設立された。この機関は政府の第可の もとで操業し 

ている松生産者の自立的組合である。それは廚 家産業回復法 the National 
Industrial RecOrery Actの もとで1 933 年にア メリカ 産業に 上り採 

用された自律木材法と対比でき る。

ゆ会は松生確者を輸出業者を登録 し、あ らゆる局面における産業の統計を 

集め、等級と生産物を標ﾡ化し、価格をコントロールし、 そして生産、給送、 

および輸出を割当てる。パラナ松地方に奉仕 してい る鉄道は、幾年 もの間、 

製材工場の生産能力の6 0ないし70 %だけを稼動させるととができた。こ 

こから、さまざま の生産者達に対す る給出ﾡの制当てが仕事 を登序させる う 

えに必須であつた。

ゆ会では伐倒でき る松樹木のは少サイ ズを決定している。協会は防火な ら 

びに消足的に再ﾡ積されてい才い松 林地に樹木植ﾡをおとなつた。ブラ 

ル貿易局the Brazilian Trade Bureauは松協会の命令下で1 946年 

c, サオ・パウロ地区にむける個人締営者により 1 20 0万本のiﾡがちと 

な われ たととを報告 した。パラナ 松 地域 cおいては、との 産業 組成は、済 

林間類 を処理す るに当 つて大部分、 府ﾡ能を引き 継いだ よ う にgわれ る。

燃料用材の英大な使用によって、 プラッルにおけるは6人口利密地区に緩 

乳に近い状況が発生させられた。. 安場«こおける植林は、逃邦山林局tne fe- 
deral Foreetry servce により 成功的に遂行されてきている。大低の 

僉通は坑木ならびに燃材生産 に 対する包括的な植林計画を もっている。ュー 

カ リがこれらの目的と農場防風帝な らびに連蔵林用と して広く植林されてき 

ている。

チ リ ー ohile

チリーの森林はローブル rOble, コイグ ooigue, レパア1ePaならび 

に多くの他の広葉樹の混林と して成育していつている。針葉樹林分は大部 

分パラナ松である。林地の 8 0 %は原生林、 9 % は部分的に伐採ないし再若 

積された もの、1 1 % は不毛地として分類されている。燃材林のひどい、遠 

続的不足が存在し、 そして地方的不足が存在することによって、広汎な植林 

が促進されてきた。350,000エーカ ー以上の味林が最 も 人口稠密地区に 

むいて植林されて きた。そ して特にュー カリならびにモンテェ リ松eucalyp 
tug and Montery Pineが植林された。

チリーにおける林米の最大のンデイ ・キャップt、 主に48と楽け生で
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にﾡしだ森林焼却である。火災からの損害は、 あらゆる目的向け総伐採量 

の3倍ないし4倍と推定されている。 アメ り 力典務省に上 り指導された 1 9 
4 6年の森林沢遣団は森わ火災のコン ト コ ールをは大の林業間ﾡであると し 

た。派遣団は森林焼知に反対する公共の意見を教育し、そして居住者と木ﾡ 

c上 る長期にﾡつてきた火の利用をコン ト ロールすナる必吸性を強調した。深 

遣団は、ﾡ作に適するチリーの全士がﾡ製されてきたとと、そして国の女強 

は現在、現存林地 を 永続的 に保有するととを意岡すべきであるという確信を 

表明した。

チリーの基本的林業法は1 93 1年に制定された。 土地・植民省the 止- 

inistry Of DLand and Colonization の林業部A FOrest Depart- 
mentは国有林と公園を音理している。 とれは政府林の約5分の1 を構成し 

ている。残余は居住者な らびに木材払下げに対して利用される公有林である。 

林業部はまた沢山の苗館を維持し、 そしてチ り -雑林と造林にかける調査を 

おとたつている。森林倍 栽と林地経営 c関 するﾡ 民への 忠 告は量務省におけ 

る普及事業に より提供されている。

チ リー安府の建設的が特徴の一つは、政府および産案の沢山の部分 を代表 

している国家林業会議the National Forestry Council である。会送 

は調在計画、ﾡへ森林所有者に対する相談事業、技術者の訓練ならびに公共 

学伎におけるﾡ林焼却反対数育をふく む/朴政策 のさま ざまの局面に関して 

忠告をおとなつてき ている。

いくつかの他の市メリカ諸国のごとく、チリーも また、 池の国家発展 と 

同じく 林業 を取り 扱っているコーボレイ ション・ デー ・フォメントオ the 
Oorporncionde Foment。 に契味ある脇会をもつている。コーボレイン 

ヨンは、促進微ﾡであり、 やゝアメ リカの海業会議所an American ChO- 
mber Of commercec似ているが、 しかし政府の支持と公共在金からの若 

干の慢助 を うけている。チリーにおいては、 コーポレイションは製材工場を 

近代化するとど、 木材利用を女ﾡするとと、および利用可独立木の落積河寄 

といつた こ う な守柄をと り あつかってい る。

森林火災コント ロールならびに公共教育にりする強調は別と して、194 
8年のチ り 一派選切は全攻府有林地の屎全と永続的な国有林組織の相縫化を 

助告した。別に発電力ならびにその他の用途にとつて重ﾡな分水ﾡの保極お 

よ び適 当 な 落頂 を進侍す る ic 必袋 な 伐 系方法 を個人有 休に励行 させるととを 

訪告している。

エ ク ア ドル Ecundor

エクアドルもま た地形的障ﾡと 喻送不足のために、ふれ られていないか 

ら不足まで、同一の国以内に おい てさ ま ざまの木材供給の状態をしめ してい 

る。アマゾン上流の林は実に人の手がふれられていない。西部国境地の 

内部アンデン・ シラ inter - Andean sierra は人口利帝であり、ひど 

く 山が荒れている。そ こには大ﾡなコーカリ と モンテ リ松の植林がみられ 

る。さ らに西方にすナむと太平洋業の順科面にふたたび森林が豊に存在して  

いる。その株は世界のルサ供合の95%を供合している。 エクドル株 

だにとつて東 西木材倉 所 を 開発 し、林来 を 国 家経済の 中にくみとむ上にも 

重表なものは道路であ る。

エクワ ドルの 大部分 の森林はは 国の政府 に掲 している。とれらの森林の2 
ら-層近接し易い森林は原初的な伐木・ 向送 方法によ つて、払下げをうけた 

人速により過伐されてきている。会では1 940年に森林・水にBするお 

ちげさ な 法律 を通過 さ せた。しか しそれには充分の注意が支払われなかつた。 

1 949年に祖ﾡされた林業局 the Bureau of FOrestryは公衆教育、 

苗園、苗木の分配、索林ﾡ積調在に努力を払つた。

1 947年に女けるアメ リカ山林局の派盛団は移動的、ー寺的な農耕を安 

定化させるために公有地を林業、政牧お よ びぬ業用 と してそれぞれ土地分類 

をおこなう こと を強調した。その他また国の備林を設定し、その伐採方法を 
コントロールするととを政府我関にﾡ告した。大規装な 公共植林計画は、強 

力な個人的植林と平行 して、内部ア ンデン地方にかいて推奨された。

パ ラ グ ア イ Paraguay

西パラグアイのシアコウ Chac0は、 シユロと大量のクエイブラシオQu- 
ebrach。 (9るしの一) を生産するﾡ林の点在する広大な沖積層の草 

原である。セ ドラスcodrua と沢山の有用た広葉樹をふくんでいる東部ラ
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グアイの稲密読林はアルゼンチンの資本家によつて；寺/こ所有されている大規 

漠個人冇林である。全国に亘つて、操業している製材工場は65工場以下で 

ある。そしてその伐採はわそらく年次成長量以下である。しかし一府人口 

稠密地域では木材朮不足 してい る。 ラグイにおいては森林開発ないし利 

用を規制することをととろみる撮関が存在していない。 土地な らびに格民省 

the Department of Lande and COlOnies では、 木が伐倒され、 ﾡ 

送される前に、土地所有権 と 移動さ れ る 森材数 を規 定した許可を ﾡ請 して 

いる。当該省は主に木材の盗まれる こと を防ごう と しているよらに思われる。 

一般の法令によつて価ﾡある樹種の小径木伐採 を禁じている。しかしそとに 

は何 らの強勢力は存在 していない。

南アメ りカに士ける森林政策の状態

市アメ リカ共和国の林業は、効率的な農村経済; ことって必耍な物理的 •社 

会的な出我が 広大な地域に亘つて不足 してい る点でハンディ ・ キャップとせ 

おつている。輸送、通信手段の不足は本的である。人々の孤立化と無知さ 

は 白葉の 多 操性 と学校の 不足に よつて倍加されている。都市と大きな町のほ 

かには、ほとんど新山、 ラオないし労働組ﾡによる一投的教育は存在して 

いない。 6ら一つのﾡ林業の障番は明際な、安定的な土地保有の失敗である。 

所有と境界は しば しば乱している。との とと以上に森林経営に とつて不 

利である ものはない。

土地と その生産物に強力な本能的愛着をもつているスカ ンジナビヤならび 

にゲルマン人のごとき 民族的ﾡ 景 にも欠けている。これらの伝統と 訓練は ラ 

テンアメリ カの世ﾡ財産と なつていない。それ らは人民の社会的 ・ 政治的思 

考にほとんど影響をあたえていたい。たとえ、 公有地に備林を設定すると 

とになつた 1891 年の法律をメ リ カ会に通過させたごとき、政治的圧 

迫は点アメ リカには人民の中に育成されていない。さらに森林技術者ならび 

に地方の技術指導者の訓課はほとんど南アメ リ においては存在していない。

これらの諸唱由のために、 南アメ リカ林業の現祝は北ヨーロッパないし北 

アメリ カ林業史における "公有"時代にかろ う じて匹敵するととができる。

次に世界の他の国々の発展パターンに したがって進展 してい く ととは期待さ 

れ得い。南アメリカの進展は遅く、 そしてその発展の具合は極端に偏在的 

である。10中8～9まで、南アメリカ天然源の無祝から一層きびしい 

cがい経論に上り影響されていく であろっ。 とりわけ急ﾡな山岳頃斜面に士

ける 森林伐採は、慶」に 悪い彤期を も た らしていく ように思われる。

林業はアメ リカにおいて頂点から下降へと進及していつている。法律な 

らびに政府の法令の作成は、 公衆に よ る送行な らびにその支持に対して粗磁 

以上に効果がある。偶然的に、この状況は世界の初期的段随の森林政策に特 

彼的な ものであ る。ﾡ似の効果が中世紀の君主の法令な らびに松の母樹保存 

を法令化したいくつかのアメ ッ カ諸州における初期の法律による森林コン ト 

= ールに も あ らわれていた。

海アメリ カは人口が多いに もかかわ らず崎送の未発達のために自らの資源 

を運搬できない世界ﾡ良の実例の一つである。商メ リカの地方的木材不足 

は石炭ないし鉄道出現以前におけ るョーロッ バ大陸の木材ﾡﾡをわれわれに 

想起させる。燃料不足を補う ために早成蜩を植林しょ うとする方法は他の諸 

国におけ ると同じであ る。
南メ リカの諸条件は、いかに緊密に森林政策が人々の社会的。経が的発 

氏 に関連しているかを しめしている。安定した林業は、熱送手段、ﾡ楽なら 

びc社会 ・ 経済組破が充分よく確立された後で硫立される ものである。南7 
リ カで収在遂行されている状定的でない努力は彼等の諸間題を理解しはじ 

めた人々の行動なのである。

世界の木材 供給源 と しての南アメ り カ

オ2大戦以来、アメ リカ ないし大陸以外の別の 市場:こ対する 重要な木材 

供源と しての南アメ リカ森林の可能性に関 して次山の投ﾡがおとなわれて 

・た。クエブランオないしバルサといつた特 殊材の 現在制限 されてい る輸出 

がどこまで構成材、 ルブ材ないしその他の主要消費項目の給積みに上 り 補 

足されるか。府ア メリ カか らの木材輪出増加は疑い もなくアメリ カとの一層 

活ﾡ立貿易の一つの局面であろっ。 しかし相当量の木材がすく なくともあと 

20ないし3 0年間南アメ リ カの港から出荷されらるかどうかは疑間である。

こn、主に、()輸送機関の発農の遅さ、(3)南アメリカ自身の中に存在す
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る木材不足地に起因する。ﾡ林利用を大き<コント ロールする主要な缕件は 

、岩材をいし木材の生会がカナダないしスウエデンにおけるごとく、大規ﾡ 

ゆ出 を維持さり る水準ま で守成される前に、理本的に 克服されなければな ら 

ない。南アメ りカの送林用営は、世界の木材供給に占める位置があ る正確さ 

をもつて決定される以前に、操業設備の発展、工学の発展が先行される。

第3部 アメリカの森林政策

第12章 目 由木材な ら びに移動産業

自由木材時代

無制限に思われた土地資源がアメ リカ の経済 と政治的性格を形成した。ラ 

エムストンならびIにプレイモ ウスの発見後 2 5 0年の間、自由地 は 開発 と 居 

住に よ り 西方に向って有効 となつた。攻撃的な再属の人間が彼等の前に大陸 

を所行し、 そして最終的にはアラ ス カ *合まない約 1 0億750 0万ェーカ 

一の土地を占有した。国家政府が設定された後で、この土地の4分の3は公 

有地とな り、かく て民衆が要請する cつれて分配される よ うになつた。

土地は容易に入手される、そして極端に安い共通財であつた。護会が1891 
年に保安林の回収を承認するまで総てのアメリ カ土地法とその行政の主要な 

目的は、公有地 を 私的所有にし、 でき るだけ急速に利用させると とであつた。 

22500万エーカーの田有地は、 さまざまの現金販売法のもとで、 ーカ 

一当 り1.00 ドルない し125 ドルで分配した。9,100 万エーカーの土地 

は鉄道、運河、および荷馬車道路の建設を援助するために無料で払下げされ 

た。る70 0万エーカーは主と して公共教育を支持するために西部の新設諸 

州に付与された。自分の住んでいる土地に対する無権利居住者の権利主張の 

結果、プレ・エンブレッション法the pre-emption Acts が1820な 

らびc184 1 年に、家産法the National Homestead Lawが 1862 
年に設立された。この立法によつてアメ リカ の土地政策の第一の 目的が無償 

で家産を あたえて 個人的 居住 を 設定する こ と に おかれた。1 87 8年のティ 

ンバーおよびス トーン法the Timber and stone Act of 1878により、 

いかなる市民で も エーカー当 り2.50 ドルを支払 うことにより 山林 160工 

ーカーを獲得できた。

自由木材は自由土地係済の一部でみつた。アメ リカ大陸の半分の土地は森 

ジが存在していた。移住時代、これらの林地は立木5兆ポード ・フィート以 

上生産 してきたと信じられている。橘 民地 は 広大 な未開発林を背後 c も つ海
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辺に植林された。立派な、さまざまの種類の森林は、最初の産業資源を供給 

した。人力で伐ったマス トならびに船材、羽目板が展初輸出された。水力に 

よ り稼動された小規校製材工場は植民地移住地代初期にあ らわれた。時折、 

彼等は製材と製粉とを兼業した。 木工店、おけ戦、ぎート製造業、家具歌、 

さまざまの田合製造業がこれにつづいた。彼等は熟練労働、新しい器具と機 

拙を作り、そして大量生産を開始した。また彼等は資木、経営知識ならびに 

勇政さを創造した。森林はアメ リ カの自由ﾡ本主義制度の主要源泉であつた。

メイン、ニュー ・ヨークな らびにペンシルヴアニイ アは、産業が資本主義 

化し、そして機械的効率の高まるにつれて、ひ きっづき木材生産にのりだし 

た。州間の戦争後、木材生産の地域は豊富な、そして安い公有林をもつてい 

るグリーク ・ レイク地方に移動した。それは急速な鉄道建設、住宅建築なら 

びに産業の西方拡張、および一人当り木材消費の急増の時期であつた。木材 

は、バン ド鋼忆 よる大盘生産と 鉄道網によ り可能と なつた大規模な配拾組低 

cょり、大規校事業となつた。広大な公有地は、現金土地販売、州、鉄道許 

可、およびずさんな行政居住法によ り、 1000フィー ト ないしそれ以下当 

り25セントの価格で利用された。安価な木材は、土地投ﾡ、巨大な財産の 

寄積、ひどい負債ならびに急速な資本主義化をもたらした。生産は木材の神 

となつた。利ﾡ追求を目的とした大規校なな投資計画の結果、製材工場は彼等 

の森林を念遠に伐採していつた。大規模製材工場と投械的資本の木材フロン 

ト は移動的となり、普通20〜25年で新林地を伐探し、それから 製材工場 

と 土地を捨て、 ミネソタ、 ルイジアナないしパジエッ ト ・サウン ドPuget 
sound に移動する。

アメ り力の移大な針葉樹林地方はそれぞれ順次安価な立木をねらつた木材 

資木の攻撃をうけ、そしてそれらは 2 5年ないしる 0年の期間に重つて維持 

された。それは州間戦争の期間から 1 8 8 0年代までレイク •ステイトをー 

掃し、それから南部松林にも どり、約191 5年以来、西部の松ならびにダ 

グラス ・ ファー地域に集中されてきている。新処女地までの連結的移動の間、 

木材産業は製造技術において、生産低コス トならびに消費者に対する銃争的 

サー ピス におい て著る し く 進歩した。しかし. 木材は 基本的に は 砂金の洗欽の 

かうに、整理ならびに通過産業a liquidating and passing indust- 

ry にとどまっていた。それはそれが発見し、移動したものを採取した。安 

価な木材 と いった 考え方が この 期間の木材製造業 を支配 していた。希な例外 

を除いて、林業に利用 されない伐跡地には関心がなかつた。原材料の利用は 

浪費的であつた。山火事については、それが建造物、伐倒 された丸太ならび 

に経済材に被害を及ばさないかぎり、防火に無関心であつた。人間はほとん 

ど伝位なき ものを保全はしない。

自由木材時代の影料

安価な立木材な ら びに移動製材工場 は移住の急速な西方拡張 と 平行して存 

在した。公有地の自由財を求める、これらの人間と資木の運動は森林資源と 

街突した。この結果は破ﾡと創ﾡの2者であつた。次下のこ とは、その中で 

直接森林政策に関連した も のである。

1 木材ならぴにﾡ積はひどく減損された。しかし担害の半分は農業への土 

地変更であつた。アメ りカの原生林地と木材に発生した事態に対する最初の 

正ﾡな調査は、 1 9 1 7年にアメ り 力山林局によ りおとなわれた木材産業調 

査と19 20年のカッパー報告the Oapper reportから得られた。原生 

林は1380 0万エーカーにまで、経済的に利用される立木は2兆2, 000 
万フィートにまで減少した。原生林10エーカーから、4 エーカー程が農場 

c、4エーカー以上の林地が、伐木され、この跡地は排作ないし放牧がおこ 

なわれなか.つた。 4エーカーの中るエーカーは伐採され、そして居住しない 

土地には、さまざまの寸法とさ ま ざまの程度のﾡ積をもつ樹木が生産された。 

しかし4 分の 1 の土地は伐木さ れ、焼却され不毛の地 と なつた。アメリカに 

は8 1 0 0万エーカーの無駄な森林が存在し、 そしてその全休の成長率は現 

在の依採量のわずか4分の1でかる。移動農業、不毛地農耕、および西部家 

産のﾡ力によって、 さらにまた休関地が増加させられた。1920年に、 

8,100 万エーカーの不毛地に加え て、ほゞ2,000 万 エー カー の 放棄 され、 

改普さ れない農岡地が存在 し、こ れは樹木栽培に利用された。

林地、と り わけ伐跡地の所有の不安定性は全国に直る移動木材フ ロントの 
空大な問施であつた。実際に、 全ての新しい地方ば木材投機時代を経験した。

土地はひんばんに幾度 も 所有権の移動がお こ なわれた。投機的損害は甚大で
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あつた。土地ならびに社会に永統的く いを もっている安定的な土地所有の出 

現はおそかつた。広大なな伐木跡地は、税金清算により国の所有となり、同時 

忆雇用源泉のな«なった〃亡室の町〃が出現した。税金酒券伐採の結果、レ 

イク ・スティ トCおける沢山のカ ントリ が破産状態にまでなつた。彼等はし 

びしば、親入 と 販売の悪循環を開始した。移住木材工場により のこされた放棄 

地を処分するためにそれぞれの州によ り、 幾年もの年月 と多 く の特別立法が 

採用された。そしてこのプロセスはなお進行している。多くの場合、税金の 

代わ りに没収された土地は国有ないし州有林 と なつた。

2. 強力な刺載がアメリカの農業経済にあたえられた。伐木林地の半分程に 

は耕作がおとなわれなかつた。移動製材工場は フロンティアまで 沢川の道路 

を開いてきた。それ らの製材工場は食料品と飼料の市場をまず開設した。彼 

等は数千の農民と牧場労働者にパー ト・ クイムﾡ用をあたえた。しばしば彼 

等は直接伐跡地C新移住者を横民した。非常に移動的性格を もつ木材製造業 

は、しからざる場合より も一層速い速度で谷から谷に農業の開始をもたらし 

た。そして製材工場 家部小屋、農家なならびに新社会建造用の低コスト材 

料を混沢に提供L た。

3. 森株焼知はおそ ら く この期間のも破壊的な ものであつた。経済的に利 

用 される 木材における 成長率の減少ないし繰 り返えさ れた焼却の結果発生し 

た大規校な不毛地の出現のいずれかに関する森林火災に対する正確な推定は 

なされていない。アメリカにおいて最初なされた森林調査によ ると、年次森 

林火災は数において 150.000から200,000 件、面積において2, 500万 

から5.。 0 0 万エーカーは どの被害を受けている と 推定された。ペシティゴ 

オPeehtigo, ヒンクレイ Hinokley ならびにク ロ ケツ ト cloquet 火災 と 

いつたひどい大火では大 さ なな人命の担害があつた。しかし 尚一 的 資源 に対し 

て甚大な被害を及ぼして きた。あるいはなお及ほしている沢山の予期せざる 

火災が、W拓者の森林焼却作業ならびに人間の不注意から毎年発生している。 

森林火災は アメ ッ カにおける最大の森林破抜原因である。

森林 火災は木材業 と 居住地の 前進 と 平行 して 拡張された。それは燃え易い 

森林への人々 の殺倒、居住地を きれいに し、ごみ用を除去し、線路用地を格 

備するための火の利用、および農業建物、村、ないし工場に被害をあたえな 

い飛火に対する無関心さによって発生させられた。もちらん、人々のこれら 

の態度は木材の安価さ と "すきはおのに従うでみろう " という一般的考え方 

に関連されていた。彼等は" 自由地" 心理の一部であつた。

表林火災は自由木材時代からのアメ リカ に対する 災害の遺産であった。こ 

の問題はアメ り 力の森林政策が処理しなければな らない尚最 も 困挫な、重要 

な問題である。

4. 大きな産業ﾡ造が創設された。 1910年のセンサスによると49,738 
の製材工場が存在する という。 それらの最大の木材生産は 1 9 0 7年に路 

4 6 0億ポー ド・フィー トであった。最大の生産者は9 0 0の大規検製材工 

場であつた。一方約 40.000 の製材工場は年間 1 0 0万フィー ト以下の木 

材を製材しているにすざない。森林はなお小規校企業の苗団であつた。

当時における木材産業は労働の雇用面において製造業 中第 1 位、生産価偵 

において第る位でかつた。 木材産業は安いﾡ造材料を豊高に国に提供し、そ 

して窓枠・ ドアエ場、箱工場、家具、乗物および自動車店といった国家経済 

cとつて重要な他の多 く の産業を維持した。

5. 自由木材は製材工場能力の余剰をもたらした。 1910年に報告された 

総体的な製材工場能力 は、製材工場 が合 て生産 してき た最大 の木材数量の 2 
倍半であつた。生産過剰と激しい競争は座業に共通的でかつた。林地、伐木 

路、ならびC製造工場への過重投資の結果しばしば市場需要以上の生産を 

おこなつた。これらの弱点は、一人当り木材消費量が、新建材の鼓合ならび 

に住宅 ・ 産業建造 の減少に より、 1906年と190 7年における初ビー 

ク の年次消費量 50 0ボード・フィート から低落 した時に、 とりわけ 頭著 と 

なつた。

6. 大面積の産業林所有がまた自由木材時代時代に発生した。1907年の 

木材所有状況の調査において、 ビユロー・オブ・ コーポレイ ッションthe 
Bureau of Corporation は価部の4, 360億フィート の木材が 2 0 の木 

材・鉄道会社に所有されていると と を発見した。1 3 1 の会社は4 640億 

フィート、つまり こ の国 の全林分 の 4分の1 を所有していた。全アメ リカに 

苴る山林局 の調査 に よると、 5,000 エーカーないしそれ以上の森林を もつ 

・人森林所有者は3,6 0 0であつたという。彼等で総計8 3,600000ェ
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ーカーで全経済林の 1 8%を占めていた。これ以外の 5 6%の森林は小規快 

私有林によつて所有されている。この数字は、 アメリカにける自由木材の 

開発は大規模私有権経営 I こ対して実質的な土地基盤をのこ したと とを示して 

いる。カナダの開発森林に対する類似の木材業の影懐の結果、森#の92% 
が公有地 としてのこ された。カ ナ グにおける長期経営への転換は大部分公共 

活動にかかつている。 アメリカにおける大部分の林地に対して、その変化は赤 

人ならびに農民の主導にかかっている。

第1る章 アメリ カ 林業の 第一段:階一教育

アメリカ的生活活動の一部

沢山のﾡ類の、多くの源泉からの教育は、 アメリカの森林政策を発展させ 

るにあたって採用された展も特殊な、感も有効な手段でかつた。ﾡ育は政府 

の公報ならびに大統価のメ ツセージか ら国の新聞な らび に テレビジョン •七 

ッ トまでわれわれの民主主義的生活活動の全越勢 と 手段を通じて流れでてき 

た。 それはアメ リカ人の才能を政治ないし経済間題を一般化するために、そ 
してそれらの問題の原因を探求するために充分に活用 してさた。

われわれの林業教育は次のとと き 全域に及んでいる。

1. 政治的圧力を創設し、あるいは投票を得るための宣伝。

2. 林業からの利得ないし利益に関する 土地所有者の阪売 

場ホールないし森林におけ る特別の森林施業の教育

しかし、教育がアメ り 力林業にい、て顕著であつたのは最後の分野におい 

てである。

1 9 世紀における林業教育

地方的な木材不足の恐怖ならびに乱雑な森林焼却の影興は アメ り 力の新聞 

と本命前の分ﾡ的な植民地状態に表明された。独立直後、マサチュセッツ州 

は遺船証業向けマス ト と船体材を保存するために意図されたいく つかの法律 

を通過させた。今世紀の前半を通じて、森林火災と侵害を取扱つた法律が、 

しばしば、いく つかの州にめあらわれた。ジョン・クインスイ ・ アダムス大統 

領Preeident Jon Quincy Adamee は ガルフ 海岸 the qulf coaet iに 
面した土地を没収すると とによ り海用オークの係林を設定しょ う と した。 

しかしこの計画は政治的反対によ り 阻止された。州間戦争以前においては、 

林案への関心を、田家的利害の分野ないし森林政策の出発と してのべた動向 

はなかつた。国は、無制限のごと く思われた自由地と木材を所有するに余り 

に熱中した。

しかしながら、約1 8 7 0 年の初め、政府ならびに人民の森林に対する浪 

費的態度への公衆の反応があらわれた。抗議 と 変化の小川 が沢山 のさ まざま 

の源泉から発生し、湖次森林なならびにその他の天然資源についての人々の考 

え方の新しい流れを創造しはじめた。ヘイエス行政the Hayes admini 
station とおけ る 内務大臣カール・ シュルツ Carl Scnurz は、と り わけ 

レイク •スティ トにおける公有材の姿伐と焼却に関して現実的なレポー トを 

書き、そして その森林は無尽蔵ではないと 更に警告を発した。1 8 6 7年か 

ら1887年間に、7っの州が森林破抜の程度を研究し、必要な行動を推却 

するために委員会を任命した。森林の重要 性は高ま り、初めて1870 年の 

ァメリカ・センサスに登上した。 1873年にアメリカ科学抵興会 the 
American Association for the Advancement of Science は 森 

林防全法 を制定する こ とを田会と州議会に嘆願した。最初の、多くの、普通 

の找育形態は、ネブラス カ州知事モル トンCよつてアーボア ・ ディArbor 
Dayが設定された1872年に実行に入つた。1880年まで、 19の州が、 

幽を奨励するためC免秒ないし減税をおとなつた。

一岡組織化された、そして継続的性格を もつ林業教肉が、1875年に。 

けるアメ リカ林業協会the Anerican Forestry Association の創設 
と187 6年にギける農務省の林業庁a forestry Ageut in the 5。ご 

partment of Agriculture の議会によ る 承認(こより、登場した。有能 

なドイッ人山林官B.E・フエルノオ博士Dr B.E.FernoT 'こより幾年も管理 

された協会は、州森林省 State forest aepartnent、国有#ならびに 

株火災をコン トロールする法律に対 して本当の政治的運動にのりだした 2 
«の州林業協会があらわれ、会合回数、会員務集、 ならびに桜育活動に
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る州の状況についての発表をと ななつた。すくなくとも14 の州が 1895 
年まで永枝的な林業立法を採用してきた。ニュー ・ ヨークにねけるアデロン 

ダッグ備林 the Adirondaok Forest Preserve の創設ならびにペンシ 

ルヴアニアの州有林細織に対するロスロック博士 Dr. Rothrock の運ﾡ 

といつた、いくつかの例において、これらの行動は公衆の関心をﾡ起し、そ 

して林業なる も のの最初の理解を多 く の人々 cあたえた。ペシティゴのヒイ 

ンクレイならびにレイク ・スティ トにおける別の大さな山火事も、 大な人 

命の担害を伴つて、保ﾡの必要性を喚起した。

1880 年代 と1890 年代に、アメリカ 林業協会 the American po- 
restryAseooiation は2つの国家的巡動をとなつた。第一の運動は 

公有地に備林を創設するととで、 cれは189 1年の法律となつて現した。 

第 2 の運動は備林の行政 と 範囲を精査す るこどで、これは国家科学学会 the 
National Academy of 8cience による研究、クレ ブランド大統領 Pre. 
si dent olevelandcよ る備林の迫加、な らびに行政に対する 1897年 

法となつて実つた。これらは教育ならびに政治的宣伝の運動であつた。これ 

らの運動によつて多 くのアメリ カ人は林業は重要な ものである こと を知つた。

. ccに公共教育 と人気投票によ り 新しい国家 政策が明確に 形成 された。

アメリ カ林業協会は 1 9 1 1年のウィーク法 the weeke Act of 1911 
と1924 年の クラーク ・ マクナリ法 the Clarke - McNary Act とい 

ったょう に現在法令集となっている全ての主要林業法に対して積極的に遭動 

してさた。1 9 4 6年に、林業協会は、林業に関する国会と呼ばれた、森 

林資源遡 査を完成し、そして将来に対する包括的計画を提供した。それは改 

壊的施業 の州 コン トロールをも つ教育 と 協同に立脚している。

農務省の唯一の林業機関 the lone Forestry Ageut は188 6年に 

は フェル ノオ 博士 D\ Fernow,1 8 9 8年Cはギフォード ・ ビィンチョッ 

ト Gifford PinchotCより指抑された林業局 the Bureau of Fore- 
etry となつた。局のﾡ能は主に教育でかつた。 その調査と発行物のﾡ田は 

年々増加した。これらはアメ リカ林業の沢山の分野一頂要な樹木と森林の技 

術的研究、森林保護のT要性、分水ﾡと渋水に関連した森林、備林の条件一 

等にﾡる。ピィンチョットの指導のもとで、局の発表は行動計画に対してま 

すます宣伝性を発抑した。それは政策立案に役立つた。

ルーズベル トなたらびにビイ ンチョッ トの教育運動

人々の教育は今世紀の最初1 0年間におけるアメリカ林業の最も効果的な 

ものであった。そしてこれはセオ ドール ・ ルーズベル ト大統領とギフォード 

ビィンチョット山林局長により指導された。それは、強力な連邦機関を通じ 

てあらのる林業局面にける同有林の計画と国の指導に集中した政治的ﾡ育 

political education で あつた。この計画は大統ﾡメツセージといつた 

ドラマチックな遊動、知事会諾、〃木材終彿" といつた有力なス ローガン、 

宣伝パンフ レッ トなならびに保全新間に より、アメ リカ大衆に う り こんだ。

この運動は非常に 成功した。それは立法ならびに林業支出におけ る直接目 

的を述成したばかりでなく、数年のうちに、 それは"自由"の伝統 the 
"free-land"traditionから保全思想 the philoeophy of COn- 
aervation まで、アメリ カの政治的考え方を変えた。大部分のアメ リ カ大 

衆の意見は" 土地を 剝奪する 人々" への非ﾡにおいてルーズベルトに従った。 

所有よりも優先される" 森林における公衆の利害" ならびIに" 土地に対する 

責任〃 I こっいて沢山のべられた。メイ ン州の最高裁判所は、州では市民の利

を永続させるために森林の使用を コント ロールする 憲法的力 を もっている 

ことを州載会に忠告した。教育は、天然負源に対するアメリカ人の熊度を基 

本的に変えた主要な力であつた。

林楽における一般教育の仲長

特志塚により始められた教育の被波は地方の森林間題に対応して発生した多  

くの地方運動と組織を通じて拡張された。 北部カロ リナのジョセフ ・ハイド・ 

プラット JosephHydePrattcより指導された南部林業会議 the 
Southern Forestry Congreeeは1 9 1 6年に州林業部に対して運動を 

開始し、そして南部全域に直つて森林火災の保護細織を作った。北西部土地 

所有者の協同保護協会 the cooperative protectionaeeociatim of 
northwegtern laudownere は E.T.ア レンの音頭 とりで1909 年に西 

部林業および保全協会 the Wostern Forestry and Gonservation
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Association を結成した。それは防火教育および知識の交換所となった。 

この中に公共と個人ならびに全西部保全細織が参加した。

今日まで、林業の一般教育に従事した多くの、さまざまの機関が漸次地加 

してきている。47州の林業部 the forestry departmente と32の 

大学が全て一般教育にたずさわっている。それから農業普及機関の州ならび 

に郡事務所、 the state and county offices of the Agrioultu- 
ral Extension 8ervice、土壌保全校関 the soil Conservation 
Service ならびに蹴会に よ り 採用 さ れた 協同的農家 林 方法の もとにおける 

拡張野外力が存在 してい る。情報と教育は連邦山林局における特別げ務所に 

おいて取扱われる ことと なつた。こ の仕事は、 クラーク ・ マクナリ 法下の協 

同 保全支出 を合んだ、多 く の連邦支出によ り まかなわれていろ。それに加 

えて、多く の州ないし郡の林業協会、新聞の保全綱集者ならびにラ ジオ ・ テ 

レビ放送者達が彼等自身の林業プログラムか、 あるいは他のものにより提供 

された教育材料を使用して遂行している。

1 ? 5 0年に、3 7の個人的な、 非公式国家ぬ関な.らびに6 9の地方ない、 

し州の細織が一つの種類ないし別のﾡ如の林業プログラムを推進していた。 

これらのプログラムには土壌、水、植物、魚、烏、野生動物群、公固、日陰 

樹、・ 荒野 ・ 社会、労働細合、 ポーイ ・スカウ ト、生態学者な らびに森林経 

営者の多 く の地方細ﾡに関道した保全に関するﾡ礎的研究をふく んでいる。 

すべてが国家教育に集中されている。

とりわけ、最近の1 0力年においては、多く の林業局面 に関する 教育材料 

は産業的源泉からさている。木材・紙協会、 木材貿易雑誌、ならびに南部バ 

ルプ材保全協会ならびにアメリカ森林生産物産業 the southernpupwoca 
Conservation Association and American Forest products 
industriee といつた森林産業ﾡ関は唯単に会員に情報を流布しつゞける 

ばかりではなかつた。彼等は公表、新聞、ラジオよび総ての発表械関を通 

じてますます一般消費に対する材料を提供してき ている。こ の材料のあるも 

のは政治行動に影橋を及ほすために、あるいは産業的視点を防禦するために 

計画された宣伝として分知されるべさ である。しかし多く の活動が森林保全 

と樹木の成長を前進させるための私心のない努力であつた。3 0州以上の州

における地方組織は "アメ リカを縁に保て" という運動を推進している。社 

会および施用主プログラム は、永続的な木材供給と森林が生みだす給料の利 

を宣伝するために森林配災と銀行協会によ り実行されている。

森林施業における林地所有者の教育・..

林業の好ま し さ Iに関す る一般教育は、林地所有者に対する表林施築の特別 

教育によるアメリカ彼策の も とで広く神足されてさている。その初期の時代 

C、連邦林業局 the Federal Bureau of FOreetryは、所有者からの 

愛求に関して代金を前求すると となしに林地を検査し、そしてその実際的経 

営について忠告する政策を硫立した。 土地無償払、下げ団体との協同で農業ﾡ 

及機関 the Agricultural Extension Service が発足された後で、 

1914年に ニュー •ヨーク と ミ シガン両州は型村教育に対して農用林プロ 

グラムを開始した。 外延的林地を もつ大部分の他の州もcの例にしたがつた。 

1 9 2 4年のク ラーク ・ マクナア リー法は、ﾡ用を半々づつ公担する普通の 

形組で、農用林の2っの局面Cおいて州に協力を申し出た。その一つは、州 

苗園から苗木を分割するととであり、他の--つは、林地経営に当って直接勧 

告とサービスをすることでめる。この中にはしばしば無料で木材の測定する 

ことを合んでいる。 とれは相ﾡする連邦援助計画間に立派な区分をすること 

cなった。普及指導者の も とでの林業敎育は何処で終るのか。そして州山林 

官のも とでの経営サー ビスは何処で開始されるか。

表林におけ る技術的サービスない し直接勧告をおこな う 政策は、最近の遵邦 

ならびIC州プログラ ムにおいて着実に成果をあげてさている。半々の協同に 

立脚する 1 9 3 7年のノーリ スー ドオクシー法 (農用林樂助成法) the 
Norri s-Doxey Actによつて、農用林材の推定に山林官を提供し、 

もし必要ならば、販売契約をしてやったり、睹入者を見出したりしてやって 
いる。1950年の協同査林経営法 the CooperativeForeet 
Management Aot of 1950 によって、普及事業の教育的機能とは別に、 

風用林にサービスすろにあたつて全連邦援助を統一した。彼等は防火に対す 
るクラーク ・ マクナリー法の協同的手統の も と で現在遂行されている。州は 

作業員を施い、仕事を指図し、金を支払つている。連邦政府は全体的政策を 

指図し、そして総ﾡ用のﾡ当分について州に償ﾡしている。それは無料サー
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ビスであり、そして最早、ﾡ場に付履した林地に制限されていない。

連邦土壌保全局 the Federel Soile Conearvation Serviceは135 
年に農場に新しい、非府に実際的な形態の教育をもたらした。 その教育は述 

本的土壌品質、維持された肥度C対する必要性ならびに最もよ く成育され 

る作物の種類を しめす土壌図よ り は じめた。 +壌保全地域内の或農民は、彼 

の土埼型に 対す る 施業案 を入手でき る。 土培保全局はか くして12,000万 

エーカーの農用林の相談山林官らびに毎年る 5 0 0万木の樹木をﾡえるﾡ 

裁計的の指導者とたってきている。

試験植栽ならびに試験地を もつ、アメリカ山林局の1 1カ所の地方試験場 

は、小規模なら びに大規校所有者の両者に対して林業の礎知識を教えるに 

かたつてﾡ著な技術を発展させてきている。普通、農用林 a " farm 
forestry"は林分改ﾡ、収惑伐採ならびに ひんばんに収益をあげられる可 

ﾡ性の実際的な例としてﾡ営されている。テネシィ深谷当局は林業都 c資 

献しているさ まざまの公共ﾡ関を例証している。 その地域内の 1400万エ 

ーカー林地の経営を改善するため(こ、テネシィﾡ谷当局は 2 5 0 のよい伐採 

作業の事例を も ち、そして 自分自身の苗砌か ら約20000 万本の苗木を分 

配してきている。

林地におけるよい森林施業を教え、そ して 援助 しよ う とする州よび連邦 

計画は6 0 0人あるいはそれ以上の作業員を もっている。多数の州が、彼等 

の経営サービスを拡大するにあたつて連邦協同計画よ り も効果が大さかつた 

ことは第16 章においてのべられるであろ う。しばしば それは 蓄積、標的伐 

採作業、な ら びに 強度 の伐採 を保留す るとと からの税利益といつた別の州政 

策にまさこまれている。配業的林業に対する ヨ リ 良い経済的条件は約 1938 
年以来、この分野の中に新しいﾡ育的力が もちと まれてき ている。それは原 

材料の将来供給におけ る.木材消ﾡ産業の経済的関心である。おそ ら く 産業上 

mわれた1 50人の山林官達は、休地所有者への忠告に、伐採林分のしるし 

づけに、ならびに地域的造林に専門的訓練 をあたえる こ とに彼等の時間の全 

部ないし大部分をついやした。南部パルプ材保全隊会 the 8outhern 
Pulpwood Coneervation Ageociation といつた森林に関心をもつ会 

社と グループC よ り、彼等の隣人に多 く の苗木が無償で く ほられて いる。

F場合に、パルプないし木材会社の木材購入政策は、土地に立派な誓積をも 

つっている供給者に好意をせてい る。

産業林所有者の教育

1 8 9 8年の初め、連邦林業局 the Federal Bureau of Forestry 
は、時に所有者の"用で、詳細な過視と施突案の作成の伴われた、検査を通 

じて産業林所行者に教冠を提供した。この分野は貿易組合の林業活動、樹木 

設場 tree Farms の指示、*らびに配業にける相談山片官のﾡ用によ 

り大さ く 拡大されてゝた。アメ リ カ森林生産物研究所 the U.s. Forest, 
products Laboratory は、改善利用と木材工芸に対ける進歩に対して、 

1 9 1 0年に別の大さな教育的力 と して活ﾡ才るこ とになつた。沢山の新し 

い資料が、ﾡ々の製途業者の問題についての協同的研究により得られ、そし 

て記布された。紙化学研究所 the Institute of paper Chemietry 
といつた個人的に支持された研究所、 連邦研究所ならびに政百の個人工場の 

木材加工の技術過程の間に、一層完全な、一ﾡ有利な木材利用がアメリカに 

もた らされてさ た。南部松か らのパル ブ •紙生産 と いった 或例において、新 

工芸学は地方の森林杯営に大な影響を及ほしてきた。加工は市場の好転に 

より逃進化されてきた。しかし基本的に それは連続的な アメ リカ 林業段附に 

おける教育ﾡ在力の証拠である。

流業教育の独特な、興味ある形態が、 アメリカが木材生産と価格のカルテ 

ル統制を通じて森林保全を意図したA一例から発生した。これは 1933年 

の国家産業復典法 the National industrial Recovery Act 下の木 

材法の手段を通じて こ こ ろみられた。 生産制合ならびに最低の木材価格を回 

定する権力の許可は再造林に対して良い条件で伐採跡地をのこす修務づけを 

あたえた。大低の木材協会は、アメ リカ最高裁判所の掌中で国家産業復興法 

の短い終地がく るまで彼等の任務にしたがつて行動するょう努力してさた。 

それから、いくつかのグループは、終ﾡしてしまつた法の保全規定を、地 

方協会 the regional aseociationeの山i休官によつて逃行された、自 

発的教商運動に転換した。約20,。 0 0万エーカーの林地が、#業の最少面 

請をその土地処理のも と にお く ために最初の産業努力下におかれた。それは
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唯単に母樹を残存させるC とにおける と同様に、保全作業の水を上昇させ 

ただけではなかつた。その産業なならびに公衆の考え方への影ﾡの結果、機木 

農場、北西部におけ る州布林施業法の支持ならびにプジエッ ト ・サウンド 

Puget Sound における木材業者の苗ﾡをふくむその後の発展がおこなわ 

れた。

アメリカ政策の教育的局面における林業感業のウェイ ト

再眄的山林官の訓純ばギ フオード・ ビイ ンチ ョ ト aiffora pinohot と 

彼の仲間の保全計画の一部でつた。今世紀の最初の2 5年間、森林学校は 

おどろく程のﾡ合で拡まつた。1 9 5 1年に、専門学校クラスの公認学校が 

2 8 であつて、一般的訓続をあたえる学校よ りもいく つか多かった。卒業山 

林官は 1 5. 5 0 0人をこえていた。彼等は公共機関ならびに専門学校の学部 

の政員 となり、半分以上は 土地経営か ら 本材利用 な ら びに木材販売 までの# 

衆の産業局面に進出してき ている。

一般的に、これらの林業卒業生は、造林た らびに経営の類似の概念、非常 

c類似した水的の専門的サービスを もつて彼等の活動分野に入つてさ ている。

それはなお若い野門段階であり、初期の指導者の改革運動精神をもeて大き 

< 感化されている。 そのメ ンバーは林業を販売しよ う とつ とめている。cれ 

は彼等の専門的信条の一部である。

訓ﾡされた山1林官の生産高は、 過去50年の間、国の必要性と平行してき 

ている。時々、生産高は現在の必要性を超過 してき てい る。そして林業卒業 

者は製材工場、伐木キ ヤンプならびに木材小売店にいて仕事をするこ とに 

より、あるいは市民保全隊 the Civilian Coneervetion Corpe のキ 

ャンプにおける隊長と して奉仕す ろ こ とCょつて不況を克服してさた。アメ 

り 力経済の多 く の局面に耳るﾡ業の広洲な散布の結果、公衆の意見に強い影 

響をあたえてきた。それはまた個々の山林宮達を産業ならぴ9市民の指導者 

として押しだす自然的過程を増大してきている。

連続すろ事柄のるつのﾡ果がアメ り 力政策の教育的発展に関係して重大で 

ある。

1. あ らゆる 展から の訓練 を う けた山林官達は教育過和のからゆる局面にお
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いて効率的に参加してきている。山I林官が利用されていないア メリカにおけ 

る穀林地方の群は滅多,こない。

2. 相当の程度における専門的統合と専門グループにCおける意見の交換を通 

じて、山林官達はアメ リ カ政策を形成するにかたつて地味に指導権をもつて 

・ている。前面Cでない時でも、彼等は背景にかくれている。林業に関する 

大部分の重要な立法は、山林局の批判ばかりでなく、州山林官協会 the 
Aosociation of State Foreetere,紙・木材製ﾡ業者の国家組総tne 
national organizations of paper and Jumber manufactures 
等の批判をうけている。 それで全ての立法は普通、訓ﾡされた山林官により 

代表され、 あるいは彼等の意見によ り支記されている。同じようなこと が、 

地方的林業グループを もつ州誠会においても州立法にﾡして くり返えされて 

いる。

s #業歌業は、 アメリカにおける表林政策ならびに那在のプログラムにつ 

いての地方分権的行政に統一化された力を提供している。実際に、個人的士 

地断有者に影事する全ての行動は、たとえその背後の政策が田の政府にもど 

りうるとしても、 州ないしM機関によりとなわれている。さまざまの州機 

関が、小規検林から大規模な商業的所有まで、多くの個人的士地所有者達が 

しているとと く、森林活動に謬加している。行政機構は複雑であるが、しか 

し訓練された山林官達は普通そのあらのる部分においてぬ能している。彼等 

の共通的訓練と理解はギアーの像車となり、円滑に油を注入している。もち 

ゐん、個人的土地経営における連邦警察力の使用のごとく、不一致、しっと、 

ならびに激しい衝突も存在している。しかし日々の応用と森林政策の発展は 

円沼に進行して行く こ とであろ う。何故ならば、問題の全ての側に関して、 

非常に多 く の参加者達が同一の言葉をかたつているからである。アメリカの 

歌業的山#官達はその政策を作っているだけでな く、それを 操作 してい る。

他の国の経験において、 アメ リカにおける林業教育の数量とﾡ囲ないしは 

その中に反映されている国民生活の重届的小面 tne multiple facets 
に接近する ものはない。それは、公衆の考え方に及ぼすその直接的影響と森 

体保全に対する公共ないし個人の全ての局面を逆行する主要な手段であると 

いうことから、このﾡにﾡいて最も強力な林業機関である。それは全てのも
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のを国家政策に結合するセメ ントであるる。

第14章 第2段時一公有林経営

アメリカにける備体の起源

自分自身の領士の中に豊な林地を もち、 そして林業に好査をもつ多 くのョ 

ーロッバのﾡ国による州ﾡ営の実例をもって、アメ り力の人々が、保全に 

ける最初の実際的民階の一つと して公有ﾡの保存に向つたと とは板く 自然で 

かった。1 3 2 8年に、ジョン •ク ウイ ンス イ ・アグム ス大続領 Preeide- 
nt Jom Quincy Adame はアメリ カ海軍用材を確保するこ とを提案した。 

事実、約1 0 0年の間、 オークの海軍備林が政治ならびIに一般土地事務所の 

記録 General Lend Office records の中にみえかくれしてきている。 

森林を数済するための世論の動向は州間に南北ﾡ争後か らわれてきたか ら、 

多 く の公人述は広いﾡ囲に重つて同じ思想を主ﾡしてさ た。B有地における 

表片保存は1870年代にけるアメリカ休業協会 the Foroe- 
try Association の活動目的となつた。・アデロンダツク・ thoAdi- 
rondacksをを救うととの強い感情がニユー・ ヨークに、 州有林の組に対 

する座情はペンシルヴアニプに発ﾡした。公有地からき り取つた全ての州は 

索会から大き な土地認可 1arge grants of land を受けとつた。そし 

てこれらの土地のある ものからの永続的州有林の創設は誠論と動揺をﾡ起し 

た。

試会における - 自由地・党人との数年の斗いの後に、 1 8 ? 1年に、"全 

的ないし部分的に木材よび未成熱体分に ょつて ・ われた公有地の或部 

" を備林と して没収する保全協定が大統価によつて認可された。公有地は 

開放する といつたアメ り 力 の伝統からのこ の基木的 変化は割当金 によ り完述 

された。それは林業の同家政策に向う最初の決定的行動であつた。ハリッン 

大統ﾡ President Herrieon は 130 0万エーカーの備林を没収するこ 

とにより それを決定的にならしめた。

第2の具体的な段階は、(林行政に対する 1 8 ゥ 7 年の法律であった。こ 

れけは内務大臣の要請において、現存備林の完全な研究の後で、国家科学院

the National Acadomy of Sciences により提案された。科学院はま 

た2,100 エーカーの追加備林の没収を推難した。この没収はクレーブラン 

ド大統領 Preeident cleveland の行政命令により直ちになされた。

1 8 9 7年の法律は、備林政策反対の西部の動向を巻きおこした" 使用恭止" 

の期間 the period of "locking up from USE" に終止符を うつた。 

この法神は、備林は" アメ リカ市民の使用 と 必要性〃 9 奉仕すべきものでる 

ると宣言した。アメリ カ立注において初めて、この新しい法律が、国家政策 

の結合目的と して、"水流に好ましい条件" と "木材の連結的供給"とを対 

等に扱つた。それは注意深く記述された法令でかり、現在に至る崎林行政の 

渡ﾡを提供してさている。

ルーズベル トとピインチョ トの国家森林政策

セオドール・ルーズベルト TheodoreRooeevelt とギフオード •ピイ 

ンチョット Gifford Pinchotの教育的・政治的運動は林業における田家 

行動 と 指導権に 集中 されていた。彼等の計画は 2 つの主要な点をもっていろ。 

ダーの点は、崎林を流かな影ﾡをもつ大さな国家制度の中に、建設すること 

であつた。第2の点は、主要機能と して備林行政を考えて、新しい出発がで 

き、そして林業の全ての分野で指導権をと り得るよ うな国家機関を創造する 

こ とであった。

この先見の明のある 肝両 の も とで、備 林の 発展が ビイ ンチ ヨッ トの指導の 

b とで次のごと きコースをと つた。

1. 1 2. 0 0 0万エーカーまで面積の増加。反抗的国会は、西部。州に行政 

命令によ り備林を創設する大統領の権限を終地させた。しかしCの前にルー 

ズベル トはとれらの州の森林保全に 180 0万エーカーを迫加した。一方誠 

案は署名を待つて彼 の机上におかれた。

2. 国家的視点を強調して、1 9 0 5年に国有林 National Foreste 
と名称の変更。

み 190 5年にはまた、農務省に行政移管。これは政府の公有地に対する 

ﾡ度の新秩序の一部をしめしている。 それは公有地政策のスキャングル、形



式主義的な非能率的事務、ならびに内務省 the DePertment of Inter- 
ior に関連した政治的険謀を除去するととであった。それはまた林業はﾡ 

業の一部でかると との公言であり、 土接、農併法、植物ペス ト等を取扱うロ 

務省における技術と知織を も つ閉ﾡﾡ合によ る政府の新活動を支持するcと 

を意図していた。

4. 連邦行政が必要する と思われる地域における私有地の購入による、公存地以 

上のﾡ有林の拡張。とれは1911年のウィーク法 theWeeksAct of 1911c 
より 完遂 された。それは逃邦の林業政策を田有化する全てのﾡさ をょくしめ 

していた。何故ならば、 それは最終的に 4 4 の州とﾡ州に岡家山林局の行政 

単位と田有林の回を認めたか らである。

19 1 1年の議会法律家は森林を保全し、あるいは生育させる 目的で連邦 

が土地を購入する合法性を疑った。訴訟事件要領書の変換の後で、多数の人 

人は、"航行可能河川の耐航性を保全する目的" で土地を連邦が購入するこ 

とはﾡ法が認可したと考えた。しかし土地を保有している州の同意が得られ 

ることが主張された。多く の航行可能河川が州境を描切つているか ら、上 

に位置する 州(こおける 森林の破壊fこよ る 河川 の担傷 か ら 下流に位置する州を 

保護するこ とは連邦の機能である と きめられた。が邦裁判所は、軽舟、川船 

ならびに後の 運動 は" 航行"の中にふくまれるものと して解釈してさた。制 

限は田有林 と してのぞましい土地をﾡ択するにかたつて山#局の自由を激し 

く 限定すると とはなかつた。しかし農務大臣は" 航行可能河川の堤制に対し 

て" 彼の判断で必要と思われる 土地だけを購入する こ とに対して推ﾡでさ る 

接近された全州の中、ニュー ・ヨークと マサチュセツツ州だけが、他の多 く 

の州が獲得でさ る 面積 を 制限 した けれど も、林地購入に対する連邦政府のお 

加を否定する意法的権利に立脚してきた。•

国家事業と して林業を支持する アメリ カ 公衆意見の 急速な進歩が、ク ラー 

ク・マクナ り法の第6節のもとで位か1 3年後に、森林勝入政策の拡張にょ 

り示めされたいる。購入はなお航行可能河川の分水嶺に制限された。しかし 

木材の生産は、 計画の目的と して" 航行可旅河川の規制〃 と等しいゥエィ ト 

をあたえられた。この自由化は、第一次世界大戦後の林業の必要性と政策の 

議齢によ り 刺載された一般教育C貢献されるかも しれない。

国有林の随伴的拡張

多 く の実際的W会が混維している私有地の土地所有者と 土地を交換するこ 

とにより、あるいは 伐跡地 と 立木 と を交換するこ と によ り田有林を強化し拡 

大するために生じた。ウィーク法は、暗入した土地ないし木材の交換を法律 

的にみとめた。請会のいくつかの特別法が、特に、巨有林の交換をみとめた 

後、192 2年の一般変ﾡ法 the genernl Fxohange Iaw によ つて、 

農務大臣は 全森林 を対象にす るこ とがで»るょ うになつた。伐跡地 と 立木 の 

変換がそうであつたごとく、 土地と土地、 みるいは立木と立木との交換が連 

邦所有地の結 極的 拡米に 自由に採用 されてきた。

国有林のﾡ入は、フランクリン・ルーズベル ト 大統修の熱心な吏持を もつ 

て、193 0年代の初めの不況期の間、新方向をとつた。1 9 3 4年から 

1 9 3 8年まで、大統領は緊急 ・ 数済支出から絵針計5000万 ドルを森林聯 

入に都り当てた。多 く の差押え地の勝入は一ﾡの採済救済であつた。政府は、 

レイク ・スティ ト と 南部パ イナリス Southern pineries に大面ﾡの不 

モ#と第2次林を獲得した。

連邦所有地の強い印象をも つ森林所有への拡大はアメ ッ カ山林局の頑強な、 

不変的政策であつた。1 9 4 9年に、国有林は 1810 0万ェーカーとなり、 

これは州ならびにﾡ州の全林地の約4分の1 を占有していることになる。こ 

の中18600000 エーカーはウ ィーク法のも とで時入され、 そして 

5,697000 エーカーは交換に よ り獲得されたものである。残条のﾡ有林 

は公行地から主に分離されてさたものである。第2次世界外大戦の間、ならび 

cその後は、林地購入は、 土地価格と政府ﾡ済の上昇の故に、休止されて き 

ている。現在の拡大は実際に交換を通じて得られる面ﾡに制限されている。 

しかしながら、山林局は、現存国有林境界を大規校にみたすために最少目欄 

s4 0 0万エーカー*地加させよ う として、ﾡ極的な表林獲得改策に執者し 

ている。

国有林材の経営

西有林材の伸用は、公売、森林図作成、森林巡視、道際建設ならびに各施 

業ﾡにおけ る保続生産区営計画に よ りﾡ次発展させられて さ た。山株局は、
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経営開始後、ﾡ初の輸伎期ないし伐採週期の間、見積られた増加成長分より 

も、多く、或施業週期 any working circleから木材を伐探しないとい 

う政策をとつてきた。

処女林において、許容される伐採量は普通体分釜積の 1ないし10 5%と 

推定されている。森供経営に対する最大のハンディキャッ プは多数の施業週 

期の到達しがたいこ と the inaccossibility of numcrous cirocle 
でかる。ハンディキャップの一部は、順次木材の評価価位において欠担とし 

て差引かれるﾡ木道路における資木投資を招 くに充分な大 ・ さにおいて多く 

の林地を提供す ることによ り克服されている。国有林からのほ 40 億ポー 

ド・フィー トの現在の年次伐採ﾡは、も し全施業渊期が彼筆の保続生産割合 

を提出するこ とがでさ るならば、約60億フィー ト支で増加されるでかろう。 

基ﾡ道路への 10,000万 ドルの政府投ﾡは、I本局に よ り、国有林の生産 

能力の充分な利用に必須なものと見徴されている。

国有林政策の幸な局面、基本的な行政法の仲給性である。これはきまり 

きった手続からの解脱と特別の状況の建設的取扱いを認めている。ﾡ益な例 

は、将来ﾡ要にこたえ る木材保全を意図する ア ラ スカにおけるパルブ材の 50 
年契約でおる。これは明日に多くのハンディキャッ プを克服する手段であり、 

そしてアラスカのﾡ有林にパルプおよびファ イ バー生産C対する最初の、大 

規模な資本投資をもたらしてきている。

1 9 4 4年の協同保統生産法 tho Cooperative 8uetained Yield 
Aotof1?44 (公共法2 7 3 public Law ) は、木材関連席業の維持 

cさ、げられる経営地の確立と同じ伐採 ・ 利用作業下で公有な らびに私有# 

地の作業を 統合する 保続生産協定の形成に法律的根拠 を あたえた。4つの社 

会一新営地域 four community-managemont areae がこの法律のもと 

に設定されてさた。承認された唯一の協同協定が、 1 0 0年を対象期間とし 

て、ワシン トンの南オ リンピイクスに2,70,000 エー カー の公有ならびに 

私有地の結合経営を創投している。この協定は、農務大臣が決定でさるごと 

く、公有地および私有地の一様な再書積、 立木の完全利用ならびに地方社会 

における木材製ﾡを要求している。協定の当所 5力年間に設置された通加利 

用設備は、伐木1 0 0万フィート当り、森林と製材工場において、履用比率 

と2 0年長期労働者にまで増加させてきている。これは北西太平洋地区にお 

けるﾡ木キャンプと製材工場にける一般的比率の約る倍である。

内務省によ り 行政管轄がおこななわれている林地に適用される公共法第273 
条は連邦政府 の興味 かる問題をﾡ起している。政府と 私冇地所有者間の保続 

生産協定は長期間おこ なわれなくてにたらない。そしてその期間、契約した 

公有林の独占を経営者にかたえる。彼は他 の購入者の競争から 保護 されてい 

る。独占度は法律に時ﾡﾡにふくまれている。それは報府、つまり私有地の 

ょり典い森林施業から派牛される公共利益、立木のよ り一層免全な利用、原 

材料単位当り一岡名 く のW用、ならびに木材隣霊都市にならない保証等であ 

る。保ﾡ生産契約の独占的特徴は、 ほとんど表はを所有しないあるいは全く 

所有しないで、 立木を主に遺邦木材の販売から得ている西部伐木業者のグル 

ープか ら強い反対を うけてさ ていろ。協同的保統生産契約は疑いもなな く 少量

合の連邦 林地以上才ふ く んではいないであろ う。西木的 な問題 は、政府 

の68 7 0億フィー トの木材の或部分が公共法第 273条によ り求められた 

公共利益を実現するために意図された契約の もとで、鼓争 なしに 販売 される 

べさであるかど うかである。

国有#における林地経営はﾡ次一岡技術的となり、そして生産能力を増加 

+せている。改貴択伐、廃物利用 ならびに衛生伐採は現在、総木材生証高の 

約1 2%を占めている。森林植栽は毎年 50,000 エーカーを越えている。 

アメリ カ林業の般大の損害原因である病気、昆虫の害をコン トロールするに 

あたつて前進がおとなわれた。

国有林の多利用

多角資源の使用と保全は、おそらく アメリ カの固有林におけるはど非常に 

徴底的ヒ検討 され、 そして完全に発展された大規ﾡ林地は世界に存在してい 

なない。これは政策作成に参加する多くの、さまざまの経済的・政治的諾力か 

ら予定された。これらの力としては、家ﾡによる西部公有地放牧の拡大、 

分水ﾡ保護におけるﾡﾡ細織と市行政ﾡ関の積板的関心、ウ イーク法通過に

ける洪水コン ト ロールに関逃した多 く の グループのウェイ ト、ならびに西 

部大ﾡ群およびアラ スカのﾡ色熊といつた野生動物の一般的ア ビール等があ
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る。野外レクレイ ションに対する公衆の要望は、国有林と行政の創設の両者 

c関係ナる強力な因察権力の中にあらわれてさている。 さまざ まの用途の重 

羽性を各林地ごとに考量し、そしてまたそれぞれの用途を行政的細部の中に 

※するごとくかたえようとするアメリ カ山 林局の良心的努力 よ り以上iに、7 
メ リ カは政の民主主義ないし国有林行政にける地方分権をよ く 示していろ 

ものは存在したい。

約800 0万エーカーの田有林は放牧に利用でき るものとして分類されて 

おり、 600万の家ﾡ放牧月 6 million cattle-grazing monthe な 

らびに800万羊放牧月 8millioneheep-gTozinEmonthe に対し 

て分なﾡ料を提供している。

アメリカにおける約4 7,00 0万エーカーの林地は、渋水 ・削城コントロ 

ール、地上水供給たらびに地下水の再補ﾡ用の分水憐と して非常な や要性が 

おたえ らn ている。これ らの重要な分水ﾡ 20.000 万ェーカーは主に田布 

林における公有地である。デンバー市に供給している分水超のごと く T要な 

分水铛忆 っいて は、山I林局は地方住民の純粋に家廃的ﾡﾡに対しては木材と 

飼料の使用を制限 し、そして普通実行中の包括的植休叶計両を もっている。

1 9 4 0年にいては、国会は都市分水ﾡの保護のために或形館の土地占有 

からの公有地没収をﾡ可した。

国有林における レク レイ ショ ン探求者は毎年 2,6 0 0万人を超えている。 

田有林 1810 0万エーカーの中には 4, 5「0のキャンプよびビクニック 

地、2 3 6の冬スポーツ ・センター、6 5 の組物キャ ンプ、総計1400万 

エーカーの 7 8の荒野および原生林保存、および1 14,000マイ ルのハイ 

キング・ コース が在在 している。

国有林は 国の狩猟人口 の 3 0%をふくんでいる。狩猟ﾡ理は放牧行政のI 
要な部分である。そして認められた多くの分布領域には、沢山の家畜が野生 

的物に対してま ぐさ を提供する ために 減少させられて さていろ。価値かる狩 

猟動物の生息地を改良するために多 く の調査が実行さ れていろ。

内有林行政において遭溺した煙 も困ﾡな問題の一つは、ま ぐさ資源の有効 

な保存である。公有地に対ける大部分の家斎分布地域は、 没収する以前の何 

年かの間に、入会地として放牧されすぎていた。飼料は多くの長期に耳つて 

序立された家ﾡ農業の季節作業にける重票な要素でかった。その所有基建 

資源を維持する ためのこ の放牧 コ ン ト ロールには、唯川に沢山の許可者に分 

布地域と材当てたり、 料金を決定したり、そして適当な放牧季節を確定した 

りナることがふくまれるのではない。 それは分布ﾡ域を回復するために、あ 

るいは新来新に部殿を提供するために、 かるいはﾡ林生酔の隣を防止する 

ために前者の家番数の減少 を しばしば311詩 してき ている。

放牧公有地における連邦政策は、1934年のティラー放牧法 the 
Taylor arazingAct of 1934 のもとで前していつた。田有片の経 

険に立脚したこの法神にょつて、内務大臣は例存されていたい公有地から放 

な地を設定し、支 ぐさ資源に好ましい よ うに放牧地を理するﾡ限なあたえ 

られた。地方の牧畜業者の諮問部 Advigory boerds of loce1 6took- 
non は、地区の管理に意見をのべていろ。14.200万エーカーの公有地 

は、森林成長を欠いた明放地より なりたつていろティラー放牧地区に対いて 

没収されてさている。
全遠邦放牧地行政の効率的作業は、家ﾡ門休の動物頭数対少と飼料コント 

ロール (こ 対する反対 によ りH害されて ・ ている。これらの西部放牧 の維持隹 

力における前進はﾡ々 としている。行政的要求をもつ政治的干渉けしばしば 

必こなわれてきている。放牧業者への賃貸 と 販売 Iこ 向 うス テップ として国有 

放牧地を国に移ﾡするために多 く の努力 が払われて さている。

しかしながら、おそらく、多く の公有放牧地に対する連邦行政は、くっが 

えされるためには余まりに根強く なってきているように思われる。まず一例 

とあげると、最近の誠論において 西部のﾡ派関係者達は、或経済グループ 

c分水曲の統制権の移談について強く反対していると と を指摘している。沢 

山の小規模家畜業者は政府の放牧地所有 と コント ロールの方が一層安全であ 

る と感じている。放牧の問箱は、相克圧力、経験、ならびに教育を通じて、 

天然資源政策 を打 ち 出才民主主義的 プロセス の興味 か る 実例で ある。

他の連邦林

述つた省に2つの放牧行政が存在しているこ とはアメ リ カの天然資源政策 

cおける特徴的な弱点をしめしている。それは明白に、公共問題を処理する



民主主義的ﾡ程に固有のものである。これは行政城関の複でかる。それは 

しばしば、 すでにﾡ立されたﾡ織から独立なないし優先位置を来める感斗的グ 

ループの政治的圧力によってもたらされる。しばしばそれは、現存構造と効 

果的に関逃していなない立法な らびに執行ﾡ関の新人達によ りもた らされてい 

る。林地 を行政 してい る 多« の連邦峻関は当感 している。国有体の責任なも 

つ、山林局は別 として、ﾡ務省の土ﾡ保全局 the 8oil coneorvation 
Service は、500.000 エーカーの経済林をふ くむ71 50,000エー 

カーの再植民地 resettlod land を行政している。

内務省は次の 4局を通じて約2 0, 0 ロ 0 万エーカーの森林を行政していろ。 

1 インデアン局 the IndianServiceは、さまざまのﾡ刷の茶託で行 

政されている イ ンデアン保全における 160 0万エーカーの森林を行政して 

いる。

2. 国有公図局 the National Park Service は、7 0 5万エーカーの 

田有公園ならびに記念林をコン ト ロールしている。これらの地域は荒野なら 

びに風景美にさ ・げ られ、 そして或種の経済的用途から保存されている。

3 魚ならび(こ 野生動物局 the Fieh ana wildlife Service cより 

行政されているものは、部分的に木材生産を目的と して管理される 500,000 
エーカーの経済林をふ く んでいる。

4. 土地管理局 the Bureau of Land Management は 17,3.00万ェー 

カーの森林 に対して 責任 を もっている。これ らの森林の大部分は アラ スカ内 

部にうすく分布されている。 土地管理局はまた、 オレゴンよびカリフォル 

ニヤ土地許可 Land Grant を構成する西部オレゴンにおける205万ェー 

カーの高度に生産的な森林を行政している。これらの土地は国有林に隣接し、 

部分的に 混合されている。これらの土地は政治的圧力を通して、つまり一部 

は内務省が司法行政を保留すると と をほつしたが故に、また一部はオ レゴン 

が収入の分をに優先的地位を保 持しよ う と欲したが故に、鉄道認可が1918 
年に没収された時、別々の組ﾡ下におかれていた。事実、土地管理局は実質 

的に別の省で炭能している、もう一つの山林局である。

尚、未保刊公有地にと どまっている 8 0 0万エーカーの林地は 1944年 

に土地管理局下におかれた。誠会はこれらの土地か らの立木阪売を認可した。 

しかし森林経営は意図されていなかつた。

国防省に よ り管理された軍ﾡ林は生産林2 0 0 万エーカー ないし それ以上 

なふくんでいる。路査によ る節査と技術管理がおこなわれている。

テネシー深谷開発公社 The Teneesee valloyAuthority は洪水コ 

ン トaール、 レクレイショ ンならびに野生動物管理と共に木材生流を目的と 

した約る 40,000 エーカーの無済林を管理している。

速邦政府に ける森林行政ﾡ関の多様性 と それらの間におけろ効果的整合 

の不足は、 もちろん、 多くの企業にけるアメリカ民主主後の特微でみる。 

それは政治的自由に対してわわれが女払う 価格の一部で あ る。

沢山の林業校関た らびに実行省における計画は、アメリ カ人を森林 に 関心 

なもたせた一般教育の力と森林が国の問ﾡに統合される多 く の方法を反供し 

ている。型邦行政にける林業は変化をうける新しい、流動的な性格をもつ 

ている。相克する圧力が尚稼動中である。行政省の再細織に関するフーバー 

委員会は 19 5 0年に農務省における表林行政の一般的統合と土地管預の内 

務局の行政的ﾡ能 the adminietrative functions of InterioT'B 
Bureau of Land Management の農業への特別移譲を推西した。内務省 

は、新局において、あるいは天然資源のグルービィングにおいて、その統制 

下での畑似の統合を主唱した。

アメ リカにおける州有林所有

第一に、公有地の保存に よ り、第二に、勝入に よ り、おこなわれた連邦有 

林の拡大は、国有林 と国有公園の連い拡張とかな り平行されてとなわれて 

きている。多 く の地方的影器と状況は国有林創設における国家保全の動向と 

一諸になってさている。ニ ユー ヨーク は 1 8 8 5年にアデロ ンダック保存林 

herAdirondacl:Preeorve を獲得することを開始し、その後、3る7 
の州有の隣入をはじめた。ペンシルヴア ニアでは、同じ頃、 州行林細総に 

のりだした。そして現在、 1736000 エーカーで、 州の6%を占めてい 

る。190 0年に森林回復といつた先見の明める計面*、 州における激しい 

ゆ扱ならびにﾡ却地をわねらつて、実行した。多くの不毛地は松地方の未納税 

名簿から取り去られ、変換と購入によつて統合され、永純的国行林に改変さ
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れた。ミ シガンは州有林 3,800,000 エーカーを もつて、全州を リードし 

ている。植林が190 4年以来実行されてきており、 そして225.000- 
- カー が再利用 された。

州有林面ﾡで第2位の ネソタは、 さまざまの目的を もつ公有地認可と北 

部地方における税金未納地か ら2.。 1 1000 エーカーを集めた。迫邦地区 

可は南ダコク、 モンクナならびにオレゴン といつた西部の州有林の出発と 

つた。これらは、 立法により永久的州有林としてﾡ存された林地とﾡ有供に 

分放されている州分区の変換を通じて、しばしば硫立された。このﾡの建設 

的交換に よ り、南西部オ リ ン ピッ クスCヘムロツクと シルバー ・ ファーの繁 

茂している200000 エー カーの林地 を ワ シント ンは獲得した。ワシント 

ン州ではこの林地を"点1生産保続林" と名づけた。 そしてそのゆ探は、型 

在成長量にまで制限されると とを命令した。

巡邦機関は、 土地統合、協同的保全ﾡ関ならびに沢山の実際における損業 

局面を通じて国有林の創設と保全杯営を強力に支持して きている。19る5 
年のフルマアー法 The Fulmer Act は国有林の大を積極的に指向して 

いた。この法律により、 逃邦費用を満足される標的下で設定される州有林を 

驟得する費用の半分に当てる こ とが規定された。しかし連邦大蔵省から州有 

林の購入に現金を流用するととは、因会費用委員会 congreseional 
appropriation commnittee ないし連邦予算の面か ら 賛成 されなかった。 

実際には、提案された貨幣援助はにぎりつぶされた。

1 9 4 9年に州有林は 10,514,000 エーカーを超えた。大部分経済林 

から保存された州有公園は、 5 0 0万エーカーを超えている。これらの面的 

は、将来の管ﾡ規程なしに販売ないし処分 される州有林地 を ふ く んでいない。 

現在の政策 ドこ おいて、州有林 は国の永久的 • 公有林業財産 the permane- 
nt,public forestry estate の一部である。

多< の例において、 州有林経営はアメ り 力の森林政策に顕著な地方的強館 

点ないし方向をつけ加えていろ。 アデロ ンダツク保存林は入口ﾡ宙なニュー ・ 

ヨークにおける" 野外保全"C対する強いﾡ要に応じて創設された。ミ シガ 

ン州有林ならびにその植林計画は、松不毛地の生産性を高めるためにおこな 

われた。州指導性の近に対ける実例の一つは、 テラムーク・バァン the

Tillanook Burn (第1 6会照) を回復するためのオレゴン州のてゝ 

みである。

郡・ 自治団体有林 County and Community Forests.
1949 年に、 アメリ カにけ る3250 の郡 ・ 市有林は総計4.560,000 

ェーカーである。これ らの森林は或他の 目的に対して よ りもレクレイション 

に対して一層広 く情用されている。しかし それば総ての社会 ・ 経済的生活の 

中の一部である。これらの地域的林地は、多く の都市分水都、学校林、配金 

は、狩猟保存林ならびに主と して木材・ 燃材用林地をふく んでいる。=ュー ・ 

ョーク、ニューイング ト ンの町有林は 300 年以上 も 町 (こよ り 簣理 されて き 

ている。しげしば、ニュー ・ イ ングラ ン ドの貧弱な農場は隣接林地をふくむ 

まで拡大されてきている。 そして林業はﾡ織の経営活動となつた。北東部丘 

陵地農場の放棄、未納科地の推積、道路と学校を限界的家窟に提供する困甦 

性の全てが地方の土地問題の実際的解決と して町有林を設定するととに貢献 

してさている。そして多くの場合、町有林は/ョーロッパの自治団体有林 

tho communal foreete のごとく、自治団体の収入の主要湎泉となって 

さていろ。

大低のアメリカ州は、立法、州有苗岡からの苗木の無料配布、ならびに経 

営における技術扱助を通じて、 自治団体有林を助成してきている。ウイスコ 

ンスイン州は居住ないし耕作地を地域区分するために権能賦与条令;こ権蚊を 

あたえた。いく つかの方法で州によ り補助金を得た郡有林は経済における直 

接地animmediate place を非農業地として分ﾡされた多くの地域に提 

供した。195 0年に、ウィス コンス イ ンは居住地から 505万エーカー以 

上を地域分けし、郡有林2 。 0万エーカー以上を創設した。これらの森林の 

あるものは、州に相当の所得を返して きていた。

地域に対する多くの、さまざまのサービスに加えて、 アメリカの自治団体 

有供は巨大な教育的影柄を及ほしてさ ている。それ ら は主(こ 自治団体有林の 

欧接学校であ り、これらの学校での教育は州ならびに国有林間題の理解を助 

けてさている。
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第15章 第る段階-公共と個人の協同

アメリ カ林業のﾡ初の段階における協同

本において使用される散同 cooporaticn と は地上において特別の結果 

をうるための合同活動を意味する。それは、公校関と土地所有者により、 

いく つかの公共歳関に より、あ ろいはﾡ人的な土地所行グループとの協同で 

いくつやの公共械関により おこなわれる。全ての参加者は貨W、用役、ある 

いは土地の提供によつて具体的価値をもっている ものを提供する。よい例は、 

六体保全費用の分割ないしﾡ林に対して土地と労働を提供する農民達に公共 

苗ﾡから苗木を提供するこ とである。人々は、 さまざまの方法で協同する。 

しかし林致策における重要な協同は地上における特別の結果に典中されて 

いる。それは専制国家においては君主 monarch ないしポリトブロPoli- 
tbur。 Cよ り命令されるかも しれなかつ た ものをおこなわせる手段である。 

結果獲得のこの一般的なアメリカのやり方は、 なにかをおとなう場合、公共 

の関心が高まつた直後、林業に他きかけた。よい例は、"1878年の木材排 

作法the Timber Culture Act である。これはプレリーthe prairies 
の8分の 1 にﾡ林をと こ ろみ る 或市民に そこ におけ る公有地 1 60エーカー 

を提供した。運動はさ らに進展した。 1 9 0 5年まで、いくつかの州は、州 

苗願において育樹政策にの りだした。そして農用ﾡならびに連ﾡ帯の植林に 

対して無慣ないし僅かの位段で農民述C苗木を記布した。一方、林来道邦局 

は、無償の技術援助を林求における援助を希望した小規模林地所有者に提供 

した。局はまた、詳細な施業案の準備にあたつて木材の紙会社と協同した。 

この費用の大部分は私有地における、よ り良い森林経営を確立するよ うなこ 

れらの方法についや さ れた。

森林ﾡ営における述邦一州協同の開始

建設的な林業計両を発ﾡするにあたつて、 州を援助しようとするギフォー 

ド・ ピンチョッ トの政策に より、 190 8年に山林局の中に州協同事番所 

an office of state Cooperation が設立された。 そして191 1年 

に、州と個人有地と協同させる林業政策な強 く 指向する 明瞭な宣言が国会に 

ょり*こ なわれた。ウイーク法は基木的に購入によ る国有林の拡大を企図し 

た。しかし国家指導者の洞見は、 アメリカ林業におそらく強い影響をもって 

いる別の規定を合併するために誠会のﾡ心を利用した。この法律の第2条に 

ょって、航行可能河川の分水格を火災から防ぐにあたつて、州と協同するこ 

とを農務大臣が可能とたるために 200.000 ドルを割当てた。大臣は、ま 

た、彼が賢明と思うよ うな冬件で"航行可能河川の分水ﾡにそつた或ﾡ人有 

いし州有地の防火料ﾡの細ﾡ化と縦持 "に関して州との協同を規定する権 

能をあたえ られた。" 防火細織に対して法律によつて提供されなかつた "協 

同を受けとつた州もなく、 あるいは同じ目的で支出よ り も大きい額で協同を 

うけてきた州もない。

州の俣全組織への 重視 は斬政策の中心点であった。19 11年に、僕か11 
の州が第2炎下のもとで協同を認めた。連邦の金の手段を使用して、ウ4一 

ク法によって、山林局は合理的な防火細織のパターンに立脚して 3 5以上の 

州に林業部 foreetry depertmenteを発展させる仕事にのりだした。 

"協同"は新しい、 そして力強い意味をもった。

第一次世界大戦後の協同政策の回題 と ﾡ開

ウィーク法によ り 始められた協同政策の政治的力に、第一次世果大戦後、 

大きな試ﾡをうけた。"未完成な林業事業" the unfinished forestry 
bueineee の積ﾡ的回願が1 9 2 0年から 1 9 2 4年までになされた。そ 

れけは大部分、 州有ならびに個人有地の8 0%の林地について何をなすべ»かの 

の問題であつた。この回顯は戰争中の木材不足により、価格上昇により生じ 

た ・木材側厳" の再生した恐怖iに より、な らびにギフォー ド ・ ピンチョ ッ ト 

の熱心ﾡ請 と 個人的伐採方法に対す る 迪邦規制への議会支持に よりもたら 

された。192 1年の山林局カッパーﾡ告 capper Report は森林破ﾡに 

っいて詳細に記述されていた。カッ パー 上院 議員 に よ り 国会に細介さ れたい 

・ つかの法案は各州ないし各地域の伐採作業ﾡ化に関する農務大臣の決意 

と必要ならば迎邦の警察力によっての遂行を提案した。これらの法案の一っ 

は、州間商業をコン ト ロールナるこ と を国会の憲法上の力に、も う一つは、
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伐採への課税ならびに も し規定された森林作業が実行されたならば税の大配 

分を免ずるﾡ税理ﾡに依存している。

連邦期制への反対がスネル法案 the enel Bi1] となつてあらわれた。 

この法案は森林火災ならびに破壊的作採をコ ン トロールする州約像の発展と 

遂行に あたって州に 財政援助 と 包括的な協同計画 を 提供 した。ここcは2つ 

の基本的問題が存在していた。

1. 立法け、 州ならびに私有林におけるﾡ著担害源として森林火災の防火 

c、あるいは改壊的伐採作業を叩止する計画にﾡ中されるべきか。

2. 政府は、 州に対して具体的行動をのとして、協同と教育に専念すべき 

か。あるいは州が結果を得るに失敗した場所に直ﾡ的な法律の局行をこころ 

みるべさか。

アメリ カ上院議院の特別委民会は 1 ? 2 3年に田中を旅行した。 オレゴン 

の上院議員 マクナ りを団長とする この委員会は森林破ﾡの2 つの主要な原因 

として火災と税金に政府は集中すると と、 そして直接規制をこころみないこ 

とを推薦した。しかしそれけ全州有林と個人有林の保存ををsく ひまでその 

協同を拡大されるべさである。鈴争は 1 9 2 4年のク ラーク •マクナリ法に 

よ りﾡ着いた。Cの立法はウィーク法でのべられた協同的保存政策をﾡ実に 

した。つまり全林地なならびに伐跡地まで拡大し、そして〃州の保存組雑にし 

たがつて、その監督の も と で" 森林所有者に よ り 使用 さ れた金をsく ひまで 

協同 している 州の正当な 費用 支出 を拡大 した。私有体地所有者はかく て協同 

チームの中にもちとまれた。こ の法律の別の重ﾡな特徴は各州にいてE当 

である条件はなんであろかを決定するために農務大臣にあたえた任意決定ﾡ 

である。これは積々の州の状況に対して協同政策が適合されるょ うにしてい 

る。 .

州ならびに私有地における協同防火の前

姐康的保全が、クラーク ・マクナリ法の発布以来、 ﾡ次、 州なならびに私有 

林地にまで拡大されてさている。 1949年には、 47州のる5,700万エ 

ーカー、 つまり保全を必要とする全地域の8 4%にまでになつている。協同 

政策の年次費用は 28,242,382 ドルであ り、平均してエーカー当 り 8 

ン ト以下■であった。総計約 ,000,000 ドルがク ラーク ・ マクナ リー法下 

で納当てられた。 17200.000 ドルが協同州に より支出された。 そして 

2,100,000 ドルは、" 州の監督のも と で〃 個人的に支出 された。そして 

ここから本法の支払勘定日 によ り用けられた。つまり、総費用の6 8% 
が現在、州なならびに個人の協同者によ り負担されている。1 9 4 5年から 

1 9 4 9年に至る年次ロスは保護された地域の0. 7 2%でかった。クラーク・ 

マクナリ法下で当初2 0 5万ドルの年次公認が1 9 4 9年には9 0 0万ドル 

cまで試会によ り増加された。 そして1955年には2.00 0万ドルまで迫

続的に旭加されるべきであろう。一般的企業のﾡてのタ ィブの所有を統合し 

ているﾡ極的な森林政策として、2 5年間に直つておとなわれたクラーク・ 

マク ナリ 注の行政に匹敵される も のけ世界に例をみない。

この阳同政策の成功に対しては、立法それ自伏より も、行政方法の方が一 

層の責任をもつている。彼等は法律文字よ り も法律の精神と目的に、ならび 

に永純的保全細織撤の創設に中心をいてさた。最良の結果の一つは、伐跡地 

の処分、防火設備ならぴに林内での使用を禁じた季節といった局面における 

州保全立法の連続的強化である。。前抑制・ならびに。抑制技術'、緑械 

化設情の発展、ならびに 州間に おけ る 経験 と 考え方の交換において連続的発 

展がおこなわれて さ た。創造的行政は協同的保全政策を効率的にアメリ カの 

連邦政治構造に適合させてきた。

行政にみられる 傾向 としては、州において一 瀨完全な形で協同的保全作業 

が実行されて さていることである。ウィ ーク法下で最初雇われた監視員 

wardene と森林誓ﾡ隊員はﾡ邦に所属した人々であつた。全野外活動は州 

細ﾡによ り現在、創遊され、支払われ、そして監督されている。連邦協同は、 

基本的に、計画、予算、ならびに政策の回顧、一般的な、およびサンブル・ 

プロッ ト視察、 ならびに州支出の償還 (ある限度内の) に存在している。行 

改における州の強化位置が全協同的林業計画に対してと られている。 それは 

アメリ カの全森林ﾡ策にける所新的であるが要な変化の一部である。

森林病茵に対する協同保全

木材のﾡ際的ロスに関ﾡして、 アメ り 力の森林政策におけるﾡも頂大な不



足は、破壊的な森林病虫を コ ン トロールする有効な方法と手段の欠除してい 

ることである。1947年の国家ﾡ害コントロール法 theNationalPet 
control.Act以前にいては、森林火災に対応してのク ラーク ・ マクナリ 

法のととく、これらの病害に対応する永続的立法は確立されななかつたし、お 

るいは緊急事態に対内十る支出を認めた立法もななかつた。一殺の烽用法のも 

とで、民虫ならびにﾡ物ﾡ疫局 the Bureau of Fntomology and plert 
Quarant inet或井知のﾡ地的病際なもちこむﾡ会のかるﾡ物ならびに ﾡ物 

材料のﾡ入をﾡ止している。一定の民虫学的、ﾡ理学的調査ﾡ用によつて、 

農務省は最も近要た問題 (こだけおくれないですんだ。しかしながら、しばし 

ば或森林地方ないし別の地方において強力に み らわれた新しい敵と抗争する 

準備不足 を生じた。デンドロク トナス ・バーク ・ ビー ト ル the Dendroot- 
onue bark beet1e、チエストナット •ブライト cheetnut blight、 

ホワイ ト ・パイン・ブライスター・ ラス ト wmhite pine blister rust: 
らびにスプルス・バアドウオムepruce budworm といつた一 連の旗防は ア 

メリカの森林と風景樹林をおびやかした。普通、守大な破壊によって行勒を 

とる必要性があるととがわかつた後で、資金が割当てられ、紐様がたてられ、 

そして技術的なコ ン ト ロール方法が完成されてきた。1 9 50年に、山#局 

は病虫害ならびに風害からの森林枯担を 10190 0万立方フィー ト と推定 

した。これは推定年次成長の8%弱である。この枯担は胸高5インチな60 
にそれ以上の樹木にいて、 表林火災からの推定年次ロスの2倍以上である。

問題は森林火災よ り一層緩雑である。病関流行の勃発のおそれの速みやか 

な発見一層困難である。それぞれの動植物は有効な コン トロール方法を決 

定するにあたって新しい生物学上の問題を提供する。D D T を空中 よ り撤布 

するといった或技術はﾡﾡtueeook なcらびにス プルス ・バア ドウオム 

spruce budWormの大ﾡ模ななコントロールにとりやけ有効であつた (もし 

正常な割合から エピデミ イ クﾡ合まで流行の位置と周期が正ﾡに知られてい 

るならば)。全部が森保全の1票な局面に対応するために調査、野外情報 

な らびに訓ﾡされた人々 の逆備 の 重要性を中純に 強調 してい る。

森林病歯 コン ト ロール計画は時に消邦なならびに私有地ないし州有地の派合さ 

れた所有地にまで拡大されてきている。普通、ﾡ蘭対抗方法に関する探察の 

仕事と調査ならびに コ ン トロール計画の組織は農務省における エキスパー ト 

cより*こなわれてきている。この事業に融資する一般的な立パクーンは、連 

邦機関によ り提供された野外費用の一部ならびに全部をもって、協同でおと 

なわれてきている。州はしばしば資金ないし人間を提供してきている。bし 

私有地の包括的地域が含まれているならば、野外作業費用の合理的な一部を、 

それらの所有者、と り わけ大規模所有者から獲得する努力をしてき ている。 

1921 年に パイン・バーグ・ ビー ト ル pine bark beetlee のエビデミ 

ィクな発生に直面した時、オレゴン州では、州により承 出され、命令された 

細総的コン ト ロール計画 (こふ く まれた林地所有者はコント ロール作業費用の 

比例的分担分を失払う こ とを要請する法律を制定した。この法律は 1950 
年な らびに1 9 5 1年にけるス プルス ・バア ドウ オ ム 駆除の空中撤布の財 

政にあたつて も 適応 された。類似の法律が、的備手段として1951年にワ 

シントン州によ り 制定 された。

保全斗争の協同的融資は一定の方式にしたがつてはさていない。連邦政府 

は普通は土地所有者としての分担分より も一層多い額を支払ってきている。 

しかし協同的方法はかかる危城を処理するにあたつて慣習となって»ている。 

これは 1 9 4 7年の森林ﾡ歯コン ト ロール法 the Foreet Peet Cont- 
rol Aot により 確定された。これはこの分野における最初の国家政策声明 

文であつた。この法律は、州、地州の政府と私有林所布者との協同によりあ 

るいは独立的に所有に関係な く 全森林におけ る破壊的昆虫と病ﾡの初めの、 

潜在的ないし緊急的発生を防止、延期、コントロールならびに駆除すること 

を規定している。農務大臣は、或機関 との協同あるいは独立して、 かかる病 

茵を処理する ために無償援助をあたえられている。しかし" 大臣が要請でさ 

るょうc"、仕事へのか ゝる 貢献がな される まで、州有ないし私有地でおC 
なわれるコントロール作業はない、議会は、時に必要と決定される森林病菌 

コント ロール に対して 或一 定金額 を 割当てる 権限があ たえ られている。これ 

は、農務大臣にそれぞれの条件下における費用利当をのこして、非常に広い、 

そして弾力的な田家政策の声明文である。



苗木の協同的分配

アメリ カの林業特別委員会は、国は 10,000 万エー カーの不毛林地 N 愛 

却農場をふく む一方、僅か 36,000 エーカーが年々 植林されている。こ ・ 

に直接的な、そして特別な援助の分野があつた。委用会の推薦に立脚して、 

クラーク・マクナリ法(1924) の第4条によつて、勝務省は、不毛ない 

し森林のない農地に森林、防風林、ﾡﾡ林ならびに農用林を設定する目的で 

の種子ならびに苗木の調達、生産ならびに分配 においてさま ざまの州と協同 

する権限をあたえ られた。或州において支出された金額は同じ会計年の間に 

おいて同じ 目的での州支出 を超過する ことができない。

こ の種の協同に対する最初の公蹬経費は年当 り 僅かに 100,000 ドルで 

あった。そしてこれは間もなく 州の育苗作業の急速な期校増大において無損 

しうる項目となつた。1949 年において、公認経費は年当 り100万ドル 

まで増大された。そして1 9 5 3年の会計年度においてはさ らに 2 0 5万ド 

ルまで増加された。農場に対する苗木分配制限は除去された。一方州有林苗 

・は 7 4 カ所に増大し、年に 30.70 0万本の苗木を生産した。1949年 

c、32力所の苗ﾡが連邦ﾡ関により、 1ろ力所の苗価が私有林所有者によ 

り維持された。1945年から1949年に至る5力年間に、 1144,000 
エーカーが植林されていた。その 3分の2の前木が州におけ る 生産から供給 

された。迎え水式統済政策と して、 ク ラーク ・ マクナ リ法の第 4 条は顕著に 

成功してきている。

協同はアメ り 力の森林政策に一ﾡ的に存在している。

本章はアメ リ カ の政策におい て最も 明白な形態だけについて 指摘しよう と 

してき ていた。具体的行動ないし精神のいずれかにおける協同は、アメリカ 

林業のあらのる部分を?らいている。協同は林業教育に充満し、そして時 
に、その一部となっている。それは全ての州ならびに連邦関係に、ならびに 

公有・私有経営の実際的な仕事の中に見出されている。"協同はマクナッ 
- •マクスウイ ニイ 法the Monary - Mceweeney Aot 一林業調査の田家 

ﾡ章一の全ての条項にからわれている。協同は全く の 混合物 を順酔 させる fit 
母であり、そして保全に おけ る或局面の国家事業においておそ らく最もアメ 

リ カ的の ものである。

第16章 州森林政策における成長

州林業における初期の事業

森林焼却のコン ト ロ -ルな らびに基礎的保全の組織づけのための一級的努 

力にそうて、 アメ リ カ の州林業における 初期の事 薬には沢山の も 

のがある。 全州の状況を支配した州有林の行政は公有林から切り分 

けられた。=ユーョーク な らびにペンシルヴアニアでは州有林の購入に関心が 

集的された。ミ シガンでは ・ 税役収を通じて国により獲得された伐跡地から 

の州有林の創設に、ウィス コンス イ ンでは居住地から不毛地を区分わけし、 

その大部分を郡有林County foreet C変更するととに関心をしめしてい 

た。保全に対する初期の熱狂さにいて、 5つの州が、母掛の残存 (ルイ ジ 

アナおよびニユーハンプシア) ないし松伐採における直径制限(ネバダ、ニ 

ュー・メキシコおよびアイダホ) を立法化することを計画した。とれらの法 

律は公共の支持を得られなかつたととと、実行費用の不足とによって、間も 

なく死文となつた。 1911 年のウィーク 法の も とで始められた森林火災防 

止における 連邦の協同政策は 州の森林政策を統合 させ、共通的目的に集中さ 

せること を助けた。

森林保全への強翻

森林保全は、第一次世界大戦後に生じた私有林の連邦規制,こ閲する論争、 

全田にIるマクナ り上院委員会の公聴会と誠命、東部ならびに南部諸州にお 

ける第2次生林の価位上昇、ならびに各州がそれぞれの条件と政治的構池に 

通した永久的保全組線を作るととを援助しよ う とするウィーク法の考え方の 

も と での山林局の不断の努力に よ って刺戟された。森林火災のコン トロール 

ならびに組微的保全の普及に対する法令の制定は、クラーク ・ マクナリ法の 

通過後 2 0年の間、中心的位武 を しめて いた。クラーク ・マクナリ 政策のち 

とで、拡大された費用と十分な協同は、保全組ﾡを作りあげるととを助け、 

そしてそれぞれの州の立法と支出を刺彼した。

国家政策における州の影H増大
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アメリ カの森林政策の最初の局面は強烈に国家主校的でめあつた。それは国有 

林の創設と逆邦局の活動に集された。 1 9 2 4年のク ラーク ・ マクナリ法と 

関連を もつていると思われる第2の局面は、 州の力と影響とを強く利用した。 

州森林政策は旅会により採用された。一連の協同計画から、州 •連邦の松計莅 

金規ﾡの拡大から、そして彼等自身の林業計画、とりわけ私冇林に一層良い夏 

林施業を促進するにあたって、多 く の州によ り と られた進取的行動から強力に 

拡大され、 そして生長してきている。

保全を取扱 う 協同的林計画、苗木の分記ならびに林地所有者への教育ない 

し、管理扱助のもとで、風準的手続きは州の位置を強化した。市民と土地所有 

者との全ての関係は、 州事務官により、 州立法のもとで逃行されている。洲山 

林官は土地における全ての突際的作業をコントロールし、 指図している。洲山 

林官協会the Association of State Foresters の国家的問題における 

技術的・政治的力の増大は、連邦協同の好ましい雰囲気下で、州の力の増大し 

ているととをしめしている。 .

私有地における森林計画

フランクリン •ルーズヴェル ト の第 2番目の期間にHって、山林局は私有林 

地の経営改善運動を開始 した。1 ? 3 7年の農家林業法the Farm Forost- 
ryAct of 1937 によつて、逃邦協同は農用林地の経営について直接的な振 

助をあたえるととになつた。1 938年に、 大統価の読会に、森林間題に関す 

る改策と行動計画を質間した。大統価は、"全林地にける広い公共の関心と 

同様に適当に私有地を保護するよ う な公共的コ ン トロール" をふく ひ調査を要 

前した。上院議員バンク ヒー ドを長とする合同国会委員会The J.oint con- 
greseionnal committee は公聴会を開き、そして私有地(こ箝ける破壊:力 

伐採をやめさせる行動に公共の注意を集中 させた。木材収穫方法の連邦規制は 

上院議員バンク ヒー ドICよ り紹介された法案の中に提突された。

私有林所有者に よ る 不ﾡ足な木材育成作業に関す る国家的関心が多« の地方 

的経済能勢によ り 増大 された。沢山のパルプおよび紙工場は 19:0年から 

1 ? 4 0年まで南部にﾡ設された。そして南部の松パルプ用材需要は公逃に増 

大した。ググラス・フアの第2次林の伐採は、西部海岸の木材生産が不況後、 

数量的に増大するにっれて、ﾡ大ﾡ大きさに到達した。招済的・政治的影響 

cょって、 州の注意は、 私布地、とりわけ小規模林地における森林事悩にそ 

そがれた。改ﾡ的伐採作業の州コントロールが広く滋論された。そして時に 

連邦規制を先ずる最 も有効な手段と して唱導された。

多くの州林業部many state forestry departmente は、部分的に連 

邦扱助により支持された合同計画をとえて、突ﾡ的に、 森林所有者にまで年 

営サービスを増大させた。各郡の農場山林官a farm forester はいくつ 

かの州版図の目標である。多くの州では、林地を生産的ならしめるために計 

画された地方的勘誘と コ ント ロールを もって一般的タ イ プのﾡ育と野外指導 

を足してしている。私有地の一ﾡ良い経営は、森林火災防止が 2 0 年前そ 

うであつたごと く、1952 年に、州林業の最も活動的な、拡張的分野とな 

って きてい る。それは民主主義的バターンにおいて根底から発歴されている 

そして多« の新しい考え方をためし、そして私有林経営に接近していっている。

い く つかの州は、 アーカ ンソーな らびに南カ ロ リ ナにおけるご と< 低費 

用で伐採材をしるし付けすることにより、森林所有者へ一層有効的な個別サ 

ービスを提供してき ている。阪売材 に対するサンプル契約ならびに購入者り 

ストが取付けられている。 ニュー・ ジャスイでは小規校森林所有者のため

無ので、ﾡ樹、 しるしづけ、 ならびに伐採計画をやってやっている。"フア 

クタ" factore とよばれる公認された木材業者はしるしづけ られた立木を 

駅売する こ と、な らびに良い生育条件に森林をのこすように伐採を監督する 

ことを勧告されている。彼等は、 州山林官により量認されている手数料を所 

有者にﾡしていろ。

私有地に向わせる州政策におけ る積極的な発展の一つは、林業省の監督下 

で記述した。伐採作業に自発的に応ずる所布者に立木税の延期をみとめてい 

ることである。 10の州が、 1950年にとの種の法律を制定していた。= 

ュー •ハン ブシ ャ 州は伐採時 まで全所有者の木材税を 延期 し、規定された伐 

採方法に同意している経営者に 5 0 %の減税をみとめた。

地方林業部Local Foreetry Boarde
より良い私有林の経営を策する アメ リ カ州の政策における興味ある傾向は、



地方地区に対する伐採規則を起草する林業部の創設である。州政策のこの行 

政方法は、森林改を田止する国家政策を実施するスカンジナビアのIない 

し自治団体にならっている。 マサチュセッッ州では、 母樹林の選択に対して 

う け入れられる樹種をふく んで、 全州の森林経営規則を画策する単一のﾡを 

もつている。カリ フォルニアでは州の主要森林地方に対応して4つの地区を 

もつている。ニユハンブシア州では郡の区分に応 じて 8 つの地区を もってい 

る。1941年のメリランド法によって、州森林および公園委員会は地区林 

業部を認命し得た。地区は郡グループに立脚されている。1 9 4 6年の=ュ 

・ ヨークの法律によって、2 0森林区に州の分区a division of the 
state を命令した。この分区ののおのにはﾡの主席監督官により認合さ 

れた森林施業部a Forest practice Doardが存在している。また州森 

林施業部a State FOrest practice Boardが存在している。これは地 

区部the district boarde からの代者と州会State inetitutions 
からの数名の職権上良8ovoral ox-offici。 membere より構成されて 

いる

全ての林業部が代制度である。すべての例において、若干のメンバーが 

地方の森林所有者か ら、しばしば地方農民共済組合支部ないし他の農業機 网 

から通出されている。 州山林官th。 atate Foreeter は常に代表されて 

いる。政地区部で採用された森林施業規則は州山林局ないし保全部Ooneer- 
vation department の長により承認されなくてはならない。カリフォオル 

ニアにおいては、彼等は関係地区における私有林面積のる分の2の所有者の 

票に よ り 承認されな くてはならない。

ァメ ッ カにおける発展の現段階においては、林業部は主に教育的である。 

林業部は(1) 地方の森林所有者と州の技術的代表者を結合に対して、(2) 地 

方的経験と市場に立脚した林業の実際的手段の公式化に対して、 (3) 隣人 

の受諾の影響とウェイ トの受与に対してすぐれた計画である。一つの州、メ 

り ラ ン ド州は州の明白な立法的背景を もって、森林繕営における地方自治地 

区部機関まで作っている。メリラン ド州の部の支配は立法によつて逃行され 

ている。そ して法律の立意性けはメ リ ラ ン ド法廷によ り 支持されてきている。

地区森林施業規則Dietrict forost practice ruesは、 1945年 

ICカリフオルニアにより創始されている。営葉と発表において、それらの規 

則は法律的力を もっているよ う C思われた。 州山林官による登録が全ての経 

済的伐木作業と地区の規則に応じての週期的監数を要求している。しかしな 

がら、最初に、 規則の有効性は公衆と産業部門の意見の圧力によっている。 

違反に対する法制的刑罰は存在していない。しし1951 年の修正によつ 

て、許可なしの伐木をﾡ詞となし、そして州山林官は不従順経営者の認可を 

中止たいし取消すこ とが出来るよ う になつた。教育と公共意見の力とによる 

政策とそれから法制的コン トロールへのﾡ進政策は、森林規制への民主主義 

的アプローチの興味ある実例である。

=ュー・ ヨークの地区権業法は森林所有者と地区部district boar- 
aa 間の自発的な協同的協定により有効となつた。彼自身の林地に林業の地 

区基準を適用しよう とする所有者は、 全部無料で木材評価、経営面、市場 

出荷サービス、ならびに市場 附 荷計画、植栽計画をうけとっている。1944 
年から 1 9 5 0年末期まで、 278 8のそれぞれの所有者が940000エー 

カーの表林を協同契約のもとにおかれた。 1950年に、402万本以上の 

苗木が州苗国から分配され、そ して協同地に植栽されていた。

マサチュセッツ州の私有林経営政策は、その採用 においては個人の 自由に 

かせられた林業の義務教育に依存している。歴年40000 フィート以上 

の木材を伐採しよう とする全ての表林所有者は州へ前もつて報告しなたければ 

ならない。州山林局の山ﾡ官は林地を検討し、森林施業の標準法をとの特定 

ﾡ域に通用すべき方法を所有者に忠告する。その後、所有者は自分の考える 

ごとく施業するととは自由である。強制的勧告組織は普通、土地所有者、木 

材伐採人な らびに州山林官をしつか り と一 体にさせ、か< てそれは有効な教 

育方法である。

破壊的伐採に対する特別法令統制

私布株経営改善のために、5 つの州が最近木材伐捉の特別最底統制を設定 

した。1940年以来10力年を経過して、 これらの法令は禁止法令8unP- 
tuary 1aws により" 直接行助 " を 復活 させた。これは 20〜30 年前に 

いくつかの州でこころみたものであつた。 1943年に、ミネソタ州では木
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材俊採における最底直径を立法的に定めた。 つまりバルサム スプルス ジ 

ャック ・パインならびにタマラツクは6 イ ンチ、 ホワイ トパイ ンないしノル 

ゥェィパィン、バーチ、 マップルならびにオークに対しては10インテであ 

る。1944年に、 ミシシッピ州では、松たいし広業樹製材を伐探、ないし 

海軍用松脂の採取の際 に、損傷しないでのとされるべき樹木の最産の数ない 

し寸法を規定した。1948年にヴアジニブ州では、ロブ ロリ：loblolly 
ないしショートリーフ •パイ ンが全森林の5 0 %ないしそれ以上を 占めてい 

る表林に*いて伐木作業をとなう場合、パイ ン母樹は残存されるべきとと 

を命令した。しかしその法令は、路督T部boarde of aupervigorsが同 
意する国へのその通用を制限するこ とにより林業にける地方自治権をﾡ国 

した。 ァジニア・パィン国の大部分は母樹の地方的実行を承認した。ヴァ 

ジニアの法律により、成森林所有者達は州山林官の うけ入れる 自身の2者択 

一的計画にしなが ら こ とを権威づけ られた。

オレゴン (194 1) とワシントン (1 945) の森林保全法the Fore- 
st congervationActe は、国家産業復興法the National induat- 
rial Recovery Act 下で19る 5年は木材産業により 自発的に採用さ 

れた木材法the Lmbor cod。 の遺物である。これ らの法律は、北西部に 

3ける沢山のパイ ンな らびにファー木材業者が短命であつたNRA法の保全 

条項を支持し、そして最高裁判所が親の法律を抹殺した後、 自由意志で保 

全条項を遵守してきたが故に、 州政治において実現されるようになつた。超 

微化された森林労勘 も また政治的支持を この法律に あたえた。両法令と も 伐 

木業 の地方保全委員会忆 よ り 起草さ れた 法令規則か ら最底の伐採要求を採択 

した。ポンデローサア・パイ ン森林に対する法的規定によつて、 ググラス・ 

ファ林分については直径 1 8 イ ンチ以下の木をまた、母樹林地域においては 

経済的林分書積の5%をのとすととが定められた。経営者は、 もし州山林官 

が法の要求に合致する再造林の結果を伴 う ことに満足されるならば、ﾡ択的 

伐採ならびに 自分自身の植林計画にしたが うととができる。

随体的な正と法律の支持によって、オレゴンと ワシン ト ン州は 1952年 

c、フメ リカ において城 も 激しい私有林経営の法的規制を制定 した。全ての 

経済的伐木業者は毎年前もつて州山林官から許可を得な く てはならない。表 

林経営者は、(1) 土地を再ﾡ法積するために債券をあたえるとと ないし、 

(2) ニーカー当り8ドルの詞金を州にあたえるととにより、保全法に途反し 

て伐木 してきたこ とが発見さ れた土地を回復できる。法律を局行させろため 

C債歩と土地当り刑罰を誤してきた。ワシントン法令は私有財関権の不当な 

侵書として、しいたげられた伐木業者により攻撃された。しかしこの法令は、 

州の警察力の適当な実行と して州ならびに因の最高扱判所により支持された。

紫止法の成功が森林規定の実際的励行においてミ シシッビー、オレゴン、 

ならびにワシン トン州の法令を制定することになったとしても、それらの法 

令は一種の教育として偉大な力をもっているように思われる。伐木を許可さ 

せるプロセス、法律の審議を公ﾡさせるプロセス、法廷を通じてザ性*受ケ 

するプロセス等々は、多 くの林地所有者に全てのこ とを知らせる有力な方法 

である。自己の興味を開発する ことにより林地を林業に前進させるにウた? 

て、法律による林業と刺戟、税金ないしその他の手段による林業と比佼す。 

方法を知る こ とは興味ある こと であろう。

石炭採掘地の回復
5つの他の州は、 採掘の跡にのこされたスポイル ・バンクないし肩針1. 

iingに植物を再び生長させる ことc対して私有財密ﾡの突行®的グ 

風 の原則を適用した。これらの州は、ウエスト・ヴアジ=ア州(1237. 
アチ州(1 9 4 1)、イリノイス州 (194る)、ペンル®アッニ州C1945な らびにオク 

ィオ州(1947) である。これらの全ての法神にﾡける基本的要求は、ﾡ 

掘後の、一定期間に、土とか砂利の山を許される範囲までならし、 そして放 

牧のために芝植えされ、あるいは揺種され、 あるいはﾡ林されるにとである。 

番通、 エーカー当り特定量に対する回復債券。rogtorat1onbcnd, を、 

採掘部可が発行さ れる 的に、州山林官ないし他の指定機関に提出されな く て 

はならない。一定期間内 に剝奪 した地域の地ならし と再依生を保証ある 債券 

ないしその額は没収されるであろ う。そして復旧の仕事は州の機関によりお 

こなわれるであろう。たとえば、イ ンデアナの法令では、 州の承認する程度 

までの再造林を保証するために、それぞれの採掘願について、 エーカー当り 

2 5 ドルの債券を要求している。その法令はまた同一の経営者によ り残され
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た古い採掘地のﾡ進的植林を要求している。2.30 0万本の樹木が1 9 50 
年以前にインデイアナ州で、採掘土の岡に植林された。オハイオ州の法律で 

は、地ならし、再植生をふくむ復旧の全局面に対してエーカー当り。5ドル 

の供託を規定している。

オレゴン州に対ける テラムーク T1ュlamook 火災の復旧

地方森林と土地利用問題に対処するにあたつて州が指導をとつている多く 

の実例が存在している。たとえば、ウイスコンスインと ミ ネソク州の田園

区分法があげられる。別の例と してテラ ムーク火災跡地を再植林するオレ 

ゴン州の事業があげられる。1 ? 3 3年から 1 9 4 5年まで発生したるつの 

大火災に ょり、 オレゴン州のテラ ムーク郡の海栄地帯の処女林は灰じんにﾡ 

した。300,000 エーカー以上の森林が山火中に一度ないし再度あった。 

そして明白に天然更新の希望のない、信じがたい修どの山火事障害地域とな 

った。林業部the board of Forestry は州の義務として、困難な、費用 

のかかる 復興の仕事を 実行 した。この地域における州所有林は倒人有林から 

の目発的贈与ならびに郡から の 未納税没収地からの流渡,こより拡大され、こ 

れは1949 年に、火災跡地の8 4 %が州有林にふく まれるまでつづいた。

1 ? 4 5年における最後の大火災の後、 将来の保全 な ら び に再植林計画 

が知事任命の特別委日会により策定された。1 947年の立法によつて、冽 

において伐倒された全木材に対して1000フィ ート当り5 % の伐採税を課し 

た。その収入は、森林調査、枝条伐択、森林火災の危険減少、 弱歯類動物 

の扱、ならびに手動器および飛行ﾡによる直接的播種方法等にさ ・げられ 

た。1948年に、公共投票によつて、州が、 "オレゴン森林復興なならびに 

再造林" に対して、約1000万 ドルの資金を だす こ とが決定された。

1951 年、強度の作業が約 18000 エーカーの火災跡地には どこされ

た。

今日まで、 その計画はるつの段階にﾡっている。つまり、

1. 全 死材を除去する廃物利用伐木作業。 2. 接近道路ならびに200 
から2.000フィート の広 さの" 枝条無料廊下 " Snag-freo corridors 
の土地によ る 全汎的火災 コン ト ロールの拡張。
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3. 播種役における塚歯研解の撤布。両者とも飛行棺で描布されている。蔽 

地においては、掃和ないし苗木植ﾡが手でおとなわれている。かくて空中ﾡ 

私によ り低地位地エーカー当 り1 ポンド のダクラス ・ファ稲子の3分の 1 を播 

ﾡしてきている。約2.5 0 0 フィー トの高度において、 エーカー当り それぞ 

れ4分の1ポンドのダクラス ・ファーとノーブル・ ファ 種子を 屈する こ と 

が提案されている。テ ラ ムークの復興は工学的保全における最大の人間事業 

である と考え られる。

東北部州間森林火災保護同盟

少なく と も森林保護の或局面にける州間協同の意義ある可能性が1949 
年における議会法an act of CongrosG (第8 1国会、第1会期、公共法 

第129条)により 開かれた。それは 1947 年間におけるメ イ ン州の政拠 

的火災からの多額の金のかゝ つた教訓によ って 得た ものである。この法律は 

2 ないしそれ以上のニュー •イングランド州 と ニューヨーク 州によ る 東北部 

州關森林火災保護同盟を権威づけた。こ れは カ ナ ダの隣接地方に よるお加。 

認めている。同盟の目的は、組織的ブランにより、適当な防火作業の維持に 

ょり、そ して火急時に おける 相互援助 によ り 効果的な防火をおこなう こ とで 

ある。

法律によ り創設された東東北部森林火災保護委員会the Northeastorn 
Foregr Fire protection Commigionは州山林官ならびにそれぞれの参 

加州からの2人の代表から構成されている。委員会は、森林火災状況、防火 

方法、参加州における防火作業を検討し、 州議会および知事に勧告をとな 

い、火災からの地域的保護計画を策定し、 そして危根にそなえることである。

それぞれの7 つのアメ リ カ州が同盟に参加してき ている。委員会が形成さ 

れ、そしてその仕事は以前の地方山林官アル ・ エム ・ エバンスR.M. Evans 
のもとで開始されてきている。

アメリ カ森林政策における州の役割

1924年以来、州の ウエイト と 力は憲法の政治的観念にそう て、アメリ 

力の森林政策を連合してきている。林業問題の公共的行政は、かなりの程度



まで、農業、公共道路、 なならびに他の広い国家間題に関ﾡするパターンにし 

たがつている。連合表林政策の中心は、 クラーク ・マクナリ法により設定さ 

nれたうつの協同、つまり森林火災コントロール、苗木の配布、ならびに休地 

所有者に対す る教育とサービスである。 州有お よ び私有林地に森林を維持 さ 

せるとれらる つの方法のおのおのは州の能力を造かに超えた連邦扱助を もっ 

て開始されたととは重大である。一方、 1951年には、 州と個人支出の合 

計が実質的に全ての範財において連邦費用を こ えた。たとえば州と他人有校 

を火災から保護するにあたって支出された約2 8.242.000 ドルの中、 

6 8 %は地方給源からでていろる。 1951 年の州古画におけ る30700万 

本の苗木生産の費用中、 85.000 ドルの連邦扱助は無視しうる程度である。

州の関心と行功によるアメ ッ カ政策の運合化は、 1 ? 0 5年以陸の田家的 

刺城以来、林業の外部拡大" th。 " outwara epreed "の一記である。 

州は 3 つの基木既に立脚 して強力に行動してき ているだけではない。州は地 

方条件ならびに資力豊かた地方指導権に対応 して、それぞれの森林政策を と 
つてきている。私有林地によ り 艮い森林 施業を 実行させる ための邦の多様た 

立法と考え方の存在が、頭若な実例である。これらの地方的動向とプログレ 

スは核分裂 の連鎖反応 の よ うに限りなく進行していくであろう。それはァメ 

リカの国民が自分自身の必要性に対しての経験と 自分自身の問題に対する 

任の承認により、アメ リカ国民をして森林愛好的にならしめるプロセスの全 

てである。この仰大な民主主義的力は、アメリカ の森林政策の コース を 形成 

ナるにあたつて最 も強力な要因 となりつつある。

第17章 アメリカ合衆国における私有林経営

産業林は村の店から開始された

投年もの間、アメリカ合衆国の産業林は、 実際には村の木工場にﾡ定され 

た。「"自由材” の魅力は、一層大きな木材工場に移動災用をあたえた。し 

かし沢山の小さい作業は、幾世代を家族所有と工場所有の 6 とで適当な生童 

をつづける安定した総となった。アメ リ カ合衆田の東半部における沢山の 

これらの安定した小規模産は しばし ば同一林地から の繰り返し伐採により 

自分自身の林地ないし隣接林地から木材を供治した。多くの場合、木材を供 

裕する 経営者建ならびに木材成採人逹は、 大なり小なり、粗雑な、普通の種知 

の林会を実行してきている。それは普通、林分の質を低下させてさた。しか 

し土地を立派な生産状況に保ち、そして幾年 もの間、木材と工場服用に提供 

してさている。ここにアメ リ カ における産業林のスタートが見られる。東北 

部州においては、ﾡ究林は、相対的に低い火災危険度により、そしてすぐれ 

た樹木、 ホワイト ・パインの熱心な天然括種により大いに援助された。ホワ 

イ ト •パインの植林は、ニュー ヨーク、ペンシルヴアニア、ならびにニュー

ィングランドの林業にいて地方製材工場、 m工場、 ならびに木工店の供捨 

c対して開地された。

パルプ ・ 紙産業における森林経営

木材加工の規枚の反対の端に、時に、ﾡﾡの費用のかかる、牧雄な工場が 

あ6われた。紙工場は 1 8 8 0年以降大量に木材を原料に使用した。話工場 

は、 立地改参、水源、電力ならびに特殊の建物と援械への大きた投資の故に

みやかに木材をかとい、 そして木材にまで手をのばすととができない。経 

済規模の単一パルプエ毋への投資は、1 00万ドルである。原料は1日当り 

100コー ドからそれ以上要求される。 木材供裕は、これらの費用のかかる 

工ﾡを償却するに必要な操業期間の間ﾡ保されな く てはならない。かかろ企

茶の資本構造の保証は、普通、 そかれ早かれ、同じ所有者ないし統制下で 

林地の予備貯蔵を要求している。大規模の産業林は今世紀の終りのアメリカ 

の特徴を画した。

い く つかの例に*いて、配業林における この田心は林地所有をパルプ生産 

c*ける計画拡張と 均衛する こ とを指向させた。北部ニューヨーク における、 

いく つかの紙会社は、ス プルスに対する保続生産叶計画を作るためにアメ リ カ 

合衆因のﾡ初の専門的山林官達を履用 した。北西太平洋岸地区の或会社は新 

バルプエ場を支持するために一層多 く の森林を獲得しただけでなく して、ス 

プルス、コッ トンウッ ドならびにパルプ用樹種の試験植栽を開始した。

かなり の程度まで、パルプ、紙産業が森林計画と地な営にいて初期の
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指導を とってきた。これは、産業の動態的性格、紙 •パルプ生産物消費の激 

しい増加、ならびにパルプ・ 紙工場の逃続的な設備費用増加からきている。 

投資拡大 と 市場拡張 9 よつて、紙製造業は こ の仕事 (こと つて林業の必要性が 

大きいこ とを認める よ うになつた。

第一次世界大戦後における産業林の発展 ・

処女林の連続的消耗のいくつかの結果は、第一次世界大戦の終結まで、産 

発林に好ま しい経済ﾡ境を作りだすために充分な力を集めてさた。これはと 

りわけ東部州においてﾡ著であった。木材多量生産の主要地域は 1920年 

の終りの1 0カ年間に西部森林に移動した。東部州における林ﾡに対する鼓 

争的開始は、 遺距離の製材工場からの輸送費用により創設された。木材生産 

のセンターはる 0年前後で変化 してきている。そして185 0年以来各変化 

は、 センターを最大の消費地から造か述く に位置させるととになつた。木材 

フロン トの後退一北、 南ならびに西一はアメ リカの有効な輸送細様と木材産 

業の鼓争的構造に より良く 映写された。しか しパナ マ運河を通って65 0 0 
マィル、鉄逆によ り大陸状断3 000 マイルの大量の普通材 の給積みにより、 

森林消耗の堆理的無点を克服 した。

ァメ リ カ上院のマクナリ委員会は、 1 9 2 34Eに、 国によりﾡ要された約 

¥分の木材は、 ミ シシッ ピイ州の東方ならびにオハイ オ州とポト マック河の 

北部の1 6州において消費されたと語つた。この地方消費の僅か5分の1は、 

生産の家庭源か らさている。残余は、 1000ボート・フィート当り16ド 

ルからそれ以上の輸送典で南部および西部工場から出荷された。そ して委員 

会は、これらの州内で生産された全部の商業樹種はとと20年内に、すくな 

く と も価値額でる倍になつたと とを知つた。委員全の報告では"東部州にお 

ける400 0億フィートの第2次成長材は、 ﾡは劣悪であるけれども、その 

位置の故に、最も 価値ある森林である" とのべてい る。一般木材市場に出荷 

された東部第2林の政量は今世紀の当初1 0カ年間堅実に増加した。問東面 

の旧工場地域にける南部パイ ンの再生は、 その数量の故に特別重要であっ 

た。19 50年迄、南部で製造されたパイン材の半分は第2次成林丸太から 

さている。これら の再成長林 は 14当り 50位フィー ト以上、つまり アメリ 

カにおける全針葉樹材の 1 7 %を生産してさた。相当の木材数量がまた- 

ー イン グランド、 アリゲニズならびにレィク ・スティ トの一部における若い 

森林か ら生産された。

・木材炭鉱" から。森林作物"へのアメ リ カ 森林経済の転換は、1930 
年の終る 1 0年間に開始されたように思われる。原生立木の伐採はなお幾年 

もの間進行されて きた。多くの製材工場は見捨てられ、そして事業から退去 

された。しかしながら、偶然に成長した森林作物からの木材は、多くの地方 

的、ならびに特定市場に対してと同様に、国の一般市場に対して重要な木材 

供給源となった。産業林に向う小手く らべならびにスタートは北東部州の第 

2次ホワイ ト ・パイ ンにおいて多 く の相違点を もつてあら われた。間U伐的丸 

太生産における実験がい く つかの南部パイ ン経営者により なされて さ ている。 

南部な らびにレイク ・ステイ ト cおけ る 2. 3.の大規模森林所有者は技術的山 

林宮を地用し、そして長期に亘る森林計画を計画した。豊富な原生林の存在 

cよ り立木価を低く させている極西部the Far woet cおいてすら、数多 

のパィ ンならびIにファー会社は、伐跡地についての真面目な研究をおとない 

防火を準価し、そして若木を保護し、 あるいは母樹木を残存するために伐木 

作業を修正した。

調査ならびに工芸学の産業林への影秒

木材利用 技術における 調査 と 進歩は、しばしば産業林事業の発展に重良な 

ウエイトを もって さている。191 8年のク ロ ケッ ト火災the 0109ot 
rire の後、木材繊維化ならぴに加工板製造の新プロセスははこやな卷なら 

びにその他の雑木を使用する新産業を創設した。北東部 ミ ネソク州における 

株業は、新しいﾡ済的益盤をあたえた。調査ならびに工芸学の興味あるチェ 

ンは、普成長した南部パインが実際に消浅した1 930年以後、南部パイナ 

リスth。 8outhern pineriee に木材パルプならびにフイバアー産業を 

もたらした。 1909年に、 メウエデンのクラフト紙の製造工場がアメリカ 

にもちこまれ、そして南部において稼動しはじめた。1930年まで、アメ 

リカ森林生産物研究所にいて、ハーテ イ博士Dr,Hortyと他の旅業化学者 

により 全南部パイ ン材を新聞紙な ら びに多 く の他のク イ プの紙に加工し、そ
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してレイヨン といつた生施物製造向け溶解パル プに加工する技術が発及させ 

られた。同じ頃、 192 84のマク ナリー マクスウイニイ 法the McNary- 
Mcgweeney Act のもと で開始された政府の森林調査はディープ・ サウス 

tne doey 8outh における決大な面積に互る再成育パイ ン森林の存在を明 

らかにし始めた。1 ? 5 14迫、5 0以上の新工場が木材パルプの南部にお 

ける生産を国全休の生配量の半分にまで高めた。およそ1 0位ドルほどの工 

場投済を もつ、この新しい南部強笑は原料を成長する森林に依存している。

全森林地帯において、 普通の木材品目を もつて開始されている或工場は、 

時々副産物を追加してさている。処理工が、建てられ、蒸溜のためにレト 

ルト・ヴエニア州皮に旋ﾡ、 木材フロアの製遣に歳枝がそれぞれ作られ、そ 

してパルプエ場が製材工場屈によつてﾡ業された。工場の指加投ﾡならびに 

立木の一施有利な加工9 よ り企業は、所有者が彼の設備を投げすてる こ とが 

でさ る西部移動し得る状況に とどまると とができ なかった。それは木材供給 

と完全た製造工場に対する古い位溟の可能性を発展させる一后良い事業授資 

となるかもしれない。こういつた方法において、 木材工芸の進歩は具体的に 

アメリ カにおける函笑の森林経営化へのﾡ展を助成 してきた。

第 2 次世界戰争に関連 した経済変化

第2次世界戦争とそのﾡ備の6 力年間は、爆弾製造用の多量の紙 ・木材バ 

ルプ、合板、ボールならぴに坑等と共に、 アメリカの森林から約2.150億 

フィー トの木材を生産 した。次次年における家庭建築に対する誓積されたﾡ要 

紙消ﾡの増加、 ならびに一般的な躍業の拡大により、アメリカが曲て経展し 

た森林生産物の量。活ﾡな市場にまで拡大された。全立木はとの1 0年間缶 

位額にいてすく なく と62倍と なった。 木材利用における新工芸術プラス 

森林生産物に対するﾡ要は、田において生育した全ての樹ﾡに価値をあたえ 

た。立木店の一般的増加の結果、あらゆる森林地帯の第 2 次生林が経済的に 

利用可能となつた。 それは、一般に若い、経済 的に利用できない森林な 

ら びに G 近素材生産 した林地まで商取引の対象となるよ う になつた。産業林 

への領向の最も顕著な証ﾡは木材生育林地の広な購入である。若い樹林と 

それを生産する林地は、産案投資に とつて 証要な分野 となつて きてい る。

森林生産物製造における統合

森林直業における別の重要な変化は、 さまざまの経営者間における、そし 

て関連工ﾡにおける一ﾡ営下の双方における、いく つかの生産物製造のﾡ 

合である。この統合は、 工芸技術なならびに産業加工技術の進歩と原料として 

のいずれかの形態における木材価ﾡの上昇からき ている。相違する城造業者 

間の良い統合の例は、廃材を パルプないし ファイ バーエ場に出荷するに便利 

な形態への変換に対 し て、木材 と合桁工場における沢山のチッ ブエ場の設置 

であ る。ウイ ラメ ッテ. ヴア レ イ the wi l1lamette Valley Cおける或チ 

ップエ場は、多くの小規校製材工場から厚板、整理庭材ならびに端木を購入 

し、それか らコロン ビア川上をバルプエ場に船づみされるチップに加工して 

いる。全府材を チップに加工でき る製材工場における丸太ﾡ区器の設置はと 

の忍の統合の-っの局面である。

北西太平洋岸地域に現在共通のこ とは、限界製材丸太を利用し、そして低 

彼の合板、パルプ材、電柱材ならびに飾り棚の加工に対してビーラー・プロ 

ック peeler blocks を使用する こ と を拒否するために枝条を再素材生産す 

ることである。ポール とかパルプ材等に利用する ための古い生長林分の前伐 

木prelogging と、それらの木が主作業により粉細される前に実行するこ 

とも、また西部林業の一つの作業である。めるバルプならびにファイバーエ 

場は現在、その主な木材供給源を同一地方の別の工場により 普程された麻材、 

残存木および低級材にも とめている。

関連プロセスによる同一組織にょ る様々 の木材生産物の製造は増加 しつ つ 

あり、そして第2形態の統合をしめしている。かかる企業は、しばしば他の 

エ堀の廃材から木材、合板な らびに或形態のファイ バー副産物を生産してい 

る。勿論、その組合せは、原料ならびに利用でさる市場に関道して無限の多 

様性をもっている。箱、カスケッ ト、家具等の製造に対する木工所が、しば 

しば合まれている。樹皮をファイバー、 タンニンないし肥料に加工すること 

は、いく つかの場所にいて こ ゝろみられてきている。

如何なる形態であれ、生産物ならびに原料の統合y向う森林產業の傾向は、 

ﾡ済的林業にとつて重要である。 それは樹木を一ﾡ多く利用し、 そしてール 

多くの金に変えているのである。それは、 木材を需要する設崎に全体的投資
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となさしめ、それ故、連続的木材供給を生産するための経が的刺較を増加し 

ている。座業林経営の拡張は、直接、 木材利用直業の資本増加と製造過型の 

多様性増大に関連をもつている。 工芸技術はその心ﾡである。工場ならびに 

市場における工芸技術が指導権をにぎり、森林におけ る経営が これにし たが 

っているにちがいない。

産業の樹木農場1nduetrial Tree Farme
樹木農場 treefarm とは、1941 年に西部ワ シント ン州における大規 

模伐木生産された、再成長林にあたえられた名称である。所有者は植林と集 

約的な保護方法とを もって、長期 (こ直る木材生産を計画した。この名称は、 

山火事を保護するにあたつて、良い地方的公共関係と協同を促進するために 

あたえ られたのである。

樹木農場は良い森林経営の一般的定義となつた。この考え方は、地方なら 

びに国の北西部太平洋岸地域森林産業および他の産業グループの保全委員会 

the Conservation committee of pacific Northweetern Forest 
Induetries and other industry gToup.により促進された。樹木ﾡ 

場証明書は後援ﾡ関によ り、森林経営において資格を そつ森林所有者ならび 

に永久的に土地を木材生産にむけよ う とする森林所有者にあたえられた。樹 

木農場は 1 9 52年に34州にまで、そして国の全ての重要森林地域にまで 

拡大されてきた。この約2.7 0 0万エーカーの彼等の土地は沢山の農用林な 

ふくんでいるが、しかしﾡ著にﾡ業的である。それは、保続生産経営下にあ 

る、あるいはその方向に指向している大規校の木材ならびにパルプ会社有代 

をふくんでいる。多く の他の樹木農場は、保護 と 短 少レベルの造林の も とで 

造林ないし再蓄積されている。しかし全ての樹木ﾡ場は、窓装飾に対する2、 

3の乱用を除いて、森林と して林地(こ永久的関心をあらわしている。

もちろん、樹木関毋動向は一部分宜伝である。これは破壊的経営に対する 

多 ( の公衆ならびに官庁当局からの連続的批判、 3よび私有体の連邦期御に 

対するの一次世界大ﾡ以来の再三再四の要求に対しての森体ﾡ業による回希 

である。しかしこの動向はまた産業自体における、そしてこういつた考え方 

がと られている森林地域内にける教育的力である。微木農竭標準の設定、 

伊人財産の調査および報告、実行される ものの検査とデモンス トレイション、 

実例の力は単なる木材伐採から良い森林経営への産業の内部変化をたすけて 

いる。

小規模林業への産業的援助

木材価格の上昇と木材依存投資の地増加によつて、杯営者が将来の供給を期 

待する地域に木材を育成十ると と が良い産業政策という こ とになつた。1950 
年以来の/部における木材パルプ産業の急速な発展は、南部州における防火 

と苗木生産のﾡ大に政治的影響を及した。沢山の個別的な紙、 らびに木 
材会社は近隣の林地に良い林業を樹立する教育的運動を実行してきている。 

これらは新間亢伝、パンフレツト、原場デエイ、森林におけるデモンストレ 

ィション、 木材供給者に対する無償サービス、ならびに苗木の無料"布をふ 

くんでいる。北西部における或会社は、第2次林分からのパルプ材調達にお 

いて、体地に良いス トクをのとす林地所行者からだけﾡ入する政策を発表 

してきている。沢山の、大なり 小な り の積極的努力がこの方向においてなさ 

れて さ ている。

バルプ生産者の強力なグループが1 9 3 9年に南部パル材保全協会を描 

成した。それは、職業訓練コース、旅行展示、デモンス トレイ ション、なら 

びに歯木の記布により地方的な教育計画を織持している。森林産業によ りe 
資され、後扱された、明 日の樹木tree for tomorrow はウィ スコンスイ 

ン州において類似の仕事をおとなっている。アメ リカ森林生産物産業の国家 

計面the national program of American Forest products In- 
dustries は、樹木農場、ならびに良く 経営された林地のための集約的な州 

堀補を通じて、小規模林地(こー暦すぐれた林業を確立する方法と手段に大部 

分県中されている。配業的に雇用された山林官数の地増加は、他の人々により 

所有された土地に、供給地の林業を促進した。この発展は、経済的思考にお 

ける意後ある傾向、とりわけ伐採し、他の場所に移動するといつた初期の木 

材哲学からの離脱を示している。



国家政策の一つの局面と しての私的経営

アメ リ カにおける私有林経営の実際の領囲を評価するこ とは困難である。

1 9 5 0年に、 アメ リカ林学会te 8ociety of American Foreeters 
は産業林育成忆おける ・スタート・ の計算を計画し、 そして製材、パルプ会 

社、鉄道路、鉱山ならびに水および電力会社の間に或形態のﾡ林ないし再» 

林の例 2 8 8 をみいだした。1 ? 4 5年に、 アメリ カ山林局の調査は次のこ 

と く 報じている。123 40Q 000 エーカ ーの歳用 林 farm woodlands o ・ 
ち、4%が"良いならびにョリ良い"俊採をあとない、 28%が:"かなりA 
い〃 feir○伐採をかとなつている。 34 40Q 000 エーカーの木材産業林 

1umber industry foreste のうち、 25%が"良いへならびにョリ良 林太。 

あり、27%は "かなり良いへ"であつた。14 50Q 000 エーカー○ルブ会社有 

のりち、 33%は"良いへならびにヨリ良W"経営であり、 49%は"かならA 
W"であつた。129,700000ーカーの "その他の"森林ならびに非品用 

○うち5%は "良いならびにョ り良い" ほ営であり、 30 %は 〃かなり 良い. 

のもので あつた。

“かなり良い,伐採 fair cutting とは、のざましい、市場需要のお。 

樹種の立木需積 を合理的な は ど林地に維持させる伐採作業の開始をしめ 

全私有林地のうち、 3 6%は正当ならびにそれ以上と山林局はのべている

1 9 4 9年に、2 5 人の州山林官は 2300 0万エーカーの私有林地上。 

フアメ リカ林業組合the American Forestry Aeeociation に報告 卜 

この報告書によ る と、私有林地の?%は- 集紫約的 ・ 経営であり、2 7% 
・堀放的・ 林策であるこ とがしめされている。担放経営extenaive 
gement も、・少なくともかなり良いゆ採fair cutting ならびにかな 

り良い山林火災コ ントロール" を意味している。非農用林地は、 る%が集持 

的であり、2 2% が粗放的である最下位の状況であった。農用林farn 
reets は、5%が単約的、 22%が担放的であり、や、平均的に良かっ、 

函業的ﾡ営induetrial oparationsは22%が集約的でめり、40%5 
損放的経営であった。

田著な事実ば、今世紀の第2番目の4分の1世紀の間、私有林格営はアメ 

り 力において大 さ な発展をと げた とい う こと である。このP向は、 不拠町的 

であった。それは全私有林の 7 6%を構成する、それぞれ 5.0 O 0 エーカー 

以下の42 5万の小規校所有においてはそれほ ど ではなかった。多く の大規 

検所有も同様に、 土地の将来にほとんど四心をもたず、一時的な、変動しっ 

つある基盤の上で操業されていろ。それにもかゝわらず、私有林経営への全

的顔勢は印象的である。良 く管理された林地は別と して、1 9 5 2年Iに場 

ける 林業の経済的 状況か ら発展している多く の反応が将米のプログレスに対 

して作用している。その - *つは、林地価格の上昇である。他の一つは、森林 

加工工場への投資地加でる。木材加工ならびに 製造工加設備 と 工塢に投資 

された総資本は、1 ? 4 9年に 7 0億 ドル以上、つまり国の林地エーカー当 

り 1 5 ドルの額と推定されている。この大きな経済構造の維持 と 安全性は、 

連統的な木材生産に依存している。

私有林経営の発展は、かくてアメリ カの森林政策における重要なェレン 

卜とつて»ている。 それはアメリ カ 杼済の技術的能力 と 推進力 の最小の木 

材生産にむかつている。

第18章 森 林調査

アメ リカ 政策の主要局面

調査は、公共ならびに私有林の各部分における量の故だけでなく ァ . 
力(こおける主要段階の一つと して考え られている。調査はそれ自』試して 

・ていない。それは立法構造の中にいて慎重に計画され、提供され こ 

てﾡﾡ調査費用 は、連邦権能賦与条令 下で、 1949年に総許。5ず。5。 

ドルであつた。約1200万 ドル以上の金が州な らびに私的機関に fc が支 

された。その約 3分の 1 は、迪邦調査 と 関速ないし協同 された。樹ネマど 

さらC機木利用における無数の問題に関する調査は、われわれの周囲の/[ 

に対する 特徴的な アメ リ カ 的 接近法である。それは"ヨリ大さい、 ぞし 
り良い" ものに対するわれわれの熱中の一部である。そしてそれ> j



林業を、と りわけ木材利用分野において即著にならしめてきている。

森林生産物に おけ る 調査への強調

今世紀の変 り 目における指導者の保全にける先見の明は、 木材と木材利 

用に関する調査を造体における調査と結合させると とにおけるより も一層鮮 

明に示めされなかつた。木材構造、ﾡ械的性質、ならびに木材保全の研究 

連邦林業局the Federal Bureau of Forestry により、 森林状況に間 

する調査計画と倒々の樹木の成長所求 と 同時に関始された。アメリ カ表林生 

座物研究所は 1910 年にウ イスニンスインのマジソ ンに設立された。その 

仕事の多くは、アメ リカ 材の基礎的な 接械的性質と 同じ«、 進木的な木材科 

学を取扱つて きた。その多 くは、また 産業的 プロセス と有利な森林利用への 

直接的応用を考えてきている。研究所は多くの強じんな、抵抗力のある材に 

対してﾡﾡ燥技術を研究した。研究所は、パルプエ場がて利用して来なか 

つたような多く の和類のパル プ生産高 と品質のも のを作つた。そして多くの 

方面で、この産業に対して新しいﾡ会を開いた。

技術的問題が、しばしば、 木材利用製造業者なないし協会により研究所にも 

ちこまれてきた。その仕事の多くは夜林生座物産業と協同して実行されてを 

ている。工場技術者ならびに個人ないし座業研究所は広く、多«の木材工芸 

の分野にまで調査を拡大して さている。こう いつた 動向 の 中 で、段 も用要 な 

アメリ カ林業の局面が発展してき ている。 それは、一層大きな価値を立木に 

あたえ、そしてそれにそ う して経法林業を実行する 木材利用における急速な 

進歩である。1 9 0 0年の" 雑木"は1950 年にはさまざまの生産物に対し 

て実際に利用されるよ うになつた。そして工場ならびに伐木作業における木 

材ロスは大いに減少してきた。 マソニイ トmasonite、ヌー木材nu-oodな 

ら びに ハード •ボー ドは以前の残存木材から作られた。これ らの保全に おけ 

る有意義な利得へ貢献 してき た諸要因の中、森林生産物研究を頂視しな く て 

はならない。公共的林業活動において相対的にいつて木材利用にI点を*い 

てきた国は他にない。

森林資源調査

森林保全に対する教育動における強力な誠論の一つは、- 木材般ﾡの脅 

成・でかつた。1907 年の 山林 局 の推定によ ると、アメリ カ の林分材積は 

2兆5.。 0 0使フィー ト、年次木材伐採は4 0 0億フィート、年成長は僅か 

100ﾡフィートであるという。1921 年の カッ パー報告the Capper 
Report によつて、伐採、火災ならびに自然ペストからの現在の消耗に対し 

て成長の割合が低いこ とが明 らかにされた。これらの推定はﾡ算にと どまら 

ざるを得なかつた。こ れらの推定はﾡ一次世界戦争cつゞ< 森林政策に関す 

る議給において、しばしば疑問が出さた。しかし戦争の間、多くの市民木 

材使用者達が木材不足のピンチを感じてきた。からのる党派の人々が、アメ 

リカ の森林 政策が如何なる 方向を 辿った としても、国は 森林資源の正確な杷 

掘が必要であり、 それはアメ リカ・センサスのごとく 再改訂によ り新しくし 

て行くこと が必要でみると と に意見が統一された。

1928 年の マクナ リーマクスウイ ニイ法 the MoNary-McSWeeneyAct 
は、連統的な森林資源調査を確立した。 sたたび、州ならびに私的根関との 

協同において、農務大臣は現在および将来のアメ リカにおける木材ならびに 

その他の森林生産物需要 と 木材供給就査を命ぜられた。この中には林地の現 

在な ら びに 潜在的生産力 の決定がふく まれている。•アメリカの木材需給を 

バランスする,方法と手段を決定するに必要な別の事柄の蒐集が予定された。 

全額1100万 ドルの森林調査費がみとめられた( ある会計年に 100万ド 

ルをこえない)。との場合、調査の継続を叶計るために年次1 5 0万ドルがさま 

つた。

1 9 4 9年に、調査予定地4 6. 1 0 0万エーカーの約4分の3は、最初の 

・査によ り おこなわれた。再調査が以前調査した地域の約5分の1について 

なされた。現在の標準作業ば、全州ないし地域を空中写真でうつすこと、そ 

れから充分な小規校サ ン プル ・プロット で地上チ エッ ク をす ること、合理的 

な正確度を もつ結果を うみだすこ とである。追加的資料が、調査費の支払い 

に当って協同する州ないし共同社会の特別ﾡ求に谷えるために獲得された。

山林局は約 5年間の間隔で全休の数字のチェックないし国のﾡ要を発表し 

てきている。 (第22 章参照)。これらの再改訂において、標準的 手続き に



より尚調査されていない地域は、地方的に利用でき る最良の推定でもって、 

埋められている。国の資源調査が連続的に、州、郡により発行ないし再発行 

されている。立法が提案された時、 予想された林調査の主なる価位は、太 

材供給のチェックならびに国ならびに州の森林政策を発ﾡさせるにあたつて 

のガイ ドとしてでかつた。しかしその日々の応用は或予想された使用を超え 

ている。収益が新工場立地を選択する(こ当つて、森林産業により広«酣酌さ 

れている。たとえば、彼等は 1 9 s 0年以降の再成長する南部パイナ リース 

におけるパルプ紙工場の発展に大 きなウニイ トをもってきている。

表林研究協関と田家画

マクナリーマクスウイ ニイ法the McNary-McSweeney AOt も ま た林業 

と原野利用の全局面における連続的研究に対する立法でかつた。これはおそ 

らくアメリ カ におい て自 て適用 さ 科た 展 も 包括的な ものであつた。それは、 

アメリカの指定部分における16の地方林業試験場の設立を決定した。グリ 

ート・プレンおよびプレイリー州the Great Paine andPrairie sta- 
tes における 1 7 番目の試験場が 1909 年に認め られた。この調査の 

木的構造は、・再造林の最良方法、育成、経営、利用の最良方法、水流の好 

ましい条件の維持およびエロージョン防止の最良方法、 木材ならびにその他 

の森林成長の火災、昆虫、病害よりの保護、林地の最適使用の方法”を発展 

さ せると とでかった。本法は7つの特別な調査分野に年々出費するこ とをg 
めた。

樹病と森林生産物【こおける悪質化

森林ﾡ虫とそのコン ト ロール

森林動物と鳥の生活史と習慣

山火事に対する気象条件の関巡

表林と隣接地域の管理

木材の性質 と 利用、森体生旅物

森林経済学一再植林の費用 と 収益、さまざまの農業なならびに限界地、鉱山、 

ﾡ送ならびに他の産業に関連しての木材育成

森林研究における発展

1 9 4 9年の終り 2 5 カ年間に、林業における研究支出は、毎年100万 

ドル以上の比率で増加した。1 1 の地方試段場は連邦計画のもとで確立され 

た。そして6 2の永久的野外研究センターが組織されてさた。多 く の他の試 

験地は固有林ないし私有林からりた土地の上に も うけられた。ことではテ 

ス ト が択伐ならびに その他の地方的造林施業について ペイ ロッ ト規模で実行 

されている。試験場はまた、地方の血場林業に適した、 良い林地経営とその 

収益のデモ ンス トレイ ションとして、25 のサンブル林地を設定した。

マクナリーマクスウイ ニ イ 法の通過以来、林業研究は林学校、州林条部 

etate departments of foreetry、農業 求験類 を通じて広«配布 され 

た。多く の森林摩業、産業組合ならびに経済研究所は自分自身の研究、主に 

森林生産物について研究を遂行している。1 9 4 8年に、 オレゴン州は、伐 

木に若干の税を課した。そ してこの収益の一部は木材のロスを滋少するため 

の森林生産物研究に向けられ、 そして一部は、大規校ﾡ跡地の再植休に対す 

る直接括種技術に向けられた。州林業部の実態研究は、パック・林業金 

the pack Forestry Foundationからの補助金のもとで、 1944年に 

ァメ ッ カ林学会によ り実行された。国家木材製造協会 the National Lum- 
per Manufacturers Association は、162 0力所の大学、公共ﾡ関、 

ﾡ油茶者、貿易組合ならびに産業研究所において 1 9 4 8年に実行されてい 

る木材ならびに木材利用にけ る12,500 の研究計画を一覧表にしてきて 

いる。
全体的委員会計画のもとで、中央州 the Central states に おける オ

ク・ウイルト・フングス the oak wilt fungus のコントロールといつ 

た沢山の重要な問題に関してさまざまの歳関により協同事業がなされている。 

しかし研究漫関数の連続的増加と計画の多様性において、困惑されている。 

1 94 6年に、 アメ リカ林業協会によ り採用された国家林業計画は、多くの 

現在の研究計画の協同と研究成果を実際に使用させるヨ リー層の努力を要請 

した。多面的な網査計画 と支出を調整する ことの重要性は、全ての最近のﾡ 

なにおいて強調されている。そして林業 に おける •ヨリ良い- ことを指向す 

る研究が遂行されている。譲会の要請で、山林局は 1945年に5 力年研究



計画を提出した。山I林局は年次連邦支出の所増を要請し、1 9 5 0年には総 

計7635.000 ドルに達した。1 9 4 9年に、議会はふたたび、ﾡ総、計 

画ならびに協同の可能性をふく む、林業にける研究の必要性の構査を要請 

した。山林局ば 1 9 5 0年に別の 5力年計画を提案した。これは前 と同じ立 

ﾡに関連しているが、しかし州ならびに私的源泉か らの協同に一胞大きな強 

調をおいてい る。

アメリカ政策の他の局面におけると同様に、研究においても、個人主後が 

や、やたらに伸びている。一層良い全休計画なならびに ・ 最初のこ とは、最初 

c - といつた努力は、現在の支出を もってヨ リー層多 く 完成するであろう。 

もちろん、これは言 うは易く して行いはむずかしい。*とえば、研究分野は、 

森林生産物の分野(こおいて非常,こ急速(こ働いている一方、それは森林病虫書 

の脅威に遺選してひど«遅れている。われわれは 木材工芸技術 の第 く べきは 

どのﾡﾡを重ねて さている。しかし一方同時に微生物な らびに商に同される 

未材数量は8%ほど存在している。

第1章 森 林 課 税

林業(こ関連する一級財産税

木材の連続的供給を発展させるにあたつてのヨーロッパ諸国の経験と必要 

世が一般に、森林成号率ないし財産からの収入に対する森林課税超線をもた 

cした。これはエンティルentailないしフィーフfief として森林を考え 

る ョーロッバの考え方の一部である。これ ら の土地の収益権 は現在の公衆な 

らびに個人の必要と 考えられていた。しかしその真の生産価ﾡは時代から時

と滅耗せずに通過してさた。最近までアメリ カ の大部分の一般的な税基整 

財座価価、とりわけ実物財産価値であった。

普通、農地の毎年の従価税ad valorem は、その収植物への課税であり、 

牛 産 と 収穫 周期忆一度課税 された。毎年の立木税 taxは立木が伐探される前 

に併有される期間が長ければ長いほど累積 きれる。多くの場合、 系ﾡ税の負 

担は、経済的原因、鉄道建設等による立木価の増加分からみると無視される 

ほどである。もし立木価が一定、減少ないし所冇者が資本不足であろならば、 

従ﾡ税のために所有者は、 立木を伐採ないし販売せざるを得なくなるか、あ 

るいは、 立木価の安い投ﾡ時代にしげばしば生じたととく、税金支払を捨て、 

そして土地を国に没収させると とになった。アメリ カ林業の・ 伐探 ・移動・ 

時代に獲得した大部分の公有林地は、 その所有者述がその所行によつて将来 

収益を 期待でき ななかつた故に、伐木後 ・ 税金のために手ばなされた ・。毎年 

の財産税はか« て ・ 自由木材"時代の間、森林所有権の不安定の一つの原因 

となつていた。しかしそれは僅に多くのﾡ因中の一つであつた。しばしばそ 

の影響は、滅少する税盤から必事な国収入を得るために、あるいは取れる 

問は得よ う とするため、伐採しない木材への賦課額増加により強められた。

木材価格が低く、不安定に とどまつていろ間、数十年に重る、かゝる林地 

税の経験(こよつて、人々は、従価税組織下(こおいては、育林は危険ないし不 

可能であるとい う一般的感情を もった。阪売しう る生流物が収穫でさ る前に、 

40～50回もく り返えされた成林への毎年の税金は明白に、企業の支払い 

能力に調整されなかつたとしたら、 立木価位を没収するかもしれない。約 

1 8 6 0年頃から始まって、い< つかの州 は、普通、植林の部分的免税 とい 

つた形で、再成林を促進させる税救済法をおこなつた。かゝる法律は常に 

その適用にあたって制限が加えられていた。1923年にアメリ カ上院誠院 

のマクナリ委員会の公聴会において、従価税は私有地の林業への主要律害と 

して、山火事危険の副二次的際害として、 木材業者ならびに官吏により広。、 
主張された。クラーク ・マクナリ 法の第 る条は、税行政の森林経営に関す。 

影響を検討する こ と、ならびに- 木材の保全 と育成を助長する ため,こ計画 さ 

れた税法を立案するにあたつて ・ 州と協同すると とを農務大臣に要跡してい 

た。

税当局の教育 ; 収穫税からの土地税の分離

クラーク・マクナリ 法下における、林地税の徹底的研究がフレッ ド . ァ 

ル・フエイアチアイルド、エール大学 の税経済学者 (こより おこなわれた 
の細査は大部分の良 く ﾡ林された州において逃行された。そ して林地に支



われた税の多く のスポッ ト ・ チェック と木材伐採ならびに再成長に関する税 

の影響をふくんでいる。生産され、収穫された後、 木材に課税された生産高 

ないし所得税の採用を阻止した沢山の困難性が発見された。そしてそれは林 

• 業促進の視点から理想のよ うに思われた。税盤が大部分林地でかつた国で 

毎年の従価税の放棄が もた らす当座収入の延期がでさ る余裕を もつ国はほと 

んどない。そしてこの変化は伐木の過程で木材財産に対して、毎年の税金の 

主要な運営税は既に探ﾡされてき ていた。

フェアチャイルド博士と彼の協力考述は、森林税を遂次、伐採時に収穫物 

の価値に転移させる様々の方法を立案した。これらの計画の一つはオレゴン 

とワシント ン州にあいて採用された。Cれは新しい樹木作物が出発される時、 

ゃりくり されている。これらの州においては、伐跡地 は 再成林地 と して記校 

されるかもしれなない。 そこで所有者達は、 土地に関する低い、固定税を支払 

う。 オレゴン州においては、税は法律によって、 カスケイ ド・サンミット

. the Cascade Summit の西方地についてはエーカー当 り 5セント、カス 

ケイ ドの東部地については2. 05セン トを規定している。ワシン トン州にお 

いては、土地 賦課額 は 西部 (ダグラス ・ ファー) Cおいてはエーカー当り1 
ドル、東部 (ポンデロサアー ・パイ ン) においては5 0セン トに規定されて 

いる。両州においては、・ 再生林地 ・ からの伐採木は伐採時に立木代の1205 

%の収穫税ayield tax を支払っている。森林所有者は、次の伐採まで主 

要な税負担の延期ないしは、 土地ならびに同じく 木材に対する年次従価税細 

ﾡ下で存続させる選択をすると とができる。多くの例において、郡の財産評 

価人は、.所有者達が彼らの財産を一般の税目録«こ残されることを満足される 

cとく、伐探ならびに第 2次林地の評価を調整してさ ている。

木材が伐探されるﾡ、森林税の主要部分を延期する ことは、州の表林政策 

が形をととのえてく るにつれて一層良い林地経営を促進させる一般的手段と 

なつてきた。いく つかの州は州林業部によ り規定された森林経営に同意する 

所有者に対して、 ・再成林契約"、reforestation contracts ・補助志 

林～、auxiliary foresteないし、森林収穫地- foreet oroplandsを 

開始した。その代り、年次従価税は裸地の価値に制限されている。一方全立 

木税は伐採時まで延期されている。1950年の終りにおいて、26州は特 

別森林税法を実施した。1 2州は、所有者の選択において、 木材収穫に明す 

る従価税に対して生産高の代替を提供してきた。2つの追加州、ミシシッピ 

ィならびに ニューハンプシア 州は、全森林生産物C対して収移税を課した。 

私有林経営における全汎的発展に対して、おそらく 一層重要であると とは、 

社山 としてではなく 収感地と しての森林に課税するにあたつて、あらわれる 

問題に関する税吏の教育である。フ エアチャル ド博士の仕車、多 ( の他の紙 

済学者ならびに山林官の仕事は連続的木材生産に関する税の知識を租当局に 

あたえている。 際的解決は、現存税法の も とでﾡ課額の大さ さにおける調 

整を通じて多くの埸合、見出されてさている。

多くの州では、林地解価方法の研究がおこなわれた。この中には航空写真 

の利用、な らびに遠い将来まで収穫できない木材の健全な評価がよく まれて 

いる。保続生産型経営への産業のプログレス と歩調を合わせて、ール科学的 

な休地評価に指向する明確な傾向が存在している。伐跡地 ならびに 林木の負 

担する税の ・負担 ・は第 2 次世界大戦以来、 木材価格の上昇とﾡ邦税にﾡ属 

する収入の計算にあたつての地方税の控除によ り 容易に なって さ た。

1 9 4 9年のニューハンプシア収穫税

唯一つの州だけが林地生産力の維持手段と し て、税に対して権力を使用す 

ることまでおこなつた。1 9 4 9年のニユーハンプシア法は、樹木の生えて 

いる土地の評価価値に関する従価税を保有している。しかし経営に関係なし 

c総ての所有者に対して、 木材自身に関する総課税けは、立木が伐採される迄、 

延期さ れている。標準収秒税は実際に伐倒 された木材価位の 1 0%である。 

もし所有者が地区林業諾問部di8triet Forestry Advisory Board 

cより規定された伐採方法に同意するな らぱ、彼の収獲税は依採木材価の7 
%にまで低減される。

地区林業路間部は地区森林所有者達な らびに州山林局の代表者達より 構成 

されている。 その森林経営規則は、それが所有者の収穫税低減に吻合するも 

のとして受け入れられる前に州林業部 the state Board of Foratry



Cより承認されななくてはならなない。ニューハンプッ シア州の一般的混合株 

型に対する地区規制の一般的ﾡ盤は、伐採時に経済的に利用可能書積 1 0% 
の最少ﾡ積を地上に保有すると とである。

二つの事柄がこの法律の実行可能性を強化した。その一つは、林地課税方 

法の変化から収入を失しななってきた特定郡区に対して、神助の形での州から 

の金の設定である。 その二っは、成熟林分を所有者の伐採から差控へるこ 

と、従価税目録にもどすととを郡区に可能ならしめた。これは木材生産を目 

的として経営されなかつた財藤、公岡な らびに狩猟林に注意を払つている。

・

森林伐採税FOreet Severance Taxes
• 一つのク イ プの立木税は、森林施業の性格ないし育林経済学に関係をもつ 

ていない。これは、 土地か ら ・伐り離さ れた ・ eevered 木材数量 1000 
フィート当 り普通2〜5%課税される収入に対する伐採税である。ﾡαの税 

金が、多くの州により鉄鉱、石油なないし他の金屈資源の採取に課税されてさ 

ている。1950年に、 6っの州が全ての他の形態の森林課税に付加して伐 

採税を課税してさ た。 アーカンソー州ならびに ニューメキシコ州においては、 

木材伐採税からの収益は一般州益金に細入れられた。アラバマア、ルイジ= 

アならびにヴアジニア諾州にいては、収益は州の一般林業事業にﾡりふら 

れた。 オレゴン州においては、収益は特定クイプの森林研究にむけられた。

州森林 活動 の収入源 と して 木材伐採税 を 考え ること の関心は 増加 してい る。 

そしてこの種の多 く の提案が年々提供されている。

多 く の州ならびに団の税政策において無視された林業

森林経営、とりわけ保続生産の維持は、州ならび (こ連邦税の多く の他の 局 

面によ り 影響されている。こ れは第二次世界大戦中ならびに以後の一般的な 

高額税下において、特にしかりであつた。これらの関連 において、林地と益 

林生産物製造証業はアメ リ カの実業の一般的運命をうけてさた。つまり森 

林生産物価値のイ ンフレ的影響により利得得てきた。は業は、ョーロッ 

パの戦後復旧において共通的な国税におけ る保護ならびに特恵的処理がほ 

とんどなかつた。たとえば、資本投資と操業四問の支出分類に関する連邦 

国内収入局 the Federal Bureau of internal Revenue の規制は、 

植林ないし間伐といった常積改善法を記述するにあたって森林所有者を制 

限している。林業は別の形態の商企業 として同じく 厳しい税勘定 に 固執し 

ている。この規制の可能な例外は1 9 4 3年の岡内収入法 the intern- 
al Revenue code of 194 3の修正である。(ベエイ リー修正the 
Bai ley Amendment) ・ これは6年ないしそれ以上のMに獲得された木 

材価値の増加を、利調 profit としてよりもむしろ資本利得 capital 
gain としての伐採であるとして課税年の間、処理されることを認めた。 

これは必ずしも林業に関係せず、 長期間の経営に対する立木保留の獲得と 

回復 と を助長 した。

森は経営の安定性に対して一層重大に影響をおよほす課税の一つは、所 

有者の死亡にﾡいて財産移転に課せられる ものである。連邦政府と多くの 

州により採用された財産税 estate taxは、相続者に分配される前に全 

M旅に対して課税されている。州によってだけ使用された相続税 the 
inheritance tax は受益者により受理された分け前に課税されている。 

法本的な連邦財産税は、純財産評価の当初 5 0, 0 0 0 ドルの 1%から 

1000万 ドル を超える 額の 2 0 %まで緊進的であつた。税の 8 0%まで 

のクレジツ トは州に支払われた財産税ないし相続税に対して認め られてい 

る。また当初5,000ドルに対する 3%課税から 1000万 ドルを超過す 

る額に対する7 7%課税までの課税率をもつた追加財産税 an additio- 
nal estate tax が存在 してい る。連邦財産税は故人の死亡から 1 5力 

月以内に支払われな く ては ならない。ネバダ州を除く 全州は死亡に ともな



う財産の移譲について税金を課している。 そして3 3州は財産税と相続税 

とを課税している。

林地における個人財産への高額課税と短い支払期間とによ り、過伐がお 

こなわれ、そして供続生産計画は障害を受ける。経営への影響は、未成熱 

森#の場合、激しい。これらの危険性は部分的に森林財産の法人ﾡﾡのR 
定により極少化されている。しかし長期経済計画における妨害は、主要 

主の死亡につ s く 財証ないし相続税に対する必要性から生ずるかも しれな

い。

これらの条件は単純に、 アメリ カ森林政策は進行している他の柄に関 

連されていることをしめしている。 それは丁度、国家経済の一部である。 

とりわけ、民主主義的諸国家においては、森林税は良い林地経営の要求よ 

り も公共財務に対する現在の必要性 らびに公共サービス、学校、道路、 

社会保際等々に対する需要を反映している。

森林税に関する充分な政策は展開されてきていない。それは、連続的森 

林生流が重要となつてき ている 州ないし郡内の 政治的 圧力 の もとで、試行 

錯護による発展の過程にある。それは、一部は一 般の財産税の一 層森林へ 

の適用に向う州法律におけるﾡ向によ り、地方税制と方法において大きな 

進歩をとげた。

第20章 水コントロールと水保全

国家政策の起源にかける渋水コン ト ロー～

洪水吿の減少は、林業を国家活動分野に入nれるととに対するアメリ カの人 

々○教育的準備にかける有力な立論であつた。多く の築者が、国の大中央諸 

河川の渋水の増大は、 その上流の伐採に原因がるると考えた。議会○特別法 

c上るミネソタ 州におけ るチイベワ ・ インディ テン保全 the ohippwa 
Indian Reservation地からの保安林の創設は、 ミシシッビー河の水源地 

におけるその位置c上 り一部分正当化された。アメリ カ林業協会と他の保全 

宣伝家達は、アル プス の破壊的洪水 を コン トロー〜ナるためのスイスならび 

c フ ランスの植林 と 山岳 土壊, 水な らびに植生と渓谷低地の安定性との内部 

関係C関ナるフ ラ ンス人の考え方に、 アメリ カが精通する よゥcなら しゅた。 

南部アパラチア山岳の凸凹峡谷における破壊的出水は、航行可能河川の分水 

#を保護するためのウ ィーク法の制定に対する政治的圧力を側生した。そし 

てﾡのの製求がせさ を e つて流れる渋水な らびに部漑池の急速な沈泥化上も 

っ西部農民の経験か らもきている。

多く の国有林が分水頓保全と洪水コン ト ロールの上に創設された。との中 

には経済的に利用可能材の生産にほとんど利用されない大面積の西部梅のし 

げみと 藪地 とふ く んでいる。皆伐に よるエローヅョンと 雨水量の促進に関ナ 

る 開査が山林局 Iにょ りとなわれた。家部放枚と5G出成危該地城にかい ては制融 

sn。一般政策と して、 保全、木材育成ならびに 自然の飼料供給能力内に 

かける放牧は、また水保全と洪水コン ト ロー～の袋求に仕するでるろうと 

幾年もの間広 く 考え られた。渋水沖積堤と池に任あるエンジグニア達は一般 

c大規校河川の主袋洪水区随にぶける森林○効米を艦く見ﾡって eていo。

TVA以来の洪水コン ト ロールCかける林業の役制の増大

1 ? 3 3年のテネシィ渓谷事業TVAの設立は、 水力発電の発厳と結合した、 

佚水 と 樹熄 コン ト ロールC対ナる土地ﾡ源の技合行政と長期計書の新局面を 

書した。この全汎的土地管理の考え方にける林菜の役割は再強調され、そ



して拡大された。 テネッイ分水ﾡ林地Cおける改善された森林成長と不毛地 

ないし放楽食地○再著積がTVA計の中Cいへて強調された。TVAは経済林 

地340000 エーカーを獲得さた。 そしてとれは、 多面的利用と して、

ォーには充分な益積をするととと、林分改ﾡに強調点をいて、 TVAないし 

地方州 と 連邦機関 に 上 り管理されている。伐採は活極なﾡ林に立脚してと 

なわれて き た。

TVAはまたるつの苗圏を維持し、 そして自分自身の林地ならびに渓谷に士 

ける他の所有者の林地に沢山の苗木を供給してきた。それは、小規模所有者 

と 仕事 してい る 山林官、良い林地経営の デモ ンス ト レイ ションならびに小規 

模製材工場における利用改善研究を通じて、 ャそらく アメリ カにおける優林 

森林教育の般も集約的計書を遂行して ・ていろ。との包括的計書の如何なる 

部分が洪水コン ト ロ ー～に直接的に関係 しているか、 そして如何なる部分が 

チネッィ渓谷の経済条件と生活水ﾡの改善に計書さ tているかを明みに限足 

ナるととは不可能である。しかしそれは総て、主要 目的が水の コントロール 

と便益的利用である大き な 分水頓の 統一さ rtた経営と現在の考え方から ・ て 

いる。 ・
TVAは、アメリカの大部分主理河川組織に課せられた“ 他の渓谷聚業” の 

模範となった。TVA林業計書は、 土壌 ・水の全保全に対して"管理された" 

渓谷にHける林業の役割に関する土地利用計満者の一般的考え方を代表して 

いる。

渋水コントロ ール法

1 9 5 6年か ら1 950年ま でに制定された一 連の連邦法は洪水コン ト ・ 

-ルに関する包括的な国家政策を規定してきている。事実上、 とrらの法律 

は次のごときも のを規定している。

1. 航行可能河川ないしそれらの支流に頃する洪水コン ト ロールは州との協 

同における連邦政府の適当な活動である。

2. その洪水 コントロ ールはア メ リ カ陸軍の技術長 the chief of Engi- 
neera のもとでの主ﾡ海ﾡならびC他の河川改善、さらにまた農務大臣の 
指揮下で の 分水嶺碉査、雨水流 の減速な ら び土壌エ ローッ コンの防止をふ

くんでいる。

3 航行と洪水コントロールのために"改善の仕事"が軍事大臣

Secretary of the Army C上り認められた河川の流城にかいて、 

A務大臣は流水速を激速 したり、 土壌 エローツョン を 防止する 手段 を 制定 す 

るﾡ能をあたえ らrれc。

4. 軍原大臣な ら びに 農務大臣は 洪水 コン トa 一方法を送行ナるにあたっ 

て法人組織、機関、お よ び個人 と 假同 し、そして連邦、州 お よび他の公共機・ 

関のサー ビス を 雇用する こ とが認めらnれている。

5. 農務大臣 は、 アメリカ 合衆国に より コン ト ロールさ nれない土地に まで計 

漢の利益を延畏させる条件と して、" 流水・ 雨水減速ならびに土壊エロー:7 
ョン防止に対して提供る れている土地の使用に関 して 永久的制限 を 課して い 

る州ならびに地方法の制定と実行に対する合理的保護条件" を要求できる。 

Cnは森林伐採ないし私有地の他の使用を送行する激在的手段と して重大で 

ある。

& 州関連立法は 洪水 コン トロールの 目的に 対してアメリ カに上る土地○収 

得に同意しなければらないとと。これは国有林の購入に関連 して の 1911 
年の ウ イ ーク法の規定 と 一致 している。

7 貴務大臣は、流水激速のための、ならびに火災ないし他の自然的笈因/ 

よりそこなわれた分水旗の土壊エロー ：/ヨン防止のたQの緊急手段を取るこ 

とかでさるとい9とと、

a洪水コントロールの視点からの軍康大臣による予備消査と補足するため、 

農務大臣は成速の減速ならびに土壌エロ ーソョン を調査する予備羯査セか と 

なりととができる。

連邦去はかくて、土地利用における上流改善と洪水コントロールのために 

下に 工学的工事 を も つてい る 植生被穩にお ける上流改善の統合を規定 して 

Eてい2。そは、 *た特定分水解に〜いて必なと思わるン ト ・=ル 

段を逃行する広い権力を執行部にあたえてきている。河川組般に対する林楽

は、 6年以米 連邦山林局の主殺な調査な らびに助長桜能の 1 っとな

2た。出林の投は1 9 5 1年にミゾリーならびにコロンビァ河流城に対する 

包括的土地利用計滿に対するプログレスを報吿した。計爾はこれらの河の渓



谷に女ける森林かよび山岳ﾡﾡの保ﾡ、利用せよび生産性に税点がャかれて

る。 TVAの一般的ターンに立脚して、 とrtらの渓谷事業は1951年の 

間証会前に法案の形で提業された。内部機関委員会Interagency Conm1- - 
ttoogも主たアラカンサスーホワイ トーレッ ド河流域とニュョーク ・=ュー 

ィングラン ド地城○重区河川を調狂すナるために組ﾡされた。山林局は1?51 
年に1 5 ヵ所の他○河川細域の洪水コ ントロー ～調査に参加した。6 0以上 

の分水が、 1 9 4 6年以降、 連邦調査の対象となつた。植林と火災の集約 

的保堂は 主要な 洪水 コン ト ロール作業の一部と して 23 の分水ﾡにxて こ 

こ ろみられた。

最近の保全運動

水資源の保全運動径、宣伝と政治圧力とにおいて、 50年前の～ーズベ～ 

ト ・ビィンチョット 運動the Rooeevelt-Pinchot erusade C類似の別 

の運動となつてきている。 その目的、一部は多面的利用に対る登富な 

上水のﾡ得にかかれ、一部は土飯保全と 洪水コン ト ロールに、一部は水力発 

電の発度てかかれている。こrt運ﾡの最も極端な形態は新しいタ イ ブの公共 

羽業を創設ナる努力である。と nれ河川組減を全天然資源の迷邦管理ない し 

墜督のるとに一元化さぜるものでるる。渓谷羽業はと りわけ、 州ライン、ﾡ 

存州・逃邦機関ﾡ切つて存在している、 もり一つの政府組璇である。しか 

しこの通動、 ェた、 ﾡ近の立法により公認されたととく、個人的河川の分 

水出保版ならびに整合された工学を地じて一用央行的な形態の公共活動に強 

力に向つている。

水保全に対する圧力は新たなる問ﾡを生し、そ して探林縫営の効果測定に 

対する新しい人度を設定しつゝある。 3&50 0万ェーカーの艦所1らびに 

非铮な林地の状態は、分水嶺の視点から不満足なものでめると一植積再的代 

ﾡの主唱者に止り推定されている。多くのこの土地、地上水保全と渋水 

rび環物コン ト ロールC対 して危ゆである と 分類されている。 水保全に対 

する提桀は次のとaり、

1 全水貧滅地域の 財産 目録、 そrれぞtの場合にャける水使用のﾡ囲と性気 

% 規定。
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2. 坟適水生派 に 対して 必要な改善に立脚 して の分水嶺森林の分類分け、

& 森林保全と経営の一層充分な組織の応用。

4. 高へ公共の利害関係てもつ上流の水源地の、逃邦、州ないし郡区の収得。 

5 水C及ほす森林の杉番と完全な水保全に対して役求さた経営契行に及 

ほナ形杯に関ナる一層の調査。

水保全の重ﾡ性への公共的認識は 1 ? 5 0年の大統領による水貴源政派委 

員会の任命によ り あらわされた。1 9 5 2年の2月に、委員会は拠案さnれた 

水資源法をホワイ トウスC提業した。 それはとの分野にかける権ﾡな左翼 

的考え方をしめしている。法業は、各主欢渓谷を水ならびに土地発段の一  単 

位組織にとりまとめて、1 5の河川流域委員会を公認している。各委員会○ 

もとに、州な らびに郡区代表の諮問委員会が機能している。全流域委員会は 

全渓谷事業を整合し、そして彼等の手続き を統合するために、速邦寄査部 

a Federal Board of Review がある。この法楽は土地立よび水気源担 

成におけ る決兄定的な ものであつた。 水責源と関巡土地資産を利用するための 

20力年計諾が、 それぞれの流域にかいて前もつて表求ざれるであろり。こ 

の計減は分水嶺保全、渋水のコントロールと利用、電力の開発ならびに排水 

とﾡﾡC よ る土地開型をふ くんでいる。

林地の多面的利用にける水保全

水保全はアメリ カ森林政策の将米のコースに深いi響をもつていること 

確しかである。それば、 天然資のに関ナる人民の、 ﾡも新しく、 そして非常 

c有力な圧力でるる。 水に関する国民の関心はアノリ カ改策に、林地に立け 

る〃 城高の公衆の利書〃 の考え方と つた虫力な注射てめたえェ 5 と してw 
る。分水ﾡ調狂に関する現在のレポートに工いて、一M公有地所有を多くさ 

せる 必要性 ない しM人伐木事楽の公共規制の必な性を通当な水保全にシける 

必須要因として、 しばしば強調している。

林業にとつてとりわけ重及なととは、 水保全運動から、保林評価の新しい 

標がと一ﾡ高技術水準の施への圧力があらわnれる ことである。分水林管 

理に関す る 或勧告は 植林 な ら びに 収穫 と いつた 営葉での経済的林楽へのぬ会 

はほとんどのこってないか、 るるいは全くない。分水触織製に最も良く*仕
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する造林ならびに森林タイプに関してなあ、知識に乏しい。たとえ アト 

～に水を供給しているレーグー河流域は、 ベグラス ・ ファー老熟木の伐採;て 

対して政年に皆伐てれるも○と思れる分水ﾡ地域の 1 % の半分の一 般的制 

限をしいて、木材生産を指向 した保疣生産の もとで注意深く とりろつかわ 

そいる。 しかし、ポートランド布紡水を供給 してい るブル・ ラン水源地域 

5 0 0コイは明白c、枯木ナ ら伐採さ nるととが禁じられている。分水様 

林契の健全な技術を発展させ、指示するため、そして分水嶺林業を多面的林 

地利用2 も つ全体的経営に適合させるための、広大な林業分野が存在してい 
る： ；

第21章 アメリカおいて波多に使用 

されなかつた林業援助

されなかった林業援助
他の国に ェりしは し採用されてい く つか の経済林保護 な らびに助成万法

ァノリ カにいて無祝されて ・ たか、 ©るは短い緊急時にける促法 

としてのみ採用されてきている。アメリカ人は概して、農業に対しては自由 

にあたえた保誘関税、価格支持ない し共同的市場出ﾡといつた止9立特放的 

扱助を林楽に対して適用し［ と していない。これは一 部は相対的な政治的 

圧力の強さに上り、一部は自由経済のわれわれの姫礎的考え方に、そして一 

ﾡ木材が。無尽ル" でゃり、 そして森林産業が純物に開発的でめつた共年 

の 伝統に 起因 してい る。木材は 土地から 生育 される ものとして 考えず、tし 

ろ大規校業の生産物a Product of big bueinese と して考えていた。 

森林保全に〜ける公衆の関心は育林に集中されて きている。つま り製造なら 

びc市効出ﾡゐ仕事はそれ自身在意されるべく のこされてさている。

こnらのとんど使用されなかつい く つかの政策手段の考業に上つて、 

林英に“かう アメリ »人の態度に一層明快に光を投ずるととかでさる。

保勝関税とﾡ入続制

ァノッ カは、森林生ﾡ物市場を保ﾡするためC計書された関税ないし貿島 

枝制に上る再ﾡ林の促進をとれまで決して重大に考えてきていない。木材ﾡ 

の深刻な不に上 り、主にカナダからの木材輪入に対する保譲施税の要請が 

ありわれてきている。しかし森林の 再成長 よ りもむしろアメリ カ○貨銀率と 

満度な工当操業に関して支持的議論がなされた。

私有林経営を支持するためC保証された市場の必安性は、1 ? 3 4年に木 

材輸入 1000フイート当り3 ドルの内国消費税の適用に導いた議会の公聴 

会において 提出 された。 そしてつゞいてカ ナダとの相互貿易ﾡ定のﾡ論を延 

期させた。しかしながら内国消費税は主に不況政策のものでめった。そして 

その保護価値は大部分相互貿易譲歩の% とでっ しなわnれた。

アメリ カでは、稔紙消費の約 3 分の 1 を、最終形態ないし木材ルブなら 

びc原料ルブ材と して輸入している。大部分の翰入パルブは、自分のとと 

ろでパルブを製造していな" 紙製造工場" oonnerting paper mi1ls 
c上り使用されている。われわれの新ﾡ紙、 大部分カナグから、 必製とす 

る新聞印刷用紙の 80%をﾡ入している。こnらの産業グルー内にける 

政治的 ・ ﾡ争的影響は多位に便用さnれたとの総入品を大部分発税に してeて 

いる。

アメリカはアンナ・ベンビン グ政策 を 採用 しよ っとしているよ っc思わn 
る。これは特別税を生産と 輸送 口 よ p %低い額でァノリ カ市場にWいて販壳 

さ外国品に際す こ と が:認め られた立法に上 り 強化 されて いる。その遅へ、 

※確な手校、 スカンジナビア通貨の3 0%の切下げのぷ争的効果のもとC、 

バルブの発常船積か太西洋海岸に行めげされた 1 9 s 0年代の不祝時に提起 

さnれた。しかし笑行はされなかつた。 それは、総入木材は輸人先国名の印が 

つけられるととをﾡ求している関税局the Bureau of tne caetome か 

らの決定も 利られなかつた。

Tノ り 力にける" 目由木材" 時代から伝承された政治的考え方は森林生 

産物の供給と販売にお け る成も 可能な取争に味方して ・ている。関税にシい 

て、 そしてめらゆる種類の貿めﾡﾡにいて、 われわnは今まで決してM品 

その%のを生産する、商品背後に存在する森林について関心をしけてとなか 

つなo
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木材市場安定化のための価格支持およびト ラス ト し力"テ"

同じ種類の政治 .経済的考え万がく価格固定" カルチル化なし森林生産 

物の国内市場出行にかける" 収引制限" c向9アノ リ カ の政策において非常 

に顕著であった。 ァノリカ林業は、数業を除くアノリカ活動の大部分○分野 

を支記して き た自由製争論理。 もとで、価裕支持の利益を もっととな しに発 

勝してきている。 実、木材製造業者協会では連邦アンチ トラス ト・注下でO 
湯後と運営が好ま しい目標でるつた 上 9 (C思われる。 なぜならば実行は木材 

生蔻、節格決定、等扱づけないし収引にへて、儀に競争制閥の影«をもつっ

ていたよゥ化思われ た ・
ptわれ政府の立法・執行部the 1egislative and executive 

urancnegは1 953年の国家復興法tne National Industrial 
Rocovory Act of193 3の制定にあたつてとの政流から離れた。そn

デノッ カ産業を不況から救済するための臨時的 ・ 緊急万策であった。しか 
こそ無効を宣言る n、 そして最高役判所で立法刀の版法進反と して無効 

ご宣言さ。(オ13章参照)。突染Cける目油といつた国家復ﾡ法鳳 

則のこの立法的拒否は、林染ならびC他○経西政筆を支持するに2たつてョ 

一ロ フ諸国にギいて広く採用された、産業 カルテル化への考え方と 行動の 

自例と に対するアメリ カ人の意見の明白な対称を しoしている。

ししから、 ァノリカ合衆国は外国貿場○場合にかいては、こ○政ﾡ○ 

開浜な例外を示してきている。1918年のウエンプ・"ムレム法

,he wabb-Pomerone Actc上り、 あるアノリ カ商品の輪出に対する協会 

堀いし合岡会社はそのノンーの生証«の価格状足、外国か帯○利当て、 

ぶ契る ならび c実業小位 として○海外市場にける総合と いつた他融 =
常Sさた。ﾡ出担合は連邦貿易交員会the Fedoral Trade connissios 

c記し、そしてその 一殺的監得のもとで稼動しなければならない。い<っ 

ぶの。ニンン・ポムレム特出会社はノり カ木材銀造荣者の地万的グループ 

cジ成されてきている。各グルーブの総ての工場の給出業務は、かくてハー 

経営のもとに 合同化されている。一方、 参m会社田内市場に立ける国々O 
期売岡整を失わずに持っている。

こ の法衛は、 ヨり大きな納出組ﾡを 別設す ることに上りアノリカの塔出て 

促進する方法であつた。その制定は、 アメリカの海外収引数量の波少、海外 

の貿易コンビネイ ション、船積みカルテル、為替コントロール、ならびc国 

際商事の全ての複雑な 羽情 (c 対応ナ るCあたつての困羅性に対する多く○給 

出菜者の不平より 生じている。との法律は、時に、 アメリカ国内法にける 

不拘東競争の違反と して攻撃された。しかしその収消に対して全ての努力が 

のとつって e ている。

輸送科金と船積み援助

アメ リカ合衆国全国における広範囲に直る貨物運貨表の細目にかいて、多 

く の科金が新しへ森林ﾡ業を確立し、 開発のために新林業地城を開発するた 

めC計書さtた。しかし、再造林扱助の考え方に立脚した科金ははとんどな 

かつた。

反対に、われわれの関税組総と運貨構造は処女林の急速な、大規模開発忆 

大いに貢献した。森林地にまで拡大された吐とんど全て○新鉄五は、 工場の 

建設、人の定缶、 cらびに往後運搬を助長ナるためC木材C関して低運賃 

率を採用してさている。多くの通の拡張が、技後の低価格立木から製造さ 

ntた。 そして一脳近供給源と競合するために大gな甲中部・東部市場に移勤 

して行つている木材生産の新し被に従つてかこなわれた。州な らびC州間 

商楽委員会は低コス ト 建築項目ないし製造に対する原料と して○木材○迷ﾡ 

c対して計書るれた違貨率を く りかえし永認した。

アメリカの迎賃率政策は、かくて" 自由木材"時代の経済の考え方とその 

・ びしへ競争の一部でめつた。安価で効準ェ s ﾡ送は原生林の収種を促進さ 

せるために" ヨリ大さな、 そしてョリ良い"製材工場と結合した。そして同 

時C地域的米林消耗の結果を板少にしている。拡張ている、競争的木材 

生産に役立つている低貨物科金α、 彼等の所有する原生林木が冷改するcつ 

rtて、東ﾡ洲にけ る迷済林の発農を押える主ﾡなﾡ因であつた。

林業ク レジ ット と保欧設備

他の国に上つて最も広く 採用 された林業の鋒贷援助の 一つは、利子率と支 

払へ期間か特に長期の市林業に採用さrれているクレッント設備の制度でる
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る。これらの海外のクレジッ ト・ サー ピスは、たとえ公共行政でないとして 

る、公衆の足認と参加を得ている。包括的なﾡ林ク レッッ ト担成にむかク 

a く つかの徴侯は アメリカ ciへて なざれてきたが、 しか し笑行にて、 

との森政策の実除局面はひど く 無初る tてきた。

南部がよび西ﾡの木材分野に押しだされた大刊分の投ﾡﾡ本はﾡ入れられ 

た。しばしば森林事業貸付は、長期木材償券の形をとつて。そしてそに添 

林を針山のごと く収振り考え方を具体的に現象化するととになつた。借入人 

の○所有物の甲でﾡ議さnれた唯一○森林財産は商発的に利用できる立木てあつ 

た。彼は数年いし期間単位に規定された最少の数量の伐採に対して付託し 

た。そして伐倒された木材 1000 フィー ト は債券の返済の割当分と して支払 

った。ししは、 不祝期にいては、 非ﾡ済的作業は償券義務に対応する必 
要性;より強制されてきた。多くの貨物賃率構造のように、この一般的森林 

貸付組級は、ﾡのを保全する代りC資源の損ﾡを促進した。

長期森林経営の概念が、鉱山のとと く山を収扱り考え万にM換し始○た時、 

☆#の必公性ならひに保続生は下の生産の必公性に対応するクレグットない 

し担保政策の調整は 存在 してい なかっ た。 アメリ カ 通賃監査省 the U. S 
oomptrollor of the ourrency の規則にxいてば、林地はな W" を 艮 

されなかった不動産〃つまり国家銀行による貸付に対して受取り得ない担保 

としc分ﾡされている。この理由は疑いもな く森林財産の火災の危険を保出 

でき ないと と である。

しかしながら、いくつかの連邦土地銀行は、一部林地に上り保入tさnれ 
たイ付を受け始めて きている。cnれ らの貸付は必ず し も 林業に対 してとりわ 

けなされてきたわけではな く、 3 0 年の割賦償却のも とでの保全と通路改書 

をふくんでいる。か.く てとrtらのﾡ付は長期計諾と若い林分C永ける依採の 

延期を可能ならしめている。1 937年のパンクヒイード・ジョンズ法the 
Bankhead-Jonoe Aetのもとで、農業担保行政 the Farm secur1ty 
Administration(1946年以降農民家族行政the Fermere Home 
Aaminigtration)c よ って 防及林、 ﾡ林な ら びrc 央場林改艮はク レグット 

をっるととができた。 1952年、いくつかの国家保険会社は小規模林業8

に対して長期貸付を設定した。これ らの全て の発展は包括的な森林経営に 

採用 されたクレジッ トC対するﾡ会と大いにちがつて貧弱であつた。

会業C利用できる設備に匹敵できる森林クレッッ トの祖越の必袋性は、し 

はしば森林政策の譲論にいて強調されて きている。森林ク レジ ッ ト計書、 

1935 年に以務省と森林産業からの委員会によ り発屋された" 総括的ブログ 

ラ ムめの中にふ く まれていた。ﾡ業ク レジッ ト行政長官に上 り任命された交 

員会は、 1946年C、貸付を行う森林クレジット銀行は現在の農業クレジッ 

卜松関と緊密に統合されるべきであるととを勧告した。 とのレポートは、経 

営区おける技術援助は、森林経営、 とりわけ小規校所有林の改善に対する貸 

付の拡張と 直接的に 結合される こ と を強調 していた。こrれらの提案のいナ 

もがまだ 立法化 さtてない。

森林保険の分野に永いては、アメリカ人の経総、いままでのととろ、価 

かに試験的なさ ぐ り をて 5 ているにナぎない。記述された唯一○公共保区 

は、軍型行動に よ り ﾡ超さ れた振失ないし敵の攻撃に対する似争災者ﾡ合 

the War Damage Corporationに止る補ﾡだつた。その準は100ド"当 

り15%であり、 そして全価価(にける休険か必奨とさnれた。1944 年の公衆 

法551号にあつて、 連邦作物保険組合the Federalorop Ineurance 
oorporation、 20 以下の代表的郡において災験として木材ならひに森 

林を保険にかけるこ と を公認されて。保欧は" 不可避的域因によ る生涯高: て 

xける損失" カーすナるととでめった。しかしながり、a合はとの確成を 

利用 しな かつた。小規慎林地に関する一定政堪の保険仙人保険業者に上 り 

記述さ tて きている。しか しその保険料金の高率さの故に立木の包含が困止 

さ れて きている。

1942年に、西ﾡの株ﾡ楽者のグループ、 もし協同所有者達が約200万 

エーカーのブロ ック を提供する なら、 エーカー当り10 ドル の一定負担 と 

毎年 エーカー当り 1セントのブレミアムで、 攻植の林地に火央係険なかける 

ととて提供した。保険は火災面後にもとりにてれた。保険をかけた森林所 

有者によ り用された管督人は火災防止と油線保護の充分な基を励行ナる 

ととでめつc。 計書はまず最初に大部分、最近、俊跡地立らびに幼令林地1 
り 構成 されて いる 森林に 対して 国 通された。それﾡ分的には火災の場谷に 

再ﾡ林賞用を保証するでめろっ。 しみし、般 も完全な保護超城とも っ、ョリ
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大きな育林会社は自身の保険を逆行す ること を有利と感じた。そしてﾡ小 

積はめるこ とができなかつた。

林業Cおける臨時ﾡ用
い く つかの他の国の政策と して、長い間、 エローツョン ・ コン トローバ 

州援助植林のごと く、非限用労働に対する仕 R 源と して、公有林と公共保全 
計書が採用さnれて きている。との考え万は戦後ョー ロ ッの森林復興計びに 

おいて強調さnれてきている。 ロッヤでは伏木ならびに通路建述にかいて政油 

犯収容使の ごと く、因人ま で利用 してきている(ォ6 章参照 )。く つか0 
他の国々では大な り小な り この政策に したがつていろ。 カ リ フオケテア州で 

州の国有林に沢山の森林キャンプそ もっている。 そとでは因人達が適当○ 

銀で保全ﾡ路を作り、森林改良伐採ャとない、そして防火の助力隊員と
:て 奉仕 してい る。多く の州では類似の刑法ﾡ統を発ﾡさせている。

非ﾡ用人間に止る大森林作条の世界外にける頭著な例は、 ～ーズベ

ルトて上る市民保全隊と仕事進行行政the C1Vi1ian Conservation
oorpe and. the Works progress AdminietretiOnの制度であつた。 

前者な 1933 年から 1939 年の間に、 300000人ら 500000 人て登録した。

ぞろごークにネいて、 市民保全隊は2650 キヤシブを後営した。との#分 

よ業部計務に もとづいて活動した。こrt らの少年ﾡ不毛地約200万ェーカ

c植林ないし掃和 しに。 そして 600,000 マ イ ル以上に旦つての保全道路と 

小を修結ない し建造した。 xとんと全ての国有林と国立公回にける市民 

み本映キャン ブでは防火常備軍を形成した。彼等は 105万エーカーに亘って 

小枝 と 落し、 そして巨大な量の森林間伐、 ペスト ・コントロール、 ならびに 
芝でっら とと、 x上ひチエック・ダムCよ る 土塔保全 を 実行 した。土地に 

非m用の人々をがくととの仲プログラムthe Companion prOgram、つ 
ま り wPAは、 テ *サスからダ ゴダま で 100マ イ ルの広さ に防火帯植林と実行 

こた。 それは30000 のf場に21,700万本の植林の遂行をふくんでいた。 
WPA 展また林地 にをける多く の他の保全 らびに改善事柒と一諸に、公有# 

の 松林な らびに約 500万ェーカーのﾡ用地C1で拡大さ れ/。

これ らの劇的に、政治的に組成づけられた救が運助のもとで、完成された 

年事の生産伙は、ャそら く 小人数の従楽員の従取する正常経営支出を2倍に 
こな。この政策は、 不況の終ﾡが正常ﾡ用を回復した時、見捨てられた。し 

か とあ彼は、しばしば国の雇用水準が 下落する時は いつでも 必安とされ 
る 二層の小規ﾡCシいて、 そして一ﾡ緊密な方向下におて、国の雇 

用の標%•化作用をいとなむ者と しての公共林菜計面の使用は非常に建設的可 

能性を提供する 上 り C思われる。

第22章 国の木材供給事情

正確な ランス・シート は存在しない

森林蓄積、成長ならびに 枯渇の正確な推定は全然不可能で問題にな らない。 

4610 0万ェーカーの森林の上には余ま りに多くの複雑性が存在して»り、 

そのタイプおよび立地において大きな変差がある。或包括的森林統計は、強 

り上がりの仮定と公式による計算をふくんでいる。1 94 5年の官庁調査に 

・り対象となつた総森林面積の 3分の2 におい て すら、州対州ないし郡対郡 

○改訂が進行中である。或変化はア ッブされ、そして或ものはダウン した。 

この大量推定からの予測と 説明は相違する 方向に向って きている。余ゝ、し

し、 予子測と説明は政治的事柄における不同意ないし選好によゝ才色さ九 

ている。国の需要に関連しての木材供給の正確な推定は、寸法と等級基準の 

変化、以前放楽していた樹種の利用、技術拡大と新生物産の古主産物の代着 

cr り一層複雑になって きている。 とれ ら の 全て の 変数下で 可能な最良の推 

定と予測は超勢インディ ケイターと して主と して価値がある. ・事央. と し 

て、それらの推定と予測は注意をもって使用されるべきであろう 。

森林センサス

1 ? 0 7年以来おとなわれた 6つの森林センサスの中、展近の 4 っは建勢 

の研究に対して或基礎 を 提供する に充分包摂的であった。それはなゐ23。 

表に要約されている。

総 木材

1920
(1

1930
0 0万立方フ イート)

1 938 1 94 5
森林ストック 745,588 486719 519,075 470,045
年次成長 5.995 8,9 1 2 11,2 8 7 13370
年次損耗 26,049 16,351 13463 1る661
利用伐採 24.319 14,495 11,4 0 0 1 2.1 8 2
火災による担害 1,080 87 1 862 4 6 0
病虫書 650 985 1,2 0 1 1,。 1 9
ﾡ年次損害 20.054 7,439 2.1 76 29 1



製 材
1920

(100 万ボー ド・フィート)

1930 195 8 1 945

森林ス ト ッ ク 2.2 14,893 1,667,803 1,7 6 5.6 5 1 1,600972
年次成長 9,6 7 2 11,7 5 1 5 2,。 5 5 5 5,50 1
年次担ﾡ 56,130 5 9,4 5 5 4 7,80 8 • 53895
利用伐採 5 1,5 8 0 5 4,6 4 1 4 2,4 4 4 4 9,65 8
火災による損害 2,2 5 0 1,5 9 0 1.3 9 0 859
病虫害 2,5 0 0 5,4 0 2 5.9 7 4 3376
納年次損害 4 6,4 5 8 47,702 1 5,7 7 5 1 8,5 9 2

これらの推定が信用されるかぎり、 立方フィート当り成長(胸高直径5イ 

ンチ以上の全樹木の ) は 2 5年に2倍以上と なつてきている し、ボード・フ 

ィート当り成長(胸高直督9インチ、 12インチ、 24インチならびcそれ 

以上の樹木の )はる倍以上と なつて きている。成長と損ﾡは全木材計算にお 

いてほゞ均衡している。 しかし製材の損耗は、新し成長の各2フィートに 

対して3ポード・フィートとなつている。山林局における保全的意見は、成 

長、とりわけ製材分類における指示された増加に挑戦している。初期の推定 

は余りに不正確で、多分低く、 最近の数字と比教する基盤と して奉任されな 

いと見徴されている。 木材供給推定に関するとの不正確さは、われわれ○茶 

林政策と手続の多 くが未熟な、 試行錯ﾡの性格を もつているととをしめして 

いる。それはまた国の木材供給における進行ないし後退割合を して、多く個 

人的意見にた ら しめている。最近の森林七 ンサスは官庁調査においては面ぶ 

が増大 してい る こ と をふくんでいる。そ して疑い も な しに初期の推定より も 

一M正確である。 それにもかゝわらず、著者の判断においては、西差の自曲 

度の範囲内において、成長の上向領向が記録により示めされている。制限地 

城の地方的再調査とアメ り 力の多 く の部分における再成長 の観察において、 

多 く の他の支持証拠が存在 している。南部に建立された最近のパルブエ場○ 

tゥに、新木材加工企業の、特定的、技術的に指導された計画は、しばし 

地方における森林の明白な再成長に立脚されて e ている。

成長の趨勢的増大傾向 H、 ゞ過去2 5力年間にアメ リカの森林にかいて 

進行されてきている と思われる。 その2つの主要原因は防火の拡長と原生木 

材面積の幼令木材林への転換である。最近1 5力年に稼動しているも一つ

の 原因は 植林面積の 拡大 と 集約的経営方法で ある。

全汎的な成長 と 消耗の比較は、アメ リカ林業○一般的状況をみる場合に有 

であるが、 しかし森林政策効果の判定に使用するととは制限がある。老令

#材を的多 く もっていと西部地方においては、成長をこえる超過消耗は必要 

であるかりでなく、 のぞましのである。それはさもないと退熟材と土地 

○成長能力の損失となると思われるものを利用できる。他方、公共調査が指 

扱 してき ている がご とく、中部太西洋岸州の ごと くいくつか○東部森林地方 

Kおいてい 成長は25%消耗をとえているが、 しかし一定品質の悪化は山 

林官への挑戦で ある。成長と 消耗に関する等記は国家政策の必額部分である 

が、しかしそのパランスは資源の健全な地域経営そのま ゝの関速にャいて設 

男されるべき で ある。

利用における変化と工芸技術の木材供給に及ナ影将

成長一 消耗率は別と して、 実際に利用でさる木材供給は静止していない。 

それは地中における鉱石ない し石油の上 ゥに一定していない。それは良い市 

場における拡張と不況に関連している。工場に対する丸太の寸法と等級は伐 

木作業が原生林に上りﾡ動し、 最後にオ2次林分に移動するにつれて、国o 
各地方に士いて設少してきている。 才2次世外載争以未、大平洋北西部にャ 

ける多く の伐採は、初期の作業にかへて見捨てられた小規桜な、欠点のある 

材村を利用するために再び素材生産をおとなって ・ている。西部森林の最近 

○再巡 らは、利用基準の集約化のために、初期の巡 らty 製材にキいて 1 5 
〜20%/ど増大しているととを示している。日 本な らびにス カンッナビァ 

c士ては、製材丸太な らびに グエニア丸太の最小寸法のものは向、ア メリ 

力のいずれの場所における ものよ り小さい。樹木の規定寸法に立脚 した製材 

ス トックと成長量の推定は現在の実行に適合でさる。しかし長い範囲 に亘っ 
て全く 任米的で あっ た。とれは効果的な木材供給に士ける変故○一つである。

もゥーつの変秋は新工芸技術と消費習慣の変化から生じている。継維生を 

物は多くの古いへ市場において製材に替つてきている。紙ボードは多くの以前



の用途から製材箱ードを駆送してきている。い くつかの種類の組立ポード 

は、 木ずりならびに木材野地と競争している。繊維は床板ならびに羽目板の 

分野をおかし、そして 多く の種類の薄板は 立体木材 に替り つゝ ある。木材と 

他の材料 (コンクリート、鋼鉄、 メラス等) と○競合は絶え間がない。 

そして消費習慣はたえず変化している。

多く ○変枚は、一定時における木材供給と国のﾡ要間の実際のランスに 
影杯するであろら。前提は余り到屈に設定されるべきでなW。とりわけ、ネ 

林センサスは事実通りに説明されるべきで、 ‘木材殖飢 "コンブレックスな 

いし森林豊富の幻影のいずれかによ り着色されるべき でない。

アメ リ カ森林政策の木材生産の目的はなんであるべきか

山林局は、製材成長は既にのべた良い施業の適用に 上りアメリ カにおいて 

2倍にナることができるといら信念を表明してきている。とれが木材供給に 

おける国家目的として唱導されている。 "充分に雇用され、富裕な人* 'o 
潜在的国内消費量は、も し木材が合理的な価格において利用されたとするな 

ら、 。10億ボード・フィートと考えられる。削減できない ロス、新用途、 
輸出；：らびに国家保全に対する予備貯蔵をふくめて、7 2 0億"ド•フィ 

_トと設定される。 との多くの国家成長は7 0ないしフ 5年に達成されるも 

のと見做されている。われわれの現在林地からの豊な収穫は、 その現在段階 

にあけるァメ リ カ林業に設定される合理的目的である。 しかしながら長期に 

亘る 将来需装は考える ととができる。われわれの森林と森林が支持する産楽 

は現在、原生林の破ﾡ的開発と有効的・連続的経営との転換期にある。19 
45年の調査においては、 全林地の35%は、 40%以下のﾡ積をもつもo 
と こて分類されている。現在の林分は、 人ロと現在消費との関ﾡにかいて、 

ひと く地方的に分散されている。 消費者の支払金額の非常に多 くが運貨に支 

払われる。われわれは、経済木材のス ト ックから ・使用されている支出超迫 

分・ェり大さ く唯単に成長させるべきでない。つま り 利用可能供給の一 層大 

a な予備貯蔵を国家経済な らびに予測できない国内ない し外国需要に対する 

保障と して創造すべき である。その潜在可能性まで成長を高める送程は、森 

林施業を完全に し、林業を一圈利潤多く させ、 そしてアノリカの土地経西に 

かける 位置 を 安定化する こ とであろう。

アメリ カ林業はまた "多角的利用 ・の原則を実際的な、現実的な経営に導 

入すナるべさ である。 とれは土地利用の移動的形態から水久的形態へ○I要な 

変化局面である。水な らびに土壊保全に対する圧力はアメリ カの政策におい 

て重要性を増して きている。 それは極ﾡな形態の公共コン ト ロール ないし経 

済木材の大面積収穫の禁止に導 くかも しれない。宜伝なし政治的多数ない 

し分水ﾡの理性的管理によるかどらか、アメ ッ カ政策はこの問題への解答を 

見出すてあろ9。

アメリカ政策は遠い将来に対する仮股的森林予算と不当に関連されるべき 

でない。 その緊急の仕事は多角的サービスに対する資源の有効的回復と経営 

に向つて進行する転換を助ける ととである。われわれ の経済か別の世紀 にお 
いて土地から獲得されるものは、不確定である。木材の一人当り消費凝は、 

今世紀の初年における 500ボード・フィートから194 3年以降2 50- 
ィート以下にまで下落してきている。紙清量は1 951年に一人当りほ: 

400ポン ドま で顕著な割合で上昇してきた。しかし 一人当りの全木材消費 

量は1 9 20年に2る 0立方フ イート あった ものが、1945年には100 
立方フ イート ま で下落 してきている。将来の一人当 り 消費量の趨勢は予測で 

・ざる残因の一つである。

炭計的考え方がアメリ に士て自由資本主義を育てるならは、 それは国 

の需要が 命ずる ごと く 木材利用 と 産業的生産を拡大ないし契約すると とが期 

待されう る。自由資本主義は、将来の市場と 消費需要に奉仕すべき 森林経営 

と加工設備における投資の最良規制者と してまた頼るととができる。

ささざの作物に対しての土地割当ては、自由競争経済下で現在の需給比 

率により各年代に決定されるであろう。将来はァノッ カ林業の視界を面族と 

蓄秋において決定しなければならないであろう。現在は林業を有効な土地利 

用的形態にさせるべきであろう。

第 2 3章 アメ リ カ林業の現在の諸問題
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全汎的企業の有効性
ァメ り 力○森林政策は 50年問の強力な方向における発震と控張○勝史を 

。ってきている。その活動は公共. 私的基金の巨額た支出、数千人○雇用た 

らびに広大な地城○公共○関心を受けてさている。自然、次のごとた授間が 

生る。 ナなわち、支出金額に対して得られた成果ないし国の木材収穫曲と

ろた実際的チス ト よ りみてわれわれの森林政策は如何に効果的であるか。

途株にキける今日○技術知談な らびに木材利用あるは森林任営にキける 

地主の救育お上び企業目的における公衆○教育が如何に適当であるか。

私有林経営の公共規制
ァメリカ政策に対ナる最も熱心な、重大な攻撃は、森林資源はなお減少し 

ていつてるといゥ連邦機関○断父ざる批判と国に木材供絡を不充分に今日 

なしてきた全部の純結果であそ。(オ22章参照)。この公の見解は政府に 

よる基本的造林基理の決定な らびに自分自身の立法ないし行政下で効率的な 

らしめるとと に失敗する州にける迷守を遂行させるための逃邦の千みに対 

する勘告と一般に一締になつている。
この種の連邦統制はオ1次世界大戦後唱導された。そして州との協同を企 

図するクラーク・マクナリ政策に味方して譲会により拒否された(オ1 5章 

参照)。国家規制は 1 9 3 8年の合同議会委員会による森林状況調査と関達 

しcs. D. ルーメペル ト 大統領により 再び提案 された。適当な森林搬業 を 

滋行させるに必妥な州行政にける逃邦千ﾡ○原則は1 9 3 ?年のンク= 

ニド法条t。Benheaa pi1a と1 948年のアンベーソン法楽the 
Anaergon bill において設定された。他の法案 ( ク *ルグレン法1 9 4 
2 Wallgren, * らびにフ ック法1 946年Ho○k) は州の豕林行政を保 

初することを、 ならびに公務大臣をして連邦行動に上 り直接的に私有林を規 

ﾡさせる こと をﾡ案した。
一方、公共相祉のために、森林取り扱いにおける財産権の実行を制限する 

原則は 7 っの州により採用された。少な くとも7っの他の州は州の主修○も 

とで公共部pub1c boarae に上り定式化された森林法の自発的適用に対 

する助長策ないし税を制定 した。州当局によ る森林規制は普通、地方産業に 

より支持されてきている。州行政下における公共規制は、私有林に対する連 

邦警察力の実行に先んずる手段と して、あるいはその必要がないこと を示す 

手段として多くの人々に上り 支持 されている。

林地管理における進邦干渉に対ナる回復した圧力は、 〜ーズベル ト行政○

・=ューディール 'の考え方に関連をもつている。それは全人民の利害関係 

において経済的な らびに社会間題における公共統制○社会主義的考え方の- 

部である。 木材般仰の新 し恐怖は 1939 年○合同藤会委員会の レポー ト 

ctり 指摘された森林事情の非常に悲観的な様相により惹起された。

’破壊的な森林開発 ・は、1,9 5 0年代の貴村失業、林地○税清算ならぴ 
に他○一般的な不況の微候に対して責任があつた。新 しい議論が伐採方法の 

国家統制に対して提出された。連邦政府は、或森林か保護する ために地上に 

○とされているととを確しかめるととな しに、山火事の協同保護に対 して西 

大な支出をつ ヾける べき でない こと を要請 された。破壊的伐採 を防止する た 

めの進歩的な州の法律は、国家政策に亘る連続的斗いにおいて ,連邦主議着 

c工り称賛された。しかし彼等は、 もし国の政府が造林の本質的変素を迷行 

する に 失敗する 州 に干渉 しない ならば、沢山のづおずな州が存在することに 

なろりし、国の木材生産に重大な遅れを生ずるであろ ゥ と推論している。

私有林の公共規制の必要な程度ならびにそれを実行する権威の水準はアメ 

リカ政策の主要 す 問題となつている。こゝ1 0年における洪水統制と水保全 

に関する公衆の関心は森林規制の主張に新 しい活気をあたえてきている。

木材伐採統制は推館された ・渓谷 •防 画の中で一般化してをている

(ォ2 0章参章)。アメ り 力林業は、 中央において一層大さな力を引さつけ 

よクとする遠心的力と広い範囲に亘って働きかける求心的力の間の或種の境 

衡ない し緊張の中に動いている。

小規模杯地の よ り良い林染

公共械関に よる小規模林地の政策は非効率的であると批判されている。 

小規校林地2 5,3 00万ェーカーの中、わずか80 0万ェーカーﾡか、1 9 
4 9 年に集約的経営と して分類されている (ォ1 7章参照)。或良心 ゝな程 

知の森林振育下における比率は、大規模所有の場合における対応比率の半分
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以下と推定されていた。私有地の連邦規制に対する初期の圧力は、 大規模な立 

産業的経営者に対してむけられた。彼等は彼等の去った跡に破滅した森林と 

幽霊の都をのと した。最近 1 5 カ年に宣る産業林の成長 と 小規模林地におい 

て示めされている相対的な貧弱さは、小規模林の方に圧力の主体が移行して 

さている。より多くの面積を もっている小規模林地 Wood 1ot は現在、国 

の問題の ・依心"ならびに公共規制に対する最も緊急な分野と して官界にか 

いて注視されている。

現在一般に なって いる 方法下に おける一層 よい 小規 模林地造林の 見透 しは、 

過去の努力からの失望的結果に鑑みて余り期待ができないと沢山の山林官達  

により見做されている。最近4 0 年間において、教育と援助はこれらの小規 

模林に流れて きている。そしてそれは農業普及、土ﾡ保全、植林ならびに森 

牀経営の 筋冋的ブ ログ ラム忆 より 導かれた。小規模林地 の造林は、州林業○ 

母 も 活澄 な部門 の一つ にな つて きてい る。そしてﾡ次、木材使用産業から の 

振助と関心の分野になつて き てる。

しかし多くの山林官達はこの努力の結果をがっかりする程小さいと見做し 

ている。ルーサー ・ ガ リック博士は、彼の7 メ り 力森林政策において、全体 

的にいって、小規模林地所有者達は彼等の林地を生産的に維持する経済的刘 

似に欠けていると主張している。小規模林地所有者達は健実的な作業と実夢 

c対して逃続的木材生産に依存 してい る製造ない し市場 出荷股備に投資を し 

ていない。彼等の財政的見透しは短期である。彼等の林地は、必要な時自由 

に処理でさる 銀行勘定 と 典型的 に 見做されて いる。連邦干渉の提案者連は、 
ェ りよい小規模林地林業達成の現在の教育的 ・ 協同的手段の脊景に、強勝○ 

故後の手段が存在していな くてはな らないと主張している。これは州の連弗 

当局下において実行される瓣察力である。

他方、反対の考え方は、小規模林所有者は遅々たるものではあるが林業の 

経済状態の変化に対応 してき ている と と、充分な 刺就が良い経営への関心を 

助長 しているとと、 木材成長は計面された迷邦細載による よ り も公共と 産業 

認同のもとで小規ﾡ林地にかいて急速に前進するであろうと主張している。

小規模林地に便益を提供する新しい産業関係がまた使用されるようにをっ 

てtている。その一つは、 丸太ないしルプ材の生産に対する長期契約であ 

る。この契約の もとで、童業的購入者は技術的サービスを連統的に提供して 

いる。小規模林地の将来に対して脇同と教育に依存するという視点において、 

公共規制が必要と なる ものは何で も、地方的事情と経験の祝野において州対 

州で決定されるべきである し、そして遠い農務大臣によるよ りもむしろ人民 

自身の決定により遂行されるべきである。

林業補助金

アメリカ政策 は、公共の財政援助により、私有林楽を助長させるいくつか 

○方法を発展さ せて き てい る。最 も 孤ﾡな組総と 支出 は協同的保全政策 the 
cooperative policy of protection である。運邦補助金に加えて、 

多数の補助金に 加えて、多数の州では、彼等○割当金をしばしば私的資金に 

より充足してきているけれどい 基健的保全費用を引きうけている。coと 

とは北西部における ・義務パ ト P ール ・においてとりわけ然りである。森林 

保全は一般に税金に上 り支持された、公共的任と見徴されている。公共機 

関により提供された植林苗木は無料で農民達へ、そしてししHコス ト ・り 

低W一定額で他の林地所有者に分配されている。多くの州は、税盛歩、とり 

わけ収穫時で成長ス ト ックの税延期。

1 9 5 3年の森林法下における生産かよび市場出荷行政のプログラムは、 

承認された保全作業を遂行する農民連に対して補助金を提供する。と○逃邦 

機関は、被初一種の協業として海筑用材の生産を受け入れ、そして南部イ 

ン施業改善と松脂抽出の関連技術にしたがう ,テレ ピン生産農民 ・に補助金 

を支払 う こ とを公認した。これ らの柏助金 は 1 9 4 9年未期の5ヵ年間に誌 

計2366000 ドルに達 した。主要な規則は、農場における松樹、ならび 

に林分改善伐採 ない し度期林地に おける 防火林は、法律のもとで補助金をも 

ら りととができるﾡ業の保全方法である。補助金は植林については普通エー 

カー当り 5.00 ドルから750 ドル の範囲 で ある。林分改替についてはエー 

カ ー当 り300 ドルから750 ドル、防火林は 1,000フイート当り5.00 
ドルか ら7.50 ドルで ある。1949 年にかける とnれ らの森林施業に対する 

補助金全額は僅 に 7 57000 ドルで あった。しかしそれはﾡ大な額に+で 

成長するかもしれない。この程度の農用林に対する補助金は、保全指導者が



今世紀の変 り 目 にいて認齢 しょゥとしてき た林業と貴業の組合を通じて、 

とんど気がつかずにアメリ カ政策の中に入つて き た。 それは民主主義○無 

秩序と 無関連の作用を示すもので ある。それはさたアメッ カ の将来の コース 

において明白な問題をおと している。も し林業が貴場林ないしテレビン林に 

ャける感業であるなら、林業はルプエ場の樹木貴場地にキいて食楽である 

ことをやめるか。 そして如何和までわれわれは上 り良い経営に補助金を出ナ 

こ と忆 よって林菜の困難性ないし問題を取り のぞ くだろうか。

林業における補助金は他○国においても共通的にみられる。5分の1ない 

しそれ以上の個人土地所有者ない し組合のﾡ林費の公共負担は日本の森林B 
策のぬ石である ( オ7章参照 )。大部分の西 ョー P ッの国は、政策が開始 

されて以来、さまざ1○方法で林業補助金がだされている。オ 2 次世界大戰 

以来、これら○補助金は、机牀に対してエーカー当り多額の補助金をだした 

イ ギリス、な らびに再盗林な らび忆改善造林に対して同 じく多額の長期辅助 

たいし貸付をだしたフランスのごとく、経済復興において主要な約割を果し 

てきている。 ァメリ カ森林政策の成功は同じ方向の中に存在している○か。

ァメリカにおいて提案された林業神助金は、農作物に対する 市場統例の人 

ターシにな らって、生産者に対 して有利な水準で森林生産物市場を安定する 

ために、 生産ならびに市場出荷行政におけるがどと く、特別の土地施業に対 

する報酬の一般的適応から生じて きている。1 946年のフーク法案the 
hook b1ュ1 OT1946 は、農務大臣に上 り正当な らびに合理的であると思わ 

れているがととせ、標準需要に応ずる森林所有者に対する'補償 ・と改しい逃 

邦の伐採作業コン ト ロー～と結合した。全額補信金は州における或森林所』 

者に対 して1 0,000 ドルを超過すると と がで さない。との種の提供された 

大部分の補助金は小規模森林所有に側益をﾡ供するために、そしてかくて 

央除に小規模林地問題を解決するために計画されて ・ ている。

ァメッ カの公の林楽機関は、現存保全な らびにﾡ同政策下において提供さ 

れた扱助は別と して、補助金の考え方を支持してとなかつた。彼等は教育、 

B同な らびに規例によ り 私有林経営における 困難性の解決を しよ ゥとしてい 

る。補助金により☆林計画を森林産衆に対 してアビール してきてもいない。 

彼等の曲における一般的な意見は私有地の使用としての林業は経済学に依：： 

しなければならないということである。 それが充分に報いられるかぎり、そ 

れは困難を排して自分の道を行 くであろう。国はﾡ大な支出にのりだすべき 

でな く、 そして木材管理の人工的支持にふくまれる私有地○使用統ﾡに閲速 

されるべきでない。補助は一般に規制におけるオー歩と して森林所有者によ 

りみなされている。 しかしなが らとの考え方は護論○あるととろである。そ 

れは、多くの他の国におけるごと く、国家緊急時○緊張下で、使用される奈 

林政策の仕事場における別の武器である。

アメ リカにおける公有林の将来のタージ

アメ り 力大陸における 46,100 エーカーの経済林地の中、 連邦政府は

1 9%、州、郡な らび忆市は 6 %、私有が7 5%所有してWる。もちろん、 

州と地方間の森林所有における差は非常に大きい。たとえH、=ューョーク 

#地○40 %は州有な らび に 公園 で ある。6 0 %は私有である。国家政府は 

小規校イ ンデアン保安林な らびに小規模国有公園によつてのみ代表されてい 

る。他方オレゴン州におい ては、連邦所有は 全経済林の 67%をふくんてW 
る。 アラパマ州にキいては、政府所有は林地の1%以下、そして州有林はな 

ャ少ない。現在のうごきから、アラバマ林業の将来は、ほとんど私有林所有 

者の動き に関連を もつている。

全国の3 4.5 0 0 エーカーの私有林の中、約4分○3は貴用林増であり、 

そして他の形態の所有は5,。 0 0エーカー以下である。現在、中/いし大規 

模の産業林経営の木材育成ペース と して直接的にコン トロールされたこの地 

城は僅かに&4 0 0万エーカーである。

アノリカ政策○将来コースにキける重ﾡを問廻は、論れが森林を所有する 

か。ないしは一層特的には、 如何なるタイブの土地に、如何なる目的で、 

公共的森林所有が継続されるであろ ゥ かである。

連邦 な らびに州有林住営に対する土地○保存と岡入は過去5 o年M、主要 

なアノリカ政策であつた。 とれらの政策は一般に2つ○前ﾡの上に立脚して 

・ ている。

1 私的所有は継続的 生産的永林継営をやる意志がないか、 あるいは経済 

的に不可能であると と。



2 私有所有は等に渋水統察といつた々っに、多くの林地にかいて重受でも

る特定の公共の利益を保存する ととができないとと。

両前奨は現在の条件下において現実的な検査を必要とする。私布#任省に 

ャける前進は、とりわけ過去1 2年の有利な木材市場下にキいて、公共一 

ピスが彼等の割当金から金融できる よ り 一層高水ﾡにおいて多く○迫 

で保全、伐採ならびに植林作業を押しすゝめてきている。そして良く管理さ 

れた私有分水ﾡにャける実隣○森林状祝は実際の疑間を生じた。つり色O 
使用の全体の排除は別と して、何が一 解水保全に対 してなすととができるか

である。
オ2次世界大戦以来、 アメリ カにおける経済林業の主ﾡ動機は、自由主き 

梅林における魅力分野の発見、新木材工芸技術な らびに森林生産物の統合的 

製述である。この種の林業は製造工場の中に巨大な投資を要求し、そして原 

料の保障を要求 してい る。私的所有地における生産的管理を可能とナる一層 

進んな林地○国有化は、本当の大規ﾡ使用が公共法ォ2 7 3 条の 中で具体化 

された協同原則で作 られていないとするならば、ﾡ業的林業におけるわれわ 

れのブログレスに衝突するように思われる。カナダの戦後における森林政侯 

の問題の一つは、国有林crown anae (全カナグ森林の92%)のﾡ発を 

保続生産に変え、そ して政府の許可に立脚 した保有形態の もとで加磬された 

利用に変える方法である。

ァメリカにおける将来の公有林経営に対する分野の再評価において、次o 
ごとき 問が枚討されるべき である。

1 公共的獲得は、保続生産楼営に対する私的作業により現在ﾡ受されてい.

る林地の タ イ ブと位世を包括すべきであろ 9 か。

2 . 将未のﾡ得は公共目的に対する特定の、利洞のな い経営を要求する土* 

ないし限界生産力の林地に限定されるべきであろ りか。

3 連邦に関連 して卅ののそま しい地域、公共経営の拡張は何にか。

州間の森林事情な ら びに 機会に おける 変異は、との国家的間題を公共的神 

地所有に対する将来の位置の或形態の州対州計価の中に分散させるととの望

ましいことを示している。 アメ り 力 は立派に確立された政策を現在の必要性 

とそれぞれの州レベルにおける機会に突除に適応する ことを必桜としている。

森林活動における地方分権

海外からのﾡ祭者、国内における行政学徒ですら林業問過の取り振いが多 

く○方面に分裂されるととにより、 ししば困惑され、そして取り扱いが如 

何に統合されているかわからない。 たとえば、いくつかの様々 の連邦機関が 

公有林行政のよ うに、同じ分野において活動している。別の例として、さま 

ざまの組織ないしグルーブがさ ま ざまの水ﾡで同じ仕事に従事している。た 

とえ、典型的な州における山火小保護は、しばしHそれぞれの水ﾡにおい 

て、滋邦、州、郡ならびに私的組級の、2つないしそれ以上のものをよくん 

でいる。全体的構図はアメ リカ林業の多くの局面における相当の重復と組総 

における或費用の重復を しめている。

この複雑な行政構造によ り達せられた結果は、初雑な民主主義的ミターン 

にかける間題処理に対するアメリカ人の○才能○故に、期待される上りも一層 

良い。貴業ならびに国の住宅建造に対するわれわれ○数策は、彼等の被楽性 

にかいて匹敵される。 *たガり ック博士が指摘しているがとと く、類αの技 

徳的考え方と 公共サー ビ ス の概念をも っ若 き林業専門家は実際にそれぞれの 

水準において 行政機構の 各部門 に 侵入 してきている。そして それそれ の津心 

を呈示 してい る。との専門グループは一般に機様を運行させる点火盤な らぴ 

に給油を提供 している。

アメリカ林業における権威の分散は一部は事業の若さから、一部はその民 

主主義的性格からきている。われわれは尙、試行館誤○段防、 進行につれて 

方法と手段を形成ならびに再形成する段階にある。われわれの政策は、民主 

主義プロセスの刺級のもとて、一片、一片成長してきているのである。経験 

は、195 0年のフーパア委員会が連邦活動の場合において推郎してさたが 

ととく、多 くの重複を除去するであろ ゥ。他の 重複 は国の教育 に 責任があ ろ 

かもしれない。問題は遠い将来に対する現在にあろう。 それは国民の理解を 

クるためのプロセスの一部であり、そして森林資源を取り扱う 完成のプ ロセ 

ス の一部である。

等
ア メ リ カ事情の摘要

ﾡ約として、 メリカの森林政策は、 ・自由地"時代の考え方ならびに実
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行からのﾡ進的、民主主義的展開であるといえる。その段も明白な成果は、

1 公有林の強力な核をもつ連邦山林局の創立、 ならびに、

2 . 山火事損害と経営における危険○ﾡ次的設少である。他の選著た成果は 

州活動○拡大、産菜林経営に おける 前進(木材利用工芸技術をふくむ)を

通じて の林業教育、誘因ならびに統制の拡大で ある。

私有林業の発展は、主に経済的原因はよって、不斉であり、未完成である。 

小規ﾡ所有に分割されている経済林の半分以上の部分に関 しては、とり力け

不充分である。

1 9 5 5年の基本的問題は、 われわれが林業を炭鉱のごと く取り振っとと 

から移動するにつれて、アメ リカにおける木材の成長と有効的利用にかける 

上向傾向が国家経済と歩調をそろえて行 くかど9かである。とのテストに上 

るァノリ カ林業の当否に対する公衆の評価は将来における 政策の コース を志 

向することが期待されるかも しれない。 %ちろん、渋洪水ラン ト ローハ 水保 

全といつた他○公共的利害を満すにあたつての当否の推定的評価が存在する 

であろら。公共企業と私的企染は最初からアメ リカ林業においては混合され 

てきている。彼等は一就に機能 しつ ゞけるであろりし、われわれは協同する 

こ と を希望できる。一つ の拡大 と 他の 収縮は 長期において 国の必要性とのや 

運で成果に対する公共的評価に よ り 支配される で あろ ク。

オ4部 世界における森林政策の傾向の摘要

才84公 益 優 先

ﾡ林政策の一般的コース

広視野においへて、森林政策における動因力は、 数世紀に直つて、公共な 

らびに国家目的を重視 し、個人の権利ないし利益を経祝する方向に変化して 

きている。との変化はﾡ近半世紀の間において明白にされてきている。

森林管理の発端ならびに領地の原則は、支配崎扱○土地特を守るために 

中夫ョーロッの人の上に課せられたのであつた。君主絶対御 Roya1 
Abgolutiom それに替つた対建主義は、世界が困って経験してきた烛も.攻 

しへ、 そしてょへﾡ林ま前を企図した。ﾡ林改策はなお社会○高い地位の人 

々を保ほし、益をあたえた。そして小自作農り旧い材地雁はしばしば消滅 

された。しか しの利害書が峰用材○保存ならびに地方の鉱山に供給する 

木材の保全といつた局面にあらわれた。多 く の社会は彼等自身の凝林を伐採 

るととができた。

順次、 株林絶対主義がア リりカネよびフラン 状命にっづいて広まった政 

治な らびに経が的自由に対して急速に地歩を失った。 人から&り上つて 

きた新し力としては、 研産業、高い生活水準、資本主義、世界貿易の拡大 

等であつた。 19世紀には、沢山の様々 の侍故を もった森林改策がさまざま 

の国にあらわれた。 ドイッは林業教ﾡ、 科学的経営ならびに保生産におい 

てすぐれ、 フランスとスイスは分水継の保全にかいて、 スカンッナビ*は宏 

壊的事業を防止する社会組織においてそれそれす ぐれていた。英領カナダ 

ths Doninton of Canada 立よびァノり力の広大な食源と民主的鋼 

度に上つて、 ﾡ林開発のﾡ本主装組ははその減つとも進んだ、そして破壊的 

形態にまでナすめられた。

しかし林業は、 特殊な回家利書と保婚の間ﾡをのこしている。大部分の元 

A主ないし公有地はﾡ有となつた。各回にかける林業の中心は公共すービ 

ス、公有林 Puk1ic Fore8taネよび私有林経営に修なする公共装部、 

依育ない し勝因に よ る手投 ・ 方法で あった。民主的制後 を と る国の犯代業 
においへては、私ならびに公企ﾡの活動分野がのこされている。 ロッ+だけが

一つ0-



全ての林池と探林生産物の使用を全体国家の力と目的に完全に統合する政策 

の見本を世界に示している。
民主主義国家は経験た らびに教と人口圧迫による新しへ間ﾡとを通じて 

+ず公共の利害を優先させる方向に向つて ・ ている。自由主義思想と公拄と 

の間の相境と妥協が、全ての民主主磽国家にかいておこなわれている。公 

の利書が大抵の人間活動にかけるごとく、業においても優勢となつている 

・主ぬ思ﾡに対してのこされた主授えゆ場は、それ が統制経済 よ り も一畑 

効率的に公益に締仕するととを示すととである。

多くの特別な状祝により、 公が愛先されてきている。はも有力なもの○ 

_ろは、 水保全、洪水防国、崩壊防止、渓谷農地の保建に関して世界的にり 
心が高; ってきたことである。彼争より受けた森林の很害の回復は、百ョ-

5における肝坂事の一つである。その造果、国の再造林肝両、国の毆資 

お上び巨大な額での補助金が突行されるととになつた。

社会主義と森林政策

改権が公益を愛先する ことは、沢山の民主主義国家の社会主義化への 
高Cごゝ独められた。民主主義国家から社会主俊国家への領向は、それぞ 

この国とおいてそれぞれ○吹ﾡを発にしている。民主主会が*り、 そして社 

会主後が開始される場所を決定する ととはしば しば不可能である。 木材加工 

工場の有化といつた社会主義的方法は、林地所有者の利益を促進する方法 

を彼等にしめすために計面された教ﾡプログラムのような民主主義的プロセ

と子行して採用される。
ルーズベルト ならびに ト ルーマン政術のニュー ・ ディ ール牧流、社会保 

国を らあcめ者の生活水ﾡの上昇の延長以上のものであつた。 それは進本 
前的本主袋から改府に継済力を安更するための努力であつた。そ 

は田有化に対するき支出の 55 %の金( これは 1911_年のウ1ーク法 

こ。 wooka Law の制定以来結合された他の諾ての行政以上)を支出し 

*。 それはﾡ林および失者による刈の保全作業に文出された。そして燃初 

林に対ナる整邦の規制が公に永認された。

イ ギ , スの労動社会党政車 tne Labor - Boc1a149t 9over- 
nt u Britain は保守党○政戒に、"土地は上" Iand Ded1- 

°etiPn の原則を加えた。多の、そして急売的な公共補助金の返礼として 、 

所有者は、国との契約によつて、 きたるべき全ての時にそなえた森#志積に- 

対して彼の財ﾡを公託した。 交領カナダにないへてすら、戦後の攻策として、 

林地の" 主有権" Orown Ownership が再主張され、そして公共有木材 

の上で、 公的= ン トロール下で様している。管許形式に系林盗茶をとどめ 

てきている。

さまざま の異ったやり方で、世外にかける集林改策の○う在○ﾡは、国に 

一B憂先海を あたえて き ている。採用された手梭が全く の国有化であろ う と 

その完前神神は社会主偽的である。以前上 り も一泡理力な公益愛先は林業の 

運命を方向づけている。

森林政策はなお現実的である

しかしながら、 大ﾡの民主主ﾡ国家において、 そしてとりわけアノリカに 

おいて、森林政策は イ デォロギー上りも炎条的結果に依存している。一般的 

に利断して、提案の破終的テス トは政府の埋論ないしﾡ法の言素ではない。 

それはむしろ、 かによく計画が動いたか。 それは如何に多くの市木を生育 

するか。 それは何人もの人々を益したか。右ないし左のいアれであれ、 より 

良林業を意図 した計画は、2書の ととわ ざの中になける謝木のとと く 刊定 

されるてあろう。" あなたは米薬に上 り樹木を知るであろり。人溯はいばら 

○ぶど 9 の実ないしあざみのいちじ く を染めるか"。民主主会世外は社会主 

妾に向って振れている。しか しそれはその必要性を湾足させる最良の方法の 

决定ならびに完成の判定にあたって増々現実的である。

現在の成果テストは明白に森林政策のコースを教示する薄高我利所である。 

それは々の一般的判所に立脚して私企業に関迷しての公企業預城を決定ナ 

るであろう。 々の家のﾡ験以内において、続争の分はのとされてる。 

林業における私企業は、 公衆にその存在価値をしめすことによつてその位置 

を保持できる。 (完)

一「バ


